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平成 30 年 7 月豪雨での薬剤師と多職種との情報連携 
―岡山県真備地区避難所対策での成功例と改善策の提案― 
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和文要約 
 

岡山県真備地区を襲った平成 30 年 7 月豪雨において、避難所における夜間対応や

中長期的な薬剤師の活動の可能性を検証することを目的として、被災地近隣に在住す

る薬剤師の活動と他の医療者団体の活動について活動時間とその内容を比較検討した。

今回の救援活動は、倉敷地域災害保健復興連絡会議（KuraDRO）と連携して実施した

ものであり、それは「薬剤師のための災害対策マニュアル」に準ずるものであった。

避難者が 50 名以下の避難所と 250 名を超える大規模避難所での活動を比較した結果、

避難所での受付担当者の役割が、避難者の個人情報の管理や多職種と情報共有する際

に重要であり、鍵付きロッカーの利用や避難所の規模に応じたアナウンス方法および

受付担当者の人員配置等の体制整備が重要であると考えられた。また、医療者の夜間

巡回スケジュールや避難所に必要な物資の把握にソーシャルネットワークサービスの

LINE®の活用は有益であることが示唆された。 
 
 

キーワード：薬剤師、多職種連携、避難所、受付の役割、LINE®  
 

１．はじめに 
岡山県真備地区を襲った平成 30 年 7 月豪雨に際し、

避難者の薬の必要性の把握、受診勧奨、及び精神的不安

の軽減を目的として、岡山県薬剤師会玉島支部は 7 月 6
日の発災直後から支援活動を行った。玉島支部のある倉

敷市玉島地区は、倉敷市真備地区に隣接する地区であっ

たが、浸水被害は軽微であり、被災近隣地域の有志ボラ

ンティアから成る薬局薬剤師と病院薬剤師がチームとな

って各避難所の支援活動に参画した。 
避難所での支援活動は、保健体制と医療体制を併せて

支援を行う KuraDRO（クラドロ: Kurashiki Disaster 
Recovery Organization; 倉敷地域災害保健復興連絡会議）

と連携して実施した。KuraDRO とは、被害が拡大し、県

内外から避難所に派遣された医療チームが情報交換する

中で連携・協働した組織であり、倉敷市保健所（本部事

務局）、岡山県備中保健所、厚生労働省、岡山県、日本医

師会、日本赤十字社、全日本病院協会、国際医療ボラン

ティア（AMDA; The Association of Medical Doctors of Asia）、
及び災害派遣医療チーム（DMAT; Disaster Medical 
Assistance Team ／JMAT; Japan Medical Association Team）

等で構成された。 
東日本大震災後、災害時の薬剤師の活動や役割につい

て報告されてきている（永瀬ほか, 2012; 島田ほか, 2013; 
吉中ほか, 2013; 松田ほか, 2013; 若林, 2015;）。また、2012
年に示された「薬剤師のための災害対応マニュアル」（厚

生労働科学研究, 2012）では、薬剤師による救援活動とし

て、医療救護所におけるDMAT 等の災害派遣医療チーム

の一員として対応すること、及び避難所における一般用
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医薬品（OTC）の供給管理と衛生管理等の活動を行なう

ことが明記されている。その内、前者の医療救護所にお

ける“医療チームの一員として行う薬剤師の活動”につ

いては、救援物資としての医薬品・医療材料の仕分け作

業（島田ほか, 2013）、医薬品の供給体制の構築（若林, 
2015）、お薬手帳を活用した継続的に必要な治療薬の把握

と医師の処方支援（松田ほか, 2013）、DMAT における調

整員として人員・時間・安全・健康・情報管理の実施に

より医療支援環境を作ること（村木, 2015）に関する報告

がなされている。その一方で、後者の被災者の生活の場

である“避難所での薬剤師の活動”を報告したものにつ

いては、DMAT／JMAT が撤退した後の感染症への対応

や慢性疾患の医薬品供給に関する報告（名倉, 2014）はあ

るが、被災地域の状況をよく把握している現地のボラン

ティア薬剤師による避難所での活動を報告したものは皆

無である。これまでに報告された医療救護所における活

動だけでは、通常の災害派遣医療チームが居ない夕方・

夜間の対応は不可能であり、また、慢性疾患に対して服

薬している避難者に対する継続的な治療・医療を支援す

ることはできない。しかし、被災地周辺で働く薬剤師で

あれば、数週間から数か月間の避難生活を余儀なくされ

る避難者に対して、夜間対応や中長期的な医療支援を実

施できる可能性がある。 
そこで本研究では、避難所における夜間対応や中長期

的な薬剤師の活動の可能性を検証することを目的とした。 
 

２．研究方法 
発災から 8 月 15 日までの約 5 週間、薬剤師以外の職種

団体である倉敷市職員、保健師、看護師、およびDMAT
／JMAT が行った避難所での活動時間と活動内容に対し

て、被災地近隣のボランティア薬剤師が行った活動時間

と活動内容を比較検討することで、今後起こりうる水害

対策として、被災地近隣のボランティア薬剤師が効果的

に支援活動を行う時間や支援内容について考察した。 
 
３．被災状況とボランティア薬剤師の支援内容 
（１）岡山県真備地区での平成 30 年 7 月豪雨における

被害状況（概要） 
2018 年 7 月 5 日から 7 日にかけて、100 年に一度とい

われる豪雨が倉敷市を襲い 7 月 6 日には倉敷市で初めて

の「大雨特別警報」が発令された。真備地区では、小田

川をはじめ、末政川、高馬川（たかまがわ）、真谷川（ま

だにがわ）、大武谷川（おおぶだにがわ）における 8 か所

で堤防が決壊し、大規模な浸水被害が発生した。真備地

区は倉敷市北西部に位置し、人口は 22,797 人の 9,006 世

帯がある。浸水場所を図 1 に示す（国土交通省, 2019 参

照）。人的被害状況としては死者 52 人、重傷者 3 人、軽

症者103人であり、住家被害状況としては全壊4,646棟、

大規模半壊 453 棟、半壊 392 棟、一部損壊 469 棟であっ

た。浸水地域は約 12ha（真備地区の約 27％）で最大水深

は約 5.38m に達した。ライフラインの状況を表 1 に示し

た（倉敷市保健所, 2019 参照）。停電約 1,700 戸（7 月 12
日復旧）、真備地区全域の断水（7 月 24 日全面解除）、固

定電話の不通（8 月 3 日復旧）、携帯電話は発災から数日

の間、繋がりにくかった。鉄道に関しては井原線の三谷

駅から総社駅間の運転が見合わせとなった（9 月 3 日全

線復旧）。また、医療機関については発災前には 2 病院、

10 診療所、7 歯科診療所があったが、発災後は 1 病院を

除く殆どの医療機関に浸水被害があり診療は不可能であ

った。 
（２）各避難所の特徴 
倉敷市及び隣接する総社市で真備地区関連の避難所は

29か所あり、7月 6日時点では約 5,600人が避難した。

その内、玉島地区に 4か所設置された乙島（おとしま）

小学校、上成（うわなり）小学校、穂井田（ほいだ）小

学校、および黒崎公民館、船穂（ふなお）地区に設置さ

れた船穂小学校、真備地区に設置された二万（にま）小

学校の計 6 か所を薬剤師会玉島支部が担当した（図 2）。

表 2に避難所ごとの避難者数を示した。尚、黒崎公民館

は支援開始後数日で統合閉鎖されたため本研究の対象外

とした。 

a）上成小（最多避難者数 12名） 

5 つの避難所で唯一、個人ごとのカルテが作成され、

受付（倉敷市職員）が管理した。上成小は避難者数が少

なかったため避難所を巡回した薬剤師が全員に声掛けし

個人の状況を把握した。受付の市職員が管理していた個

人カルテを用い、医療チーム間で情報共有した。 
ｂ）二万小（最多避難者数 260名） 

二万小は避難者の人数が 250 名を超える大きな避難所

で、薬剤師会玉島支部が担当した避難所の中では唯一の

真備地区内にある避難所だった。5 つの避難所で唯一、

DMAT/JMAT による常設の医療救護所が開設された。ま

た支援団体の介入数が最も多かった。発災初期から保健

室で支援活動を行う許可が得られ活動の拠点として利用

された。薬剤師の到着を校内放送で案内し、医療救護所

である保健室にて避難者に対応した。DMAT/JMAT 以外

の医療チームも保健室を利用し、備蓄 OTC も診療に使

用した。衛生材料の補充リクエストも受けた。お薬手帳

の利用を校内放送で呼びかけたが、浸水で流失している

避難者が多く、新規でのお薬手帳の配布や利用は困難だ

った。 
ｃ）乙島小（最多避難者数 25名） 

乙島小は地域の社会福祉協議会（地区社協）の活動が

活発で、自家用車が流される等、交通手段の無い被災者

に対しても支援スタッフが細やかに対応した。市や県の

職員よりも地区社協スタッフは被災者個人の状況を細か

く把握しており、被災者の医療ニーズ、環境衛生ニーズ、

及び衛生用品等の物資ニーズを迅速かつ正確に把握した。 
ｄ）船穂小（最多避難者数 49名） 

船穂小は真備地区外の避難所の中で最も真備地区に近
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ことが明記されている。その内、前者の医療救護所にお

ける“医療チームの一員として行う薬剤師の活動”につ

いては、救援物資としての医薬品・医療材料の仕分け作

業（島田ほか, 2013）、医薬品の供給体制の構築（若林, 
2015）、お薬手帳を活用した継続的に必要な治療薬の把握
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整員として人員・時間・安全・健康・情報管理の実施に

より医療支援環境を作ること（村木, 2015）に関する報告

がなされている。その一方で、後者の被災者の生活の場

である“避難所での薬剤師の活動”を報告したものにつ

いては、DMAT／JMAT が撤退した後の感染症への対応

や慢性疾患の医薬品供給に関する報告（名倉, 2014）はあ

るが、被災地域の状況をよく把握している現地のボラン

ティア薬剤師による避難所での活動を報告したものは皆

無である。これまでに報告された医療救護所における活
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夜間の対応は不可能であり、また、慢性疾患に対して服

薬している避難者に対する継続的な治療・医療を支援す

ることはできない。しかし、被災地周辺で働く薬剤師で

あれば、数週間から数か月間の避難生活を余儀なくされ

る避難者に対して、夜間対応や中長期的な医療支援を実

施できる可能性がある。 
そこで本研究では、避難所における夜間対応や中長期

的な薬剤師の活動の可能性を検証することを目的とした。 
 

２．研究方法 
発災から 8 月 15 日までの約 5 週間、薬剤師以外の職種

団体である倉敷市職員、保健師、看護師、およびDMAT
／JMAT が行った避難所での活動時間と活動内容に対し

て、被災地近隣のボランティア薬剤師が行った活動時間
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対策として、被災地近隣のボランティア薬剤師が効果的
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（１）岡山県真備地区での平成 30 年 7 月豪雨における
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で堤防が決壊し、大規模な浸水被害が発生した。真備地

区は倉敷市北西部に位置し、人口は 22,797 人の 9,006 世

帯がある。浸水場所を図 1 に示す（国土交通省, 2019 参

照）。人的被害状況としては死者 52 人、重傷者 3 人、軽

症者103人であり、住家被害状況としては全壊4,646棟、

大規模半壊 453 棟、半壊 392 棟、一部損壊 469 棟であっ

た。浸水地域は約 12ha（真備地区の約 27％）で最大水深
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除く殆どの医療機関に浸水被害があり診療は不可能であ

った。 
（２）各避難所の特徴 
倉敷市及び隣接する総社市で真備地区関連の避難所は

29か所あり、7月 6日時点では約 5,600人が避難した。
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小学校、上成（うわなり）小学校、穂井田（ほいだ）小

学校、および黒崎公民館、船穂（ふなお）地区に設置さ

れた船穂小学校、真備地区に設置された二万（にま）小

学校の計 6 か所を薬剤師会玉島支部が担当した（図 2）。
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5 つの避難所で唯一、個人ごとのカルテが作成され、

受付（倉敷市職員）が管理した。上成小は避難者数が少

なかったため避難所を巡回した薬剤師が全員に声掛けし

個人の状況を把握した。受付の市職員が管理していた個

人カルテを用い、医療チーム間で情報共有した。 
ｂ）二万小（最多避難者数 260名） 

二万小は避難者の人数が 250 名を超える大きな避難所

で、薬剤師会玉島支部が担当した避難所の中では唯一の

真備地区内にある避難所だった。5 つの避難所で唯一、

DMAT/JMAT による常設の医療救護所が開設された。ま

た支援団体の介入数が最も多かった。発災初期から保健

室で支援活動を行う許可が得られ活動の拠点として利用

された。薬剤師の到着を校内放送で案内し、医療救護所

である保健室にて避難者に対応した。DMAT/JMAT 以外

の医療チームも保健室を利用し、備蓄 OTC も診療に使

用した。衛生材料の補充リクエストも受けた。お薬手帳

の利用を校内放送で呼びかけたが、浸水で流失している

避難者が多く、新規でのお薬手帳の配布や利用は困難だ

った。 
ｃ）乙島小（最多避難者数 25名） 

乙島小は地域の社会福祉協議会（地区社協）の活動が

活発で、自家用車が流される等、交通手段の無い被災者

に対しても支援スタッフが細やかに対応した。市や県の

職員よりも地区社協スタッフは被災者個人の状況を細か

く把握しており、被災者の医療ニーズ、環境衛生ニーズ、

及び衛生用品等の物資ニーズを迅速かつ正確に把握した。 
ｄ）船穂小（最多避難者数 49名） 

船穂小は真備地区外の避難所の中で最も真備地区に近
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かった。船穂小の受付職員は薬剤師の活動に協力的だっ

た。避難所である体育館内に施錠できる保管場所が確保

できなかったため、備蓄 OTC の保管方法に苦慮した。

近隣病院の看護師チームの活動時間は 18 時からであっ

たため、発災当初、まれに遭遇して情報交換を行ったが、

亜急性期（7 月 22 日～8 月 15 日）には支援時間を合わせ

て協働した。 
e）穂井田小（最多避難者数 26名） 

穂井田小はペット動物同伴のために遅れて開設された

避難所であり、医療支援ニーズが少なかった。この避難

所に入所するまでにトラブルを経験した人が多かった為

か「何故、同じことを何度も聞くんだ」という声もあっ

た。多職種が別々の機会に同じ内容を質問することを避

けるため、医療者間の一斉ミーティングの際に「各医療

チームの巡回時間を合わせましょう」と申し合せた。 
（３）ボランティア薬剤師の活動 

被災地近隣で勤務する薬剤師は、発災当初、9 時、15
時半、18 時半の 1 日 3 回の支援活動を行っていたが、夜

間は巡回する医療チームが不在であり、日中は瓦礫撤去

作業等に外出し不在の避難者が多く、夜間に医療ニーズ

が多かったため、薬剤師の巡回は夜間へシフトした。 
避難所では次の対応を行った。(1)体調や薬についての

相談、(2)バイタルチェックや症状確認などトリアージを

行った上での OTC 供給、(3)適切な医療機関への受診勧

奨や他の医療チームへの引継ぎ、(4)処方せんを持ったま

ま薬を受け取ることが出来ていない被災者への対応、(5)
不安に思われていることの傾聴と精神面へのフォローア

ップ、(6)避難所における衛生管理及び感染対策への介入、

(7)医療機関の無料受診などの必要な情報提供を行った。

これらの支援活動は薬局勤務の薬剤師 1 名と病院勤務の

薬剤師が 2 人 1 組で巡回し対応した。 
発災当初、近隣病院チームの看護師団体とは避難所巡

回時に何度か遭遇し、その時間のみでの情報共有を行っ

ていたが、亜急性期（7 月 22 日～8 月 15 日）からは活動

時間を合わせて協働で支援した。 
（４）各職種とボランティア薬剤師との連携 
急性期（7 月 8 日～7 月 21 日）と亜急性期（7 月 22 日

～8 月 15 日）に分けて、避難所ごとに、薬剤師会玉島支

部が各チームと連携した内容を表 3、4 に示した。 
a）DMAT/JMATとの情報連携 

二万小、船穂小ではDMAT が発行した災害処方せんは

倉敷市保健所に設置された仮設薬局で調剤され翌日に配

達された。しかし、昼間は避難者不在で届かなかったこ

ともあり、薬剤師会玉島支部が夜間に服薬指導して渡す

こともあった。熱中症が多い時期で、脱水を補う輸液の

緊急供給を日本赤十字社のDMAT より求められ、薬剤師

会玉島支部が対応した。 
ｂ）保健師との情報連携 

発災当初、二万小学校で保健師が活動していることは

わかっていたが直接の連携はなかった。その後、介入早

期（7 月 16 日）に二万小学校の避難所運営会議が開催さ

れ、その際、保健師より「お薬を飲めていない人がいる

ので一包化をお願いできないか、薬剤師にフォローをお

願いしたい」と打診がありそれ以降連携して活動した。8
月 6 日以降、避難所の人数が減ったことをきっかけに始

めた薬剤師と保健師との「交換日記」は閉所まで続いた。

保健師の介入時間帯は主に昼間、薬剤師は主に夜間であ

ったため直接会うことはほとんどなかったが、保健師が

避難所受付に情報を残していた際には、受付（倉敷市職

員）を通じて避難者の医療ニーズを情報共有した。一方、

乙島小を巡回していた保健師は KuraDRO の組織下で動

いていたが、保健師独自の動きとして倉敷市保健所から

支援物資を取り寄せていたため、薬剤師会玉島支部には

衛生用品が不足している旨の情報が提供されなかった。 
ｃ）看護師との情報連携 
看護師は昼間、薬剤師は夜間に主に巡回しており、発

災 1 週間を経過した頃に、お互いの活動を認識すること

ができた。また、巡回時の避難者情報を含む記録を各団

体で保管・管理しており情報共有ができなかった。 
医療救護所が設置された二万小では、看護師は

DMAT/JMAT の医療チームとして避難所に入っていたた

め、薬剤師と看護師の交流は無かった。 
ｄ）受付担当者との情報連携  
 上成小では個人カルテを早期から受付の倉敷市職員が

作成・管理した。薬剤師も個人カルテに訪問記録を記載

でき、倉敷市職員が避難者情報のハブ機能を果たし看護

師など多職種間の情報連携をサポートした。上成小は避

難者の少ない小規模な避難所であり、その中でも医療ニ

ーズが継続的にある避難者数は数名であったため個人ご

とのカルテを作成することができた。避難者にも毎回声

かけした。しかしながら二万小のような 50 名を越える大

規模な避難所での全員への声掛けや避難者の医療ニーズ

を把握することは不可能であった。 
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図 1  倉敷市真備地区の浸水推定図（国土交通省, 2019参照） 

岡山県倉敷市 
真備地区 

 
二万小学校 

船穂小学校 

上成小学校 

乙島小学校 

穂井田小学校 

図 2  各避難所（小学校）の位置関係 

（国土地理院地図を基に作図） 

表 1  ライフライン等に関する状況 

種別

電気 停電 1,700戸　7月12日19時過ぎ～点検後復旧

水道 断水　真備地区全域

7月9日　小田川北側の一部で試験通水（飲用不可）

7月24日　断水全面解除

電話 固定電話不通　8月3日復旧（電話会社により一律ではない）

携帯電話　繋がりにくさあり（電話会社により一律ではない）

鉄道 井原線　三谷～総社間運転見合わせ　9月3日前線復旧

医療機関 【被災前】2病院、10診療所、7歯科診療所

【被災後】1病院以外はすべて浸水被害あり、診療不可

状況
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表 3 急性期（7月 8日～7月 21日）における避難所での薬剤師と多職種との活動概要 

上成 二万 乙島 船穂 穂井田

受付
（岡山県、倉敷市職員）

・患者の個人カルテを作成し、受付で管理。
JMATから聞き取りしたことをカルテに転記
・常備OTC薬の使い分けが判断できす管理
できない。防災備蓄ロッカーに保管（鍵つ
き）

・保健室にOTC常備薬が設置さ
れ、支援活動を保健室で行う許可
を得た。
・避難所運営会議に参加し、校内
放送をする許可を得た。
・目のケアの啓発プリント配布を本
部に依頼した。

・7月13日に救急搬送ありDMATへ申し
送りした
・7月14日に脱水のため救急搬送あり。
前日より嘔吐下痢だったが悪化のため
・カットバンは傷口悪化する、と嫌がる
避難者あり、対応策を相談された
・手指消毒剤の設置済み確認、手を
洗ってから使うよう指導
・嘔吐下痢患者のためのラップポン、ト
レッカー3の設置を確認
・うがい薬のトイレ設置を確認、残りも
あること確認
・入浴施設への送迎あることを確認

・受付にて避難所内での患者名と居住
位置の対応表が用意され、確認できる
ようになった
・消毒液の希釈方法とOTC常備薬の利
用方法について説明した
・トイレ衛生状況を確認
・うがい薬の設置を確認
・OTC常備薬を7月20日以降、鍵のかか
るロッカーで薬剤師会が管理することを
了承いただいた

（7月21日避難所開設）

保健師

・平日午後に入っている
・目薬の要望が出ていることを聞き取り
・患者が降圧剤を飲み切ってしまったと連絡
あり

・避難所運営会議で面会し、一包
化必要な方の情報共有を行った。

・保健師巡回あることを確認
・血圧計がないため全員で見守ると申
し送りうけた

・倉敷市の保健師と現地で遭遇
・保健師巡回時に気になった患者は
JMATに申し送り診てもらったとのこと

（7月21日避難所開設）

看護師

・玉島地区の病院の看護師が巡回している
との情報を得た
・採用薬がなければ院外処方せんを出して
もらえればいいと気づいていただいた（院外
処方せんを出したことのない病院のNs.）

・特になし ・A病院チームが巡回していることを確
認。以下、巡回体制
　医師　定期的には入らない
　歯科　毎火曜18:00
　看護師　毎日18:00
・時間外受診は症状によって対応でき
ないことあるので事前に電話連絡を
・玉島歯科医師会　毎週日・木の夕、
玉島地区避難所に入る

・B病院の看護師が毎日18時頃、Dr.と
共に訪問していることを確認。

（7月21日避難所開設）

DMAT/JMAT

・JMATのDr.に受付の個人カルテへの所見
の記載を依頼
・OTC常備薬について病院とJMATの処方
薬との飲み合わせをまだ相談できてないこ
とを共有

・OTC常備薬と衛生材料をDMATが
診察に使用した。
・和歌山日赤DMATより、熱中症患
者への輸液が不足したとき確実に
供給できるルートを確保してほしい
との依頼あり。
・患者不在のため渡せなかった調
剤された薬剤の服薬指導（5人分）
の依頼を、受付経由で受け取っ
た。

・大阪JMAT 4名で個々に問診したが聴
診器をあてるまでの重症患者はいな
かった

・薬剤師巡回時に高血圧の女性を確
認、KuraDRO経由でDMAT/JMAT申送
り
・大阪JMATから申し送り：災害薬局より
処方薬を持ってきたが患者外出中。夕
方帰宅時に服薬指導の依頼が薬剤師
会にあり。
・別患者で大阪JMATから申し送り：処方
薬を持ってきたが外出中。帰宅時に服
薬指導の依頼あり。

（7月21日避難所開設）

その他

・不眠の相談あり、近医の精神科医へ薬剤
師から申し送り
・降圧薬服用患者の服用薬を確認するた
め、まび記念病院災害対策本部に問い合
わせした
・使用点眼薬がわからず主治医に連絡し、
近院へ情報提供

・避難所運営会議に参加
・校内放送の許可を得た

（7月21日避難所開設）

7月15日 7月22日 8月1日 8月13日

上成小 7世帯  12人 5世帯   8人 4世帯   5人 1世帯   2人

二万小 64世帯 179人 92世帯 260人 78世帯 230人 78世帯 230人

乙島小 10世帯  23人 12世帯  25人 12世帯  23人 13世帯  22人

船穂小 16世帯  36人 19世帯  48人 21世帯  49人 20世帯  44人

穂井田小 未開設 9世帯 22人 11世帯  26人 9世帯  23人

表 2  発災後 5週間における避難所ごとの避難人数 
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上成 二万 乙島 船穂 穂井田

受付
（岡山県、倉敷市職員）

・担当者変更。受診方法、薬対応、救急対
応、虫害ムカデのことなど申し送りされた
が、薬剤師会からもフォロー説明した
・OTC常備薬を受付で渡す際には記帳する
よう依頼した
・OTC常備薬を7月末で撤収予定の案内を
掲示するよう依頼
・環境衛生管理状況を確：嘔吐等消毒セット
常備、温度・湿度計あり（湿度対策のためタ
オルを掛けている、昼30%・夜40%くらい）、空
調は冷暖房、毎日朝と昼に換気実施、モッ
プがけ実施、トイレ消毒チェック表設置

・受付のOTC常備薬を確認
・OTC常備薬の撤収撤退予定につ
いて受付に説明し、校内放送と貼り
紙で案内することとした。
・処方せんを持ったままの方がおら
れたら教えてもらうよう依頼した

・頭痛持ちの避難者が鎮痛剤を夜に必
要とするので、受付にOTC常備薬を移
動させた
・受付職員にOTC常備薬の施錠管理を
することを説明
・保健師が持参追加した鎮痛剤をOTC
払い出し管理リストに書き加えるよう依
頼
・OTCを取り扱う職種の判断基準につ
いて受付より問い合わせあり、薬剤師
が相談応需する回答した
・保健師に頼んだ包帯が届かないと問
い合わせを受けた（薬剤師会では把握
していない依頼）
・7月末でOTC常備薬撤去すること連絡
・換気は毎日1回、朝に実施している

・OTC常備薬ロッカーの温度が32度を超
えており移設を検討。
・真備地区医療機関巡回バスの運行開
始案内が掲示されていないことを確認、
受付の倉敷市職員に申し送りした
・7月末でOTC常備薬を撤収することを
案内し了承された。
・日中の換気を依頼。1日2回、朝6時と
14時、30分ずつ実施

・OTC常備薬の在庫チェッ
ク実施。払い出し台帳の
記入あったが、渡した方の
名前の記録がなかったの
で、記入していただくよう
受付の方に依頼した

保健師

・8/6に、経過観察してほしい方のリ
ストを保健師から受け取った。以
降、毎日保健師より申し送りあり。

・保健師がOTC常備薬保管場所を移動
していたことを確認

・保健師と遭遇、患者情報申し送り。保
健師と看護師と薬剤師にでは、同じ患
者でも言うことが違うという話

・保健師が来ていることの
確認は取れたが情報の連
携が不十分、保健師との
交換ノートを作成していく

看護師

・薬剤師会と看護協会で合同会議。これま
でのお互いの活動を把握、今後協働して介
入する。個人カルテにも記入頂けることと
なった
・OTC常備薬を7月末で回収後、問題の起
きていないことを確認

・薬剤師会と看護協会で合同会
議。これまでのお互いの活動を把
握、今後協働して介入する。

・薬剤師会と看護協会で合同会議。こ
れまでのお互いの活動を把握、今後協
働して介入する。
・要治療者が出たが、休日で検査でき
なかったため救急車を呼んだと申し送
り受けた。本件、D病院看護部長と救
急搬送患者の対応について情報共有
した

・薬剤師会と看護協会で合同会議。これ
までのお互いの活動を把握、今後協働
して介入する。
・B病院看護師よりOTC常備薬から湿布
薬の払い出しを確認
・B病院看護師の介入が8月3日まで。今
後、薬剤師会の介入予定を問い合わせ
受けた

・薬剤師会と看護協会で
合同会議。これまでのお
互いの活動を把握、今後
協働して介入する。ｓ
・C病院看護師と一緒にな
り、ルルを服用中の人が1
名いることを申し送り受け
た

DMAT/JMAT

その他

・夜間に疼痛の患者あり。倉敷成人病
センター受診中のため、当直Dr.に電話
連絡した上でOTC常備薬から消炎鎮痛
剤を提供

表 4 亜急性期（7月 22日～8月 15日）における避難所での薬剤師と多職種との活動概要 

図 3  発災後 5週間の避難所巡回を行った薬剤師数 

表 5  避難所における各医療者団体の平均的な活動時間 

上成 二万 乙島 船穂 穂井田

受付
（岡山県、倉敷市職員）

0：00～24：00 0：00～24：00 0：00～24：00 0：00～24：00 0：00～24：00

保健師 13：30～17：00 10：00～16：00
(県外チーム)

13：30～17：00 13：30～17：00 13：30～17：00

看護師 17：00～18：00 11：00～16：00
（DMAT/JMATチーム）

17：30～18：30 18：00～19：00 19:00～20：00

DMAT/JMAT 11：00～16：00 11：00～16：00 11：00～16：00 11：00～16：00 11：00～16：00

薬剤師 19：00～20：00 20：00～22：00 19：00～20：00 19：00～20：00 19：00～20：00

表中には、各避難所での活動開始時間～終了時間を示した
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上成 二万 乙島 船穂 穂井田

受付
（岡山県、倉敷市職員）

・担当者変更。受診方法、薬対応、救急対
応、虫害ムカデのことなど申し送りされた
が、薬剤師会からもフォロー説明した
・OTC常備薬を受付で渡す際には記帳する
よう依頼した
・OTC常備薬を7月末で撤収予定の案内を
掲示するよう依頼
・環境衛生管理状況を確：嘔吐等消毒セット
常備、温度・湿度計あり（湿度対策のためタ
オルを掛けている、昼30%・夜40%くらい）、空
調は冷暖房、毎日朝と昼に換気実施、モッ
プがけ実施、トイレ消毒チェック表設置

・受付のOTC常備薬を確認
・OTC常備薬の撤収撤退予定につ
いて受付に説明し、校内放送と貼り
紙で案内することとした。
・処方せんを持ったままの方がおら
れたら教えてもらうよう依頼した

・頭痛持ちの避難者が鎮痛剤を夜に必
要とするので、受付にOTC常備薬を移
動させた
・受付職員にOTC常備薬の施錠管理を
することを説明
・保健師が持参追加した鎮痛剤をOTC
払い出し管理リストに書き加えるよう依
頼
・OTCを取り扱う職種の判断基準につ
いて受付より問い合わせあり、薬剤師
が相談応需する回答した
・保健師に頼んだ包帯が届かないと問
い合わせを受けた（薬剤師会では把握
していない依頼）
・7月末でOTC常備薬撤去すること連絡
・換気は毎日1回、朝に実施している

・OTC常備薬ロッカーの温度が32度を超
えており移設を検討。
・真備地区医療機関巡回バスの運行開
始案内が掲示されていないことを確認、
受付の倉敷市職員に申し送りした
・7月末でOTC常備薬を撤収することを
案内し了承された。
・日中の換気を依頼。1日2回、朝6時と
14時、30分ずつ実施

・OTC常備薬の在庫チェッ
ク実施。払い出し台帳の
記入あったが、渡した方の
名前の記録がなかったの
で、記入していただくよう
受付の方に依頼した

保健師

・8/6に、経過観察してほしい方のリ
ストを保健師から受け取った。以
降、毎日保健師より申し送りあり。

・保健師がOTC常備薬保管場所を移動
していたことを確認

・保健師と遭遇、患者情報申し送り。保
健師と看護師と薬剤師にでは、同じ患
者でも言うことが違うという話

・保健師が来ていることの
確認は取れたが情報の連
携が不十分、保健師との
交換ノートを作成していく

看護師

・薬剤師会と看護協会で合同会議。これま
でのお互いの活動を把握、今後協働して介
入する。個人カルテにも記入頂けることと
なった
・OTC常備薬を7月末で回収後、問題の起
きていないことを確認

・薬剤師会と看護協会で合同会
議。これまでのお互いの活動を把
握、今後協働して介入する。

・薬剤師会と看護協会で合同会議。こ
れまでのお互いの活動を把握、今後協
働して介入する。
・要治療者が出たが、休日で検査でき
なかったため救急車を呼んだと申し送
り受けた。本件、D病院看護部長と救
急搬送患者の対応について情報共有
した

・薬剤師会と看護協会で合同会議。これ
までのお互いの活動を把握、今後協働
して介入する。
・B病院看護師よりOTC常備薬から湿布
薬の払い出しを確認
・B病院看護師の介入が8月3日まで。今
後、薬剤師会の介入予定を問い合わせ
受けた

・薬剤師会と看護協会で
合同会議。これまでのお
互いの活動を把握、今後
協働して介入する。ｓ
・C病院看護師と一緒にな
り、ルルを服用中の人が1
名いることを申し送り受け
た

DMAT/JMAT

その他

・夜間に疼痛の患者あり。倉敷成人病
センター受診中のため、当直Dr.に電話
連絡した上でOTC常備薬から消炎鎮痛
剤を提供

表 4 亜急性期（7月 22日～8月 15日）における避難所での薬剤師と多職種との活動概要 

図 3  発災後 5週間の避難所巡回を行った薬剤師数 

表 5  避難所における各医療者団体の平均的な活動時間 

上成 二万 乙島 船穂 穂井田

受付
（岡山県、倉敷市職員）

0：00～24：00 0：00～24：00 0：00～24：00 0：00～24：00 0：00～24：00

保健師 13：30～17：00 10：00～16：00
(県外チーム)

13：30～17：00 13：30～17：00 13：30～17：00

看護師 17：00～18：00 11：00～16：00
（DMAT/JMATチーム）

17：30～18：30 18：00～19：00 19:00～20：00

DMAT/JMAT 11：00～16：00 11：00～16：00 11：00～16：00 11：00～16：00 11：00～16：00

薬剤師 19：00～20：00 20：00～22：00 19：00～20：00 19：00～20：00 19：00～20：00

表中には、各避難所での活動開始時間～終了時間を示した
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（５）支援活動の種類ごとの連携 
a）服薬指導を通じての連携 

二万小、船穂小ではDMAT/JMAT の巡回時間に避難者

が外出し不在だった場合、DMAT/JMAT より服薬指導の

依頼を受けて薬を預かった。夜間、薬剤師が巡回した際

に配薬と服薬指導を行った。 
ｂ）消毒対策を通じての連携 

二万小と船穂小では、次亜塩素酸の希釈方法について

倉敷市職員より薬剤師に問い合わせがあった。消毒する

対象によって希釈濃度が違うことを説明したが、それは

管理が難しいとのことで、次亜塩素酸の泡製品を用意し

て届けた。 
ｃ）換気対策を通じての連携 

二万小と船穂小では何度か倉敷市職員に換気するよう

依頼したが、虫が入るからという理由で断られていた。8
月に入って咳をしている方が増えてきたため、換気の依

頼を続けたところ、昼間の短時間のみの換気を実施され

た。上成小でも時間を決めて定期的に換気が行なわれた。 
ｄ）備蓄 OTCの管理を通じての連携 

船穂小では受付に OTC 医薬品を箱に入れ、払い出し

管理票とともに鍵のかかる場所に薬剤師が保管管理して

いた。しかし、昼間には 30℃を超える保存場所であり医

薬品の品質・安定性に懸念が生じ、鍵のかからない別の

場所に移動せざるを得なかった。あるとき管理外にOTC
が使用され管理票が紛失したことがあり、受付職員と連

携して管理を強化した。 
乙島小ではOTCの適正管理のために薬剤師がOTCと

衛生用品を管理したいと避難所に伝えた際、地区社協ス

タッフから自分たちで管理できるので任せて欲しいと訴

えがあり、説明と理解を得るのに時間を要した。最終的

には薬剤師がOTC を管理した。 
e）避難者への情報提供手段 

ポスターや掲示物が主要な情報提供手段であった。し

かし一つの掲示板に、衛生管理に関する情報、巡回バス

などの移動手段や薬代などの経済的支援など生活に関す

る数十の情報が雑然と掲示されたため、避難者は必要な

情報を把握するのが困難であった。情報提供する時間帯

について、昼間は浸水した自宅の片付けのため避難者が

おらず、日中に、避難所にて直接情報を伝えることは難

しかった。また、避難者の少ない避難所では一人一人に

情報提供することができたが、大規模な避難所では個別

の情報提供は難しく避難所内の一斉放送で行った。 
（６）薬剤師会玉島支部内での情報連携 
 薬剤師会玉島支部内の情報共有の方法として、当初は

活動記録を 1 つのノートに書きまとめていたが、担当者

の負荷が甚大となった。そこで、全員が情報を持ち寄る

方法として LINE®（LINE 株式会社が開発し提供するソ

ーシャル・ネットワーキング・サービス）を使用した。

薬剤師全員で共有する全体 LINE グループのほか、避難

所ごとに LINE グループを設け情報を集約した。巡回時

にリアルタイムに OTC の在庫状況を写真で共有し、必

要な物資を配置することが出来た。巡回のスケジュール

調整には伝助®（Infoarrow Co.,Ltd.が開発し提供する日程

スケジュール調整サービス）を用いた。 
 
４．調査結果 
表 5 に示すように、各避難所における倉敷市職員は 3

交代で 24 時間配置していた。保健師は二万小学校では午

前中より活動していたが、それ以外の避難所では午後か

ら夕方にかけて活動していた。看護師は被災地近隣の病

院から出動し、夕方から 19 時までの時間に避難所を巡回

していた。他地域からの災害派遣チーム DMAT／JMAT
の活動時間は 11 時～16 時であり、保健所でのミーティ

ングに参加するため夕方には避難所を離れていた。 
今回、被災地支援に参加したボランティア薬剤師（全

48名）の避難所における活動時間は19時～22時であり、

他の医療者団体が避難所にいない時間に巡回した。また、

発災後の 7 月 15 日から 8 月 13 日までの 29 日間で、延べ

140 名のボランティア薬剤師が避難所の支援活動を行い、

1 日当り平均 4.8 人の薬剤師が所属施設での業務を終了

した後に避難所を巡回した（図 3）。 
 
５．考察 
本報告は、被災地近隣の薬剤師によるボランティア活

動に関するものである。今回、ボランティア薬剤師は避

難所を巡回する中で、小学校体育館で生活する避難者の

医療ニーズに気づき、その需要が高い夜間帯において、

OTC 等で対応し、多職種へ連携することが出来た。 
2012 年に発表された「薬剤師のための災害対策マニュ

アル」（厚生労働科学研究, 2012）によると、災害発生時

の地域薬剤師会において最も重要なことは、地域におけ

る情報収集、都道府県薬剤師会への情報提供と支援要請、

及び被災地の医療拠点（本部）との連携であると謳われ

ている。今回のボランティア薬剤師の支援活動がこの災

害対策マニュアルにどのような点で準拠していたか、お

よび、準拠した活動を行う上での課題や今後に向けた改

善策について考察したい。 
今回のボランティア薬剤師による支援活動は

KuraDRO と連携して行った。また、本ボランティア薬剤

師は、岡山県薬剤師会玉島支部に所属し、薬局薬剤師と

病院薬剤師が共同で組織的に活動した。活動メンバーの

責任者として岡山県薬剤師会玉島支部長自身が他団体と

の情報の伝達・共有を積極的に行った。また、活動メン

バーの薬局を玉島地区における災害拠点薬局の機能を担

う“基地薬局”として位置づけ、避難所を巡回する薬剤

師からの情報に基づき、避難所への医薬品等の支援物資

の供給・管理・保管を行った。これらの活動は現地の指

揮命令系統に従って実施された点で「薬剤師のための災
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害対策マニュアル」（厚生労働科学研究, 2012）に準ずる

ものであった。しかし、このマニュアルには、医療救護

所での医師・看護師等との医薬品適正使用に関する連携

は明示されているものの、避難所における医療者間（保

健師、看護師、薬剤師）の情報連携については、公衆衛

生活動（衛生管理及び防疫対策）に限局した記述のみで

ある。今回の支援活動を踏まえると、避難所における

JMAT/DMAT や保健所等の各医療者団体の中での指揮命

令系統（縦の繋がり）は十分に機能していたが、玉島支

部と保健師および看護師などの他団体との情報連携（横

の繋がり）は十分に行われていなかった。この原因とし

て、医療者団体同士が連携するためのツール・仕組みが

不足していたことが挙げられる。毎日継続して巡回して

いた薬剤師会玉島支部であったが、各医療者団体が次の

担当者への引継ぎや個人情報保護のために避難者の医療

情報を持ち帰ってしまったため、複数の団体がそれぞれ

得た避難者情報を共有できず、その情報を踏まえた支援

活動は行えなかった。その結果、多職種が同じ質問を避

難者に繰り返し、避難者に負担がかかるとともに情報の

把握が遅れた。今回の避難所巡回の経験を踏まえた改善

策として、避難者の個人情報を含むカルテ等を保管管理

できる鍵つきロッカーなどがあれば、各医療者が取得し

た避難者情報を避難所で一元管理することができ、これ

が巡回時間の異なる多職種間の情報共有に貢献できると

考えられる。また、複数の医療者が引継ぎのために避難

者情報を持ち帰ることが出来るように、3～5 枚の複写式

記録用紙の利用も検討する必要もある。更に、同一避難

所を担当する多職種が協同して行う「運営会議」、紙媒体

での「交換日記」、および、LINE®グループ内での情報共

有が実現可能となると、異なる時間帯であっても巡回す

る多職種の支援が職種間で共有・統合され、継続的な慢

性疾患の治療にも貢献すると考えられる。 
一方、上述の災害対策マニュアルには明示されていな

いが、今回、被災を免れた近隣の医療施設で働くボラン

ティア薬剤師は、夜間を中心に支援活動を行った。DMAT
の活動時間は午前中から 17 時までを基本としている。こ

れは海外でも同様であり（Kwak, Y.H. et al., 2006）、夜間

の災害支援活動としての報告は無い。避難所の夜間巡回

は、急性期病変への対応経験の多い病院薬剤師と、OTC

医薬品など幅広い医薬品や衛生材料の知識を持つ薬局薬

剤師がそれぞれの強みを持ち、2人1組となって行った。

今回、巡回担当者の割付けにはLINE®が大いに役立った。

有用であったLINE®の機能として、①作成したグループ

内のメンバーに対して情報を一斉送信できる“トーク機

能”、②各避難所にある医薬品等の物資残数を撮影した写

真を掲載・共有・閲覧できる“アルバム機能”、および、

③各避難所でのアナウンス内容・放送設備の使用説明な

どを掲載・共有・閲覧できる“ノート機能”が挙げられ

る。その中でも特に、毎日の人員調整には、避難所巡回

に登録した 48 名のボランティア薬剤師に対して“トーク

機能”を用いた。当日の何時に誰が避難所を巡回できる

かについてスケジュール調整機能を持つ伝助®を一斉送

信し、登録薬剤師間で巡回可能な薬剤師の人数と担当者

名をリアルタイムで確認した。これにより複数回の連絡

調整を行うこと無く、その日の巡回人員をスムーズに決

定することが出来た。この LINE®上で伝助®を使用する

方法は、人員調整担当者の作業負担を大きく軽減させた。 
今回、避難所巡回の実施時間や巡回を担当した薬剤師

数として、発災後から 5週間、避難所を巡回した薬剤師

の多くが勤務を終えた後の夜間に支援活動を行っていた。

この事実は、被災地近隣に居住するボランティア薬剤師

であれば、夜間の避難所巡回は実施可能であることを示

唆している。発災当初、夜間の避難所巡回はその活動と

して含まれていなかった。被災地を支えなければならな

いとの強い使命感から活動を発し、「夜遅くなったとして

も毎日必ず行く」として夜間の避難所巡回を成し遂げた。

その活動を継続して地域復興に繋げるためには都道府県

薬剤師会等と組織的に動くことが必要不可欠である。今

後の災害において、被災地域に良く通じた薬剤師のボラ

ンティア活動を都道府県薬剤師会が組織として認め、ボ

トムアップの体制として行政と連携しながらその活動を

支援する体制（例．地域で組織的に行う医療者の避難所

夜間巡回輪番体制など）は必要と考えられる。 
次に、今回の避難所対策として、有効に作用する可能

性のある受付業務について考察したい。 

薬剤師会玉島支部が担当した避難所の中で唯一の真備

地区の避難所であった二万小での被災者の数は 250 名を

超えた。5 つの避難所で唯一、DMAT/JMAT による常設

の医療救護所が開設され、医療支援団体の数が最も多か

った。しかし、効率的なマンパワーの活用・多職種連携

による支援活動、及び円滑な情報発信・情報提供は十分

ではなかった。この二万小の事例では、避難者への情報

伝達等の方法としてポスターや掲示物による全体連絡が

主体で、個別に情報提供することは困難だった。一方、

避難者数の少ない、2-12 名の上成小、22-25 名の乙島小、

36-49 名の船穂小では倉敷市職員や地区社協による受付

担当者が個々の避難者に関する情報を把握・提供し、医

療チーム間の情報連携を行うことができた。従って、受

入人数が 50 名以下であれば、多職種による円滑な支援体

制が整備できると考えられる。また、避難者数が少ない

ことに加えて、開設時に避難所近隣の病院が積極的に介

入し、避難所の運用方法が形成された上成小では、受付

の倉敷市職員が避難者の医療情報を記載した個人カルテ

を保管管理することが出来た。従って、避難所を開設す

る当初に、避難者の医療ニーズを踏まえた避難所の運用

や受付業務を設定することは、受付担当者がハブ機能を

持ち多職種間の情報共有を円滑に行う一因となると考え

られる。併せて、受付を担当した倉敷市職員は 1 日 3 交

代の 24 時間体制で常駐しており、医療者が不在の場合で

も避難者への応対が可能であることは、多職種間の情報
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害対策マニュアル」（厚生労働科学研究, 2012）に準ずる

ものであった。しかし、このマニュアルには、医療救護

所での医師・看護師等との医薬品適正使用に関する連携

は明示されているものの、避難所における医療者間（保

健師、看護師、薬剤師）の情報連携については、公衆衛

生活動（衛生管理及び防疫対策）に限局した記述のみで

ある。今回の支援活動を踏まえると、避難所における

JMAT/DMAT や保健所等の各医療者団体の中での指揮命

令系統（縦の繋がり）は十分に機能していたが、玉島支

部と保健師および看護師などの他団体との情報連携（横

の繋がり）は十分に行われていなかった。この原因とし

て、医療者団体同士が連携するためのツール・仕組みが

不足していたことが挙げられる。毎日継続して巡回して

いた薬剤師会玉島支部であったが、各医療者団体が次の

担当者への引継ぎや個人情報保護のために避難者の医療

情報を持ち帰ってしまったため、複数の団体がそれぞれ

得た避難者情報を共有できず、その情報を踏まえた支援

活動は行えなかった。その結果、多職種が同じ質問を避

難者に繰り返し、避難者に負担がかかるとともに情報の

把握が遅れた。今回の避難所巡回の経験を踏まえた改善

策として、避難者の個人情報を含むカルテ等を保管管理

できる鍵つきロッカーなどがあれば、各医療者が取得し

た避難者情報を避難所で一元管理することができ、これ

が巡回時間の異なる多職種間の情報共有に貢献できると

考えられる。また、複数の医療者が引継ぎのために避難

者情報を持ち帰ることが出来るように、3～5 枚の複写式

記録用紙の利用も検討する必要もある。更に、同一避難

所を担当する多職種が協同して行う「運営会議」、紙媒体

での「交換日記」、および、LINE®グループ内での情報共

有が実現可能となると、異なる時間帯であっても巡回す

る多職種の支援が職種間で共有・統合され、継続的な慢

性疾患の治療にも貢献すると考えられる。 
一方、上述の災害対策マニュアルには明示されていな

いが、今回、被災を免れた近隣の医療施設で働くボラン

ティア薬剤師は、夜間を中心に支援活動を行った。DMAT
の活動時間は午前中から 17 時までを基本としている。こ

れは海外でも同様であり（Kwak, Y.H. et al., 2006）、夜間

の災害支援活動としての報告は無い。避難所の夜間巡回

は、急性期病変への対応経験の多い病院薬剤師と、OTC

医薬品など幅広い医薬品や衛生材料の知識を持つ薬局薬

剤師がそれぞれの強みを持ち、2人1組となって行った。

今回、巡回担当者の割付けにはLINE®が大いに役立った。

有用であったLINE®の機能として、①作成したグループ

内のメンバーに対して情報を一斉送信できる“トーク機

能”、②各避難所にある医薬品等の物資残数を撮影した写

真を掲載・共有・閲覧できる“アルバム機能”、および、

③各避難所でのアナウンス内容・放送設備の使用説明な

どを掲載・共有・閲覧できる“ノート機能”が挙げられ

る。その中でも特に、毎日の人員調整には、避難所巡回

に登録した 48 名のボランティア薬剤師に対して“トーク

機能”を用いた。当日の何時に誰が避難所を巡回できる

かについてスケジュール調整機能を持つ伝助®を一斉送

信し、登録薬剤師間で巡回可能な薬剤師の人数と担当者

名をリアルタイムで確認した。これにより複数回の連絡

調整を行うこと無く、その日の巡回人員をスムーズに決

定することが出来た。この LINE®上で伝助®を使用する

方法は、人員調整担当者の作業負担を大きく軽減させた。 
今回、避難所巡回の実施時間や巡回を担当した薬剤師

数として、発災後から 5週間、避難所を巡回した薬剤師

の多くが勤務を終えた後の夜間に支援活動を行っていた。

この事実は、被災地近隣に居住するボランティア薬剤師

であれば、夜間の避難所巡回は実施可能であることを示

唆している。発災当初、夜間の避難所巡回はその活動と

して含まれていなかった。被災地を支えなければならな

いとの強い使命感から活動を発し、「夜遅くなったとして

も毎日必ず行く」として夜間の避難所巡回を成し遂げた。

その活動を継続して地域復興に繋げるためには都道府県

薬剤師会等と組織的に動くことが必要不可欠である。今

後の災害において、被災地域に良く通じた薬剤師のボラ

ンティア活動を都道府県薬剤師会が組織として認め、ボ

トムアップの体制として行政と連携しながらその活動を

支援する体制（例．地域で組織的に行う医療者の避難所

夜間巡回輪番体制など）は必要と考えられる。 
次に、今回の避難所対策として、有効に作用する可能

性のある受付業務について考察したい。 

薬剤師会玉島支部が担当した避難所の中で唯一の真備

地区の避難所であった二万小での被災者の数は 250 名を

超えた。5 つの避難所で唯一、DMAT/JMAT による常設

の医療救護所が開設され、医療支援団体の数が最も多か

った。しかし、効率的なマンパワーの活用・多職種連携

による支援活動、及び円滑な情報発信・情報提供は十分

ではなかった。この二万小の事例では、避難者への情報

伝達等の方法としてポスターや掲示物による全体連絡が

主体で、個別に情報提供することは困難だった。一方、

避難者数の少ない、2-12 名の上成小、22-25 名の乙島小、

36-49 名の船穂小では倉敷市職員や地区社協による受付

担当者が個々の避難者に関する情報を把握・提供し、医

療チーム間の情報連携を行うことができた。従って、受

入人数が 50 名以下であれば、多職種による円滑な支援体

制が整備できると考えられる。また、避難者数が少ない

ことに加えて、開設時に避難所近隣の病院が積極的に介

入し、避難所の運用方法が形成された上成小では、受付

の倉敷市職員が避難者の医療情報を記載した個人カルテ

を保管管理することが出来た。従って、避難所を開設す

る当初に、避難者の医療ニーズを踏まえた避難所の運用

や受付業務を設定することは、受付担当者がハブ機能を

持ち多職種間の情報共有を円滑に行う一因となると考え

られる。併せて、受付を担当した倉敷市職員は 1 日 3 交

代の 24 時間体制で常駐しており、医療者が不在の場合で

も避難者への応対が可能であることは、多職種間の情報
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共有の観点から特筆すべきことである。しかし、交代時

の引継ぎが不十分な場合や、市職員が行うべき業務への

認識の個人差があると、医療職の業務に協力的ではなく、

ハブ機能が有効に作用しないことがあった。今後、職員

間での引継ぎ体制の整備や、避難所の受付業務として必

要な事項を標準化しておくことは、今後の災害に備える

意味から重要である。以上より、受付業務は、避難所対

策として非常に重要である。以下に倉敷市職員の実践例

を示す。 
【実践例その 1; 避難所における換気対応】 
ペット動物を同伴している場合や、咳をしている避難

者が増えてきた場合、避難所内の室温が高い場合などに

は、衛生環境保持のため換気を行う必要がある。しかし、

換気のために窓を開けようとすると、虫が入ってくるこ

とを嫌う避難者もいる。このような場合には、時間を決

めて定期的に換気することを提案し、丁寧に話し合うこ

とが重要である。 
【実践例その 2; 避難所における消毒薬の使用】 
次亜塩素酸の希釈方法について薬剤師に相談があった。

しかし、用途によって希釈濃度が異なるので、対応が難

しいと判断された。そこで、誰でも気軽に使用できる次

亜塩素酸の泡製品を用意し、薬剤師ではない倉敷市職員

にも使用が可能となった。 
 
６．結語 
今回のボランティア薬剤師による救援活動は

KuraDRO と連携して行ったものである。また本ボランテ

ィア薬剤師は、岡山県薬剤師会玉島支部に所属し、薬局

薬剤師と病院薬剤師が共同で組織的に活動した。本活動

は、「薬剤師のための災害対策マニュアル」に準ずるもの

であった。急性期病変への対応経験の多い病院薬剤師と、

OTC 医薬品など幅広い医薬品や衛生材料の知識を持つ

薬局薬剤師がそれぞれの強みを持ち寄って多角的なサポ

ートを 2 人 1 組となって行った。水害の後には瓦礫撤去

などで避難者は自宅に戻らねばならず、昼間には避難所

にほとんど人が居なかったため、業務の後、夜間に巡回

していた薬剤師は多くの避難者に介入することができた。

薬剤師の夜間巡回により避難者への対面支援と多職種の

支援を繋ぐことが可能となると考えられる。「避難所にお

ける受付」の役割は、支援活動の要として非常に重要と

考えられる。避難者の受入人数が 50 名程度であれば、多

職種による円滑な支援体制が整備できると考えられる。

また、LINE®の活用は、このような災害時にも非常に有

益であり、迅速な情報共有の手段として多方面に応用で

きる可能性を含んでいる。 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this study is to clarify information collaborative activity between volunteer 
pharmacists and other medical staffs at evacuation shelters. This volunteer pharmacist's relief 
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和文要約 
 
日本は災害大国と言われるように、発生間隔に違いはあれ、災害は繰り返し起こりうる。特に水

害は毎年のようにどこかで発生しているが、水害が発生するたびに、「こんなことになるとは思わな

かった」といった言葉が聞かれるなど、その発生状況とは矛盾した状況が確認される。実際、水害

時における住民の対応行動については、過去の多くの災害で教訓や課題が指摘されてきたにも関

わらず、長年十分な改善が見られず、災害が起こるたびに同じような課題が指摘され続けている。 
このような状況を打開するために、著者らは災害の「素振り（災害発生前に災害発生を想定して

対応行動を確認したり実施したりする）」と「振返り（事象が落ち着いた段階で自身が採った対応行

動を評価し再検討する）」に焦点を当て、これらを WEB 上で疑似的に体験する訓練ツールの開発を

進めている。本研究では、訓練ツールの事前の効果検証として、訓練ツールを用いて作成した動画

を利用し、3 地区において水害を対象にした実験を行った。その結果、素振り時と振返り時で、明

確な対応行動の変化が見られるとともに、参加者を対象としたアンケート結果から「現実感」・「行

動時期の確認や改善」・「リアルタイム感覚」などの効果が確認された。 
今後、本結果を踏まえ、訓練設定の作成手法の開発を進め、WEB を通じた災害発生前の疑似的な

災害対応訓練のためのプラットフォームとしての展開を図っていく。 
 
 

キーワード：災害対応、疑似体験、素振り・振返り、現実感、WEB 訓練 
 
 

１．はじめに 
近年、日本では、南海トラフ巨大地震の発生や地球温

暖化に伴う極端な気象現象による風水害の発生など、災

害リスクに対する備えの必要性が一層高まっている。し

かしながら、毎年のように何らかの災害が発生する中で、

依然として被災者から「こんなことになるとは思わなか

った」・「こんなこと初めてだ」という言葉が聞かれると

ともに、企業においても災害に対し、十分な対策が取ら

れていない現状が確認される。そして、過去の避難率や

避難状況の調査からは、住民の対応行動も十分とは言え

ない。 

このような課題の改善に向けた様々な議論が繰り返さ

れてはいるが、十分に災害対応の改善が進まない状況は、

既存の日本社会における災害対応システムに何らかの課

題があることを示している。そこには様々な要因が考え

られるが、その一つとして、災害情報の機能不全が挙げ

られる。つまり行政や専門家がより精度のよい、より危

険性を認識しやすい情報を開発するといった従来型の改

善を積み重ねても、それが住民や企業の災害対応に十分

に結びつかないという点である。 
著者らは、このような状況を踏まえ、災害シミュレー

ションと各種主体の災害対応を結びつけ、災害を疑似体

災害情報　No.19-1  2021 11



験する災害対応の素振り・振返りのためのプラットフォ

ーム（本研究では、以下「訓練ツール」という）を開発

している。「災害対応の素振り」とは、災害発生前に災害

発生を想定して対応行動を確認したり実施したりするこ

とであり、「災害対応の振返り」とは、事象が落ち着いた

段階で自身が採った対応行動を評価し再検討するもので

ある。災害対応の改善として、災害発生後もしくは災害

発生を前提として、どのタイミングでどう行動すべきだ

ったかを議論する回顧的なバックワード視点による思考

が行われている。一方、実際の災害時にはこれから発生

するかどうかわからない災害に対し、展望的なフォーワ

ード視点による思考が行われる（矢守（2020）提言 3）。
同じ災害現象を対象とした場合にも、この両者は全く異

なる視点からの思考であり、災害対応の改善の必要性を

実感するためには、「自分はあの時こんな行動をしていた。

しかし、それでは、やはり災害にあってしまう」といっ

たフォーワード思考の行動に対するバックワード思考を

行うことが重要である。そこで、災害対応の素振りと振

返りを組み合わせ、訓練を通じてこの両者を関連付ける

ことで、両者の違いを明確に感じ取れるようなツールを

開発しようとしている。 
本訓練ツールについては第 3 章で詳述するが、このよ

うな「災害対応の素振り・振返り」を疑似的に体験する

ためのものであり、特に「現実感」、「行動タイミング」、

「同時性」の機能を重視したものとなっている。 
本研究では、訓練ツールの開発過程において、水害時

における地域住民の対応行動を対象に、災害対応の素振

り・振返りの疑似体験による効果および訓練ツールの機

能評価を行った。まず第 2 章で関連研究として、災害対

応訓練ツールの現状と訓練を通じたリアリティに関する

議論について確認する。そして、第 3 章で訓練ツールの

コンセプトや機能、第 4 章で事前検証のための実験の概

要を示し、そして第 5 章で大きく「対応行動の選択状

況」・「訓練ツールの機能検証」・「災害対応の素振り・振

返りに対する感想」に分けて、その結果を示す。第 6 章

で結果に対する考察を行い、最後に第 7 章でまとめを行

う。 
 
２．関連研究 
災害対応の素振り・振返りの訓練を議論する上で、以

下、関連する研究を確認する。 
（１）災害対応訓練ツール 
災害対応訓練ツールとしては、シミュレータなど、近

年 IT 技術を活用したものが多く開発されている。中島・

熊谷（2003）は、繁華街における震災疑似体験システム

を構築し、画像や音声、文章などを組み合わせながら、

都市部の繁華街における発災直後からの状況推移を示し、

来訪者の行動志向を評価している。河田（2002）は、情

報伝達・避難行動・津波氾濫を組み合わせた津波災害総

合シミュレータなどの様々なシミュレーションを実施し

ており、その中の一つである自治体の災害対策本部要員

の応急対応訓練用ゲームは、地震後 3 日間を対象に、90
通り以上の条件で、情報収集・被災者支援・対応措置な

どを検討していくものとなっている。同様に、東田ら

（2004）は、氾濫シミュレーションの結果を活用し、計

画・ハザード状況・情報付与・対応リスト・状況推移で

構成されたモニター画面により意思決定を行うシミュレ

ータを提案している。また片田ら（2017）は、マルチシ

ナリオ・具体的かつ詳細な地域表現・時間の制約・情報

の制約・マルチプレーヤー・定量的な評価といった機能

を持った自治体職員の水害対応演習のためのシミュレー

タを提案している。このシミュレータは災害現象のモデ

ル・住民行動モデル・行政対応モデルなど災害対応の議

論に必要なものが網羅されたものとなっている。このよ

うに災害対応訓練ツールの多くは、行政の災害対応を対

象としている。 
一方で、地域住民などを対象とした取組も見られる。

畠山ら（2018）は、タブレットを利用した野外における

避難訓練ツールを開発している。地図を活用しながら、

ジオフェンスを利用して地域内で様々なイベントを生じ

させ、行動を考えさせるものである。このような演習に

ついて、生嶋（2007）は、過去の洪水を基に、シミュレ

ーション結果をつかって事前に模擬演習を行うことの有

効性を指摘している。その他、住民向けの災害対応訓練

ツールとしては、ゲームツールを活用したものが多く見

られる。矢守ら（2005）は災害時の葛藤を対象とした災

害対応の議論を促進するクロスロードゲームを開発して

いる。齋藤ら（2012）は、コミュニティの防災環境に関

する取組を支援するため、実際の地域のリスクや設備な

どをボードゲーム上に構築し、双六形式で実施できる防

災情報共有ボードゲームを開発している。豊田（2017）
は、避難訓練キットとして、地図・役割カード・状況カ

ードを用意し、震災発生後の町を巡りながら、役割カー

ドや状況カードに応じた対応行動を検討するツールを開

発している。 
このように、災害対応訓練ツールとしては、様々なも

のが存在するが、本研究で対象とする訓練ツールのよう

に、行政や住民など、様々な主体を対象にした訓練とし

て、シミュレーション結果を適応するプラットフォーム

のようなものは見られない。 
（２）災害対応訓練のリアリティについて 
災害対応訓練においては、どのようにリアリティを形

成するかは重要な視点である。梶・岩城（1988）は、災

害体験ゲーム開発の中で、参加者の主体性を刺激する部

分がないことや臨場感の欠如などを課題として挙げてい

る。片岡・佐藤（2019）も、民間企業における災害対応

訓練において、リアリティに関する言及が最も多かった

ことを示している。坂本・高梨（2006）は、消防広域応

援における図上シミュレーション訓練を検討する上で、

「プロアクティブの原則」を身につけるための一つの適
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「プロアクティブの原則」を身につけるための一つの適

当な条件として、ブラインド方式による時間経過を迫っ

た状況付与を挙げている。秦ら（2004）も、状況付与と

対応行動を確認する災害対応演習システムを開発し、そ

の中で時間的制約下で逐次意思決定が求められる状況の

切迫感について指摘している。同様に、杉山・矢守（2018）
も、スマートフォンなどを利用した野外で利用する津波

避難訓練ツール「逃げトレ」において、津波がリアルタ

イムで迫ってくることの緊張感、切迫感や臨場感がある

ことが訓練参加のコミットメントと高めるとともに、振

返りにおいて、特定のシナリオやその実現可能性に依存

しない、むしろそれらを相対化し離脱するようなコンテ

ィンジェンシーの高まりも確認されたことを指摘してい

る。また元吉ら（2005）は、広域災害における避難所運

営訓練システムを用意し、地域住民や災害ボランティア

が避難所において発生するトラブルへの処理についてシ

ミュレーションプログラムを用意している。そして、そ

の中で臨場感を高めるために、写真や映像を提示するな

どの工夫を行っている。このように、災害対応訓練にお

けるリアリティの形成は非常に重要な要素と言える。 
またリアリティの必要性の一方で、その内容として、

中村（2007）は、安全教育において体験が非現実的な内

容となってしまうことの弊害として、衝撃的でリアルな

体験・体感を追求すればするほど制約が大きくなり、教

育効果が低下する場合もあることを指摘しており、体験

としては、体験内容の「先にある」事象をリアルに感じ

させるきっかけとなれば十分な教育効果は期待できると

指摘している。また後藤（2006）も、テレビなどで伝え

られる気象予報の専門知識やその数値などを認識・解釈

する際に用いている「心の中のシナリオ」をシミュレー

タに適用する上で、「現実に起こりうること」を重視した

設定を行っている。坪川ら（2008）は、ストーリーシナ

リオについて、住民参加により協働で現実的な災害シナ

リオを構築することで、リスクコミュニケーションを形

成する実践を行っている。これらの取組では、訓練参加

者の文脈での現実的な情報提示が災害対応訓練において

も重要であることを示している。このように、リアリテ

ィを構築する上で、現実性や参加者の文脈を考慮するこ

とも重要と言える。 
 
３．訓練ツールの開発目的と特徴 
上述のとおりどれだけ災害の危険性を指摘したとして

も、実際に災害が起こると、災害リスクに対する認識と

の間に違いが見られたりする。このことは、日常におい

て形成されている災害イメージと実際に発生した災害イ

メージが乖離しているとも言える。そのため、様々なシ

ミュレーションの結果などを活用し、疑似的に災害体験

を創出し、災害対応の素振りと振返りの練習を行おうと

いうのが訓練ツールの一番の目的である。 
また実際の活用としては、以下に示すように、災害対

応の素振りと振返り体験を通じた、いくつかの展望が可

能である。災害対応の適否を議論する「災害対応の素振

りと振返りの推進」、地域で取り決めた避難ルールなどを

確認する「防災スイッチの訓練ツールとしての活用」、災

害シミュレーションの利用機会を拡大する「災害シミュ

レーション結果の地域社会における活用」、既存の各種訓

練において活用する「行政機関や企業における災害訓練

における活用」などである。 
 

i) 災害対応の素振りと振返りの推進 
災害対応の素振りは、災害リスクが高まる中で、フォ

ーワード型のプロスペクティブな思考として行われる。

一方、災害対応の振返りは、災害リスクが低下した後に、

バックワード型のレトロスペクティブな思考として行わ

れる。災害対応の素振りの思考は、「今回の台風は大丈夫

かなぁ」・「小さい地震が多いから、心配だ」など、災害

が予想される際に、何らかの形で実施されている場合も

あるが、十分に対応が取られているわけではない。また、

その適否を判断する災害対応の振返りは、竹之内ら

（2019）が指摘するように、実際に被災した地域では実

施されるが、災害発生の可能性は高かったが、結果とし

て被害が発生しなかった場合、十分に実施されるとは言

い難い。本訓練ツールは、この状況を改善することを 1
つの目的としている。 

 
ii) 防災スイッチの訓練ツールとしての活用 
防災スイッチとは、災害の前兆現象や過去の経験など

の地域の独自情報と防災気象情報などの災害情報を連携

させながら、住民が地域の災害対応を日常モードから災

害モードへの切り替えるきっかけを、地域社会で構築す

るものである。災害時における行動の判断基準を地域社

会で形成することを促進するとともに，地域と各種災害

情報の関係を明確にし、災害情報の適切な活用を図るこ

とを目的としている（竹之内ら, 2020）。このような防災

スイッチのように近年、災害対応における行動タイミン

グを検討する取組が増えてきている（防災タイムライン

など）。しかし、行動タイミングを決めたとしても、それ

を実際に経験することは少なく、結果としてそのような

状況が発生するまで年月が経過することが想定される。

そのため、状況によっては、その間に検討した防災スイ

ッチの考えが失われたり、再検討が必要となる可能性も

ある。そのような課題を踏まえ、訓練ツールを防災スイ

ッチを押すタイミングの練習として活用するということ

も目的の 1 つである。 
 
iii) 災害シミュレーション結果の地域社会における活用 
現在の社会では、膨大な災害シミュレーションが実施

されている。その多くは、ハザードマップのように静的

な情報として社会に提供され、動的な情報であっても、

時間的変化を追いながら実際の感覚で利用する機会はほ

とんどない。また南海トラフ地震に関連する臨時情報や
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地球温暖化に伴う将来気候のように、シミュレーション

結果を利用する機会がまだ十分にないようなものもある。

訓練ツールでは、様々なシミュレーション結果を災害時

の対応行動と結びつけた形で活用する環境を提供するも

のであり、様々な災害シミュレーション結果を社会で活

用するためのプラットフォームとして機能する。 
 
iv) 行政機関や企業における災害訓練における活用 
先行研究でも取り上げたように、行政における図上訓

練や企業におけるBusiness Continuity Plan（BCP）訓練な

どへの活用もその目的の一つとなる。 
 
では、実際にこのような活用をどのように実現するの

か。その実現のため、訓練ツールでは、上述の先行研究

も踏まえ、災害対応のリアリティを形成する上で、実際

に起こりうるものであるという「現実感」、訓練参加者の

文脈で判断する「行動タイミング」、リアルタイム感覚を

創出する「同時性」を重視し、いくつかの機能を設けた。 
まず「現実感」を高めるため、シミュレーション結果

などに基づく状況変化に合わせて、テキストや画像の情

報を自由なタイミングで提示できるようにすることで、

現実に近い状況を再現できるようにした（各種情報を自

由なタイミングで提示可能）。また災害現象としては、既

往最大の現象、過去に経験した降雨強度や地震のマグニ

チュードが仮に強まった場合、他地域での災害事例など、

様々なハザードが考えられる。そこで、訓練参加者に合

わせて、任意のハザードを訓練で利用できるように柔軟

性を持たせた（任意のハザードを設定可能）。また一人ひ

とりに応じた「行動タイミング」を確認するため、訓練

では、まず訓練参加者自身の感覚で災害対応の素振りを

経験し、その後に他の参加者の意見も参照しながら振返

りができるようにした（素振り後、振返りが可能）。「同

時性」としては、訓練では実際の災害時のように後戻り

はできず、時間経過は自動進行するようにした（現在進

行形）。災害時も含め、現実社会では時間を遡って行動を

変えることはできない。そのようなリアルタイム感覚を

形成することを目的としている。 

その他に、訓練ツールの利便性向上のための機能をい

くつか設けた。災害によって対象期間は異なってくると

ともに、利用方法によっては、台風上陸の 6 時間前から

の訓練をしたい場合や、突然の集中豪雨の訓練をしたい

場合、直下型地震の発生後の訓練をしたい場合、南海ト

ラフ地震に関する臨時情報の訓練をしたい場合などによ

っても異なってくる。そのため、訓練期間と時間の進む

速度を自由に設定できるようにした（訓練期間と訓練速

度の自由設定）。また誰もがいつでもどこでも自由に訓練

に参加できるように、WEB サービスとして提供できる

システムとして設計した（WEB を通じた提供）。 
以上を踏まえた訓練ツールの活用イメージを図-1 に、

訓練画面の例を図-2に示す。訓練画面では、現在進行形

でシミュレーション結果などに基づく各種情報が画像情

報やテキスト情報として順次提示され（画面①）、またそ

のときの説明がその右側に表示される（画面②）。そして、

情報を確認しながら、下部の対応行動を自由に選択する

ものとなっている（画面③）。このように、訓練ツールは、

情報を軸に内容を確認しながら、対応行動の内容とタイ

ミングを検討するものとなっている。なお、推奨される

動作環境としては、一般的なパソコンやタブレットにお

ける汎用ブラウザを想定している。 
 

４．実験の手法および設定 
（１）実験手法 
本研究では、訓練ツールを通じた素振り時と振返り時

の対応行動の変化から災害対応の素振り・振返りの効果

を確かめるとともに、ツールの機能の妥当性を評価する

ための実験を行った。本来、実験は完成した訓練ツール

を利用することが望ましいが、その場合、同一条件で系

統的なデータによる大規模な検証を実施することが難し

い。そのため、本実験は訓練ツールの開発のための事前

検証という位置づけでもあることから、訓練ツールと同

等の状況を設け、同一環境で訓練に参加できる環境を設

けることとした。実験は、地域のイベントなどの場を利

用し、参加者が同じ環境で同時に訓練に参加できるよう

にした。訓練ツールで提示される情報を動画として作成
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図-1 訓練ツールの活用イメージ 図-2 訓練ツールの表示例 
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し、それを参加者が見ながら、定期的に行動を 1 つ選択

し、マークシートに記録する形を採り、できるだけ訓練

ツールと同等の条件となるようにし、参加者の回答結果

が比較可能な均質な形で揃うようにした。また災害対応

の素振り後、訓練ツール同様、振返りとして他者の意見

を聞く機会を設け、振返り後に再度対応行動を選択し、

マークシートに記入する機会を設けた。そして、これら

の結果を基に、素振り時と振返り時に選択した対応行動

の比較から対応行動の変化を確認した。このことから、

訓練ツールを WEB サービスで提供した場合と状況は異

なるが、それと同等の環境を設けることで、訓練ツール

の機能がどの程度有効に機能するか確認できるように配

慮したものとなっている。 
また実験後、アンケート調査を実施し、現実感・行動

タイミング・同時性に対する感じ方から訓練ツールの機

能の有効性を検証するとともに、災害対応の素振り・振

返りに対する感想から、その有効性を確認した。 
（２）実験設定 
訓練ツールの実験を3つの地域でそれぞれ表-1に示す

条件により実施した。なお、訓練の際は、今後どのよう

な状況になるか、またどのような事例を基にしているか

などの訓練シナリオの説明は事前および素振りの段階で

は行わず、振返りの際に説明を行った。例えば、後述の

訓練①②のシナリオで言えば、22時に宮川の水位が5.4m
になっている時点では、その 2 時間後に水位が 8.5m ま

で上昇することやその後さらに越水することは知らない

状況で、災害対応の素振り訓練は実施される。素振りと

振返りを通じて、「こんなことになるとは思わなかっ

た」・「あのときこうしていれば」という感覚を実感でき

るようにするためである。 
訓練①②は、伊勢市中島学区における地域と小学校が

連携して毎年実施している一般住民と小学 5, 6 年生が参

加する防災イベントの機会を利用し、過去事例の応用型

として、実際に対象地域で過去に発生した 2017 年台風

21 号の事例を参考に、当時の降雨が強化された場合を想

定して実施した。なお、訓練①は一般住民、訓練②は小

学 5, 6 年生を対象としていることを意味する。2017 年台

風21号では、10月22日夕方から10月23日朝にかけて、

当該地域の一部を含め、伊勢市内の広範囲が浸水する被

害が発生した。しかし、当時地域の傍を流れる宮川は 10
月 23 日 0 時 20 分に氾濫危険水位を超過したものの、幸

いにもその後は降水が弱まり、越水等の被害は発生しな

かった。本訓練では、台風の速度が当時より遅く、降雨

が継続する状況を仮定して、訓練で参加者に示す各種情

報を作成した。結果、大雨が当時より長時間続き、訓練

翌日に地域で宮川の越水が発生した場合を想定した。な

お、日付については、当時の日付 10 月 22 日を訓練当日

の日付 6 月 15 日に置き換えて実施した。災害としては、

地区の一部で 6 月 16 日 2 時 10 分に土砂崩れの発生、6
月 16 日 4 時 40 分に宮川の越水を想定した。 
訓練③は、草津市における自主防災組織関係者を対象

とした防災講演会において実施した。草津市は近年大き

な災害を経験しておらず、地域においても災害に対する

意識の低さが課題となっており、参加者間でも災害イメ

ージが十分に持てていない可能性が考えられた。そこで、

訓練では、他地域で発生した災害事例を疑似的に体験す

る形を採用した。具体的には、起こりうる可能性は低い

が、2017 年九州北部豪雨による降雨現象が当該地域で発

生した場合を想定して、訓練を実施した。2017 年九州北

部豪雨は、7 月 5 日 12:00 以降、100mm/hr 近い降雨が断

続的に降り、多い所で 6 時間で 1,000mm を越えるほどの

顕著な線状降水帯による豪雨災害である。草津市周辺で

同じ降水現象が発生した場合を仮定し、当時の 7 月 5 日

を訓練当日の 6 月 22 日に置き換えて実施した。災害とし

ては、6 月 22 日 15 時 20 分に市内の冠水、同日 17 時 00
分に山側で土砂災害の発生、同日 18 時 00 分に一部河川

の氾濫を想定して各種情報を設定した。 
訓練④は、宝塚市の川面地区自主防災会主催の防災イ

表-1 実験における設定条件  
実施地

区 
実施日 参加者 参考事例 訓練対象時

間 
訓練時

間 
行動選
択 

訓練設定 

訓

練

①

② 

伊勢市

中島学

区 

2019年
6月15

日 

訓練①

88(一般

住民) + 
訓練②

77(小学

5,6 年生) 

2017 年台風

21 号 
（2017 年10
月22～23

日） 

14 時間 
（同日16 時

～翌日6 時） 

14 分 

（60 倍

速） 

6 項目 
毎時選

択 

・対象地域における過去事例の応用型 

・2017年台風21号の降雨長期化 

・対象災害は、洪水・内水氾濫・土砂災害 

訓

練

③ 
草津市 

2019年
6月22

日 

137(自主

防災組織

関係者

等) 

2017 年九州

北部豪雨 
（2017 年10
月22 日） 

7 時間 
（同日11 時

～18 時） 

14 分 

（30 倍

速） 

6 項目 
30 分

毎選択 

・他地域における災害事例の疑似体験型 

・2017 年九州北部豪雨再現型 

・対象災害は、洪水・内水氾濫・土砂災害 

訓

練

④ 

宝塚市

川面地

区 

2019年
9月15

日 

95(一般

住民) 

2014 年台風

11 号 
（2014 年8
月10 日） 

7 時間 
（同日10 時

～17 時） 

14 分 

（30 倍

速） 

6 項目 
30 分

毎選択 

・対象地域における過去事例の応用型 

・2014年台風11 号の降雨継続・強化型 

・対象災害は、洪水・内水氾濫・土砂災害 
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ベントにおいて実施した。訓練①②同様、対象地区にお

ける 2014 年台風 11 号の過去事例を強化する形を採用し

た。ただし、訓練③同様、対象地区では一部の内水氾濫

を除いて、近年大きな災害経験がない。地域の傍を流れ

る武庫川が、2014 年台風 11 号が接近した 8 月 9～10 日

にかけて増水したが、当時台風が接近する前に降雨が止

む休止期間があったため、結果的に上流の武田尾でも避

難判断水位を越える程度で済んだ状況にあった。そこで

訓練では、降雨の休止期間がなく降雨が継続した場合を

想定して訓練を行った。なお、当時上流の地区では家屋

被害などが発生したものの、川面地区では家屋などへの

被害はなく、自主防災会のメンバーの話では住民の間で

当時のことを覚えている人はほとんどいないとのことで

あった。そのため、訓練は忘却された過去事例の復元と

いう位置づけにもなりうる。訓練では、台風 11 号が接近

した 8 月 10 日を訓練当日の 9 月 15 日とし、実際に地区

内に存在するため池や中小河川のリスクが高まり、地区

内で 9 月 15 日 14 時 10 分に内水氾濫が発生し、最終的に

同日 16 時 35 分に武庫川が地区の近くで越水することを

想定して、各種情報を設定した。 
以上が、各実験の設定条件である。次に、訓練時に示

す情報としては、各実験共通して、「降水分布」・「土砂災

害の危険度分布」・「河川の水位」・「地域の様子」・「（公的

機関や地域からの）災害情報」を用意した。ただし、訓

練③は、草津市内の各地域の住民が参加するものであっ

たため、「河川の水位」は個別の河川ではなく市内の各河

 

図-3 訓練時に利用した情報（訓練①②から抜粋） 
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図-4 訓練①②における対応行動の選択状況（素振り時・振返り時） 
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ベントにおいて実施した。訓練①②同様、対象地区にお

ける 2014 年台風 11 号の過去事例を強化する形を採用し

た。ただし、訓練③同様、対象地区では一部の内水氾濫

を除いて、近年大きな災害経験がない。地域の傍を流れ

る武庫川が、2014 年台風 11 号が接近した 8 月 9～10 日

にかけて増水したが、当時台風が接近する前に降雨が止

む休止期間があったため、結果的に上流の武田尾でも避

難判断水位を越える程度で済んだ状況にあった。そこで

訓練では、降雨の休止期間がなく降雨が継続した場合を

想定して訓練を行った。なお、当時上流の地区では家屋

被害などが発生したものの、川面地区では家屋などへの

被害はなく、自主防災会のメンバーの話では住民の間で

当時のことを覚えている人はほとんどいないとのことで

あった。そのため、訓練は忘却された過去事例の復元と

いう位置づけにもなりうる。訓練では、台風 11 号が接近

した 8 月 10 日を訓練当日の 9 月 15 日とし、実際に地区

内に存在するため池や中小河川のリスクが高まり、地区

内で 9 月 15 日 14 時 10 分に内水氾濫が発生し、最終的に

同日 16 時 35 分に武庫川が地区の近くで越水することを

想定して、各種情報を設定した。 
以上が、各実験の設定条件である。次に、訓練時に示

す情報としては、各実験共通して、「降水分布」・「土砂災

害の危険度分布」・「河川の水位」・「地域の様子」・「（公的

機関や地域からの）災害情報」を用意した。ただし、訓

練③は、草津市内の各地域の住民が参加するものであっ

たため、「河川の水位」は個別の河川ではなく市内の各河

 

図-3 訓練時に利用した情報（訓練①②から抜粋） 
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図-4 訓練①②における対応行動の選択状況（素振り時・振返り時） 

 

川のリスク情報を示す洪水の危険度分布を再現して利用

した。訓練①②で利用した設定情報の一部を図-3に示す。

このように各情報の提示時刻を設定し、動画ではそれら

の画像が随時表示されるようにした。なお、本論は、訓

練ツールの機能評価が主となるため、訓練情報の作成手

法についての詳細は別途議論の対象とするが、各シナリ

オに合わせて疑似的に作成した「降水分布」を基に、「土

砂災害の危険度分布」および「河川の水位」を作成し、

それを基に「地域の様子」および「災害情報」を設定し

ている。 
最後に、行動の選択肢については、表-1に示すとおり、

それぞれ共通する 6 項目を用意した。具体的には、①通

常どおり「家で様子を見る・いつどおり過ごす」・②事前

の備え「台風に備える(停電・断水など)」・③家族会議「家

族で話し合う」・④垂直避難「2 階で過ごす」・⑤避難準

備「避難の用意をする」・⑥水平避難「安全な他の所に避

難」の 6 項目を用意し、後者程安全よりの行動として設

定した。 
 

５．実験結果 
（１）対応行動の選択状況 
まず各訓練における参加者の対応行動の選択状況を時

系列で確認する。訓練①②における訓練時、振返り時の

対応行動の選択結果を図-4に示す。最終的に取った行動

として、素振り時と振返り時を比較すると、「垂直避難」

の割合はそれほど変化していないが、「通常どおり」が減

少し、水平避難の割合が顕著に増加している。また「家

族会議」や「避難準備」を行うタイミングが早まり、結

果として、「水平避難」を開始するタイミングも早まって

いることも確認される。また対応行動の番号（ここでは

以下「安全度」と言う）を基に、振返り時から素振り時

を引いた差分の変化を図-5に示す。各時刻で変化がない

参加者も 34-65%程度確認されるが、安全寄りの行動に変

化した割合も 25-54%確認され、行動の安全度の平均変化

は訓練期間全体で+0.92 だった。 
訓練③④においても差異はあるものの、同様に安全よ

りの行動選択の増加が確認された。訓練③では、変化が

ない割合が 38-83%、安全寄りの割合が 16-50%であり、

訓練期間全体での安全度の平均変化は+0.32 であった。

また訓練④では、変化がない割合が 49-81%、安全寄りの

割合が 13-41%であり、訓練期間全体での安全度の平均変

化は+0.44 であった。 
ここで、災害対応を考える上で特に重要となる「水平

避難」について、参加者がどのタイミングで水平避難の

行動を選択したかを比較した結果を図-6に示す。すべて

の実験において、素振り時と比較して振返り時の方が、

特に早いタイミングで水平避難を実施している傾向が確

認された。 
（２）訓練ツールの機能評価 
本節では、参加者に実施したアンケート調査の結果を

基に、訓練ツールの機能評価を行う。 
まず、訓練ツールでは、実際に起こりうるように感じ
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図-5 訓練①②における振返り時と素振り時の対応行動の比較 
※対応行動の番号を基に、振返り時から素振り時を引いた値。 

図-6 水平避難行動の選択者の選択率の変化 
※横軸は、訓練における行動選択の時刻順を意味する（訓練①

②は1 時間毎、訓練③④は30 分毎）。 
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図-7 訓練に対する現実感 図-8 訓練における行動タイミングに対する感想 
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る現実感を考慮している。図-7に訓練の状況を実際に起

きた出来事のように感じたかどうか確認した結果を示す。

「感じた」・「やや感じた」の割合は 60%を越えており、

訓練③でやや低いものの、訓練①④では、80％を超えて

おり、訓練としては十分現実感が得られたと言える。訓

練③の設定は、他地域の事例を利用しており、地域的に

やや現実観が低くなった可能性が考えられる。 
また行動タイミングとして、素振りの後に振返りを行

うことでどのように感じたかを確認した。結果を図-8に

示す。「早く行動した方がよかった」・「やや速く行動した

方がよかった」と感じた回答者が訓練①③④では、60%
前後確認される。一方、訓練②では 48%となっている。

訓練①と訓練②の間で、対応行動に顕著な違いは確認さ

れていないことから、児童たちは感覚的には訓練時にお

いて、適切な行動を選択しているという肯定感がやや強

い可能性がある。なお、訓練を通じて、いつどんな行動

を取るべきか理解が深まったかどうかを 4 件法（深まっ

た・やや深まった・やや深まらなかった・深まらなかっ

た）で確認した結果、すべての実験で 93%を越える回答

者が「深まった」・「やや深まった」と肯定的な回答を示

した。 
また同時性として、災害が現在進行形で変化していく

様子についての理解を 4 件法（わかった・ややわかった・

ややわからなかった・わからなかった）で確認したとこ

ろ、すべての実験で 90 %を越える回答者が「わかった」・

「ややわかった」と回答し、訓練を通じて、現在進行形

で変化していく様子を理解できていた。 
さらに、どのような点が実際に近い感覚を得る上で効

果的であるかを確認した。その結果を図-9に示す。どの

訓練でも、「地域がどれぐらい危険かわかる点」が高い割

合を示した。また訓練②の児童においては、「先のことが

どうなるかわからない点」という未知性が有効であると

回答している割合が他の訓練と比較して高い。また「時

間が過ぎていく点」や「地域の様子がわかる点」も比較

的高い割合を示している。一方で、「みんなで話し合える

点」については、普段災害時に実施されるわけではない

ためか、割合としては低かった。これらから、先行研究

でも議論したように、参加者の文脈に沿った情報として、

地域性の高い情報を示すことや、切迫感や臨場感につな

がる時間が経過していくという同時性は、災害対応を現

実味を持って捉える上で、重要な要素と考えられる。 
（３）災害対応の素振り・振返りに対する感想 
訓練参加者へのアンケート結果から、災害対応の素振

り・振返りに対する意識の変化を確認した。 
まず訓練を通じた災害対応の素振り・振返りで、重要

だと考える点を確認した結果を図-10 に示す。すべての

訓練で最も回答割合が高かったのは、「今後起きるかもし

れない災害に備えようと思える」だった。次に高かった

のは「いつ行動すべきか確かめられる」・「どんな行動を

すべきか確かめられる」と具体的な対応行動を確かめら

れる点が挙げられた。このように、訓練ツールを通じた

災害対応の素振り・振返りの実施は、訓練ツールの活用
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図-9 実際の災害に近い感覚を得る上で有効と考える点（※最

大3 つまで選択） 

図-10 訓練を通じた災害対応の素振り・振返りで、重要だと考

える点（※最大3 つまで選択） 
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る現実感を考慮している。図-7に訓練の状況を実際に起

きた出来事のように感じたかどうか確認した結果を示す。

「感じた」・「やや感じた」の割合は 60%を越えており、

訓練③でやや低いものの、訓練①④では、80％を超えて

おり、訓練としては十分現実感が得られたと言える。訓

練③の設定は、他地域の事例を利用しており、地域的に

やや現実観が低くなった可能性が考えられる。 
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前後確認される。一方、訓練②では 48%となっている。

訓練①と訓練②の間で、対応行動に顕著な違いは確認さ

れていないことから、児童たちは感覚的には訓練時にお

いて、適切な行動を選択しているという肯定感がやや強

い可能性がある。なお、訓練を通じて、いつどんな行動

を取るべきか理解が深まったかどうかを 4 件法（深まっ

た・やや深まった・やや深まらなかった・深まらなかっ

た）で確認した結果、すべての実験で 93%を越える回答

者が「深まった」・「やや深まった」と肯定的な回答を示

した。 
また同時性として、災害が現在進行形で変化していく

様子についての理解を 4 件法（わかった・ややわかった・

ややわからなかった・わからなかった）で確認したとこ

ろ、すべての実験で 90 %を越える回答者が「わかった」・

「ややわかった」と回答し、訓練を通じて、現在進行形

で変化していく様子を理解できていた。 
さらに、どのような点が実際に近い感覚を得る上で効

果的であるかを確認した。その結果を図-9に示す。どの

訓練でも、「地域がどれぐらい危険かわかる点」が高い割

合を示した。また訓練②の児童においては、「先のことが

どうなるかわからない点」という未知性が有効であると

回答している割合が他の訓練と比較して高い。また「時

間が過ぎていく点」や「地域の様子がわかる点」も比較

的高い割合を示している。一方で、「みんなで話し合える

点」については、普段災害時に実施されるわけではない

ためか、割合としては低かった。これらから、先行研究

でも議論したように、参加者の文脈に沿った情報として、

地域性の高い情報を示すことや、切迫感や臨場感につな

がる時間が経過していくという同時性は、災害対応を現

実味を持って捉える上で、重要な要素と考えられる。 
（３）災害対応の素振り・振返りに対する感想 
訓練参加者へのアンケート結果から、災害対応の素振

り・振返りに対する意識の変化を確認した。 
まず訓練を通じた災害対応の素振り・振返りで、重要

だと考える点を確認した結果を図-10 に示す。すべての

訓練で最も回答割合が高かったのは、「今後起きるかもし

れない災害に備えようと思える」だった。次に高かった

のは「いつ行動すべきか確かめられる」・「どんな行動を

すべきか確かめられる」と具体的な対応行動を確かめら

れる点が挙げられた。このように、訓練ツールを通じた

災害対応の素振り・振返りの実施は、訓練ツールの活用
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図-9 実際の災害に近い感覚を得る上で有効と考える点（※最

大3 つまで選択） 

図-10 訓練を通じた災害対応の素振り・振返りで、重要だと考

える点（※最大3 つまで選択） 
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目的として挙げた「①災害対応の素振りと振返りの推進」

や「②防災スイッチの訓練ツールとしての活用」におい

て、本番に備えた演習として機能し得ると言える。 
また災害対応の素振り・振返りについて、これまで災

害リスクが高まった際に実施したことがあるか、また訓

練後実施しようと考えるかを確認した結果を、それぞれ

図-11, 12に示す。図-11に示すように、過去に災害対応

の素振りまたは災害対応の振返りのどちらかもしくは両

方を実施したことがある人がどの訓練でも 40-60%いる

ことがわかる。一方で、どちらも実施していない人も訓

練①②④では 20%前後、訓練③では 32%確認された。一

方、図-12 からは訓練①②④では 95%以上の回答者が何

らかの形で災害対応の素振りや振返りをする意向を示し

ており、その重要性を理解されたと考えられる。なお、

全体の 29%が「簡単な方法があればする」と回答してお

り、開発している訓練ツールはこれらの回答者に対して、

有効なアプローチとなり得る。 
 
６．考察 
（１）災害対応の素振り・振返りによる災害対応の改善 
実験結果から、災害対応の素振りを通して自身の対応

行動に対する課題に気づき、その結果として振返りにお

いて対応行動に変化が生じていることが確認された。こ

のような傾向は程度の差はあれ、訓練①②③④のすべて

の実験において確認されている。このことは、災害対応

の素振り・振返りを通して、自身の行動を振り返ること

は多くの場合、その改善として有効に機能する可能性を

示している。ただし、重要なのは、ここでいう災害対応

の素振りとは、あくまで実際の感覚に即した素振りであ

るべきであるという点である。 
訓練ツールでは、「現実感」・「行動タイミング」・「同時

性」を重視した。実際、図-4, 5 で示した対応行動の変

化や図-9 で示した災害のリアリティを高める要素の結

果からは、これらの要素が重要であることが示されてい

る。一方で、「身近に感じられない」・「行動タイミングを

考慮していない」・「災害時の時間変化を考慮していない」

といった「現実感」・「行動タイミング」・「同時性」のい

ずれかを欠くような訓練では、災害時の対応行動の改善

にはつながらない可能性も考えられる。例えば、「ハザー

ドマップを見て、居住地のリスクを確認する」、これは住

民向けに一般的に行われている災害に対する啓発である。

このような取組は、身近な周囲のリスクを考えるという

点で「現実感」はあり、災害意識を高めることにはつな

がりうるが、行動タイミングや同時性を欠いており、災

害対応の素振りとしては十分に機能しない。近年ハザー

ドマップの閲覧が社会的に強く呼びかけられる一方で、

災害対応の状況が改善しないのは、災害対応を考える上

で必要な要素との組み合わせが十分にできていないこと

も要因である可能性がある。 
訓練ツールを利用し、災害対応の素振り・振返りを実

施する機会を構築していくことは、このような課題を解

決でき、また図-12 の結果からもそのような要望が十分

あることが伺える。 
（２）災害発生を当たり前としない多様な訓練の必要性 
訓練ツールでは、様々な設定による災害訓練を想定し

ている。非現実な設定の影響も加味する必要はあるが、

訓練①②④のように、条件が異なれば危険であった事例

や訓練③のように他地域の災害事例に加え、未経験の災

害事例を、実際に訓練に適用できるという点は、プラッ

トフォームとしての多様性につながりうる。一方で、そ

れらの中には、災害が発生しない訓練も含まれる。既存

の災害訓練の多くは、災害規模の大小はあれ、災害発生

を前提としているものが多い。なぜなら、災害時におけ

る対処や行動について議論するのであるから、災害が発

生して当然であるという考え方である。しかしながら、

実際の水害や南海トラフ地震に関する臨時情報のように、

住民の多くが経験するのは、災害が発生しない場合の災

害対応もしくは災害が発生するかわからない状況下での

災害対応である。災害が発生することがわかっていれば、

それに対応した適当な対応行動を取るのは当然である。

災害の発生が不確実であるからこそ、対応行動が取れな

かったり、対応行動が遅れたりするわけである。むしろ、

必要とされているのは、これからどのようなことが起こ

るかわからない将来への未知性を含んだ環境下での訓練

と言える。災害対応の素振りというフォーワード型のプ

ロスペクティブな思考は、正にそのような方向性を示し

ている。 
実験において、素振り後の振返り時には、参加者は災

害発生することがわかっている。そのため、図-4, 5 で

示したように、行動のタイミングが早まるのは当然では

ある。しかし、重要なのはそのようなタイミングで行動

しないといけないという理解に至っている点である。つ

まり、災害発生を前提とせず、展望的なフォーワード視

点による思考結果に対し、回顧的なバックワード視点に

よる思考を併せて実施している点である。そこには、素

振り時と振返り時で、災害発生が未知であるのか、既知

であるのかという大きな違いが存在している。結果をわ

かった上で早目の理想的な行動を考える素振りを行うの

ではなく、本訓練のようにシナリオを提示しない、あく

まで将来が未知な状況下で素振りを行うという現実に即

した感覚が重要である。 
このように、実験から得られた結果は、訓練ツールで

意図した未知性の環境下における結果であり、それが有

効に機能するということは、「災害発生を当たり前としな

い多様な訓練」の必要性を指摘しているとも言える。近

年の災害情報の充実は、結果として利用者に対して、災

害発生の可能性を示すことで、その未知性に対する意識

を弱体化させることにつながってもいる。これは、被災

者の「こんなことになるとは思わなかった」・「こんなこ

と初めてだ」という言葉が生まれる要因にもなり得るも
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のである。一方で、災害対応の素振りは、情報の存在は

認めながら、災害発生の未知性を明確に意識させること

により、むしろ未知性を強化する形で機能し得るともい

える。 
このように、訓練ツールは様々なシミュレーションを

活用することで、様々な未知の経験を疑似体験できると

いう点も実際の災害に備えるという点では、重要な機能

と言える。 
 
７．まとめ 
本研究では、現在開発を進めている災害対応の素振

り・振返りのためのプラットフォームの開発に向け、同

等の実験環境を用意して、事前の機能評価を行った。 
実験では、伊勢市中島学区の住民と同地区の中島小学

校 5, 6 年生、草津市自主防災組織のメンバー、宝塚市川

面地の住民を対象に、訓練ツールを再現した動画を作成

し、訓練ツールと同等の素振りと振返りを実施し、対応

行動の変化とアンケートによる訓練ツールの機能評価、

災害対応の素振り・振返りに対する感想を確認した。 
災害対応の変化として、素振り時と振返り時の比較か

らいずれの訓練においても、行動に変化が見られない場

合もある一方、安全よりの行動が早い段階で実施される

傾向が一定数確認された。 
またアンケートを基に訓練ツールで重視した「現実

感」・「行動タイミング」・「同時性」について評価を行い、

これらの要素が訓練における災害対応を現実味のあるも

のとして感じる上で有効に機能していることが確認され

た。災害対応の素振り・振返りについても、訓練を通じ

て、その実施意向が強まることが確認されるなど、災害

対応の素振り・振返りの重要性についても肯定的な結果

が得られた。 
本研究では、訓練ツールを動画を利用して再現した実

験を行っているため、WEB 版の訓練ツールとは条件は

異なる。この点については、今後訓練ツールを実際に展

開しながら検証を行うとともに、機能の改善を検討する。

またどのような訓練が必要とされているのか、考察でも

触れたように、災害が発生しないパターンを含め、様々

なパターンを体験することによる効果も検証していきた

い。また本研究の主旨ではないため、詳細は触れなかっ

たが訓練設計の高度化を図る必要もある。シミュレーシ

ョンとの連携手法や情報の提示タイミングなど、どのよ

うな方法が訓練として効果的か、今後訓練ツールの展開

を通じて検討していきたい。 
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のである。一方で、災害対応の素振りは、情報の存在は

認めながら、災害発生の未知性を明確に意識させること

により、むしろ未知性を強化する形で機能し得るともい

える。 
このように、訓練ツールは様々なシミュレーションを

活用することで、様々な未知の経験を疑似体験できると

いう点も実際の災害に備えるという点では、重要な機能

と言える。 
 
７．まとめ 
本研究では、現在開発を進めている災害対応の素振

り・振返りのためのプラットフォームの開発に向け、同

等の実験環境を用意して、事前の機能評価を行った。 
実験では、伊勢市中島学区の住民と同地区の中島小学

校 5, 6 年生、草津市自主防災組織のメンバー、宝塚市川

面地の住民を対象に、訓練ツールを再現した動画を作成

し、訓練ツールと同等の素振りと振返りを実施し、対応

行動の変化とアンケートによる訓練ツールの機能評価、

災害対応の素振り・振返りに対する感想を確認した。 
災害対応の変化として、素振り時と振返り時の比較か

らいずれの訓練においても、行動に変化が見られない場

合もある一方、安全よりの行動が早い段階で実施される

傾向が一定数確認された。 
またアンケートを基に訓練ツールで重視した「現実

感」・「行動タイミング」・「同時性」について評価を行い、

これらの要素が訓練における災害対応を現実味のあるも

のとして感じる上で有効に機能していることが確認され

た。災害対応の素振り・振返りについても、訓練を通じ

て、その実施意向が強まることが確認されるなど、災害

対応の素振り・振返りの重要性についても肯定的な結果

が得られた。 
本研究では、訓練ツールを動画を利用して再現した実

験を行っているため、WEB 版の訓練ツールとは条件は

異なる。この点については、今後訓練ツールを実際に展

開しながら検証を行うとともに、機能の改善を検討する。

またどのような訓練が必要とされているのか、考察でも

触れたように、災害が発生しないパターンを含め、様々

なパターンを体験することによる効果も検証していきた

い。また本研究の主旨ではないため、詳細は触れなかっ

たが訓練設計の高度化を図る必要もある。シミュレーシ

ョンとの連携手法や情報の提示タイミングなど、どのよ

うな方法が訓練として効果的か、今後訓練ツールの展開
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ABSTRACT 
 

In Japan, we have various disasters somewhere in a year. However, when residents actually experience a 
disaster in their residential areas, they often show paradoxical feeling like that such a disaster can’t have happened to 
themselves. To improve such a situation and make them notice their disaster risk realistically, the authors have been 
developing WEB-based training tool of disaster responses which serve opportunities for making a comparison 
between "prospective disaster response exercise" and "retrospective disaster response review." This tool can be 
platform for efficient use of results from various disaster simulations. 

As a pre-survey, this study verified effects of this tool with similar movies on weather related disasters to the 
tool, and we had three trials for residents to consider their disaster responses. The results showed this tool can work 
efficiently for them to consider their disaster responses with feelings like real disaster cases and can be used to 
review and verify timings of residents’ responses. 

In future study, we will develop methods of making training settings and familiarize this tool for preparation of 
various disasters through web service. 
 
 

Keywords：Disaster response , simulated experience, prospective exercise and retrospective review, reality, 
WEB training,  
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和文要約 
 
減災の実践や研究は生活を構成する多様な価値や意味に対して摩擦を生じうる。たとえば高齢者

が避難訓練への参加を「（災害が起きたら）もう死ぬからいい」と拒むといった例がある。死生観、

自然観、公共性、宗教性といった諸価値と「減災」が調停されないままであれば、減災が社会と生

活に本当の意味で息づくことが妨げられてしまう。わたしたちが取り組んでいることの意味を解釈

するために、減災と社会の関係を生活と身体の次元にまで降りて捉え返す必要がある。そこで本稿

では、減災・防災に関する様々な技術や制度が有機的につながり、そこに生きる人々の生活や姿勢

に影響を与えながら、みずから発展してゆく社会を「減災システム社会」と名付け、その構造を素

描する。まず減災システム社会における技術の好事例として緊急地震速報を取り上げ、有機的に接

続された技術ネットワークが生活と身体に浸透するさまを分析する。ついで減災システム社会の一

般的構造を記述し、技術・身体・行動・改良の PDCA サイクルが中心を持たないまま持続すること

を指摘する。最後に、こうした減災システム社会の将来像の可能性として、減災システム社会それ

自体の進化を徹底する「情報アプローチ」と、生活における意味を注意深く読み取りながら諸価値

の調和を試みる「生活アプローチ」を提示する。 
 
 

キーワード：災害情報、科学技術社会論、緊急地震速報、生活と身体、減災システム社会 
 
 

１．はじめに： もう死ぬからええ 
兵庫県内の復興住宅でフィールドワークをしていたこ

ろ、避難訓練をしませんかと住民に持ちかけてみたこと

がある。しかし「また同じような地震が来たら、もう死

ぬからええ」と高齢の住民に言われてしまった。 
この「もう死ぬからええ」ということばは単純なあき

らめや厭世観ではなかった。この後に数年かけて聞いて

ゆくことになるのだが、住民たちは震災で家や生業を失

い、さまざまな出来事や出会いを経て生き抜いてきたひ

とびとだった。かれらの「もう死ぬからええ」には独特

の重みがあり、「そんなこと言わないでくださいよ」と簡

単に切り返すことができなかった。 
この出来事は減災・防災と社会の関係という問題を指

し示すものだったようにおもえる。「もう死ぬからええ」

は、住民の死生観や人生観や災害観の現れであり、それ

をその場で聞いた以上はまずはただ尊重するほかないこ

とばだった。かといって、避難訓練や防災対策を何もし

なくて良いとも思わない。もしものことがまたあっても、

絶対に助かってほしい。また、「もう死ぬからええ」と穏

やかに語ったことばがそのときの真実である一方で、ほ

んとうに災害に襲われたとき、かれらが最期の瞬間を苦

しみなく迎えることは保証されない。 
「もう死ぬからええ」にわたしが切り返すことができ

なかったのは、生存と被害軽減という明確な目的を持ち、

避難訓練といった具体的な方法が手近にある〈減災・防

災〉と、個々人の死生観のあいだで板挟みになり、その

両者をうまくつなぐことばを持たなかったからだ。災害

から命を守ることと、災害による死を受け入れるという

可能性を確かめたうえで今の日常を送ることという２つ

の価値のあいだのジレンマをのりこえることばをわたし

は持たなかった。避難訓練も「もう死ぬからええ」も、

そのひとの生命に関わる立場の現れであって、いずれか
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を必ず優先すべきであると断定することはできない。 
たとえば現代医療では原則として患者の自己決定権が

尊重される。医療者が治療方針について患者に十分な説

明を行い、同意を得たうえで治療を実施すること（イン

フォームド・コンセント）が求められる。患者の健康を

回復させるために最良の治療方法と医療者が考えていて

も、患者当人の意志に反するならばパターナリズム（父

権温情主義）として批判される。この論点に関する生命

倫理学の古典的事例としてしばしば言及されるのが、信

仰上の理由による輸血拒否である。患者が自身の信ずる

宗教の教義に反するとして輸血を拒否する場合、その意

志が医療者の良心や義務よりも優先する。この判断は、

たとえ「愚行」と思われる行為であっても、他者に危害

を与えない限りは当人の自己決定が優先されるという

「他者危害の原則」（愚行権）に由来する（江崎 1998）。
上述の復興住宅の住民は信仰上の理由というほど強靭な

思いを持つのではないにしても、仮に生命倫理学の議論

をそのまま輸入することが許されるならば、「もう死ぬか

らええ」ということばを無視することはできないという

結論を導き出すことも可能だろう。 
ただし、「もう死ぬからええ」と「避難訓練」は輸血拒

否問題ほどには厳しく対立するものではないということ

も確認しておきたい。矢守（2019）は高知県黒潮町に住

む女性が詠んだ「大津波 来たらば共に 死んでやる 

今日も息（こ）が言う 足萎え吾に」「この命 落としは

せぬと 足萎えの 我は行きたり 避難訓練」という 2
つの短歌を紹介し、1 首目では「受動的なオブジェクト」

であった詠み手が 2 年後に詠まれた 2 首目では「能動的

なエージェント」に存在様式を転じていると論じている。

1 首目の「死んでやる」は、将来の津波による死の可能

性を母と子という関係においてつぶやくものであり、独

居高齢者世帯が多い復興住宅での「もう死ぬからええ」

と単純に同一視はできない。ただ、死を遠ざけない語り

と生存への意志は必ずしも厳しく対立するものではなく、

受動から能動へと移行しうる、あるいは同じひとのここ

ろのなかで無理なく同居するものなのかもしれない 1)。 
減災に関する多種多様な実践や研究には、「もう死ぬか

らええ」「来たらば共に死んでやる」といったことばをい

ったん受け止めるための余地が不足しているように思わ

れる。むしろこうしたことばを「防災意識の低さ」と捉

え、「こうした考えを持つ住民をどのように啓発し、災害

情報をわかりやすく伝え、生き延びてもらうか」という

方向で話が進むことが多い。それはもちろん大切である

し、おそらくわたし自身もそうした実践や研究によって

間接的に命を救われている。ただ、あえて次のような論

点を提示したい。減災の価値や手続きと死生観といった

価値のあいだには特別な調和が必要なのではないか。死

生観以外にも、「自然観」「宗教」「運命」「公共性」とい

った、災害に直面する人間が意識せざるをえない価値が

存在する。そうした諸価値と、生存・被害軽減という減

災の価値のあいだに生じる摩擦を調停する仕組みを、現

在の減災はほとんど持たない。それらをつなぐことばが

重視されないままであったなら、減災の実践や研究成果

が社会と生活にほんとうに根付くことの妨げになるので

はないか。 
たとえば風水害の避難情報に対する実際の避難率の低

さが災害情報研究における課題となっている。この課題

に対して、多様な価値や意味が絡み合う「生活」という

次元を看過したまま、個別の減災技術のみを改良しよう

とする方向性を取るならば、「部分最適化」の陥穽に陥る

可能性があるのではないだろうか。齋藤（2020）は、「率

先避難者」となることで地域の他の住民の命を救うこと

につながると市民に呼びかける防災施策について、それ

が「ナッジ」として個人レベルの認識への働きかけに限

定され社会的な合意形成の積み重ねを欠くならば、有効

性が限られてしまう可能性を指摘している。避難に関す

る合意形成が求められるのは、人間の生活が多様な価値

や背景を持ち、それがひとりひとり異なる色合いを持つ

ためである。この生活という次元を通り過ぎてしまう構

造的な性質が「減災」には含まれているのかもしれない。 
 
２．問いの所在と先行研究 
（１）減災システム社会という視座 
だとすれば、ある具体的な技術や取り組みがうまくい

っているかどうかではなく、そもそも減災と社会のかか

わりそのものを再考する必要があるだろう。減災・防災

の理念や定義はさまざまに議論されてきた（たとえば、

河田 2001）。減災を具体的に進めるための個別の研究や

実践も積み重ねられてきた。しかし、全体像としての「減

災」が、社会において実際にどのように機能しているの

かという問いは手つかずのままである。そこで本稿では、

減災・防災に関する様々な技術や制度が有機的につなが

り、そこに生きる人々の生活や姿勢に影響を与えながら、

みずから発展してゆく社会を「減災システム社会」と仮

に名付け、3 章でその構造を素描する。次いで 4 章で減

災システム社会と社会の関係として 2 つのアプローチを

提示する。 
こうした記述によって「つなぐことば」や「調停」が

即座に獲得されるわけではない。ただ、全体を俯瞰しな

がら細部を観察する視点を提示することで、システム内

部でわたしたちが行っていることが明晰になれば、諸価

値間の葛藤により鋭敏に気づくことができるようになり、

減災の実践や研究成果を社会と生活により複層的に根付

かせるためのアプローチの幅を広げることにつながると

考える。 
減災と社会のかかわりを考察するための基本的な視座

を、科学技術と社会の関係や相互作用を分析する科学技

術社会論（STS）から得ることができる。科学技術社会

論の学説史上では、科学技術と社会のいずれに本質的な

優位性を認めるかにあたり、大きく分けて次のような立
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を必ず優先すべきであると断定することはできない。 
たとえば現代医療では原則として患者の自己決定権が

尊重される。医療者が治療方針について患者に十分な説

明を行い、同意を得たうえで治療を実施すること（イン

フォームド・コンセント）が求められる。患者の健康を

回復させるために最良の治療方法と医療者が考えていて

も、患者当人の意志に反するならばパターナリズム（父

権温情主義）として批判される。この論点に関する生命

倫理学の古典的事例としてしばしば言及されるのが、信

仰上の理由による輸血拒否である。患者が自身の信ずる

宗教の教義に反するとして輸血を拒否する場合、その意

志が医療者の良心や義務よりも優先する。この判断は、

たとえ「愚行」と思われる行為であっても、他者に危害

を与えない限りは当人の自己決定が優先されるという

「他者危害の原則」（愚行権）に由来する（江崎 1998）。
上述の復興住宅の住民は信仰上の理由というほど強靭な

思いを持つのではないにしても、仮に生命倫理学の議論

をそのまま輸入することが許されるならば、「もう死ぬか

らええ」ということばを無視することはできないという

結論を導き出すことも可能だろう。 
ただし、「もう死ぬからええ」と「避難訓練」は輸血拒

否問題ほどには厳しく対立するものではないということ

も確認しておきたい。矢守（2019）は高知県黒潮町に住

む女性が詠んだ「大津波 来たらば共に 死んでやる 

今日も息（こ）が言う 足萎え吾に」「この命 落としは

せぬと 足萎えの 我は行きたり 避難訓練」という 2
つの短歌を紹介し、1 首目では「受動的なオブジェクト」

であった詠み手が 2 年後に詠まれた 2 首目では「能動的

なエージェント」に存在様式を転じていると論じている。

1 首目の「死んでやる」は、将来の津波による死の可能

性を母と子という関係においてつぶやくものであり、独

居高齢者世帯が多い復興住宅での「もう死ぬからええ」

と単純に同一視はできない。ただ、死を遠ざけない語り

と生存への意志は必ずしも厳しく対立するものではなく、

受動から能動へと移行しうる、あるいは同じひとのここ

ろのなかで無理なく同居するものなのかもしれない 1)。 
減災に関する多種多様な実践や研究には、「もう死ぬか

らええ」「来たらば共に死んでやる」といったことばをい

ったん受け止めるための余地が不足しているように思わ

れる。むしろこうしたことばを「防災意識の低さ」と捉

え、「こうした考えを持つ住民をどのように啓発し、災害

情報をわかりやすく伝え、生き延びてもらうか」という

方向で話が進むことが多い。それはもちろん大切である

し、おそらくわたし自身もそうした実践や研究によって

間接的に命を救われている。ただ、あえて次のような論

点を提示したい。減災の価値や手続きと死生観といった

価値のあいだには特別な調和が必要なのではないか。死

生観以外にも、「自然観」「宗教」「運命」「公共性」とい

った、災害に直面する人間が意識せざるをえない価値が

存在する。そうした諸価値と、生存・被害軽減という減

災の価値のあいだに生じる摩擦を調停する仕組みを、現

在の減災はほとんど持たない。それらをつなぐことばが

重視されないままであったなら、減災の実践や研究成果

が社会と生活にほんとうに根付くことの妨げになるので

はないか。 
たとえば風水害の避難情報に対する実際の避難率の低

さが災害情報研究における課題となっている。この課題

に対して、多様な価値や意味が絡み合う「生活」という

次元を看過したまま、個別の減災技術のみを改良しよう

とする方向性を取るならば、「部分最適化」の陥穽に陥る

可能性があるのではないだろうか。齋藤（2020）は、「率

先避難者」となることで地域の他の住民の命を救うこと

につながると市民に呼びかける防災施策について、それ

が「ナッジ」として個人レベルの認識への働きかけに限

定され社会的な合意形成の積み重ねを欠くならば、有効

性が限られてしまう可能性を指摘している。避難に関す

る合意形成が求められるのは、人間の生活が多様な価値

や背景を持ち、それがひとりひとり異なる色合いを持つ

ためである。この生活という次元を通り過ぎてしまう構

造的な性質が「減災」には含まれているのかもしれない。 
 
２．問いの所在と先行研究 
（１）減災システム社会という視座 
だとすれば、ある具体的な技術や取り組みがうまくい

っているかどうかではなく、そもそも減災と社会のかか

わりそのものを再考する必要があるだろう。減災・防災

の理念や定義はさまざまに議論されてきた（たとえば、

河田 2001）。減災を具体的に進めるための個別の研究や

実践も積み重ねられてきた。しかし、全体像としての「減

災」が、社会において実際にどのように機能しているの

かという問いは手つかずのままである。そこで本稿では、

減災・防災に関する様々な技術や制度が有機的につなが

り、そこに生きる人々の生活や姿勢に影響を与えながら、

みずから発展してゆく社会を「減災システム社会」と仮

に名付け、3 章でその構造を素描する。次いで 4 章で減

災システム社会と社会の関係として 2 つのアプローチを

提示する。 
こうした記述によって「つなぐことば」や「調停」が

即座に獲得されるわけではない。ただ、全体を俯瞰しな

がら細部を観察する視点を提示することで、システム内

部でわたしたちが行っていることが明晰になれば、諸価

値間の葛藤により鋭敏に気づくことができるようになり、

減災の実践や研究成果を社会と生活により複層的に根付

かせるためのアプローチの幅を広げることにつながると

考える。 
減災と社会のかかわりを考察するための基本的な視座

を、科学技術と社会の関係や相互作用を分析する科学技

術社会論（STS）から得ることができる。科学技術社会

論の学説史上では、科学技術と社会のいずれに本質的な

優位性を認めるかにあたり、大きく分けて次のような立

場がある（柴田 2020）。①科学技術が社会とは独立に発

展し、その成果が社会に実装されてゆくとみなす「技術

決定論」。科学が自身の内部的な合理性に従って発展する

と考えるため、インターナルモデルとも呼ばれる。②反

対に、社会が科学技術の動向を規定するとみなす「社会

構成論」（エクスターナルモデル）。③科学技術と社会の

いずれか一方を優位とみなすのではなく、それぞれが互

いに影響を与え合っているとみなす立場。技術的側面と

社会的側面を分離せず、一体的システムと捉える「技術

システムアプローチ」や、人間だけでなく生物・無生物・

自然物までアクターとみなし、それらが相互に影響しあ

うネットワークが技術の社会的導入を規定すると解釈す

る「アクターネットワーク理論」などがある。 
本稿の立場は③に近い。減災に関わる技術や取り組み

と社会は相互に深く絡み合っている。例えば、次章で取

り上げる緊急地震速報という新しい技術が開発されるこ

とで市民生活や社会のあり方はさまざまに変化した。こ

の点では①技術決定論的であるが、緊急地震速報を支え

る基盤観測網は阪神・淡路大震災後に科学技術庁（当時）

の政策によって予算が投入され構築されたものである。

すなわち大震災を受けた政治判断とその背後の世論が緊

急地震速報の開発を誘導したのであり、また「予知」に

軸足を置いていながら都市直下地震に無防備であった地

震学の側でも「国民による地震調査研究の成果の活用を

常に意識」し、「官民の防災関係機関による地震防災につ

ながる調査研究」を改めて志向していた（地震調査研究

推進本部 1999）。こうした点では②社会構成論的な解釈

が適していると言える。減災システム社会における技術

は断続的に生じる大災害をきっかけとして世論や国家予

算の後押しを受けて開発・改良されるものの、それがい

ったん社会実装されると住民や一般の民間組織や地方自

治体の側で技術の内容や導入可否を選択することは現実

的に困難であることが多い。社会は技術を求めるが、技

術を自由に扱うことはできないのである。 
次章で論じるように、減災に関する技術や取り組みは

さまざまな領域にまたがって機能し、ある技術が別の技

術や制度とつながり、結果としてきわめて複雑で錯綜し

たネットワークを形成する。減災システム社会はこのネ

ットワークに人間を「組み入れる」ようにして存在して

いる。こうした観点から、本稿では技術と社会のいずれ

かに優位性を定めるのではなく、その両者が複雑に絡ま

りあって相互に影響を与え、その過程で人間の生活に深

く浸透してゆくという捉え方を選ぶ。 
この捉え方によって焦点を当てたいのは、緊急地震速

報や国土強靭化政策や災害時要支援者名簿や非常食や地

区防災計画といった個別の技術や制度や実践の是非や課

題点ではなく、そうした個別具体的な技術が複雑に絡ま

ったネットワークの構造であり、それに接する人間の生

活である。冒頭に紹介した「もう死ぬからええ」や黒潮

町の女性の短歌は、そうした絡み合いの現場で、言い換

えればネットワークと生活の界面でつぶやかれたことば

であると解釈できる。減災システム社会は目的達成のた

めに常にネットワークを複雑化させ、人間の生活と身体

に浸透しているため、そこから人間が距離を取り、その

全体像を認識することが容易ではない。 
（２）トランス・サイエンスとしての解釈 

ここで、科学技術社会論の重要概念である「トランス・

サイエンス」の考え方を参照することで、このことを別

の角度から検討したい。アメリカの物理学者 A. ワイン

バーグは、「科学によって問うことができるが、科学によ

って答えることができない問題群からなる領域」をトラ

ンス・サイエンスと定義した（Weinberg 1992[1972]、小

林 2007）。いわば科学と社会が重なり合う領域である。

ワインバーグはその例として、超音速旅客機によるオゾ

ン層破壊の可能性と原子力発電所の建設認可を挙げてい

る。科学者は原子力発電所が事故を起こす確率を算出す

ることができるが、ある地域に原子力発電所を建設すべ

きか否かという問題に対しては答えを出すことができな

い。科学者はリスク（事故が生じる確率や予測される被

害）を算出するが、そのリスクに曝される当事者（地域

住民など）にとってそうした算出結果が持つ意味を（と

りわけ民主的な社会では）科学者は専決できないためで

ある。科学者の営為と一般市民の社会生活が重なる領域

では、「科学的な答え」だけでは解決しない、あるいはそ

うした答えがそもそも定まらない問題の合意点を、両者

が共同で探らざるをえない。近年の事例では、福島第一

原発事故による低線量被爆の基準値をめぐる問題（一ノ

瀬 2013）や、遺伝子組換え作物の導入是非をめぐる議論

がトランス・サイエンスの領域に該当するだろう。 
減災・防災に関するものでは、東日本大震災後の沿岸

部被災地における防潮林の建設（廣重 2018）、安間川コ

ンセンサス会議（小林 2007）に関する先行研究がある。

これらの例は、津波や洪水の被害軽減と、住民の生活環

境や生態系保全といった価値との摩擦を、住民と行政が

協働で調停しようとする試みであると言える。 
もうひとつ確認しておきたいことは、トランス・サイ

エンスに関わる議論や、市民社会と科学者がそうした問

題を公共の場で検討する「コンセンサス会議」や「対話

フォーラム」（八木 2009）といった取り組みは、（地域）

社会に強いインパクトを与える特定の技術や施設を対象

とするということである。発電所や堤防といった施設は

建設が始まれば仕組みを変更することは容易ではないし、

近隣住民や事業主体にとって大きな利害が関わるため、

このことは当然である。他方で、特定の技術や制度や施

設ではなく、それらが有機的に結びついて形成されるネ

ットワークや、そこから生じたフィードバックを取り入

れて改良を続けるシステムそのものについては、トラン

ス・サイエンス的なものとして把握されることはこれま

でなかった。本稿がくりかえし立ち戻るポイントがここ

にある。「減災」はある特定の技術や法律なのではない。
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新旧のさまざまな技術や制度や習慣や実践が絡み合い、

生活を取り囲み、身体のすぐ近くにまで浸透してくるも

のである。そのために「これ」として焦点化しづらいま

ま人間生活の諸価値との調停という問題に突き当たり、

それを解消しづらいという構造がある。 
この点で、本稿が扱うのはトランス・サイエンスであ

ると同時にトランス・システムの問題であり、また論者・

当事者が認識論的・身体的・実存的にシステムの外部に

超越できない（たとえばこの論文を書いているわたし自

身、「人と防災未来センター」館内では小中学生向けの防

災セミナーで非常時持ち出し袋の重要性を説き、肌見離

さずにいるスマートフォンには「ゆれくる」「逃げトレ」

といったアプリが入っている）という点ではシステム・

インサイドの問題である。したがって減災システム社会

の分析はつねにシステム内部からの言説・行為であって、

その認識や解釈や、またそのフィードバックは始めから

システムに制約を受けている。だからといって、内部か

らの言説・行為が無意味なのではない。少なくともわた

したちが何に取り巻かれているのかを不完全であれ意識

にもたらし、相対化することができる。 
 
３．減災システム社会の構造 
減災システム社会の構造を検討するための糸口として、

本章ではまず気象庁の緊急地震速報を取り上げてみたい。

そのうえで、減災システム社会の一般的な特徴と動態を

記述する。緊急地震速報を題材とするのは、それが不完

全な技術であるからではなく、むしろきわめて優れた減

災技術であり、また市民の身近に存在し認知度も高いた

めである 2)。 
（１）緊急地震速報 
緊急地震速報はP波とS波の伝播速度の差を利用した

大地震の直前警報技術であり、2007 年に気象庁により本

格運用が始まった。縦波（疎密波）であるP 波は、横波

である S 波より地中の伝播速度が速い。P 波の速度が約

7km/s であるのに対して S 波は約 4km/s である。主要動

は S 波の直後に来るため、S 波の到達に先んじて警報を

発信することができれば地域住民や交通網や産業機械が

緊急の対応を取ることができる。震源地の直近の地震計

が捉えたP波の波形を元に震源の位置とマグニチュード

を即座に解析し、S 波の到達前に、強い揺れが伝わると

推定された地域に向けて警報を発するという原理である。

なお気象庁の緊急地震速報では、最大震度 5 弱以上が予

測される場合に予測震度 4 以上の地域へテレビ・ラジ

オ・携帯電話等を通じて発信するものを「地震動警報」、

最大震度 3 以上もしくはマグニチュード 3.5 以上が予測

される場合に、気象庁が許可した事業者に専用端末を通

じて発信するものを「地震動予報」と呼び分けている。 
まず、松村（2010）を主に参照して、緊急地震速報の

開発過程の概略を確認する。緊急地震速報の開発につな

がる直接のきっかけは阪神・淡路大震災だった。震災後、

国内の基盤観測網の整備予算が倍増し、各種の装置によ

る濃密な観測網が開発された（泊 2015）。震災後に設立

された文部科学省地震調査研究推進本部は「リアルタイ

ムによる地震情報の伝達」を基本施策の一つとしていた。

この「リアルタイム」研究は当初、阪神・淡路大震災の

初動対応の遅れという反省のもと、地震発生直後の被害

状況をいち早く収集・伝達することを目指していた。し

かし基盤観測網の急発達に伴い、研究開発の軸足は緊急

地震速報の実用化へと移ったという。気象庁では 200 箇

所の地震計を用いた「ナウキャスト地震情報」を開発し

ており、また同時期に防災科学技術研究所は 800 箇所の

観測点を持つHi-net 観測網による「リアルタイム地震情

報」の開発を進めていた。その後、両プロジェクトが統

合され、2007 年から気象庁により緊急地震速報が一般向

けに実用化された。なお、現在は気象庁約 690 箇所・防

災科学技術研究所約 1000 箇所の観測網が機能している
3)。 
これらの観測網が捉えたP波の情報は気象庁に集めら

れ、震源とマグニチュードが計算機により解析される。 
その結果は具体的なメッセージに変換されて最終的な

宛先である一般市民や産業施設に届けられる。一般市民

に馴染みが深いのはテレビ画面上に現れる表示幕や携帯

電話・スマートフォンの警報音であろう。警報に接した

市民は、それがまさに緊急の警報であることをあらかじ

め知っている。とっさに姿勢を低くし、周囲を見回し、

自ら安全な場所に移動したり、家族や近くのひとを助け

ようとする。 
この警報（音）が訓練に用いられることもある。いわ

ゆるシェイクアウト訓練では、メッセージの詳細を確か

めることなく、たとえば教室の子どもたちが警報音を聞

くなり一斉に机の下に潜ることになる（たとえば、永田・

木村 2013、相場ほか 2014 など）。 
訓練であれ「本番」の地震であれ、緊急地震速報がも

たらした「結果」は事後に行政や研究者によって分析さ

れる。現実の震源やマグニチュードや各地の震度と、推

測のそれらとの差異や、警報を受けた市民の反応が調査

され、新たな課題や教訓が析出される（たとえば、中森

2013、鷹野・藤岡 2015 など）。そうした課題や教訓は関

連する組織に蓄積され、また一部は論文などの形式で学

術界においてさらに精査され、緊急地震速報の本体やメ

ッセージの出し方や訓練方法の改善に活かされる。 
（２）海底から枕元まで 
以上が、緊急地震速報の開発と、地震発生、警報発信、

避難行動、結果のフィードバックまでのおおまかな過程

である。ここから読み取れることを 3 点検討してみよう。 
a）技術ネットワーク 

まず確認したいのは、緊急地震速報はゼロから構築さ

れたものではなく、長い前史を持つということである。

まず観測網という理念がある。緊急地震速報は約 1000
箇所の地震計を一元化することで成立したが、国内の地
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ま人間生活の諸価値との調停という問題に突き当たり、

それを解消しづらいという構造がある。 
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したちが何に取り巻かれているのかを不完全であれ意識
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記述する。緊急地震速報を題材とするのは、それが不完

全な技術であるからではなく、むしろきわめて優れた減

災技術であり、また市民の身近に存在し認知度も高いた

めである 2)。 
（１）緊急地震速報 
緊急地震速報はP波とS波の伝播速度の差を利用した

大地震の直前警報技術であり、2007 年に気象庁により本

格運用が始まった。縦波（疎密波）であるP 波は、横波

である S 波より地中の伝播速度が速い。P 波の速度が約

7km/s であるのに対して S 波は約 4km/s である。主要動

は S 波の直後に来るため、S 波の到達に先んじて警報を

発信することができれば地域住民や交通網や産業機械が
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される場合に、気象庁が許可した事業者に専用端末を通

じて発信するものを「地震動予報」と呼び分けている。 
まず、松村（2010）を主に参照して、緊急地震速報の

開発過程の概略を確認する。緊急地震速報の開発につな

がる直接のきっかけは阪神・淡路大震災だった。震災後、

国内の基盤観測網の整備予算が倍増し、各種の装置によ

る濃密な観測網が開発された（泊 2015）。震災後に設立

された文部科学省地震調査研究推進本部は「リアルタイ

ムによる地震情報の伝達」を基本施策の一つとしていた。

この「リアルタイム」研究は当初、阪神・淡路大震災の

初動対応の遅れという反省のもと、地震発生直後の被害

状況をいち早く収集・伝達することを目指していた。し

かし基盤観測網の急発達に伴い、研究開発の軸足は緊急
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所の地震計を用いた「ナウキャスト地震情報」を開発し
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ようとする。 
この警報（音）が訓練に用いられることもある。いわ

ゆるシェイクアウト訓練では、メッセージの詳細を確か

めることなく、たとえば教室の子どもたちが警報音を聞

くなり一斉に机の下に潜ることになる（たとえば、永田・

木村 2013、相場ほか 2014 など）。 
訓練であれ「本番」の地震であれ、緊急地震速報がも

たらした「結果」は事後に行政や研究者によって分析さ

れる。現実の震源やマグニチュードや各地の震度と、推

測のそれらとの差異や、警報を受けた市民の反応が調査

され、新たな課題や教訓が析出される（たとえば、中森

2013、鷹野・藤岡 2015 など）。そうした課題や教訓は関

連する組織に蓄積され、また一部は論文などの形式で学

術界においてさらに精査され、緊急地震速報の本体やメ

ッセージの出し方や訓練方法の改善に活かされる。 
（２）海底から枕元まで 
以上が、緊急地震速報の開発と、地震発生、警報発信、

避難行動、結果のフィードバックまでのおおまかな過程

である。ここから読み取れることを 3 点検討してみよう。 
a）技術ネットワーク 

まず確認したいのは、緊急地震速報はゼロから構築さ

れたものではなく、長い前史を持つということである。

まず観測網という理念がある。緊急地震速報は約 1000
箇所の地震計を一元化することで成立したが、国内の地

震観測網は明治期から段階的に整備されていた。さらに

遡れば、地震学草創期から「お雇い外国人」である J. ミ
ルンが国内各地の地震観測報告を葉書や電信を用いて一

元化するネットワークを構築していた（金 2007）。また、

観測網が捉えた地震の情報を「即座に」「一般市民に配信

する」という点では、直後の速報であるがテレビの地震

速報テロップ等が先行していた。また、松村（2010）が

指摘するように、地震波を捉えて自動で緊急対応するア

イデアはガスメーターの自動停止装置やエレベーターの

自動停止装置として実用化されており、複数の地震計で

地震波を捉えてシステム全体が緊急対応するという点で

は JR の列車緊急停止システム「ユレダス」が 1985 年か

ら運用を開始している（美藤ほか 1985、中村 2003）。 
緊急地震速報の革新性は、既に実用化されていた技術

や常識を前提としつつ、新しく開発した技術をそれらと

統合して全国一律に機能する実用的な仕組みを創り出し

たことにあった。松村（2010）の記述を借りれば、直前

警報の「アイデア自体は昔からあったものであるが、こ

れを現実のものとするためには、観測網、解析システム、

通信システムの 3 つが適切な形で出揃うことが必須条件

であった」。信頼性の高い地震計、観測データの送受信回

線、解析を実行する高性能の計算機とそこで用いるアル

ゴリズムが有機的につながり、さらにテレビや携帯電話

の既存の情報配信網とも接合されて技術ネットワークを

形成する。たとえば NHK は従来から運用していた緊急

ニュース速報の仕組みを拡張することで緊急地震速報の

迅速な配信を実現し（有森 2008）、携帯電話網では緊急

速報用の国際規格ETWS を制定して「理論上最速」での

緊急地震速報配信を可能とした（田中ほか 2009）。 
速報の受け手の側の態度も、広い意味ではこのネット

ワークの一部と言える。地震の情報が即座に身近にやっ

てくるという受け手（一般市民）の側の常識と、学校等

での訓練の習慣が無ければ緊急地震速報は成立しない。

緊急地震速報を用いた訓練が学校や職場ですんなり実施

できるのは、「避難訓練」という所作を日本中の学校で繰

り返してきたからだ。 
こうした前史は、新旧の技術や習慣が有機的につなが

ることで技術ネットワークを形成したことを示している。

こうした個別の技術や習慣は緊急地震速報の完成を目指

して建設されていたのではない。緊急地震速報の構成要

素が出揃い、速報の実現を求める社会の要請が技術上の

成熟に合致して、あるタイミングでネットワークが成立

している。これは液体が固体になるような「相転移」に

似た変化であったかもしれない。諸々の技術や習慣が個

別に機能していたのが、ある瞬間を境に組織化される。

こうした相転移現象は医療や交通や経済のシステムでも

見いだされるが、減災システム社会においてはとりわけ

「分子間力」に相当する力が強い。つまり「生命を守る」

という目的が強力で自明のものとされるために技術ネッ

トワークはより強固に結びつき、退転しない 4)。 

「相転移」が生じる際、個別の要素に紐付けられてい

た生活や身体の所作もそのまま巻き込まれて技術ネット

ワークの一部となる。これまで番組やメールを届けてく

れていたテレビや携帯電話が、人間がそれを享受する習

慣を保ったまま「減災」の仕組みに再構成される。 
b）持続的で予測しづらい変化 

第 2 に、システムが改良・拡大という仕方で変化し続

けることである。速報の「より迅速・確実な提供」（鷹野

2011）に向けた技術開発や、外国人住民向けの多言語辞

書の開発（赤石 2017）や、聴覚障碍者のために緊急地震

速報を室内照明と連動させる技術（岩手大学 2019）とい

った、緊急地震速報の中核的な機能・役割に沿った改良

だけではない。自動運転バスへの緊急地震速報の組み込

みなど（川口市ほか 2020）、緊急地震速報が新たな技術

の前提要素の一つとなる例も見られる。今後も、たとえ

ばドローン、顔認証技術、GPS、住民基本台帳ネットワ

ーク、RFID、音声・四肢挙動認識、遠隔手術、独居高齢

者見守り、低侵襲性BMI（Brain-Machine Interface）、信用

スコアといった技術を取り込み、またそれらに「速報」

が取り込まれるかたちでネットワークが結合の複雑さと

密度を増してゆくだろう。たとえば緊急地震速報の発動

と同時に公共空間や私空間のビデオカメラや個人のスマ

ートフォンが人間の挙動や座標を捉えてより最適な行動

を指示し、情報が疎であるエリアにはドローンが自動的

に派遣されて情報収集を行うといった具合である。こう

したネットワークやシステム全体の中長期的な発展の方

向は予測も制御も容易ではない。 
c）生活と身体への浸透 

第 3 に、緊急地震速報が個々人の生活に浸透し、さら

に自然現象についての考え方や、あるいはよりプリミテ

ィブな、「身構え」とでも言うべき次元にまで影響を及ぼ

しているという点である。緊急地震速報の全体像ではな

く、わたしやあなたのような、生活者としての人間にと

っての速報の意味を記述してみよう。 
わたしたちが緊急地震速報の警報に接するのはテレビ

やスマートフォンである。それらは普段は画面表示とい

う仕事に専念して、便利なもの、楽しいもの、気を紛ら

わせるもの、無益なものを次々と見せている。緊急地震

速報はその裏に隠れている。しかし完全に意識の外にあ

るわけではない。ひとは普段は速報のことを考えていな

いけれど、忘れてもいない。目や耳がその場その場の出

来事に“耳目を奪われて”いる一方で、訓練や啓発によ

って仕込まれた「待ち方」を身体が保ち続けている。待

っている対象は望ましくないものである。自分も引き受

けさせられるもの、けれどもぎりぎりのところで死や危

険を免除してくれるかもしれないものを待機している。 
そこに、本当に警報が鳴る。ぞくりとした感覚が身体

に走り、目の周り、耳の後ろが力む。ただ、驚かされる

けれど本当の驚きではない。身体はすでにそれを知って

いた。意識するより一歩先に自分のスイッチが切り替わ
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り、周囲を見回す。倒れてくるものは？ 出口は？ 工

夫や創造性の余地は完全に排除され、そのときの環境下

で採りうる確実な行動を最短時間で探る。正解は誰も教

えてくれない。そこにあるのは、この場にいる「いま」

それが鳴る状況にほかならぬわたしが投げ込まれたとい

う「解きがたい謎」（フランク 2002）である。のったり

と続いていた日常の「いま」が消え、亀を追うアキレス

の歩みのように微分された「いまか、その次のいまか」

の切迫に切り替わる。すでに主要動が来る前に、あるい

はそれが来なくても、身の回りのものが平常時の意味を

失っている。家具や本棚や燃焼中のストーブが一瞬前と

は全く違ったものとして周囲にそそり立っている。警報

音の直前まで当たり前の生活を与えてくれていた諸々の

道具が、突然に親しみを失い、不気味なもの・身体にめ

りこんでくるかもしれないものに転じる。ナマの世界が

突然わたしに引き渡される。日常の世界そのものが支え

を失い、数秒先にも崩落しうるものとしてわたしを取り

囲んでいる。その瞬間を今か今かと待ち構えながら、感

覚器官を最大限に働かせようとする。世界の意味の崩壊

を張り詰めた意識で待つさまは統合失調症の体験に近い

のかもしれない。警報音を聞いた瞬間の独特のぞわっと

した感覚は、訓練や啓発によって身体に仕込まれていた

アラートが起動し、日常の意味と時間をめくりあげるよ

うにして切り替えてゆくことの感覚である。 
ところがわたしたちは身体のモードと時間のモードと

世界の意味のぞわっとした切り替わりをもたらすあの警

報音を発するかもしれない装置を身体のすぐそばにまと

わりつかせて日常生活を送る。スマートフォンを枕元に

置いて眠ることを習慣にしさえする。警報音（の可能性）

を介して、わたしの耳や眠りは太平洋岸の海底の観測網

につながっている。情報が突然届けられるというよりは、

じぶんの感覚器官が海底にまで拡張されているのだ。こ

れは、目が不自由なひとにとって杖が知覚の対象ではな

く知覚がその先端から始まる身体の延長となること（メ

ルロ＝ポンティ 1967）と似ている。ただし杖は自然の存

在から切り出されて人の手に渡され、身体に包み込まれ

る一個の道具にすぎないが、スマートフォンと緊急地震

速報では複合的な技術ネットワークと身体が相互を組み

込み合っている。 
さらにまた、感覚器官は、そこにすでに有るものだけ

でなく、そこで何かが生じる・現れることの可能性も合

わせて捉えている。駅のホームに視線をすべらせるとき、

線路というモノを見出すと同時に、電車のきぃきぃとい

うブレーキ音がそこに滑り込んでくる可能性をすでに

「聞いて」いる。緊急地震速報も同様に、知覚や予測の

全く外部から突然現れる出来事としてではなく、制御可

能ではないにしても可能性という仕方でつねにすでに確

かめているものとして「それ」を待つことを可能にする。

意識は眠りに落ちていても拡張された感覚器官は目覚め

ている。わたしたちはスマートフォンを枕元に置くこと

で、バークリーの神の代わりに世界を存在させ続けるの

だ。 
そうして、日常生活が突然つき崩されることに数秒間

先んじることを日常に組み込んでいる。主体が成立する

一歩手前の、器官や身体や世界が分化していない基底的

な「身構え」がすでに緊急地震速報を取り込んでいる。

それは表向きは「安全」のためとされているけれども、

実のところそうした日常や時間の流れ方（中断の可能性

を含んだ流れ方）そのものが、わたしの新たな生活ある

いは主体のかたちなのである。それはわたしの視覚や聴

覚の能力や、反射的な行動を可能にする四肢の能力とも

統合されている。 
 生活者はこうした浸透に対して調節を試みることがで

きるが、選択の余地は少ない。緊急地震速報は食器棚に

入れたり飽きて捨てたりできるモノのように提示される

のではなく、つねに最新のものを取り込み・取り込まれ

ながら発達してゆく技術ネットワークの一部分として現

れている。生活スタイルや身体の所作は、その発達の過

程に絡め取られてゆく。 
（３）減災システム社会の諸領域 
以上、具体的な事例として緊急地震速報の分析を試み

た。これを参考として、ここからは減災システム社会の

一般的な構造を検討する。なお、本節と次節で挙げる 9
つの次元と 3 つの動態上の特徴は観察によって直観的に

導出したものである。したがって（社会）科学的に十全

で明晰なものではなく、今後の議論の手がかりとして暫

定的に意味を持つにすぎない 5)。 
減災システム社会はどのような次元において機能して

いるか。減災・防災の技術や取り組みが明瞭に現れてく

る社会的な働きの領域として、以下の 9 つを挙げる。 
情報 減災システム社会では自然現象や災害下の人間の

挙動や復旧復興の状況がしばしば情報化され、流通・処

理・集約・保存・解析・可視化・公開される。緊急地震

速報のようにさまざまな技術が接続し連動できるのも、

情報という次元でそれらがお互いの働きを協調させるか

らである。他方で、情報化されない現象や、情報を受信

しないエージェントは減災システム社会から不可視化さ

れる。 
訓練 技術と技術、装置と装置は情報によってつながる

が、技術・装置と生活は必ずしも情報によって接合され

ない。生活者である人間の行動を災害情報や緊急時の状

況に即して適切なものとするのが訓練である。訓練は学

校や職場や地域での人々の統率された行動を前提として

おり、またマニュアルや避難施設や専用のアプリといっ

たインフラもその前提となる。 
科学 科学者は災害に関する諸現象を科学という一定の

手続きのもとで解釈し、その成果は減災システム社会の

個々の技術や取り組みの開発の方向を定める際に参照さ

れる。また、科学と技術は一体化し、さまざまな装置と

して現実化して人々の生活に接し、また自然現象の観測
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り、周囲を見回す。倒れてくるものは？ 出口は？ 工

夫や創造性の余地は完全に排除され、そのときの環境下

で採りうる確実な行動を最短時間で探る。正解は誰も教

えてくれない。そこにあるのは、この場にいる「いま」

それが鳴る状況にほかならぬわたしが投げ込まれたとい

う「解きがたい謎」（フランク 2002）である。のったり

と続いていた日常の「いま」が消え、亀を追うアキレス

の歩みのように微分された「いまか、その次のいまか」

の切迫に切り替わる。すでに主要動が来る前に、あるい

はそれが来なくても、身の回りのものが平常時の意味を

失っている。家具や本棚や燃焼中のストーブが一瞬前と

は全く違ったものとして周囲にそそり立っている。警報

音の直前まで当たり前の生活を与えてくれていた諸々の

道具が、突然に親しみを失い、不気味なもの・身体にめ

りこんでくるかもしれないものに転じる。ナマの世界が

突然わたしに引き渡される。日常の世界そのものが支え

を失い、数秒先にも崩落しうるものとしてわたしを取り

囲んでいる。その瞬間を今か今かと待ち構えながら、感

覚器官を最大限に働かせようとする。世界の意味の崩壊

を張り詰めた意識で待つさまは統合失調症の体験に近い

のかもしれない。警報音を聞いた瞬間の独特のぞわっと

した感覚は、訓練や啓発によって身体に仕込まれていた

アラートが起動し、日常の意味と時間をめくりあげるよ

うにして切り替えてゆくことの感覚である。 
ところがわたしたちは身体のモードと時間のモードと

世界の意味のぞわっとした切り替わりをもたらすあの警

報音を発するかもしれない装置を身体のすぐそばにまと

わりつかせて日常生活を送る。スマートフォンを枕元に

置いて眠ることを習慣にしさえする。警報音（の可能性）

を介して、わたしの耳や眠りは太平洋岸の海底の観測網

につながっている。情報が突然届けられるというよりは、

じぶんの感覚器官が海底にまで拡張されているのだ。こ

れは、目が不自由なひとにとって杖が知覚の対象ではな

く知覚がその先端から始まる身体の延長となること（メ

ルロ＝ポンティ 1967）と似ている。ただし杖は自然の存

在から切り出されて人の手に渡され、身体に包み込まれ

る一個の道具にすぎないが、スマートフォンと緊急地震

速報では複合的な技術ネットワークと身体が相互を組み

込み合っている。 
さらにまた、感覚器官は、そこにすでに有るものだけ

でなく、そこで何かが生じる・現れることの可能性も合

わせて捉えている。駅のホームに視線をすべらせるとき、

線路というモノを見出すと同時に、電車のきぃきぃとい

うブレーキ音がそこに滑り込んでくる可能性をすでに

「聞いて」いる。緊急地震速報も同様に、知覚や予測の

全く外部から突然現れる出来事としてではなく、制御可

能ではないにしても可能性という仕方でつねにすでに確

かめているものとして「それ」を待つことを可能にする。

意識は眠りに落ちていても拡張された感覚器官は目覚め

ている。わたしたちはスマートフォンを枕元に置くこと

で、バークリーの神の代わりに世界を存在させ続けるの

だ。 
そうして、日常生活が突然つき崩されることに数秒間

先んじることを日常に組み込んでいる。主体が成立する

一歩手前の、器官や身体や世界が分化していない基底的

な「身構え」がすでに緊急地震速報を取り込んでいる。

それは表向きは「安全」のためとされているけれども、

実のところそうした日常や時間の流れ方（中断の可能性

を含んだ流れ方）そのものが、わたしの新たな生活ある

いは主体のかたちなのである。それはわたしの視覚や聴

覚の能力や、反射的な行動を可能にする四肢の能力とも

統合されている。 
 生活者はこうした浸透に対して調節を試みることがで

きるが、選択の余地は少ない。緊急地震速報は食器棚に

入れたり飽きて捨てたりできるモノのように提示される

のではなく、つねに最新のものを取り込み・取り込まれ

ながら発達してゆく技術ネットワークの一部分として現

れている。生活スタイルや身体の所作は、その発達の過

程に絡め取られてゆく。 
（３）減災システム社会の諸領域 
以上、具体的な事例として緊急地震速報の分析を試み

た。これを参考として、ここからは減災システム社会の

一般的な構造を検討する。なお、本節と次節で挙げる 9
つの次元と 3 つの動態上の特徴は観察によって直観的に

導出したものである。したがって（社会）科学的に十全

で明晰なものではなく、今後の議論の手がかりとして暫

定的に意味を持つにすぎない 5)。 
減災システム社会はどのような次元において機能して

いるか。減災・防災の技術や取り組みが明瞭に現れてく

る社会的な働きの領域として、以下の 9 つを挙げる。 
情報 減災システム社会では自然現象や災害下の人間の

挙動や復旧復興の状況がしばしば情報化され、流通・処

理・集約・保存・解析・可視化・公開される。緊急地震

速報のようにさまざまな技術が接続し連動できるのも、

情報という次元でそれらがお互いの働きを協調させるか

らである。他方で、情報化されない現象や、情報を受信

しないエージェントは減災システム社会から不可視化さ

れる。 
訓練 技術と技術、装置と装置は情報によってつながる

が、技術・装置と生活は必ずしも情報によって接合され

ない。生活者である人間の行動を災害情報や緊急時の状

況に即して適切なものとするのが訓練である。訓練は学

校や職場や地域での人々の統率された行動を前提として

おり、またマニュアルや避難施設や専用のアプリといっ

たインフラもその前提となる。 
科学 科学者は災害に関する諸現象を科学という一定の

手続きのもとで解釈し、その成果は減災システム社会の

個々の技術や取り組みの開発の方向を定める際に参照さ

れる。また、科学と技術は一体化し、さまざまな装置と

して現実化して人々の生活に接し、また自然現象の観測

の解像度を向上させる。 
制度 防災や災害救助や被災者支援に関する法律、行政

上の諸規則、それを根拠とする予算措置や研究開発への

投資が、減災システム社会の具体的な機能の多くを裏付

ける。いったん成立した制度は人々や組織の所作を固定

して予測しうるものに規格化し、別の制度と連接できる

ようになる。 
環境 減災システム社会はわたしたちの周囲に広がる事

物を改造してゆく。その範囲は、防潮堤や津波避難タワ

ーといった街並み全体を更新し風景を変えるものから、

避難場所・避難所を示す案内板のように街並みに半ば溶

け込んでいるもの、さらに私生活の領域では家具の転倒

防止用の「つっかえ棒」や、家具の配置変えといったと

ころにまで及ぶ。変容した環境は平時と緊急時の人間の

行動をそれに沿わせる。 
専門性 減災システム社会における取り組みの多くは、

人々の知識や技能の勾配を前提とする。あるいは「防災

士」や「災害マネジメント総括支援員」のような資格を

制度化することで、そうした勾配を改めて作り出し、固

定する。それにより、減災システム社会の内部で生きる

人間は何らかの専門性を持つ「プロ」と、知識や技能を

持たず、しばしば非合理的に行動する「素人≒一般市民」

に大別される。また、専門性は分業を進める。 
言説 減災にかかわる取り組みや制度は、それについて

の言語活動とそのための場所・媒体を不断に生産する。

それは研究者による論文や行政官による報告書といった

フォーマルな形態をもつこともあれば、地域の避難訓練

についての井戸端会議といったインフォーマルな形態を

とることもある。また、減災システム社会は災害や自然

現象にかかわる言説を防災・減災の方向に誘導してゆく。 

生活 災害が人間を襲うとき、常に、人間はなんらかの

日常的状況にいる。それは冬の夜明け前の自宅であった

り、昼下がりの学校や職場であったりする。そのために

減災の具体的な取り組みや技術はしばしば家庭や学校や

通勤といった生活場面を起点とする（教室でのシェイク

アウト訓練、帰宅困難者対策、家具の転倒防止など）、も

しくは生活場面を到達点とする（テレビやスマートフォ

ンに現れる緊急地震速報など）。 

共同性 減災の取り組みは人間同士を関わり合わせる。

それは既存の共同体（職場、地縁、血縁など）を強化す

る方向に働くこともあるし、新しい共同体を創り出すこ

ともある。 

緊急地震速報を再び例に用いると、観測網のデータを

住民に届けるという点では「情報」を扱うものであり、

その過程は「科学」に支えられており、また巨大な観測

網は気象庁や国家事業という「制度」によって維持され、

警報音は「生活」の中に入り込むことで機能し、学校や

地域での「訓練」には「専門性」を持った研究者や防災

士が登場し、避難がうまくいくように市街地や住居の「環

境」を改良する。そうした取り組みは地域や職場でのや

りとりといった「共同性」を前提とし、また“速報のア

ラーム音は以前の震災のことを思い出させる”といった

「言説」を生む。 
（４）減災システム社会の動態 
では、減災システム社会はこれらの領域にまたがりつ

つ、どのような特徴をもって機能しているだろうか。そ

の性格を観察して大別すると、「有機性」「改良サイクル」

「無中心性」が挙げられる。 
a）有機性 

 ここまで繰り返し言及してきたように、減災システム

社会はさまざまな技術や実践が複数の社会的領域にまた

がりつつ意味を持って接続することで成立している。こ

の特徴を有機性と呼ぶこととする。有機性をさらに細分

すると、第一にそれは同じ次元の要素が関わり合う点で

連携的である。すなわち、組織と組織、人と人、組織と

人とが関係付けられ、装置と装置が協調して作動し、あ

る研究分野と別の研究分野が学際的に関わりあい、ある

法律と別の法律が依存・補完しあって効力を発する。そ

れだけでなく、異なる次元の要素が関わり合う点で多元

的でもある。装置と人間、技術と法律、地域共同体と専

門家というように、元来は別々の次元で設計され維持さ

れている諸要素が、減災という目的のもとで柔軟に接合

し有効に働くようになる。 
減災に関する具体的なことがら―耐震化、災害時ケ

アプラン、避難所運営マニュアルなど―はいずれも、

これら諸領域のほぼ全てにまたがってゆく。ところがそ

のまたがり方を比較しても、緊急地震速報とゲリラ豪雨

の直前予報のように相似形の技術を別として、一定の法

則性は見出し難い。蔦や大樹が縦横に絡まりあったジャ

ングルのように、さまざまな技術が複数の領域で融通無

礙に接合し、減災システム社会を成立させている。 
b）技術・身体・行動・改良のサイクル 

 減災システム社会では前節で挙げた諸領域でさまざま

な技術や実践が機能しているが、それらは基本的に人間

の生活と身体を志向している。地震、津波、噴火、豪雨

といった自然現象を直接に「叩き潰す」技術が存在しな

い以上、減災システム社会の諸々の動作はそうした自然

現象から生命を守ることに収斂する。ところで技術が生

命それ自体を掴みだして安全な場所へ保管するといった

ことはできないので、技術が浸透してゆく目標は生活と

身体となる。生活という領域には多様な価値や意味が混

在しているので、情報や訓練を「注ぎ込む」宛先として

は生活よりも身体が好まれる。それもできるだけ合理的

に、誤りなく生命を守るために、身体のできるだけ近く

にまで、あるいは物理的な意味で皮膚の内側へ、あるい

は習慣や規律という仕方で身体の「内部」へ浸透する。 
 個々人の身体にまでつながった減災システム社会は普

段は目立たない。行政の危機管理部署に務めるひとや研

究者や実践家を除けば、日常生活において災害や減災の

ことが意識に昇ることはまれである。しかし発災と同時
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にネットワーク全体が起動する。減災システム社会全体

が「平常時には潜在しており、災害時だけ顕在化する…

緊急社会システム」（廣井 1991）としての性格を持つ。 
 顕在化した減災システム社会は、人間の行動と、それ

を支える周辺的な機能に焦点を定める。たとえば津波や

洪水からの適切な避難行動や、避難所での振る舞いであ

り、それらを誘導・支援する避難メッセージや避難所へ

の物資配送である。そうした行動と周辺的な機能の良し

悪しによって端的な結果が生じる。すなわち、直接死、

関連死、生存である。 
減災システム社会の自己認識は、これらの行動を始点

から終点への移動として解釈し、また行動の理由を入力

（災害情報と環境の認知）と出力（行動）の函数として

解釈することで科学的なものとなる。さらに、死と生存

（あるいは「防災意識」「リテラシー」の高低）という評

価尺度を導入することで、災害時の行動において顕在化

した減災システム社会の一部分の働きを評価する。すな

わち、生存という結果につながった行動と、その行動を

促進した技術や事前訓練は良きものとして認識され、そ

の反対のものは改善すべきものとして認識される。この

認識に従って、新たな技術や訓練方法や制度が検討され、

前述の諸領域にまたがって社会実装される。実装された

技術は身体を目指す。研究者・実践家・市民はこのサイ

クルの各部分と一体化し、技術の改良に従事する。 
c）無中心性 

 こうして、減災システム社会はPDCA サイクルを続け

る。そのサイクルは災害の発生、基礎技術の改良、そし

て目の前の物事に課題を見つけ出してより良いものに改

良したいという人間の根源的な知的欲求によって駆動し

続ける。だから減災システム社会はつねに良くなり続け

る。 
 けれども減災システム社会はその具体的な道筋や理想

とするすがたを定めない。「科学技術の営みは、独り歩き

し始める傾向、自分に固有の必然的な力学を獲得すると

いう傾向がある。（…）そのために、科学技術による発展

は、前述のように不可逆的であるばかりか、前へ前へと

駆り立てるものともなり、行為者の意志と計画を飛び越

してしまう」（ヨナス 2010）。減災システム社会は生命を

守り被害を減らすという目的は漸進的に達成してゆくが、

その諸段階の社会が取る形状については管制しない。と

りわけ、本稿冒頭で提示した人間生活の諸価値の調停と

いう課題をシステムは考慮しない。減災がより良く進ん

だ社会では、ひとびとの公共性や死生観や宗教観や自然

観はどのように減災の諸技術と調和するのだろうか。こ

の問いに対する答えを思考する器官を減災システム社会

は持たない。だから、そうした調和を全く考慮すること

なくシステムが発達してゆく可能性もあるし、そうでな

い可能性もある。 
改めて強調しておきたい点は、終わりなき改良サイク

ルが人間の身体と生活に浸透しながら進むことである。

身体と生活は諸価値が次々と現れ、折衝し、更新されて

ゆく場である。身体と生活において諸価値は現実化する。

減災システム社会はその場を変えてゆこうとする。 
 
４．考察： 減災システム社会はどこへ行くのか 
人間の諸価値と減災はどのように調和しうるか。ある

いはそうした調和は必要であるのか。減災システム社会

のあるべきすがたについてのこれらの問いは、人間が改

めて思考しなければならない。そこで本章では、冒頭章

で提示した諸価値の葛藤という問いに関して、減災シス

テム社会の行き先を検討する。 
そうした行き先には大きく分けて 2 種類があると考え

る。第一は、諸価値の調停という時間のかかる作業を後

回しにして、まず減災システム社会のPDCA サイクルを

徹底的に回転させることである。身体を含む全ての自然

や地域共同体の在り方を「減災」に合わせて改造してゆ

く。死生観や自然観や宗教観も変化してゆく。そうして、

全員がとにかく生き延びる。これを仮に情報アプローチ

と呼ぶことにする。人間とシステムは限りなく統合され、

人間の存在が情報に近づくことになると考えられるから

である。そうした理想的な減災システム社会では個人の

意識さえ技術ネットワークの要素として組み込まれ、多

数のセンサーを有機的に統合した災害情報ネットワーク

によって町の住民全員が寸分の狂い無く避難することに

なるかもしれない。そのとき情報アプローチは、それが

徹底的に保全しようとするところの〈生命〉とは何であ

るかという問いを開くだろう。 
もうひとつの行き先は、諸価値の調和を生活の次元か

ら探ることである。これを仮に生活アプローチと呼ぶこ

とにする。減災システム社会の全体を分析して一挙にそ

の調和の原理を獲得することは不可能である。そうでは

なく、個別の技術や実践が個人と地域の生活にもたらす

影響や、そこでの諸価値間の摩擦に注意深く気づき、そ

の課題についての調停をそのたびにこころみる。たとえ

ば、緊急地震速報を待つことはわたしの四肢の能力と統

合されていると先に述べた。しかしそうした身体能力を

前提としないひとや、異なる時間の流れ方に生きるひと

や、シグナルを数秒先取りすることで主体性を保持する

という習慣を持たないひとにとって、「速報」は異なる意

味を持つものとして現れるだろう。そうした差異を理解

してゆくことで、「減災」が生活に差し入れる装置やアラ

ーム音や取り決めが、生活者としてのそのひとにとって

持ちうる意味や価値が顕わになるかもしれない。故・黒

田裕子氏は仮設住宅でのボランティアの際に、住民の戸

の開け方、声の張り食器棚や台所やゴミ箱の様子まで見

ることで被災者個々人の状況を理解したという（黒田

2006）。常にそこまで観察し尽くすべきか否かは別として、

生活と身体の側から技術や制度を捉え直すという点では

災害看護や福祉の観方は参考になるはずだ。 
生活のすがたは個人、家庭、地域ごとに異なるので、
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にネットワーク全体が起動する。減災システム社会全体
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価尺度を導入することで、災害時の行動において顕在化

した減災システム社会の一部分の働きを評価する。すな

わち、生存という結果につながった行動と、その行動を

促進した技術や事前訓練は良きものとして認識され、そ

の反対のものは改善すべきものとして認識される。この

認識に従って、新たな技術や訓練方法や制度が検討され、
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技術は身体を目指す。研究者・実践家・市民はこのサイ

クルの各部分と一体化し、技術の改良に従事する。 
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良したいという人間の根源的な知的欲求によって駆動し

続ける。だから減災システム社会はつねに良くなり続け
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 けれども減災システム社会はその具体的な道筋や理想

とするすがたを定めない。「科学技術の営みは、独り歩き

し始める傾向、自分に固有の必然的な力学を獲得すると

いう傾向がある。（…）そのために、科学技術による発展

は、前述のように不可逆的であるばかりか、前へ前へと

駆り立てるものともなり、行為者の意志と計画を飛び越

してしまう」（ヨナス 2010）。減災システム社会は生命を

守り被害を減らすという目的は漸進的に達成してゆくが、

その諸段階の社会が取る形状については管制しない。と

りわけ、本稿冒頭で提示した人間生活の諸価値の調停と

いう課題をシステムは考慮しない。減災がより良く進ん

だ社会では、ひとびとの公共性や死生観や宗教観や自然

観はどのように減災の諸技術と調和するのだろうか。こ

の問いに対する答えを思考する器官を減災システム社会

は持たない。だから、そうした調和を全く考慮すること

なくシステムが発達してゆく可能性もあるし、そうでな

い可能性もある。 
改めて強調しておきたい点は、終わりなき改良サイク

ルが人間の身体と生活に浸透しながら進むことである。

身体と生活は諸価値が次々と現れ、折衝し、更新されて

ゆく場である。身体と生活において諸価値は現実化する。

減災システム社会はその場を変えてゆこうとする。 
 
４．考察： 減災システム社会はどこへ行くのか 
人間の諸価値と減災はどのように調和しうるか。ある

いはそうした調和は必要であるのか。減災システム社会

のあるべきすがたについてのこれらの問いは、人間が改

めて思考しなければならない。そこで本章では、冒頭章

で提示した諸価値の葛藤という問いに関して、減災シス

テム社会の行き先を検討する。 
そうした行き先には大きく分けて 2 種類があると考え

る。第一は、諸価値の調停という時間のかかる作業を後

回しにして、まず減災システム社会のPDCA サイクルを

徹底的に回転させることである。身体を含む全ての自然

や地域共同体の在り方を「減災」に合わせて改造してゆ

く。死生観や自然観や宗教観も変化してゆく。そうして、

全員がとにかく生き延びる。これを仮に情報アプローチ
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人間の存在が情報に近づくことになると考えられるから

である。そうした理想的な減災システム社会では個人の

意識さえ技術ネットワークの要素として組み込まれ、多

数のセンサーを有機的に統合した災害情報ネットワーク

によって町の住民全員が寸分の狂い無く避難することに

なるかもしれない。そのとき情報アプローチは、それが

徹底的に保全しようとするところの〈生命〉とは何であ

るかという問いを開くだろう。 
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ら探ることである。これを仮に生活アプローチと呼ぶこ

とにする。減災システム社会の全体を分析して一挙にそ

の調和の原理を獲得することは不可能である。そうでは

なく、個別の技術や実践が個人と地域の生活にもたらす

影響や、そこでの諸価値間の摩擦に注意深く気づき、そ

の課題についての調停をそのたびにこころみる。たとえ

ば、緊急地震速報を待つことはわたしの四肢の能力と統

合されていると先に述べた。しかしそうした身体能力を

前提としないひとや、異なる時間の流れ方に生きるひと

や、シグナルを数秒先取りすることで主体性を保持する

という習慣を持たないひとにとって、「速報」は異なる意

味を持つものとして現れるだろう。そうした差異を理解

してゆくことで、「減災」が生活に差し入れる装置やアラ

ーム音や取り決めが、生活者としてのそのひとにとって

持ちうる意味や価値が顕わになるかもしれない。故・黒

田裕子氏は仮設住宅でのボランティアの際に、住民の戸

の開け方、声の張り食器棚や台所やゴミ箱の様子まで見

ることで被災者個々人の状況を理解したという（黒田

2006）。常にそこまで観察し尽くすべきか否かは別として、

生活と身体の側から技術や制度を捉え直すという点では

災害看護や福祉の観方は参考になるはずだ。 
生活のすがたは個人、家庭、地域ごとに異なるので、

生活アプローチの方法や結果はそれぞれに異なる。だか

ら、全ての事例を裁定する倫理規則を作ろうとするので

はなく、個別の「判例」を社会と地域の経験値として積

み重ねてゆくほかない。それは面倒なことだけれど、そ

もそも死生観、自然観、災害観、宗教性、公共性といっ

た価値はいずれもそうした積み重ねによって醸成されて

きたものである。「減災」がそのなかにほんとうに息づく

ためには、先行する諸価値と同様のプロセスをたどる必

要がある。 
2 つのアプローチの違いは、システムにおける人間の

有り方の違いである。情報アプローチにおいては、人間

は減災システム社会が適切に動かそうとする対象である。

人間はある点からある点へ移動し、ある健康状態から次

の状態へ推移する質点となる。生活アプローチにおいて

は、人間は生活の主体であり、存在と思考によって自ら

システムにフィードバックを与える。 
ただし、そもそも人間が減災システム社会全体の

PDCA サイクルに介入できるのかは不明である。改良の

サイクルの動因は本質的なもので、表面的な工夫によっ

て左右されない。ひとびとは漠然とした不安や不気味さ

を感じるだけで、サイクル自体は止められないかもしれ

ない。すると 2 つのアプローチの選択ができるわけでは

ないということになる。 
選択がどの程度可能であるかは本稿の課題から外れる。

いずれの行き先も悪しきものではない。選択が可能であ

るとの仮定に立って、2 つのアプローチの選択に関する

論点を述べる。 
生活アプローチと情報アプローチの岐路は、災害に対

して人間がいかに有ることができるかという問いに帰着

する。人間は生命とその亡失という仕方で災害に直面す

ると同時に、多様な諸価値の混在という仕方でも存在す

る。そうした諸価値はただ並立しているのではなく、人

間はむしろさまざまな価値や関係のあいだで引き裂かれ

ながらかろうじて生活している。矢守（2019）が紹介す

る「来たらば共に死んでやる」という表現には、どこか

投げやりなかんじと、「足萎え」た母のからだをそっとつ

つむような、いとおしさに近いような感覚が混在してい

る。それらの感覚の狭間に、本当にそのように死ぬこと

ができるのか、死ぬほかないではないか、死にたくはな

い、ひとりにさせたくない、実はみな助かるのではない

か、いや自分だけ生き延びてしまうのでは……というゆ

らぎを聞き取ることもゆるされるだろう。そして現実に

災害が襲ったとき、諸価値間での引き裂かれは生者と死

者の引き裂かれとして現実化する。引き裂かれているこ

とは、死者をつなぎとめておくことでもある。そして生

存と復興の創造性もまた、この引き裂かれて有ることを

源泉とする。情報アプローチは災害過程を全て必然の相

のもとで解釈する。しかし死者を社会から切り離さず、

生存に創造性を取り戻すためには、偶然の相のもとで災

害過程を解釈する余地が残されていなければならない。

そこで減災システム社会の行き先の問題は、自然・必然・

偶然の関係性についての問いとなる。 
 
補注 
1) たとえば上述の復興住宅では、大阪北部地震の直後に住民

同士が協力して室内の家具の配置を可能な範囲で変えると

いったことがあった。 
2) 気象庁の調査では緊急地震速報の一般の認知度は 90％を超

える（気象庁2019）。 
3) 気象庁ウェブサイト 

（ http://www.data.jma.go.jp/svd/eew/data/nc/shikumi/shikumi.ht
ml）より。 

4) この箇所は、都市災害を準備する都市の様相変化を相転移

になぞらえる河田恵昭氏のアイデアに着想を得た。 
5) 「自明な言葉がほとんど得られていない領域では、そうし

た言葉をさがすことが義務となる」（ヨナス2010）。 
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Information Aproach or Life Aproach: 

On the Destination of the Disaster Mitigation System-Society 
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ABSTRACT 
 

Disaster mitigation practices and researchs can create friction on the various values and meanings that make up 
life. For example, elderly persons refuse to participate in evacuation drills, saying, "If a disaster strikes, I'll die." If the 
view of life and death, the view of nature, publicness, religion, and “disaster mitigation” are not arbitrated, it will 
prevent realization of the disaster reduction in society and life. It is necessary to comprehend the relationship 
between disaster mitigation and society down to the dimensions of life and body. Therefore, this paper names the 
society that various technologies related to disaster mitigation are organically connected, and that develops by itself 
while influencing the lives and attitudes of people living there as "Disaster Mitigation System-Society", and draws 
its structure. First, this paper takes the Earthquake Early Warning as a good example of technology in the Disaster 
Mitigation System- Society and analyzes how organically connected technology networks permeate life and body. 
Next, we describe the general structure of the Disaster Mitigation System-Society and point out that the PDCA cycle 
of technology, body, behavior, and improvement continues without headguarters. Finally, as the direction of the 
development of the Disaster Mitigation System-Society, the paper presents the "information approach" that 
thoroughly evolves the Disaster Mitigation System-Society itself and the "life approach" that tries to harmonize 
various values by carefully reading the meaning in life. 
 
 

Keywords：Disaster Information, STS, Earthquake Early Warning, life and body, Disaster Mitigation 
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和文要約 
 
水害時において、行動指南型情報としての役割を避難情報のみに期待するのは無理がある。より

生の情報、すなわち防災気象情報に目を向けるほうが得策であるというのが避難情報廃止論の要点

である。 
一方、避難情報廃止論が我々に問うものは、単に避難情報を廃止すべきか否かといった表面的な

議論だけではない。もしも防災気象情報で事足りる環境が十分に整うのであれば、そのもとでなお

避難情報が必要なのか否かの判断は、住民の避難判断とは別の論理、すなわち、その人の準拠社会

における住民と自治体との関係性についての認識のありようによって大きく異なる可能性があるの
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それとも、互いに責任の追及と回避を応報的に繰り返すような殺伐とした社会を目指すのか、ある

いはそれらとは別な社会のあり方を模索するのか、と問われることになる。 
いずれにしても、現状にて避難情報至上主義のような固定概念が存在するとするならば、まずは

それを解凍することが必須であろう。そのうえであらためて、避難情報は本当に必要なのか否かを

真摯に議論することが必要であると考えられる。 
 
 

キーワード：避難情報、防災気象情報、住民行動、警戒レベル、行政と住民の関係 
 
 

１．はじめに 
本稿では、及川ら（2016）の「避難情報廃止論」1)に

ついて、平成 30 年 7 月豪雨（西日本豪雨災害）後に運用

が始まった警戒レベルとそれに伴い生じた幾つかの混乱

を踏まえ、その意義を再考する。 
やや過激な呼称の論ではあるが、本稿の主旨は、何が

何でも廃止すべきであるという主張を展開したいのでは

ない。いまいちど水害時に自治体が出す避難情報（避難

指示（緊急）、避難勧告、避難準備・高齢者等避難開始）

の役割について問い直すべく、ある種の思考実験を試み

るということが主旨である。水害時の人的被害を最小限

に食い止めるための災害情報の仕組みはどうあるべきか、

そして浸水被害が生じ得る場所で暮らす住民の覚悟はど

うあるべきか、さらには、防災をめぐる行政と住民との

関係性は如何にあるべきか、といった観点からの議論の

活性化の一助となれば望外の喜びである。 
 
２．避難情報廃止論 
（１）問題意識 
まず、及川ら（2016）による「避難情報廃止論」にお

ける問題意識を、図-1 を用いながら簡潔に要約する。そ

の要点の理解は、避難判断に関する「責任」の所在の様

相がどのように解釈されるかを疑似的に追うこと、すな

わち、さながら「帰責ゲーム」（棚瀬 1994）の様相とし

て追うことで、より容易になるものと思われる。 
水害による危険が差し迫ったとき、「(1)現象」に基づ

いて、「(2)住民」の個々が「とるべき行動」を的確に判

断できるのならそれで何ら問題はない（経路[a]）。自ら

の避難の問題であるのだから、その「責任」はあくまで

も自身にある、という構図である。しかし実際にはその

判断は容易ではないことが多いので、それを補完すべく、

経路[b]に基づき「(3)防災気象情報」を経路[c]で伝達する

ルートが設けられている。これに基づけば「(2)住民」は、

浸水被害の予兆現象、すなわち雨や河川水位の増減を連

続的に把握することが出来る。一般に「(3)防災気象情報」

は、経路[b]に基づく客観的な基準により生成されるもの

であるため、“状況通達型情報”としての性質を帯びる。

つまり、発信者の主観や解釈などはそこには含まれない、

本来的には状況を通知するだけの無機質な情報（基準に

達したことをお知らせする情報）として発信される 2)。
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したがって、その「(3)防災気象情報」がいったい何を意

味するのか、そこでどのような行動をとるべきなのか、

といった解釈や判断はあくまでも「(2)住民」自身が行う

必要がある、という構図である。換言すれば、避難判断

の「責任」は、あくまでも「(2)住民」自身が保持してい

るという構図である。 
しかし、後述する「警戒レベル」の導入による「警戒

レベル相当情報」としての位置づけを付与される以前の

段階でのこのような経路[c]における解釈や判断は、一般

的に言って、非専門家であるところの「(2)住民」にとっ

ては難解であり、そこから的確な判断を行うには一定の

専門的知識が必要とされたことは想像に難くない。一方、

自治体が発信する「(4)避難情報」は、構図としては経路

[c]の困難性を補完（迂回）するバイパス的な位置づけで

ある。しかし、それが「(3)防災気象情報」と決定的に違

う点は、「基準を満たしたことをお知らせする情報」では

「ない」ということである。そしてそれは、「(2)住民」

にとってみれば、避難のための利用可能な判断材料の数

が１つ増えたように見えるという意味合い以上に、「(3)
防災気象情報」のような間接的な表現ではなく、「とるべ

き行動」をより直接的・具体的な表現で指南してくれる

という点で、いわば“行動指南型情報”としての役割を

期待し得るものであったと言えよう。なお、この経路[f]
を「期待」と表現し得る状況においては未だ（かろうじ

て）、避難判断の「責任」は「(2)住民」自身が保持して

いると言える。 
しかし、近年では、情報待ちあるいは行政依存の問題

（片田 2012）として象徴的であるように、経路[f]の位置

づけは「期待」というよりも「依存」という表現がより

相応しい状況へと変化したかのように見える。ここでの

「依存」という表現は、本来ならば「(2)住民」自身のも

とにあったはずの避難判断の「責任」を、「(2)住民」自

身が「(4)避難情報」へと転嫁しようとする事態を指す。

無論、「(4)避難情報」がその転嫁されようとしている「責

任」に対して完全に応えうるものであるのならば、何ら

問題はないだろう。しかし現実はそうではない。もとよ

り「(4)避難情報」には、見逃しや空振りの問題が避けら

れない。「する／しない」の２択で発せられる情報には、

必然的に「アタリ／ハズレ」を伴うのである。それがハ

ズレたとき、避難判断の「責任」を「(4)避難情報」に転

嫁して依存したつもりになっていた「(2)住民」サイドか

らの風当たりは、概して厳しい。近年でも、伊豆大島災

害（2013）や広島災害（2014）や鬼怒川決壊（2015）な

どで、結果的に「(4)避難情報」が未発表の状況で甚大な

被害が生じたことから、避難情報の見逃しの問題に対す

る数多くの批判が向けられたことは記憶に新しい。「(4)
避難情報」はその「責任」の要請に対して完全には応え

られないのである。にもかかわらず、「避難情報」はその

「責任」に応えうるかの如くの体裁を保持したまま、し

かしながら「(2)住民」は依然として「(4)避難情報」に対

して避難判断の「責任」を転嫁して依存しようとする態

度を続けるのであれば、それは「(4)避難情報」という仕

組みがもたらした構造的な“弊害”とも表現しうる事態

と言えよう。 
「(4)避難情報」を発する任を担う自治体が、ハズレに

よって生じる多くの被害と幾多の批判を避けたいと考え

るのは当然である。しかし、「見逃しを避けるには空振り

が多くなり、空振りを恐れると見逃しが発生するという

災害情報のジレンマ」（田中 2008）は不可避である。そ

れゆえ自治体は、「(2)住民」から託されたかの如くの状

態となっている避難判断の「責任」の対処に関して、大

きな苦悩や葛藤を抱えることとなる。ここで、この苦悩

と葛藤への対処を仮に“責任対処問題”と呼称すること

としよう。この“責任対処問題”に対応すべく、採られ

た対処方策は大きく分けて２つあると言える。そのひと

つは、経路[f]の強化の動きである。内閣府は 2014 年に、

「（平成 26 年 9 月版）避難勧告等の判断・伝達マニュア

ル作成ガイドライン」にて「空振りをおそれず早めに出

す」べきとする基本方針を提示するに至っている。これ

に依拠するなら、「(4)避難情報」は増発され、明らかに

空振りが増発される。しかし、「内閣府の基本方針に従っ

たまでである」と言い切ることは少なくとも可能となっ

たとも言える。“責任対処問題”を内閣府に肩代わりして

もらう動きと換言できるかもしれない。もうひとつの対

処方策は、経路[e]の自動化である。すなわち、自治体側

が、担当者の主観で「(4)避難情報」を出すか否かを判断

するのを避け、気象庁や河川管理者から出される「(3)防
災気象情報」の発表タイミングに委ねるような“基準”

を設けるという動きである。“行動指南型情報”としての

立ち位置を実質的に放棄し、“基準”を満たしたことをお

知らせする情報、すなわち、二次的ではあるが“状況通

達型情報”としての立ち位置に徹するという態度への転

換と換言することも出来よう。無論この態度転換が公然

と（「(2)住民」との合意のもとで）行われるのならば何

ら問題はない。これら２つの対処方策により、これから

の「(4)避難情報」は、「(3)防災気象情報」の発表とほぼ

同時に速やかに、空振りを恐れずに数多く発表されるこ

とが、内閣府の御墨付きを得たことでより一層確実とな

った。これによって、確かに自治体は、「(4)避難情報」
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防災気象情報
（気象庁、気象台
河川管理者、等）
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図-1 「防災気象情報」「避難情報」「取るべき行動」の関係 
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に関して託されてきた「責任」から解放される機会を得

たと言えるだろう。“責任対処問題”からの解放である。

しかし、空振りの増発は、「(4)避難情報」に対する「(2)
住民」からの信頼性を明らかに低下させる。これは、「(4)
避難情報」が出ても避難しない「(2)住民」を多く作り出

してしまうという新たな“弊害”をもたらしているよう

に、表面上は見える。しかし、この事態を避難判断の「責

任」の所在という観点からあらためて眺め直せば、避難

判断の「責任」を「(2)住民」へと回帰させる動きとも取

れる。ならばそれは“弊害”ではなく、むしろ（「(4)避
難情報」という名称に対してよりアイロニカルに）健全

化の方向と呼ぶべきかもしれない。 

一方、近年では、新たな「(3)防災気象情報」が開発さ

れたり、そのわかりやすさが改善されたりするなど、多

くの知恵と工夫が投入されている。表-1 に記載のような

「(3)防災気象情報」を、「(2)住民」自身がより詳細でわ

かりやすくリアルタイムで手軽に入手出来る環境整備が

従前とは比べものにならないほどに飛躍的に進んでいる

のである。これは、経路[c]の充実化の動きといえる。 
以上のような近年の災害情報伝達の環境整備の動向を

要約すれば、図-1 の実線で示される各経路をより迅速か

つ確実なものとすべく行われてきたものであると括るこ

とができる。しかし、この構図を強化するということは、

同時に、そして皮肉にも、（意図してか否かは別として、

必然として）「(4)避難情報」の情報としての価値を低下

させている（冗長性を高めている）ということに注意を

向ける必要がある。すなわち、経路[c]だけで事足りる状

況がもしも整うのであれば、もはや「(4)避難情報」には

「『(3)防災気象情報』の横流し」あるいは「『(3)防災気象

情報』を単に言い換えただけ」といった程度の意味合い

しか残っていないのではないか、前述の２つの弊害の“元

凶”あるいは単なる“儀式”としての存在意義しか残っ

ていないのではないか、というのが及川ら（2016）の「避

難情報廃止論」での問題提起であった。水害時において

「(2)住民」は、「(4)避難情報」の対象か否かだけで一喜

一憂するのはもはや本質的ではない。より生の情報、す

なわち「(3)防災気象情報」に目を向けるべきだろう、と

いう主旨である。 
（２）４つの Version 
ところで、以上のような「避難情報廃止論」の問題意

識のもと、その実践においては、少なくとも以下のよう

な 4 つの version が存在し得ると考えられる。実現可能性

は大きく異なりそうであるが、そこで達成され得る本質

的な意義はさして変わらない。なお、下記の hard / soft
という形容詞は、自治体側の「(4)避難情報」の現状制度

からの変更の程度を示している 3)。 
① super-hard version； 

水害時における「(4)避難情報」の手続きと名称その

ものを完全に廃止する、最も強硬な制度変更を伴う 
version である。 

② hard version； 
自治体による「(4)避難情報」の発表にともなう種々

の行政手続き（避難所開設など）そのものは廃止せず

に現状のままとする。ただし、「(4)避難情報」は単な

る「『(3)防災気象情報』の横流し」や「『(3)防災気象情

報』を単に言い換えただけ」に過ぎないのではないか

という問題意識を踏襲して、「(4)避難情報」の発表の

拠り所となった「(3)防災気象情報」の名称をそのまま

用いて、たとえば「避難勧告」という名称を「氾濫危

険情報の発表のお知らせ」などへと改称してはどうか、

あるいは、「本来的にはこの意味しかないのだ」という

ことを正直に表現するという意味において「避難所開

表-1 市町村がリアルタイムで入手できる防災気象情報 
および避難勧告等を判断する情報 

リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
入
手
で
き
る
防
災
気
象
情
報 

気象情報、気象注

意報・警報・特別
警報 

気象情報 台風情報 
府県気象情報 

気象注意報・警報・特別警報 

雨量に関する情報 

地点雨量 
アメダス 
テレメータ雨量 
リアルタイム雨量 

流域雨量 流域平均雨量 

面的な雨
量 

レーダ雨量 
XRAIN雨量情報 
リアルタイムレーダー 
解析雨量 
レーダー・降雨ナウキャスト 
降水短時間予報 

水位に関する情報 テレメータ水位 
水位予測 

水害に関する情報 

指定河川洪水予報 
水位到達情報 
流域雨量指数 
規格化版流域雨量指数 

土砂災害に関する

情報 

土砂災害警戒判定メッシュ情報 
都道府県が提供する土砂災害危険度を

より詳しくした情報 
潮位に関する情報 潮位観測情報 
津波に関する情報 津波情報等 

避
難
勧
告
等
を
判
断
す
る
情
報 

水害 

大雨注意報・大雨警報（浸水害） 
大雨特別警報（浸水害）：雨量を基準とするもの 
台風等を要因とする大雨等の各特別警報 
洪水注意報・警報 
指定河川洪水予報等（氾濫注意報・氾濫警戒情報・氾
濫危険情報・氾濫発生情報） 
流域平均累加雨量 
水位到達情報 
府県気象情報 
記録的短時間大雨情報 

土砂
災害 

大雨注意報・大雨警報（土砂災害） 
土砂災害警戒情報 
記録的短時間大雨情報 
大雨特別警報（土砂災害） 
土砂災害警戒判定メッシュ情報 
都道府県が提供する土砂災害危険度をより詳しくした情報 

高潮

災害 

台風情報 
高潮注意報 
高潮警報 
高潮特別警報 

津波
災害 

津波注意報 
津波警報 
大津波警報 

出典：内閣府（2014） 
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設情報」などへと改称してはどうか、という version
である。出来もしない“行動指南型情報”のふりをす

るのはもう止めて、実直に“状況通達型情報”として

の役割に徹するという方向転換と言える。名称変更の

みの version である。 
③ soft version； 

現状の「(4)避難情報」の手続きおよび名称に変更は

無い。ただし、水害時には自治体が「避難情報は出し

ません宣言」をする。従前からの制度変更を一切伴わ

ない version である。 
④ super-soft version； 

現状の「(4)避難情報」の手続きおよび名称に変更は

無い。水害時には現状と同じく自治体は「(4)避難情報」

を発表する。ただし、「(2)住民」が「(4)避難情報」に

依存せず（すなわち無いものとして、あたかも“廃止”

されたかの如く）、「(3)防災気象情報」等に基づき主体

的に判断する社会を目指す。自治体側の動きは何も変

わらない。変わるのは「(2)住民」自身の心構えだけで

ある。 
（３）補足と異論 
繰り返しの強調となるが、水害時の人的被害を最小限

に食い止めるための災害情報の仕組みはどうあるべきか、

そして浸水被害が生じ得る場所で暮らす住民の覚悟はど

うあるべきか、という議論において、仮にいずれの

version による避難情報廃止論の立場をとったとしても、

本質的には「(3)防災気象情報」および経路[c]の充実が第

一義的に重要であることを強調しているという点ですべ

て同一である。住民が「とるべき行動」を判断する際に

依拠する先として、より得策なのは、「(4)避難情報」お

よび経路[f]ではなく、「(3)防災気象情報」および経路[c]
である、ということを主張するものである。 
この主張を補強および補足するものとして、たとえば

以下のような議論を挙げることができる。橋下（2018）
は雑誌「プレジデント 2018.10.1 号」の寄稿にて、本稿と

ほぼ同様の問題意識を紹介している。そこでは、「(3)防
災気象情報」のことを「生の情報」と言い換えたうえで、

「生の情報をできる限りリアルタイムに住民の皆さんに

届けて、あとは住民の皆さんの判断に任せるしかないだ

ろう。」、「市町村長が避難勧告や避難指示を出すやり方は

もう古い。リアルな生情報を、住民が判断しやすいよう

に視覚的に加工して直接住民に届けて、最後は住民の皆

さんに判断してもらう。この方向で政治は力を尽くすべ

きだ。」と主張している。 
一方、本稿の主張への異論として、たとえば以下のよ

うなものは想定し得る。 
たとえば、避難すべきか否かを指南する役割を担うの

はあくまでも気象庁や河川管理者ではなく自治体である

と定められているにもかかわらず、住民が経路[c]に依拠

して判断するというのは気象業務法や災害対策基本法の

主旨に反するのではないか、といった類の異論である。

しかし、前述のとおり、たとえいずれの version による避

難情報廃止論の立場をとったとしても（あるいは、どの

避難情報廃止論の立場もとらなかったとしても）、「とる

べき行動」を判断するのは「(2)住民」自身であるべきと

いう点に変わりは無い。そこにおいて、「(2)住民」自身

が主体的に「(3)防災気象情報」を選択的に参照するかも

しれないというだけのことであり、「(3)防災気象情報」

を生成するサイドのオペレーションに現状からの変更点

は何も無い。 
一方、自治体側のオペレーションに関しては、①②③

の version だと責任放棄の感が否めないといった類の異

論もあり得る。しかし、住民に対して「(4)避難情報」が

“行動指南型情報”としての役割を高度に担うことが本

当に可能であるならばそのような異論は傾聴に値するも

のの、もしもそうでないならば、そのようなふりをし続

けることの方がよほど罪深い。 
あるいは、避難所の開設作業が「(4)避難情報」と紐付

けられているので「(4)避難情報」を廃止すべきでない、

といった類の異論もあり得る。しかし、ならばその紐付

けを止めて、従来通りのタイミングで避難所を開設すれ

ばよいのであって、そこで「避難情報を発表しました」

とは言わずに「避難所を開設しました」と言えばよい。 
さらに言えば、もしも仮に何らかの点で既存の法やル

ールに抵触する部分があるならば、その部分を改正すれ

ばよいのであって、「ルールで決まっていることだから」

といって思考停止に陥る教条主義的な議論は好ましくな

い。「(2)住民」サイドに主体性を求めるばかりではなく、

それ以外の立場や役職の人々にも主体的で柔軟な議論が

行われることを望みたい。 
 

３．警戒レベルと幾つかの混乱 
中央防災会議（2018）および内閣府（2019）により、

いわゆる「警戒レベル」（表-2）という概念が導入された。

これを本稿の避難情報廃止論に絡めて解釈するならば、、

「(3)防災気象情報」と「(4)避難情報」と「(2)住民（のと

るべき行動）」との関係（経路[c][e][f]）を明示的に紐付

けるかたちで一覧表（カタログ形式）にまとめたもので

あると解釈されよう。 
2019 年の出水期には早速「警戒レベル」が運用された

が、そこでは幾つか混乱もあったようである。既に個別

の不備を指摘する声もあるようだが、その例として、表

-3 記載の事例などは、「避難情報廃止論」の問題意識を

議論する上で重要な視点を含むものであった。 
表-3の事例ではいずれも、ヤフーは警戒レベル設定（表

-2）に則って経路[c]を遂行したに過ぎない。しかも分か

り易く最大限の工夫をこらして遂行したのである。前掲

の橋下氏の表現を借りるなら、ヤフーは「リアルな生情

報を、住民が判断しやすいように視覚的に加工して直接

住民に届けた」のである。これによって「(2)住民」は、

かつてのように「(4)避難情報」を待ったり依存したりせ
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設情報」などへと改称してはどうか、という version
である。出来もしない“行動指南型情報”のふりをす

るのはもう止めて、実直に“状況通達型情報”として

の役割に徹するという方向転換と言える。名称変更の

みの version である。 
③ soft version； 

現状の「(4)避難情報」の手続きおよび名称に変更は

無い。ただし、水害時には自治体が「避難情報は出し

ません宣言」をする。従前からの制度変更を一切伴わ

ない version である。 
④ super-soft version； 

現状の「(4)避難情報」の手続きおよび名称に変更は

無い。水害時には現状と同じく自治体は「(4)避難情報」

を発表する。ただし、「(2)住民」が「(4)避難情報」に

依存せず（すなわち無いものとして、あたかも“廃止”

されたかの如く）、「(3)防災気象情報」等に基づき主体

的に判断する社会を目指す。自治体側の動きは何も変

わらない。変わるのは「(2)住民」自身の心構えだけで

ある。 
（３）補足と異論 
繰り返しの強調となるが、水害時の人的被害を最小限

に食い止めるための災害情報の仕組みはどうあるべきか、

そして浸水被害が生じ得る場所で暮らす住民の覚悟はど

うあるべきか、という議論において、仮にいずれの

version による避難情報廃止論の立場をとったとしても、

本質的には「(3)防災気象情報」および経路[c]の充実が第

一義的に重要であることを強調しているという点ですべ

て同一である。住民が「とるべき行動」を判断する際に

依拠する先として、より得策なのは、「(4)避難情報」お

よび経路[f]ではなく、「(3)防災気象情報」および経路[c]
である、ということを主張するものである。 
この主張を補強および補足するものとして、たとえば

以下のような議論を挙げることができる。橋下（2018）
は雑誌「プレジデント 2018.10.1 号」の寄稿にて、本稿と

ほぼ同様の問題意識を紹介している。そこでは、「(3)防
災気象情報」のことを「生の情報」と言い換えたうえで、

「生の情報をできる限りリアルタイムに住民の皆さんに

届けて、あとは住民の皆さんの判断に任せるしかないだ

ろう。」、「市町村長が避難勧告や避難指示を出すやり方は

もう古い。リアルな生情報を、住民が判断しやすいよう

に視覚的に加工して直接住民に届けて、最後は住民の皆

さんに判断してもらう。この方向で政治は力を尽くすべ

きだ。」と主張している。 
一方、本稿の主張への異論として、たとえば以下のよ

うなものは想定し得る。 
たとえば、避難すべきか否かを指南する役割を担うの

はあくまでも気象庁や河川管理者ではなく自治体である

と定められているにもかかわらず、住民が経路[c]に依拠

して判断するというのは気象業務法や災害対策基本法の

主旨に反するのではないか、といった類の異論である。

しかし、前述のとおり、たとえいずれの version による避

難情報廃止論の立場をとったとしても（あるいは、どの

避難情報廃止論の立場もとらなかったとしても）、「とる

べき行動」を判断するのは「(2)住民」自身であるべきと

いう点に変わりは無い。そこにおいて、「(2)住民」自身

が主体的に「(3)防災気象情報」を選択的に参照するかも

しれないというだけのことであり、「(3)防災気象情報」

を生成するサイドのオペレーションに現状からの変更点

は何も無い。 
一方、自治体側のオペレーションに関しては、①②③

の version だと責任放棄の感が否めないといった類の異

論もあり得る。しかし、住民に対して「(4)避難情報」が

“行動指南型情報”としての役割を高度に担うことが本

当に可能であるならばそのような異論は傾聴に値するも

のの、もしもそうでないならば、そのようなふりをし続

けることの方がよほど罪深い。 
あるいは、避難所の開設作業が「(4)避難情報」と紐付

けられているので「(4)避難情報」を廃止すべきでない、

といった類の異論もあり得る。しかし、ならばその紐付

けを止めて、従来通りのタイミングで避難所を開設すれ

ばよいのであって、そこで「避難情報を発表しました」

とは言わずに「避難所を開設しました」と言えばよい。 
さらに言えば、もしも仮に何らかの点で既存の法やル

ールに抵触する部分があるならば、その部分を改正すれ

ばよいのであって、「ルールで決まっていることだから」

といって思考停止に陥る教条主義的な議論は好ましくな

い。「(2)住民」サイドに主体性を求めるばかりではなく、

それ以外の立場や役職の人々にも主体的で柔軟な議論が

行われることを望みたい。 
 

３．警戒レベルと幾つかの混乱 
中央防災会議（2018）および内閣府（2019）により、

いわゆる「警戒レベル」（表-2）という概念が導入された。

これを本稿の避難情報廃止論に絡めて解釈するならば、、

「(3)防災気象情報」と「(4)避難情報」と「(2)住民（のと

るべき行動）」との関係（経路[c][e][f]）を明示的に紐付

けるかたちで一覧表（カタログ形式）にまとめたもので

あると解釈されよう。 
2019 年の出水期には早速「警戒レベル」が運用された

が、そこでは幾つか混乱もあったようである。既に個別

の不備を指摘する声もあるようだが、その例として、表

-3 記載の事例などは、「避難情報廃止論」の問題意識を

議論する上で重要な視点を含むものであった。 
表-3の事例ではいずれも、ヤフーは警戒レベル設定（表

-2）に則って経路[c]を遂行したに過ぎない。しかも分か

り易く最大限の工夫をこらして遂行したのである。前掲

の橋下氏の表現を借りるなら、ヤフーは「リアルな生情

報を、住民が判断しやすいように視覚的に加工して直接

住民に届けた」のである。これによって「(2)住民」は、

かつてのように「(4)避難情報」を待ったり依存したりせ

ずとも、「(3)防災気象情報」に基づいて「とるべき行動

（警戒レベル）」を判断できるヒントをはるかに確実かつ

容易に入手できるようになったはずである。前述のよう

な「(4)避難情報」にまつわる“弊害”をも払拭し得るヤ

フーによるこの絶妙なサポートについて、批判に曝され

るべき箇所は微塵も見当たらない。 
なお、市からの「(4)避難情報」は未発表であり、それ

があたかも発表されたかのごとく見えて「紛らわしい」

とのことであるが、掲載されたのは「警戒レベル」と「と

るべき行動」である。もとより市民にとっては、「(4)避
難情報」が出ようと出てなかろうと「とるべき行動（警

戒レベル）」は（ヤフー等のおかげで）既に明らかなはず

である。にもかかわらず、あらためて市に「(4)避難情報」

の有無を問い合わせるような事態は、依然として「(2)住
民」が「(4)避難情報」に対する“待ち”や“依存”の弊

害を抱えた状態から未だ抜け切れていないことの証左の

ようにも思える。市側については、「(4)避難情報」が「防

災気象情報の横流し機能」を遂行出来なかったことを悔

やむ意味での“曇り顔”ならば理解は出来る。 
いずれの立場の人々も、「(4)避難情報」に“行動指南

情報”としての役割を過度に期待するのには無理がある

ことを強く認識する必要があるように思う。いずれの事

例も、より端的に言えば「ヤフーでいいじゃないか」と

も表現し得る事態である。 
 
４．ここまでのまとめ  
「警戒レベル」の設定によって、「(4)避難情報」にお

ける“行動指南型情報”としての役割がより強く明確に

なったと見る向きもあるようだが、著者の見解は真逆で

ある。むしろ、“行動指南型情報”として「(4)避難情報」

が如何に冗長（ムダ）であるのかがより鮮明に整理され
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表-2 警戒レベル 
【(2)住民（とるべき行動）】 【(4)避難情報】 【(3)防災気象情報】 

警戒 
ﾚﾍﾞﾙ 

住民がとるべき行動 

住民に行動を 
促す情報 

住民が自ら行動をとる際の判断に参考となる情報 
（警戒レベル相当情報） 

避難情報等 
防災気象情報 

洪水に関する情報 土砂災害に関する情報 

5 
既に災害が発生。命を守るための最善の

行動をとる 
災害発生情報 

・氾濫発生情報 
・大雨特別警報(浸水害) 

・大雨特別警報(土砂災害) 

4 

全員避難 
・指定緊急避難場所等への立ち退き避難 
・災害が発生するおそれが極めて高い状

況のため緊急に避難 

避難勧告 
避難指示(緊急) 

・氾濫危険情報 
・洪水警報の危険度分布 

(非常に危険) 

・土砂災害警戒情報 
・土砂災害に関するメッシュ情報 

(非常に危険) (極めて危険) 

3 

高齢者等は避難 
・高齢者等は立ち退き避難 
・その他の人は立ち退き避難の準備をし、

自発的に避難 

避難準備・高齢

者等避難開始 

・氾濫警戒情報 
・洪水警報 
・洪水警報の危険度分布(警戒) 

・大雨警報(土砂災害) 
・土砂災害に関するメッシュ情報(警戒) 

2 避難に備え自らの避難行動を確認 
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・氾濫注意情報 
・洪水警報の危険度分布(注意) 

・土砂災害に関するメッシュ情報(注意) 

1 災害への心構えを高める 早期注意情報   
出展：政府広報オンライン（https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201906/2.html） （図1との対応を【 】で著者が追記）   
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え「(4)避難情報」に“行動指南型情報”としての価値が

皆無だとしても、両者で「この地域から犠牲者を一人も

出さない」という決意を共有・確認し合うための役割（価

値）を「(4)避難情報」は担い得る。「(4)避難情報」は、

まさに“儀式”として存在し続ける価値が「ある」。この

ような価値は、「(4)避難情報」を、国でも都道府県でも

なく、「(2)住民」にとって最も身近な行政である自治体

が発信するからこそ発揮し得るものであると考えられる

のである。自力での避難が困難な独居高齢者や障害者な

どへの周囲からの避難支援、自治体の範囲を越えた広域

避難、避難所の環境改善など、従前のルールに縛られな

い柔軟な議論を許容し、そのうえで有効な政策や工夫を

可能とするのは、このような“儀式”を必要とするよう

な風土であるように思われる。このような風土のもとで

の“儀式”としての「(4)避難情報」には、もはや空振り

も見逃しも存在しない。アタリやハズレという概念もナ

ンセンスである。あえて記すなら、そこで人々が望むの

はアタリではなくハズレである。 
一方、もしも住民と自治体とが互いを「大切な他者」

として認識しておらず、責任の追求と回避を応報的に繰

り返す殺伐とした関係性にあるのなら、そのような“儀

式”は必要とされないだろう。ならばもはや「(4)避難情

報」の存在意義は無い。廃止してしまって問題は無いだ

ろう。あたかも“行動指南型情報”としての役割を高度

に担うことが可能であるかのような“ふり”をした「(4)
避難情報」を中途半端に存続させたとしても、住民は空

表-3 警戒レベルに関する混乱の例 

ヤフーに「避難情報」寝耳に水 山形市、発令していないのに… 

「警戒レベル３相当 高齢者など避難」－－－。ポータルサイト「Yahoo! JAPAN」上で 18日午後２時ごろ、こんな山形市の「避難情報」が掲載された。とこ

ろが、市は避難情報を発令しておらず、寝耳に水。サイトを見た市民から問い合わせを受けるなど、対応に追われた。どういうわけか。 

気象庁や自治体などが災害時に出す情報は５月末から、５段階の警戒レベルが付記されるようになった。気象庁は、警報や注意報といった防災気象情

報に合わせ、警戒レベルのどの段階に相当するかを付記。自治体は現地の情報なども合わせて、避難情報を発令するかどうかを判断する。 

サイトを運営する「ヤフー」（東京）によると、同社は気象庁から大雨の危険度に関するデータの配信を受けている。山形市では午後２時ごろ、山辺町と

の境付近で大雨の危険度が「警戒レベル３相当」に到達。気象庁が警戒レベルごとに規定した「住民がとるべき行動」を踏まえ、サイト上に「高齢者など避

難」と表示されたという。 

市は県警から問い合わせを受け、サイトに「避難情報」が掲載されているのを把握し、ヤフーに経緯を確認。約１時間後、雨が弱まると、表示は消えたと

いう。 

市の担当者は「市が避難情報を出したように見えて紛らわしい。台風シーズンになって、また同じことが起きなければいいが」と曇り顔だ。（上月英興） 

（2019.7.19, 朝日新聞, 朝刊, 山形全県, 23ページ） 

甲府市が気象台に改善要望 避難勧告をヤフー呼び掛け混乱と 

甲府市は 7日、市が避難勧告などを出していないのに、ヤフーが気象庁の情報を基にインターネットの防災情報サービスで「いますぐ避難」と呼び掛け

たとして、改善を要望する文書を甲府地方気象台に出したと明らかにした。 

市によると、ヤフーは 1 日、「警戒レベル 4」「いますぐ避難の判断をしてください」などと呼び掛けた。市には、住民から「本当に避難すべきなのか」「市

の情報なのか」といった問い合わせが 13件あった。市は当時、避難勧告などには当たらないと判断していた。 

市は 2日、「住民が混乱する」「実際に避難が必要な際の警戒感が薄れる」と、要望書を提出。9日までの回答を求めた。 

（2019.8.7, 共同通信） 

ヤフーの避難通知で混乱 大雨 高崎市勧告の２時間前  ◆防災アプリで「いますぐ」 表現改善へ 

今月２３日深夜からの大雨と河川の増水を受け、高崎市が市内の一部地域に避難勧告を出した約２時間前に、防災情報をスマートフォンなどに提供す

るＩＴ大手・ヤフーなどの民間業者が「いますぐ避難」と通知していたことがわかった。大雨危険度通知と呼ばれるサービスだが、勧告の発令権限のある自

治体の判断を待たずに避難を呼びかける形となり、ヤフーは「誤解を招かぬよう、表現を改善する」（広報）と、通知内容の見直しを決めた。 

高崎市が避難勧告を出したのは２４日午前１時。市東部を流れる井野川が氾濫危険水位に達したことに伴う判断で、井野町や元島名町などの一部を対

象にした。 

一方、ヤフーは井野川上流の天王川に洪水の危険が高まったという情報を基に、２３日午後１１時１０分、「警戒レベル４相当 いますぐ避難」と、地域を

特定せずに防災アプリの利用者に通知した。 

市は避難指示や勧告を発令する際、河川の水量や上流の予想雨量などを踏まえ、市内５００以上ある町内会単位で判断していくが、ヤフーが通知した

時点では、気象台の注意報・警報もなく、勧告を出す検討はまだしていなかったという。 

このため、通知を見た利用者からは「避難した方がよいのか」などの問い合わせが相次いだ。市は「必要な場合は市が勧告や指示を出すので、情報に

注意してほしい」と回答したが、「通知は市民にとって紛らわしかったようだ」としている。 

〈大雨危険度通知〉 天気や災害情報を提供する「ヤフー」と「日本気象」が気象庁の協力事業者となり、今月１０日から提供しているサービス。大雨や洪水

で避難準備を呼びかける「警戒レベル３」相当になった場合などに同庁からの伝達を受け、両社は居住地などの市町村を登録済みの利用者にスマートフ

ォンのアプリやメールを通じて情報を知らせる。気象庁は「早めに避難してもらうための判断材料」と位置付けている。 

（2019.7.30, 読売新聞, 東京朝刊, 群馬23ページ） 
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振りや見逃しによって生じたハズレの損害の責任を自治

体に向かって執拗に追及し続けるだろうし、それを回避

すべく自治体は、より早めに広範囲に機械的に「(4)避難

情報」を淡々と出し続けるだろう。その場合の「(4)避難

情報」は、水害時の人的被害を最小限に食い止めるため

に出されるものではなく、それはもはや、住民からの責

任追及を回避するための単なるアリバイ作りに過ぎなく

なってしまう。だとするなら、そのような不毛な悪循環

を抜け出すために、いっそのこと、その“元凶”である

「(4)避難情報」を廃止して経路[c]に依拠する社会を目指

したほうが、住民と自治体の双方にとってよほど健全で

あるように思えてならない。 
経路[c]だけで事足りる社会においては、「避難情報は

本当に必要か？」「避難情報を本当に廃止してしまって良

いのか？」という問いかけに対する答えは、上述のとお

り、当該地域の住民と自治体との間の関係性の如何によ

って大きく異なる可能性が高い、ということである。本

当に避難情報を廃止しても良いと考える場合、その人が

準拠する地域社会においては、住民と自治体との間に殺

伐とした関係性が存在する可能性が高いと予想される

（以降、この関係性のことを“分断的な関係性”と呼称

する）。一方、避難情報は廃止しないほうが良いと考える

場合、その人が準拠する社会には、住民と自治体との間

に信頼関係や一体感が存在する可能性が高いと予想され

るのである（以降、この関係性のことを“一体的な関係

性”と呼称する）。 
（２）仮説検証のための調査 
以上の考察に基づけば、避難情報廃止論という思考実

験が問いかけるものは、単に「(4)避難情報」を廃止すべ

きか否かといった表面的な議論だけではなく、それへの

賛否をもってして、その人の準拠社会における住民と自

治体との関係性についての認識の在りようを問いかけて

くるものである、と解釈される。このような仮説の妥当

性について、以降では簡便なアンケート調査に基づき検

証を試みる。 
アンケート調査の実施概要は表-4 に、有効回答者の緒

属性は表-5 および表-6 に、それぞれ示すとおりである。 
検証にあたっては、まず、回答者が「避難情報廃止論」

の要点を正しく理解しているか否かを判別する必要があ

る。不理解のままに字面だけで反射的に賛否の反応を示

している可能性を排除する必要があるためである。「避難

情報廃止論」の理解の要点とは、前章までにも繰り返し

強調するように、「住民自身の避難判断には避難情報より

も防災気象情報のほうが有用である」という点である。

このことに対する正確な理解を得ぬままに、単に「避難

情報廃止論」への賛否を問うたところで無意味である。

このため、調査では、表-7 に記すような説明文を回答者

に提示すことで、まずは「避難情報廃止論」の要点につ

いて説明したうえで、「避難判断には避難情報と防災気象

情報のどちらの情報が有用と思うか」を問うている。こ

れを[Q1]と呼称することとする。 
つぎに、避難情報廃止論への賛否を問う質問を設けて

いる。調査の簡便さや回答者への負担を考慮し、ここで

は、避難情報廃止論における 4 つの version のいずれかを

特定せず、より端的に「避難情報を廃止することへの賛

表-4 調査実施概要 

実施期間 2019 年10 月29 日～30 日 

実施方法 
インターネット調査会社（株式会社クロス・マ

ーケティング）が保有するモニターリストから

抽出（対象は全国、年齢階層・性別で均等割付） 

有効回答 全回収数 1000 件から、逆転項目に矛盾のある

回答者を除外した741 件 

 

表-5 有効回答者数（性別・年代別） 
 性別 

 男性 女性 

年

齢 

20歳代 73 (9.9%) 76 (10.3%) 
30歳代 70 (9.4%) 72 (9.7%) 
40歳代 68 (9.2%) 81 (10.9%) 
50歳代 74 (10.0%) 80 (10.8%) 
60歳代 73 (9.9%) 74 (10.0%) 

 
表-6 有効回答者数（地域別） 

北海道 43 (5.8%) 
東北 45 (6.1%) 
関東 315 (42.5%) 
北陸 27 (3.6%) 
中部 85 (11.5%) 
近畿 126 (17.0%) 
中国 32 (4.3%) 
四国 13 (1.8%) 

九州沖縄 55 (7.4%) 

 

表-7 調査で提示した説明文 

市町村が発表する「避難情報（『避難準備・高齢者等避難開始』、『避

難勧告』、『避難指示（緊急）』）」は、場合によっては「空振り（発表

したのに災害が発生しなかった）」に終わったり、あるいは「見逃し

（発表していないのに、災害が発生してしまった）」になってしまう

ことが過去には数多くあり、多くの批判を受けてきました。 
一方、様々な「防災気象情報」は、雨量や河川水位などが基準値

を超えれば気象庁などから自動的・機械的に発表されるものです。

近年では、インターネットやパソコンやスマートフォンの普及が進

んだことにより、誰でも簡単に「防災気象情報」をリアルタイムで

入手することが可能になりました。 
このことは、つまり、市町村による「避難情報（『避難準備・高齢

者等避難開始』、『避難勧告』、『避難指示（緊急）』）」の発表をあてに

しなくても、インターネットやパソコンやスマートフォンが自動的

に知らせてくれる「防災気象情報」をもとにすれば、災害発生の危

険性や避難の必要性をわれわれ住民自身が主体的に判断できるとい

うことです。 
こうなってきますと、「空振り」や「見逃し」が付きまとう「避難

情報（『避難準備・高齢者等避難開始』、『避難勧告』、『避難指示（緊

急）』）」という情報は、もはや情報としての価値は少なく、冗長であ

るとも言えます。「防災気象情報」さえあれば事足りる、ということ

です。わたしたち住民は、「避難情報」による「見逃し」や「空振り」

によって右往左往する必要はもはや無いと言えるかもしれません。 
このことを踏まえて、以下の問いにお答え下さい。 
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否」として問うこととした。これを[Q2]と呼称すること

とする。 
最後に、防災をめぐる行政と住民との関係性に関する

認識を問う質問を、表現を若干変化させた計 3 つのパタ

ーンで設けた。これらを[Q3a]、[Q3b]、[Q3c]と呼称する

こととする。 
（３）検証結果 
まず、図-2 に示す結果に基づき、避難情報廃止論の要

点に関する回答者の理解の状況を確認する。 
[Q1]の回答状況からは、「避難判断には避難情報よりも

防災気象情報のほうが有用」と考えている回答者、すな

わち、避難情報廃止論の要点を了解した回答者は、有効

回答者の約 20%にあたる 148 人であることがわかる。残

りの 424 人（57.2%）は「どちらともいえない」として

おり、169 人（22.8%）は「避難判断には防災気象情報よ

りも避難情報のほうが有用」と考えている様子がわかる。 
防災気象情報よりも避難情報のほうが有用と考える回

答者（169 人）において、[Q2]の避難情報を廃止するこ

とへの賛否について「反対（廃止すべきではない）」が大

多数（81.1%）を占めるというのは、いわば当然のこと

であり、特段の違和感は無い。自分が信頼するもの（避

難情報）を廃止しようとするアイデアに対して、反対の

意向を示すことは、ごく自然な反応といえる。 
一方、避難情報よりも防災気象情報のほうが有用と考

える回答者（148 人）においては、[Q2]に対して、なら

ば避難情報は廃止してよい（賛同）との回答が大幅に増

防災気象情報

避難情報

どちらとも
いえない

【[Q2] 避難情報を廃止することへの賛否】

0% 100%50%

(n=148)

(n=424)

(n=169)
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[Q1] 避難判断にどちらの
情報が有用だと思うか

 
図-2 「避難判断にどちらの情報が有用か」の認識別にみる「避難情報を廃止することへの賛否」 
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図-3 避難判断には避難情報よりも防災気象情報のほうが有用と考える回答者における 

「避難情報を廃止することへの賛否」と「防災行政と住民との関係性の認識」との関連性 
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加し、避難情報は廃止すべきではない（反対）との回答

が大幅に減少しても良さそうなところではあるが、その

ような傾向は若干にとどまっており、依然として、避難

情報は廃止すべきではない（反対）とする回答が過半数

（56.1%）を占めるに至っている。避難判断には避難情

報よりも防災気象情報のほうが有用である（つまり、経

路[c]だけで事足りる）ということを了解しつつも、なら

ば避難情報を廃止してもよいと考えるか、それでもなお

避難情報を廃止すべきではないと考えるか、両方の見解

が混在した状況であると言える。 
この状況において、避難情報を廃止すべきではないと

考える場合、その人が準拠する地域社会においては、防

災をめぐる行政と住民との間に信頼関係や一体感が色濃

く存在すると予想するのが本章における仮説であった。

逆に、そこで避難情報を廃止してもよいと考える場合、

その人が準拠する地域社会においては、防災をめぐる行

政と住民との間には信頼関係や一体感は存在しにくいと

予想するのが本章における仮説であった。図-3 からは、

その予想を概ね支持する傾向を読み取ることが出来る。

すなわち、[Q3a]、[Q3b]、[Q3c]のいずれの表現において

も、避難情報を廃止すべきではないとする回答者におい

ては、廃止してよいとする回答者に比べて、防災行政と

住民との間に「わたしたち」と呼ぶに相応しい関係性、

あるいは「一体感」と呼ぶに相応しい関係性、あるいは

「防災の責任を一緒に共同で」担っていこうとする気概

が、より強く存在する可能性を示唆する結果となってい

る。 
以上の検証から、「避難情報廃止論という思考実験は、

それへの賛否をもってして、その人の準拠社会における

住民と自治体との関係性のありようを、その人がどのよ

うに認識しているのかを問いかけてくるものである」と

の解釈には、一定程度の妥当性があり得ると言えそうで

ある。 
ただし、このような解釈にのみ立脚するなら、ともす

ると避難情報廃止論という思考実験は、その人の準拠社

会における住民と自治体との関係性のありようを尋問す

るだけの単なる“踏み絵”のような位置づけへと矮小化

されて解釈されてしまうのではないかと危惧するところ

でもある。ここで見たような「避難情報廃止論への賛否

意識」と「防災行政と住民との関係性に関する認識」と

のあいだに見出される関連性は、どちらかのみが原因で

どちらかのみが結果といったような因果関係として短絡

的に解釈すべきではないと思うのである。著者は、避難

情報廃止論という思考実験は、決して“踏み絵”などで

はなく、防災をめぐる行政と住民との関係性のあるべき

姿に関する“熟議”をもたらしうるものとして、より前

向きな立ち位置をそこに付与したいと考えている次第で

ある。 
 

６．おわりに 
氾濫が生じ得るエリアに居住する住民にとって、水害

時に「(4)避難情報」の対象か否かだけで一喜一憂するの

は本質的ではない。「(4)避難情報」に“行動指南型情報”

としての役割を期待するのには無理があるのである。よ

り生の情報、すなわち「(3)防災気象情報」に目を向ける

ほうが得策である、というのが避難情報廃止論の最も基

盤となる論点であることが、本稿における考察を介して

あらためて整理されたと言える。 
一方、避難情報廃止論という思考実験が我々に問うも

のは、単に「(4)避難情報」を廃止すべきか否かといった

表面的な議論だけではない。もしも「(3)防災気象情報」

で事足りる環境が十分に整うのであれば、そのもとでな

お「(4)避難情報」が必要と考えるのか否かの判断は、住

民の避難判断とは別の論理、すなわち、その人の準拠社

会における住民と自治体との関係性についての認識の如

何によって大きく異なる可能性があるということを提起

するものであった。我々はそこで、防災行政と住民との

間に「一体的な関係性」が存在する社会を目指すのか、

それとも、「分断的な関係性」を目指すのか、あるいはそ

れらとは別な社会のあり方を模索するのか、と問われる

ことになる。我々はこの議論を避けるべきではない。真

摯な熟議が必要である。 
「(4)避難情報」の在り方をめぐる議論において、たと

えば矢守（2016）や辻（2016）なども、当事者の「関係

性」に目を向けることの重要性を強調する。矢守（2016：
p.7）は「『いかにも避難指示が出そうだ』という〈感覚〉

を、実際に避難する人たちが、事前に共有するための営

みが死活的に重要となる。」と指摘する。辻（2016：p.15）
は「主体A が客体B に避難を指示・勧告するという〈関

係性〉から、B がA とともに主体となって『私たち』が

避難宣言をするという〈関係性〉へ。」と言及している。

いずれも、現実の状況が「分断的な関係性」により近く

なってしまっているのではないかという問題意識に端を

発し、それに対して、「一体的な関係性」を目指すアプロ

ーチの重要性を指摘するものである。この点に関して本

稿も全く異論は無い。一方、典型的な都市的コミュニテ

ィなどのように、そのアプローチに沿った実践が困難で

あり「分断的な関係性」に留まらざるを得ない状況であ

る場合、それでもなお、ただひたすらに「一体的な関係

性」を寡黙に目指すことだけが唯一の選択肢ではないこ

ともまた現実であろう 4)。「分断的な関係性」にあること

を甘受するなら、そこでの次善の策として「(4)避難情報」

を廃止することも選択肢のひとつであることを提示した

うえで、そのどちらの関係性を目指すのか（甘受するの

か）を迫るのが避難情報廃止論であると言えよう。 
ところで、2019 年の出水期には、甚大な浸水被害が日

本各地を立て続けに襲った。「(4)避難情報」に関して言

えば、空振りもあったし見逃しもあった。空振りを恐れ

ず早めに広範囲に出された「(4)避難情報」の対象者も膨
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大な人数に上った。「(4)避難情報」が自治体全域を対象

に発せられるという事態も、そう稀なことではなくなっ

た。その意味では、全てではないにせよ少なくない自治

体において、現時点での「(4)避難情報」はもう既に、水

害時の人的被害を最小限に食い止めるために出されるも

のではなく、住民からの責任追及を回避するための単な

るアリバイ作りに成り下がってしまっている可能性があ

る。そのような現状において、我々の住む社会が、互い

に責任の追及と回避を応報的に繰り返す殺伐とした社会

と化しているということを認めるならば、いっそのこと

「(4)避難情報」は本当に廃止してしまったほうが健全で

ある。その実践のための version は少なくとも 4 つほど提

起されているので、それらから相応しい version を選べば

よいということになる。しかし、我々の住む社会には防

災行政と住民との間に信頼関係や一体感が存在する、あ

るいは、現状ではそれは薄れつつあるとしても将来的に

はそれの再構築を目指すべきとの信念が僅かでも存在す

るのであれば、その限りではないのかもしれない。 
 
謝辞：本研究は 2019 年度東洋大学井上円了記念研究助成

およびJSPS科研費 JP18H03793の助成を受けたものであ

る。また、日本災害情報学会第 21 回学会大会（2019 年

10 月 19 日、於：香川県高松市）等にて種々の建設的な

ご意見を頂戴した諸氏に深く感謝申し上げる次第である。 
 
補注 
1) 及川ら（2016）における呼称は「避難勧告廃止論」であっ

たが、そこでは、「避難指示（緊急）、避難勧告、避難準備・

高齢者等避難開始」の 3 つを合わせた総称として「避難勧

告等」と呼称していたことを受けての「避難勧告廃止論」

であった。本稿では、「避難指示（緊急）、避難勧告、避難

準備・高齢者等避難開始」の3 つを合わせた総称として「避

難情報」を用いることから、それに合わせて「避難情報廃

止論」と呼称することとした。いずれも主旨は同じである。 
2) 厳密には予測型と非予測型とに分けて議論すべきところか

もしれない。このうち、非予測型の「(3)防災気象情報」は、

観測値が“基準”に達したことをお知らせする情報に過ぎ

ない。したがってそこに発信者サイドの主観や解釈は含ま

れない。一方、予測型の「(3)防災気象情報」に関しても、

“基準（どの数理モデルを採用するか、どのようなパラメ

ータを用いるか、どの予測結果を採用するか、等のルール）”

が予め定まっているのであれば、ここでも発信者サイドの

主観や解釈は含まれない。ただし、予測型であれ非予測型

であれ“基準”をどのような内容とするのかを決める段階

においては、広義の発信者サイドによる何らかの判断（主

観や解釈）がそこに含まれるとみなすこともできるかもし

れない。しかしながら、ひとたび“基準”が定まれば、そ

の“基準”に則って「“基準”に達したことを通知する情報」

が生成され発信される。少なくともその「“基準”に達した

ことを通知する情報」は、その“基準”を満たしていない

のに発信されることは「ない」。控えめに表現したとしても、

現在の日本において、その発信者（担当者）がもしも「な

ぜその情報を発したのか」と問われたなら、そこでは「○

○という基準に則って発信しました」と答えるのが一般的

であろう。そこで「わたしの主観で解釈して発信しました」

などとは決して答えないと思われるのである。ましてや、

その情報が仮にハズレたとしても、（よほどの瑕疵や悪意が

ない限りは）そのことに対して謝罪などはすべきでない。

「(3)防災気象情報」は、避難判断の「責任」を負うことは

出来ないのである。それは、たとえ「○○警報」のように

ある種の行動喚起を意図するかの如くの名称を帯びる「(3)
防災気象情報」であったとしても、例外ではない。「○○警

報」も、あくまでも「“基準”に達したことを通知する情報」

なのである。 
3) 及川（2019）ではhard / soft ではなく strong / weak という形

容詞が用いられていたが、いずれも主旨は同じである。本

意として、いずれかのversion が優れている（劣っている）

ことを主張するものではないため、その誤解を避けるため

に、本稿ではhard / soft を用いることとした。なお、現状制

度からの変更度合いを表す形容詞としてhard / softを用いて

いるが、一方で、「(2)住民」側の主体性が要求される度合い

を表そうとするなら、序列は逆となり、soft / hard とすべき

かもしれない。 
4) たとえば、「典型的な農村的コミュニティ」においては「一

体的な関係性」を目指すアプローチを実践することは可能

かもしれない。一方、「典型的な都市的コミュニティ」にお

いて「一体的な関係性」を目指すアプローチを実践しよう

としても、多くの場合は困難であることが想像される。 
 
参照文献 
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ABSTRACT 
 

In the event of a flood, it is not essential that residents who live in an area where flooding can be occur feel 
worried about whether or not they are subject to “Evacuation Information (EI).” It is impossible to expect the role of 
action guidance in the EI. The main point of “The Counterargument to Evacuation Information Supremacism 
(CAEIS)” is that it is better to rely on more raw information, namely, “Weather Information for Disaster Prevention 
(WIDP).” 

On the other hand, what the CAEIS asks us is not merely a superficial debate on whether the EI should be 
abolished. The CAEIS argues that if the WIDP is sufficient, the need for the EI depends on a different issue than the 
need for evacuation of residents. The CAEIS argues that the need for the EI can vary widely depending on how the 
person perceives the relationship between residents and local governments in the society to which the person 
belongs. The CAEIS asks us whether we should aim for a humane society where there is a trusting relationship and 
a sense of unity between residents and local governments, or a heartless society in which people repeatedly pursues 
responsibility and avoids each other. 

It would be an unexpected pleasure if the CAEIS could serve as an opportunity for a sincere discussion about 
whether the EI is really needed. 
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和文要約 
 
本稿では、防災の責任の所在に関するコンセンサスの在り方について考察する。ここでは、言語

の態である能動態・受動態・中動態の概念を参照しつつ、自ら「する」の徹底を図る米国（能動的

防災）と、防災行政に「される（してもらう）」を求める日本（受動的防災）を対置させたうえで、

第 3 の防災の在り方として「防災の責任の所在を問わず、結果として防災がそこに現前する状態」

を指向する社会（中動的防災）の存立可能性に言及する。 
中動的防災なる社会状態は、受動的防災や能動的防災に拘泥した人々においては俄かに想像し難

いばかりか、ともすると、単に責任の所在を曖昧にしているだけではないのか、責任の曖昧化に便

乗した無責任な行動を肯定するだけではないのか、あるいは、単なる全体主義や集団主義の賛美に

過ぎないのではないか、などといった懸念も生じかねない。それはちょうど、言語の態の区分には

能動態と受動態しか存在しないという思い込みが、中動態の概念への理解を妨げている状況と同じ

である。その思い込みを解凍する契機として本稿では、キューバおよびニュージーランドの防災を

参照する。なお、そのような懸念は、中動的防災の実践国としてのニュージーランドでは杞憂であ

り、むしろ日本において憂慮すべきものである可能性がアンケート調査により示された。 
 
 

キーワード：能動、受動、中動、キューバ、ニュージーランド 
 
 

１．はじめに 
「『避難』とは『難』を『避』けることです」と中央防

災会議（2020）が強調するように、この意味での避難が

確実に実施されれば、人的被害を最小限に食い止めるこ

とが出来るはずである。ただ、日本では大規模な風水害

のたびに、住民避難の問題や課題が繰り返し議論される

状況にある（牛山 2020）。自力で避難できない人への配

慮が必要なことは言うまでもない。しかし、問題は自力

で避難できる人にもある。命にかかわる事態においてさ

え、避難情報が出なければ避難せず、避難情報が出ても

避難しないというケースが後を絶たない。防災を巡る日

本国民の態度は、どこか行政任せで受動的である。自身

の安全の問題であるにもかかわらず、その責任を他者の

意志に委ねる（帰する）かの如くの事態である。防災の

責任の所在はどこにあるのか。日本の防災の基本方針を

しるす災害対策基本法によれば、防災の責任は行政にあ

るとされる。ならば、その全てを行政に任せておけば万

事うまくいくのだろうか。そうではない事例が多発する

現状において我々は、別の方向性も模索してみる必要が

ある。 
たとえば米国は日本とは対称的である。2017 年秋のハ

リケーン・イルマ襲来時にフロリダ州で顕在化したのは

“shadow evacuation”（Palm Beach Daily News 2018, The 
Palm Beach Post 2018, etc.）あるいは”over-evacuation 
problem”（NPR 2018）と呼ばれる現象、すなわち、州政

府が発する避難命令対象者数を上回る人々による避難行

動である。自身が危険だと判断すれば、避難命令の対象

であろうとなかろうと避難する。防災を巡る米国民の態

度は、概して主体的で能動的であると言えよう。永松

（2019）によれば、米国では、災害時における行政の責

任は極めて限定的に捉えられているという。このため、

災害による人的被害が発生したとしても、それを行政の

責任として検証するという動きがそもそも乏しい。原則

として、米国の政府機関は、意図的な過失行為などを除

き、その行動について法的責任を問われないという原則

（Sovereign immunity）が存在するのである。大量に提起

される裁判は、真実の解明や責任の追及を求める動きと

いうよりは、多くの賠償を獲得するための手段としての
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意味合いが強い。このような日米の比較を踏まえ、永松

（2019）も、日本における住民の行政依存体質の強さを

問題意識として指摘している。 
近年の日本の防災研究者たちは「行政に任せきりでは

なく、住民は主体的に行動すべき。」と主張してきた。「受

動的な態度を改めて、能動的に行動すべき。」という方向

性である。しかし、そこでの理想像と現状との隔たりは

依然として大きいと言わざるを得ない。この方向性に則

って改善を継続してゆきさえすれば、やがてその理想像

にたどり着く日がやってくるのであろうか。いや、そも

そも、その理想像を目指すことが我々の唯一の道なのだ

ろうか。理想とすべき像はほかにもあるのではないだろ

うか。本稿の問題意識の出発点はこのような問いにある。 
そこで本稿では、防災の責任の所在について、「する（能

動）」の徹底を図る米国と「される（してもらう）（受動）」

を求める日本を対置させたうえで、そのいずれでもない

（あるいは、そのいずれでもある）第 3 の防災の存立可

能性について考察する。その糸口として本稿では、言語

の態である能動態と受動態、そしてそのどちらでもない

（厳密にはそのどちらでもありえる）第三の態である「中

動態」の概念を参照する。中動態の概念を参照する防災

研究は本稿が最初ではない。著者ら（及川・片田, 2018）
の他にも、たとえば矢守（2019）は、「津波てんでんこ」

に依拠する避難行動の生起過程などを詳細に検討・解釈

するなかで中動態的発想の重要性を強調している。渥美

（2019）は、災害ボランティアにおける「助ける／助け

られる」の関係性ではなく「助かる」社会の重要性を中

動態の概念に関連付けたうえで言及している。いずれの

議論も、そこでの主要なキーワードは「主体」であり「意

志」であり「責任」であるということは、その引用元に

もなっている「中動態の世界：意志と責任の考古学」（國

分功一郎, 2017）などを参照することで即座に理解される

ことだろう。 
 

２．中動態とは 
まず、言語の態である能動態と受動態、そしてそのど

ちらでもない（厳密には、どちらでもありえる）第三の

態「中動態」の概念について、本稿に関係する要点を國

分（2017）から引用・要約して確認しておく。 
われわれは能動態か受動態かを明確に区分する言語に

慣れ親しんでいる。それしかないとすら思いこんでいる。

ところが、じつはこの区別はいかなる言語にも見出され

る普遍的な区別ではなく、歴史的にはかなり後世になっ

てから出現した新しい文法法則だという。かつては、能

動態／受動態という区別ではなく、能動態／中動態とい

う区別であった。そして、受動とは、この中動態がもっ

ていた意味のひとつに過ぎなかった、というのである。 
ここにおいて、かつての能動態が持っていた意味と現

在の能動態の意味は異なることに注意を要する。その峻

別のために、仮に、前者を“旧能動態”、後者はそのまま

“能動態”と呼称することにする。再掲すると、かつて

の対立構造は旧能動態／中動態、現代の対立構造は能動

態／受動態、ということになる。 
能動態と受動態の対立は、自分が作用を及ぼすか／作

用を受けるか、という対立である。では、旧能動態と中

動態の対立はどうかというと、これは、外か／内かとい

う対立である。動詞が指し示す作用が主語から出発して、

主語そのものがその作用の場所になっている時に中動態

が使われ、その作用が主語の外で完結する場合には旧能

動態が使われる。つまり、主語の外で終わるか、主語の

内に完結するか、という違いである。 
このような外か／内かという対立構造が、する／され

るの対立構造へと変化したというのが言語の歴史である。

この変化は、以下のような社会的要請によってもたらさ

れたという。例えば、ギリシャ語の「ファイノー」とい

う動詞は旧能動態であり、その意味は「I show something」
となる。これの中動態活用である「ファイノマイ」とい

う語の意味は、「I appear」あるいは「I am shown」などと

なる。「I appear」と「I am shown」は、現在では能動と受

動として断固として区別されるが、その両方の意味の複

合体が中動態「ファイノマイ」である。「I appear」であ

ろうと「I am shown」であろうと、どちらとも私の姿が

現われていることを示しているに過ぎないのに、何とし

てもこれらを区別するのが現代の能動／受動の区分であ

る。それはつまり、この現代的区分は私に、「あなたは自

分の意志で現れたのか？それとも現れるのを強制された

のか？」と尋問してくる。つまり、能動態／受動態の対

立への変化は、行為の原因としての意志の所在の有無を

ことさらに強調し、責任の所在を執拗に明確化しようと

する社会的要請によってもたらされた、というのである。

これに対して、中動態にて表現される事態においては、

その原因としての意志や責任の有無は問わない。明確な

意志に基づき意図的に（いわゆる現代的な意味での能動

的に）行ったのか、何かに強制されて（いわゆる現代的

な意味での受動的に）行ったのか、それらの区別を必要

としない場合に用いられる表現方法なのである。結果的

にその状況・行為・現象が現前しているという事態だけ

を表現する態なのである。 
 

３．中動的防災における責任の所在 
前述のとおり、防災の責任の所在を一般住民がどう捉

える傾向にあるのかという点で、日本と米国は対照的で

ある。自ら「する」の徹底を図る“米国型防災”に対し

て、防災行政に「される（してもらう）」を求めるのが“日

本型防災”だとするならば、“米国型防災”は能動態に、

“日本型防災”は受動態に、それぞれなぞらえることが

出来るだろう。そして、そのいずれでもない（あるいは、

そのいずれでもある）中動態的な防災なるものが存在す

るならば、それは「防災の責任の所在を問わず、結果と

して防災がそこに現前する状態」を指向する社会の姿が
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意味合いが強い。このような日米の比較を踏まえ、永松

（2019）も、日本における住民の行政依存体質の強さを

問題意識として指摘している。 
近年の日本の防災研究者たちは「行政に任せきりでは

なく、住民は主体的に行動すべき。」と主張してきた。「受

動的な態度を改めて、能動的に行動すべき。」という方向

性である。しかし、そこでの理想像と現状との隔たりは

依然として大きいと言わざるを得ない。この方向性に則

って改善を継続してゆきさえすれば、やがてその理想像

にたどり着く日がやってくるのであろうか。いや、そも

そも、その理想像を目指すことが我々の唯一の道なのだ

ろうか。理想とすべき像はほかにもあるのではないだろ

うか。本稿の問題意識の出発点はこのような問いにある。 
そこで本稿では、防災の責任の所在について、「する（能

動）」の徹底を図る米国と「される（してもらう）（受動）」

を求める日本を対置させたうえで、そのいずれでもない

（あるいは、そのいずれでもある）第 3 の防災の存立可

能性について考察する。その糸口として本稿では、言語

の態である能動態と受動態、そしてそのどちらでもない

（厳密にはそのどちらでもありえる）第三の態である「中

動態」の概念を参照する。中動態の概念を参照する防災

研究は本稿が最初ではない。著者ら（及川・片田, 2018）
の他にも、たとえば矢守（2019）は、「津波てんでんこ」

に依拠する避難行動の生起過程などを詳細に検討・解釈

するなかで中動態的発想の重要性を強調している。渥美

（2019）は、災害ボランティアにおける「助ける／助け

られる」の関係性ではなく「助かる」社会の重要性を中

動態の概念に関連付けたうえで言及している。いずれの

議論も、そこでの主要なキーワードは「主体」であり「意

志」であり「責任」であるということは、その引用元に

もなっている「中動態の世界：意志と責任の考古学」（國

分功一郎, 2017）などを参照することで即座に理解される

ことだろう。 
 

２．中動態とは 
まず、言語の態である能動態と受動態、そしてそのど

ちらでもない（厳密には、どちらでもありえる）第三の

態「中動態」の概念について、本稿に関係する要点を國

分（2017）から引用・要約して確認しておく。 
われわれは能動態か受動態かを明確に区分する言語に

慣れ親しんでいる。それしかないとすら思いこんでいる。

ところが、じつはこの区別はいかなる言語にも見出され

る普遍的な区別ではなく、歴史的にはかなり後世になっ

てから出現した新しい文法法則だという。かつては、能

動態／受動態という区別ではなく、能動態／中動態とい

う区別であった。そして、受動とは、この中動態がもっ

ていた意味のひとつに過ぎなかった、というのである。 
ここにおいて、かつての能動態が持っていた意味と現

在の能動態の意味は異なることに注意を要する。その峻

別のために、仮に、前者を“旧能動態”、後者はそのまま

“能動態”と呼称することにする。再掲すると、かつて

の対立構造は旧能動態／中動態、現代の対立構造は能動

態／受動態、ということになる。 
能動態と受動態の対立は、自分が作用を及ぼすか／作

用を受けるか、という対立である。では、旧能動態と中

動態の対立はどうかというと、これは、外か／内かとい

う対立である。動詞が指し示す作用が主語から出発して、

主語そのものがその作用の場所になっている時に中動態

が使われ、その作用が主語の外で完結する場合には旧能

動態が使われる。つまり、主語の外で終わるか、主語の

内に完結するか、という違いである。 
このような外か／内かという対立構造が、する／され

るの対立構造へと変化したというのが言語の歴史である。

この変化は、以下のような社会的要請によってもたらさ

れたという。例えば、ギリシャ語の「ファイノー」とい

う動詞は旧能動態であり、その意味は「I show something」
となる。これの中動態活用である「ファイノマイ」とい

う語の意味は、「I appear」あるいは「I am shown」などと

なる。「I appear」と「I am shown」は、現在では能動と受

動として断固として区別されるが、その両方の意味の複

合体が中動態「ファイノマイ」である。「I appear」であ

ろうと「I am shown」であろうと、どちらとも私の姿が

現われていることを示しているに過ぎないのに、何とし

てもこれらを区別するのが現代の能動／受動の区分であ

る。それはつまり、この現代的区分は私に、「あなたは自

分の意志で現れたのか？それとも現れるのを強制された

のか？」と尋問してくる。つまり、能動態／受動態の対

立への変化は、行為の原因としての意志の所在の有無を

ことさらに強調し、責任の所在を執拗に明確化しようと

する社会的要請によってもたらされた、というのである。

これに対して、中動態にて表現される事態においては、

その原因としての意志や責任の有無は問わない。明確な

意志に基づき意図的に（いわゆる現代的な意味での能動

的に）行ったのか、何かに強制されて（いわゆる現代的

な意味での受動的に）行ったのか、それらの区別を必要

としない場合に用いられる表現方法なのである。結果的

にその状況・行為・現象が現前しているという事態だけ

を表現する態なのである。 
 

３．中動的防災における責任の所在 
前述のとおり、防災の責任の所在を一般住民がどう捉

える傾向にあるのかという点で、日本と米国は対照的で

ある。自ら「する」の徹底を図る“米国型防災”に対し

て、防災行政に「される（してもらう）」を求めるのが“日

本型防災”だとするならば、“米国型防災”は能動態に、

“日本型防災”は受動態に、それぞれなぞらえることが

出来るだろう。そして、そのいずれでもない（あるいは、

そのいずれでもある）中動態的な防災なるものが存在す

るならば、それは「防災の責任の所在を問わず、結果と

して防災がそこに現前する状態」を指向する社会の姿が

想起されよう。しかし、そのような中動的防災なる実践

は本当に存在し得るのか否かは、受動的防災に拘泥した

人々や、能動的防災に拘泥した人々にとっては、俄かに

想像し難い。それはちょうど、言語の態としての区分に

は能動態か受動態かしかないという深い思い込みが、中

動態の概念への理解を大きく妨げている状況と同じであ

る。その思い込みを解凍する契機として、たとえば以下

のようなキューバおよびニュージーランドの防災を参照

することは示唆に富むと思われるのである。 
（１）キューバ型防災 

2017 年に米国と同じくハリケーン・イルマが襲来した

キューバでは、地域社会そのものが一体となって整然と

避難した。キューバでは、被害が予測される事態になる

と、気象観測機関が早期から対象住民に丁寧な情報を伝

え、避難所が開設される。避難所には、潤沢な食料や水、

医薬品が配備され、医師や看護師、またペット同伴のた

めの獣医師まで派遣される。できるだけ日常生活を損な

わず、避難しやすいような環境づくりが行われている。

というより、むしろ普段の生活レベルに比べて遥かに快

適な環境が避難所にて提供されるケースも少なくないと

いう。老人や妊婦、子どもや障害者を優先避難させ、移

動には国営バスが提供される。避難後は、軍が警備を行

うなど、アフターケアも徹底している。自主防災組織も

住民の避難支援を行う。平時からの防災教育やコミュニ

ティ単位での主体的な避難訓練も抜かりはない。こうし

て、ハリケーン襲来時には、危険な地域に住民は全く存

在しなくなるという。これでは、犠牲者など生じようが

ない。経済的には決して恵まれているとは言えないキュ

ーバが防災先進国と呼ばれる所以はここにある（中村・

吉田, 2011）。 
無論、それは政治体制も影響してのことだろうし、経

済事情等により常に全てが円滑に実行されるとは限らな

いだろう。しかし、キューバ政府は、人民の安全を守る

ためのあらゆる手立てを徹底的に真剣に考え抜いている。

そんな真剣な政府を信頼して依存することの、いったい

どこが悪いというのか。前述の「能動 vs 受動」という評

価軸を無理矢理あてはめるならば、確かにキューバ国民

は、そんな真剣な政府に行政依存的で受動的であると言

えなくもない。しかし同時に国民それぞれが極めて主体

的で能動的でもある。いや、もはやこのような評価軸を

適用すること自体がナンセンスであろう。政府と人民は

共に最善を尽くしており、その間には強固な一体感が存

在する。そこにおいては、防災の責任の所在は行政にあ

るのか住民にあるのかといった問い自体が、虚しく感じ

られる。「する」だけでも「される（してもらう）」だけ

でもない、災害という共通の敵に対して住民も行政もそ
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と表現されるべきではなかろうか。 
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き特徴は、加害者の故意・過失にかかわらず、補償を受
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NZ の同制度について、たとえば大澤（2018）も、「過
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ものとして、その中動的なスタンスを評価する。一方、

棚瀬（1994）を参照しながら「こうしたやり方は、補償

のためのシステムとしては効率的であることがわかって

いながら、必ずしも世界的には普及しなかった。たとえ

ば米国は、ノーフォルト保険の立法化に失敗した。この

ことは、こうしたやり方が、伝統的な道徳や正義に対す

る脅威として受け取られたからであろう」として、米国

との相違に言及する。同様の言及は他にも、たとえば佐

野（2016）などにも見られる。 
同制度は、1967 年に報告されたウッドハウス・レポー

トの五原則（共同体の責任、包括的な受給資格、完全な

リハビリテーション、現実的な補償、運営上の効率性）
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を基礎として、1972 年に立法化され、1974 年に施行され

た。このうち、本稿の議論に関わる要点として、五原則

の一つ目である「共同体の責任」に着目する必要がある。

この部分に関する記述を増田（2018: p.122）から引用す

ると以下のとおりである。 
 
この一つ目の原則は根本的なものである。また、二重

の論点に拠っている。近代の社会は、まさに構成員た

る市民の生産的労働から利益を得ているのだから、社

会は進んで働く彼らに対してだけではなく、就労不能

によってそうすることを妨げられてしまった彼らに対

しても責任を負うべきなのである。そして、我々は皆、

以下に述べるような共同体の活動（この活動は、毎年、

予測可能だが避けることのできない身的傷害の代償を

必要とする）を主張するのであるから、ランダムだけ

れども統計的には必然な犠牲者となる者を我々皆で共

に支えていくべきなのである。これらの共同体の諸目

的に係る固有のコストは、公平の原理に基づいてその

共同体によって負担されるべきである。 
 
ここに謳われている社会保険的な理念は、1998 年に一旦、

新自由主義にもとづく徹底した規制緩和・規制改革が行

われた折に、市場化・民営化の方向へ強力に押し切られ

た時期を経験している。45 年を超える長きに渡り存続し

続けている同制度ではあるが、決して順風満帆な道を歩

んできたわけではないのである（増田 2018：p.134）。こ

の市場化・民営化は 1999 年に撤回された。NZ はあらた

めて同制度を選択し直したのである。この民営化の撤回

の動き、すなわちウッドハウス・レポートの理念への回

帰の動きについて、浅井（2004）は、政治的要因はあっ

たにせよ「民営化への消極的評価は、存在したと考えら

れる」と評している（浅井 2004: p.662）。佐野（2016）
は、「NZ 国民の心理の根底部分では不法行為制度の価値

観が残存しており、わずかなきっかけによって不法行為

訴権廃止に対する不満が表面化する（不法行為制度から

の完全な決別には困難が伴う）」可能性に言及しつつも、

「この価値観の対立は究極的に NZ 国民により選択され

ることとなる」としている。 
ところで、NZ における災害に伴う「補償」システム

が責任の所在の追及を禁じているからといって、災害や

事故の原因究明や真相究明が蔑ろにされる訳では決して

ない。真相究明のための「検証」システムは、「補償」と

は無関係に独立したかたちで機能するよう位置づけられ

ているのである。「補償」と「検証」が、相互に独立した

かたちで同時並行的に行われるからこそ、「補償」の迅速

性が担保される。なお、この「検証」システムにおいて

さえ、証言した者に対して「免責」が与えられており、

特定の者に対する責任の所在の追及を禁じるという点で

徹底している。NZ においては、追及すべきものは責任

ではなく、あくまでも真相と再発防止策なのである。こ

のような「補償」と「検証」のシステムは、2011 年のカ

ンタベリー地震の被災者に対しても適用されている

（Yasmin 2019）。 
中動的防災は、キューバのような社会主義体制におい

てのみ特権的に見出されるものなのではない。NZ のよ

うな資本主義体制のもとであってもそれは十分に実践可

能なのであり、その為政者のスタンスや風土のありよう

によっては十分に選択可能なのである。「なぜ NZ なの

か」（佐野 2016: p.188）と問われれば、その答えは「NZ
である必要はない。NZ でなくとも選択は可能である。

無論、日本も例外ではない。」ということになろう。 
 

４．防災の各類型における責任の所在感覚 
（１）各類型の相対的な付置関係に関する仮説 

日本と米国とキューバと NZ では、国情が大きく異な

る。日本型防災は今後如何なる方向を目指すべきか。 
ひとつには、防災行政と住民が分断し、双方が責任の

追及と回避を応報的に繰り返す殺伐とした関係性のもと、

住民は受動的な態度であり続けるという現状維持の姿勢

をつらぬくという事態も、想像することは可能である。

住民は自らの安全の問題であるにもかかわらず、自分か

ら積極的に動くことは無く、防災行政からのはたらきか

けが無ければ動こうとしない。自身に責任は無いのであ

る。自身に何か被害が生じた場合には、はたらきかけが

有ったのか無かったのかに着目し、もしも無かった場合

には防災行政の責任を問いただす。さながら「帰責ゲー

ム（棚瀬 1994: pp.10-11）」（他者に責任を帰させようとす

る行為。責任の押し付け合い。）の様相である。それで防

災の万事がうまくいくのならそれでもいい。しかし、も

しもそうでないならば我々は、別の方向性を模索してみ

ることも決して無駄ではない。 
たとえば、日本型防災に顕著な受動的態度の脱却を図

り、米国型防災に顕著にみられる能動的態度の獲得を目

指すという方向性、すなわち自己責任意識の強化を図る

という方向性も、少なくともあり得るかもしれないひと

つの方向性として選択肢から除外する必要はない。帰責

ゲームに絡めて記すならば、「自らの責任を自覚して帰責

ゲームをしないよう努める」という方向性とも言える。

以下では便宜上、「防災に関する自己責任意識」と呼称す

る軸を設け、それが強い場合を「能動的（能動性が強い）」、

それが弱い場合を「受動的（能動性が弱い）」と呼称する

ことで、この方向性を記述することとする。 
しかし、この方向性は従来から再三再四、繰り返し指

摘され続けてきたものと何ら変わりは無い。それらとは

異なる第三の方向性の可能性を見出そうとするとき、中

動態の概念を参照することは示唆に富むと思われる。國

分自身も「皆を『能動的な責任主体』に仕立て上げよう

とする近代的な発想を抜け出さなければならないという

のは様々な分野で求められていることでしょう。『中動態

の世界』で目指しているのもそれです。」（國分・山崎
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ゲームに絡めて記すならば、「自らの責任を自覚して帰責

ゲームをしないよう努める」という方向性とも言える。

以下では便宜上、「防災に関する自己責任意識」と呼称す

る軸を設け、それが強い場合を「能動的（能動性が強い）」、

それが弱い場合を「受動的（能動性が弱い）」と呼称する

ことで、この方向性を記述することとする。 
しかし、この方向性は従来から再三再四、繰り返し指

摘され続けてきたものと何ら変わりは無い。それらとは

異なる第三の方向性の可能性を見出そうとするとき、中

動態の概念を参照することは示唆に富むと思われる。國

分自身も「皆を『能動的な責任主体』に仕立て上げよう

とする近代的な発想を抜け出さなければならないという

のは様々な分野で求められていることでしょう。『中動態

の世界』で目指しているのもそれです。」（國分・山崎

2017:p.170）と述べている。それは、帰責ゲームに絡めて

記すならば、「帰責ゲームがそもそも成立し得ない世界を

目指す」方向性と換言できる。帰責ゲームが成立する条

件を無効化するためには、大きくわけて２つの戦略が存

在すると思われる。 
ひとつには、その行為に対する責任はどこにも「無い」

とする中動態の根源的な思想（超越論的な態度）に立脚

する戦略である。責任がそもそも「無い」のだから、当

然、それをどこかに押し付けることも出来ず、帰責ゲー

ムは成立し得ない。確かに、國分（2017）のみならず小

坂井（2008）や大澤（1990）などが指摘するように、意

志の存在を前提とした「責任」と呼ばれる社会現象は「虚

構」であるとの主張には、論理的根拠も明確であるし、

著者らも同意する。一方、より事実的な視点に立脚する

とき、しかしながら多くの人々は、たとえ「自由意志に

よる行為だから責任を負うという近代個人主義的了解は

誤りである」と懇切丁寧に説明されたところで、「責任」

の存在を前提とする一般常識的な了解をそう簡単には手

放さないだろう。確かに、「責任」なる概念は事後的に超

越的に擬制された虚構に過ぎない。しかし、その蓋然性

ゆえ、擬制というプロセスは自身の手により隠蔽される。

この擬制と隠蔽というプロセスを経て、「責任」という幻

想は「規範」としてあたかも最初からほんとうに存在し

ていたかの如くの様相で存在権を得るようになる。実社

会においてこのようなプロセスがどうしても不可避だと

するなら、中動態の超越論的な態度のみに立脚し続ける

ことの実践的な意義は必ずしも豊かではないかもしれな

い。より事実的な態度に立脚した戦略というものも想起

し得るはずである。すなわち、その行為に対する責任は

どこかに「ある」とする認識を否定せずに、その所在を

問うこと自体を「しない（できない）」状態を目指す、と

いう戦略である。本稿で採るのはこの後者の戦略である。 
後者の戦略が中動態の原理的な思想から若干逸脱して

いるからといって、それが即座に中動態の概念と全く無

縁であるということにはならない。そもそも帰責ゲーム

の成立には、責任を押し付ける「相手」が、主語である

ところの「自身」とは別に独立して存在していることが

絶対的に必要なのであった。本稿の場合の自身とは住民

であり、相手とは防災行政である。住民と行政は分離独

立して存在していることが必要なのである。しかし、こ

の両者が分離独立した状態ではなく一体化した状態、つ

まり「私たち」であったとするならばどうだろうか。主

語の範囲の拡張と言い換えてもよい。拡張された主語を

「包括的な”We”（inclusive “we”）」（東 2009: p.20）と呼

んでもよい。とにかく、そこで行われる所作はまさしく、

「動詞が指し示す作用が主語から出発して、主語そのも

のがその作用の場所になっている」状態であり、「主語の

内に完結する」状態であり、それはすなわち、中動態に

よって表現されるべき事態に他ならない。その場に及ん

で「（防災行政と住民とのあいだの）帰責ゲーム」はもは

や成立し得ない。この状態を表現すべく、以下では便宜

上、「住民と防災行政の一体感」と呼称する軸を設け、そ

れが強い場合を「一体的」、それが弱い場合を「分断的」

と呼称することで、この方向性を記述することとする。 
この２つの分類軸に基づけば、図-1 に示す 4 つの象限

を描くことが出来る。我々の関心は、日本型防災・米国

型防災・キューバ型防災・NZ 型防災のそれぞれが、こ

の相対的な付置空間のなかのどの位置において特徴付け

られるかということである。相対的には、受動的防災（日

本型防災）は第 3 象限に、能動的防災（米国型防災）は

第 2 象限に、それぞれ付置されることになるだろう。そ

して、中動的防災が付置される領域は、それらの右側（第

1 象限と第 4 象限）ということになろう。ただし、この

うちの第 1 象限と第 4 象限には、同じ中動的防災の領域

にあったとしても、そこで表現される社会状況の特徴に

は微妙な差異が存在する。すなわち、第 4 象限にて表現

される住民の状況は、防災行政との一体感のもとにあり

ながら、自身の責任については無自覚な状態である。そ

れは単に「責任が破壊・抹消されてしまった状態」（矢守

2019）に過ぎないとも言える。あるいは「moral-hazard
あるいは free-rider の状態」（棚瀬 1994）とほぼ同類であ

るとも言える 2)。3 章(1)に記したとおり、著者らがキュ

ーバ型防災に見たものは、第 4 象限ではなく第 1 象限に

て表現される姿であった。このことの延長線上に演繹的

に考えれば、NZ 型防災の付置領域も第 4 象限ではなく

第 1 象限であることを期待することはできる。しかし一

方で、NZ 型防災に関しては、3 章(2)に記したように、わ

ずかなきっかけ（たとえば市場化や民営化などの非一体

化を指向するような施策）がひとたび表面化すると、と

たんに第 3 象限へと転落する危険性を帯びているともと

れる。だとするなら、NZ 型防災は、もともとは第 3 象

限の状態を起源とし、そこで具体的な方法をかなり自覚

的に選択することによって半ば強制的に一体感だけが醸

成された状態、すなわち第 4 象限に付置される可能性と

いうのも否定はできない。NZ 型防災が付置する可能性

防災に関する
自己責任意識

住民と防災行政
の一体感

第2象限 第1象限

第3象限 第4象限

（能動的）

強
↑

↓
弱

（受動的）

← →弱
（分断的）

強
（一体的）

(US)

(JP)

(NZ)

(NZ)

（各象限内に記載の括弧は想定される作業仮説）  
図-1 防災の各類型の相対的な付置関係の把握 

のための座標空間と作業仮説 
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は、第 1 象限と第 4 象限の双方に存在しているというこ

とになろう。 
（２）仮説検証のための調査 

ただし、とりわけキューバ型防災および NZ 型防災の

付置領域に関するこのような印象には、前章までに見た

ような幾つかの文献に基づく考察の他には、著者らによ

る各国の一般住民に対するかなり限定的なヒアリング調

査の知見以外の客観的な論拠を定位出来ていないのが現

状である。そこで以下では、受動的防災（日本型防災）・

能動的防災（米国型防災）・中動的防災（キューバ型防災、

NZ 型防災）の相対的付置関係に関する上述の仮説につ

いて、簡便なアンケート調査に基づき検証を試みる。 
なお、キューバに関しては、一定程度のサンプル数を

確保した上での一般住民に対する質問紙調査や Web 調

査の実施は事実上、不可能である。このことから、ここ

での検証では、中動的防災に関しては NZ のみを検証対

象とせざるを得ない。キューバに関して、あるいは、そ

の他の中動的防災の可能性を秘める地域に関して、住民

調査データに基づく検証は今後の課題としたい。 
アンケート調査の実施概要は表-1に示すとおりである。

サンプル数は合計 1,200 票であり、その内訳は、日本（以

下、JP）と米国（以下、US）と NZ の 3 か国それぞれ、

性別と年代別の均等割付のもとで 400 票（=10 区分×40
票）ずつとなっている。設問内容は各国調査ともに同一

である。JP 調査は日本語表記、US 調査と NZ 調査は英

語表記の質問文である。検証にあたっては、回答者の「防

災に関する自己責任意識」および「住民と防災行政の一

体感」に関する認識を把握する質問を設けている。これ

らをそれぞれ[Q1]および[Q2]と呼称しておく。 
なお、各対象国の公用語あるいは生活言語において「責

任」や「一体感」などと翻訳される語・概念の意味合い

に微妙な差異が生じてしまっている可能性を完全に排除

することは無論できない。あくまでもここでの分析が対

象とするものは、表-1 記載の文面を回答者に提示した際

に観測される反応であることに注意を要する。 
分析に際しては、対象国ごとに[Q1]および[Q2]の平均

値で考察を進める集計的な手続きではなく、各人ごとの

回答状況に着目する非集計的な議論が望ましい。そこで

まず、全サンプル（1,200 名）のうち、特徴が類似する者

同士を[Q1]と[Q2]に基づくクラスター分析によって幾つ

かのグループに類型化する。各グループの特徴を図-1 の

座標空間内における相対的付置関係として把握したうえ

で、各グループに属する回答者が、JP･US･NZ のどの地

域に偏在する傾向にあるのかを読み取る。 
（３）検証結果 

[Q1]（標準化値）と[Q2]（標準化値）に基づくクラス

ター分析（Ward 法、平方ユークリッド距離）により全サ

ンプル（1,200 名）をグルーピングした結果、C1～C4 の

4 つのグループが見出された。各グループに属する回答

者の[Q1]平均値を図-2(1)に、各グループに属する回答者

の[Q2]の平均値を図-2(2)に、それぞれ示す。これにより、

図-1の座標空間内における相対的付置関係としての各グ

ループの特徴は、以下のように読み取ることが出来る。 
[C1]グループに類型化される回答者においては、「防災

に関する自己責任意識」は「能動的（能動性が強い）」傾

向にあり、また、「住民と防災行政の一体感」は「分断的」

である傾向が強い。すなわち、図-1 の座標空間内におけ

る相対的付置関係としては「第 2 象限」に対応付けられ

る。したがって、[C1]グループに類型化される回答者に

は、能動的防災の傾向が読み取られることから、US へ

の偏在傾向が存在することが予想される。現に、[C1]グ
ループに類型化される回答者 227 人の地域偏在傾向を示

した図-3[C1]を見ると、US への偏在傾向が確かに見受け

られる。この偏在傾向の統計的有意性については、表-2
に示した調整済み残差にて確認することが出来る。能動

的防災はUS において特徴的なのである。 
[C2]グループに類型化される回答者においては、「防災

に関する自己責任意識」は「受動的（能動性が弱い）」傾

向にあり、また、「住民と防災行政の一体感」は「分断的」

である傾向が強い。すなわち、図-1 の座標空間内におけ

る相対的付置関係としては「第 3 象限」に対応付けられ

る。したがって、[C2]グループに類型化される回答者に

は、受動的防災の傾向が読み取られることから、JP への

偏在傾向が存在することが予想される。現に、[C2]グル

表-1 調査実施概要 

実施期間 2019 年11 月6 日～12 日 

実施方法 

インターネット調査。インターネット調査会社が保

有するモニターリストから抽出。対象国ごとに年

齢階層（20 歳代／30 歳代／40 歳代／50 歳代／

60 歳以上）と性別（女性／男性）で均等割付。JP
調査は日本語表記、US調査とNZ調査は英語表

記であるが、設問は各国とも同一内容。 

有効回答 1,200 票（JP: 400 票, US: 400票, NZ: 400 票) 

＜主な設問＞ 
 

[Q1]：自然災害から命を守るには住民自身が自己責任をもつ

べきだ （1:そう思わない～9:そう思う） Residents need to take 
some responsibility to protect themselves from natural disasters. (1: 
Disagree ～ 9: Agree) （平均値=6.80, 標準偏差= 2.00） 
 

[Q2]：「防災に関する行政と住民との関係の現状」について、次

の「A」と「B」には対立する意見を示してあります。あなたのお

考えはどちらに近いでしょうか。 「A: それぞれ一定の距離を

置いている“別々”という関係性にある」 「B: “わたしたち”と呼

べるような一体感がある」 （1： A に近い ～ 9： B に近い） 
Below are two conflicting statements about the “current 
relationship between the government and residents with respect to 
disaster prevention”. Which best reflects your thought: A or B? [A: 
There is a sense of distance where the parties refer to one another 
as “us and them”] [B: There is a sense of unity where both parties 
refer to themselves collectively as “we”] (1: Closer to A ～ 9: 
Closer to B) （平均値=4.74, 標準偏差=2.11） 
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は、第 1 象限と第 4 象限の双方に存在しているというこ

とになろう。 
（２）仮説検証のための調査 

ただし、とりわけキューバ型防災および NZ 型防災の

付置領域に関するこのような印象には、前章までに見た

ような幾つかの文献に基づく考察の他には、著者らによ

る各国の一般住民に対するかなり限定的なヒアリング調

査の知見以外の客観的な論拠を定位出来ていないのが現

状である。そこで以下では、受動的防災（日本型防災）・

能動的防災（米国型防災）・中動的防災（キューバ型防災、

NZ 型防災）の相対的付置関係に関する上述の仮説につ

いて、簡便なアンケート調査に基づき検証を試みる。 
なお、キューバに関しては、一定程度のサンプル数を

確保した上での一般住民に対する質問紙調査や Web 調

査の実施は事実上、不可能である。このことから、ここ

での検証では、中動的防災に関しては NZ のみを検証対

象とせざるを得ない。キューバに関して、あるいは、そ

の他の中動的防災の可能性を秘める地域に関して、住民

調査データに基づく検証は今後の課題としたい。 
アンケート調査の実施概要は表-1に示すとおりである。

サンプル数は合計 1,200 票であり、その内訳は、日本（以

下、JP）と米国（以下、US）と NZ の 3 か国それぞれ、

性別と年代別の均等割付のもとで 400 票（=10 区分×40
票）ずつとなっている。設問内容は各国調査ともに同一

である。JP 調査は日本語表記、US 調査と NZ 調査は英

語表記の質問文である。検証にあたっては、回答者の「防

災に関する自己責任意識」および「住民と防災行政の一

体感」に関する認識を把握する質問を設けている。これ

らをそれぞれ[Q1]および[Q2]と呼称しておく。 
なお、各対象国の公用語あるいは生活言語において「責

任」や「一体感」などと翻訳される語・概念の意味合い

に微妙な差異が生じてしまっている可能性を完全に排除

することは無論できない。あくまでもここでの分析が対

象とするものは、表-1 記載の文面を回答者に提示した際

に観測される反応であることに注意を要する。 
分析に際しては、対象国ごとに[Q1]および[Q2]の平均

値で考察を進める集計的な手続きではなく、各人ごとの

回答状況に着目する非集計的な議論が望ましい。そこで

まず、全サンプル（1,200 名）のうち、特徴が類似する者

同士を[Q1]と[Q2]に基づくクラスター分析によって幾つ

かのグループに類型化する。各グループの特徴を図-1 の

座標空間内における相対的付置関係として把握したうえ

で、各グループに属する回答者が、JP･US･NZ のどの地

域に偏在する傾向にあるのかを読み取る。 
（３）検証結果 

[Q1]（標準化値）と[Q2]（標準化値）に基づくクラス

ター分析（Ward 法、平方ユークリッド距離）により全サ

ンプル（1,200 名）をグルーピングした結果、C1～C4 の

4 つのグループが見出された。各グループに属する回答

者の[Q1]平均値を図-2(1)に、各グループに属する回答者

の[Q2]の平均値を図-2(2)に、それぞれ示す。これにより、

図-1の座標空間内における相対的付置関係としての各グ

ループの特徴は、以下のように読み取ることが出来る。 
[C1]グループに類型化される回答者においては、「防災

に関する自己責任意識」は「能動的（能動性が強い）」傾

向にあり、また、「住民と防災行政の一体感」は「分断的」

である傾向が強い。すなわち、図-1 の座標空間内におけ

る相対的付置関係としては「第 2 象限」に対応付けられ

る。したがって、[C1]グループに類型化される回答者に

は、能動的防災の傾向が読み取られることから、US へ

の偏在傾向が存在することが予想される。現に、[C1]グ
ループに類型化される回答者 227 人の地域偏在傾向を示

した図-3[C1]を見ると、US への偏在傾向が確かに見受け

られる。この偏在傾向の統計的有意性については、表-2
に示した調整済み残差にて確認することが出来る。能動

的防災はUS において特徴的なのである。 
[C2]グループに類型化される回答者においては、「防災

に関する自己責任意識」は「受動的（能動性が弱い）」傾

向にあり、また、「住民と防災行政の一体感」は「分断的」

である傾向が強い。すなわち、図-1 の座標空間内におけ

る相対的付置関係としては「第 3 象限」に対応付けられ

る。したがって、[C2]グループに類型化される回答者に

は、受動的防災の傾向が読み取られることから、JP への

偏在傾向が存在することが予想される。現に、[C2]グル

表-1 調査実施概要 

実施期間 2019 年11 月6 日～12 日 

実施方法 

インターネット調査。インターネット調査会社が保

有するモニターリストから抽出。対象国ごとに年

齢階層（20 歳代／30 歳代／40 歳代／50 歳代／

60 歳以上）と性別（女性／男性）で均等割付。JP
調査は日本語表記、US調査とNZ調査は英語表

記であるが、設問は各国とも同一内容。 

有効回答 1,200 票（JP: 400 票, US: 400票, NZ: 400 票) 

＜主な設問＞ 
 

[Q1]：自然災害から命を守るには住民自身が自己責任をもつ

べきだ （1:そう思わない～9:そう思う） Residents need to take 
some responsibility to protect themselves from natural disasters. (1: 
Disagree ～ 9: Agree) （平均値=6.80, 標準偏差= 2.00） 
 

[Q2]：「防災に関する行政と住民との関係の現状」について、次

の「A」と「B」には対立する意見を示してあります。あなたのお

考えはどちらに近いでしょうか。 「A: それぞれ一定の距離を

置いている“別々”という関係性にある」 「B: “わたしたち”と呼

べるような一体感がある」 （1： A に近い ～ 9： B に近い） 
Below are two conflicting statements about the “current 
relationship between the government and residents with respect to 
disaster prevention”. Which best reflects your thought: A or B? [A: 
There is a sense of distance where the parties refer to one another 
as “us and them”] [B: There is a sense of unity where both parties 
refer to themselves collectively as “we”] (1: Closer to A ～ 9: 
Closer to B) （平均値=4.74, 標準偏差=2.11） 

 

ープに類型化される回答者 452 人の地域偏在傾向を示し

た図-3[C2]を見ると、JP への偏在傾向が確かに見受けら

れる。この偏在傾向の統計的有意性については、表-2 に

示した調整済み残差にて確認することが出来る。受動的

防災は JP において特徴的なのである。 
[C3]グループに類型化される回答者においては、「防災

に関する自己責任意識」は「能動的（能動性が強い）」傾

向にあり、また、「住民と防災行政の一体感」は「一体的」

である傾向が強い。すなわち、図-1 の座標空間内におけ

る相対的付置関係としては「第 1 象限」に対応付けられ

る。つまり、[C3]グループに類型化される回答者は、中

動的防災の傾向が読み取られることから、NZ への偏在
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図-2 各グループの「防災に関する自己責任意識」と「住民と防災行政との一体感」 
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図-3 各グループに属する回答者の地域偏在傾向 

災害情報　No.19-1  2021 53



差にて確認することが出来る。moral-hazard あるいは

free-rider の問題は、NZ において危惧される問題ではな

く、JP において特徴的なのである。 
以上の結果を図-1と同じ座標空間内に記してまとめた

ものが図-4 である。4 章(2)および図-1 にて提示した相対

的付置に関する検証仮説のうち、第 4 象限以外に関して

概ね支持するものであることがわかる。加えてこれは、

とりわけ日本型防災の意味を単に「防災行政と住民が分

断し、双方が責任の追及と回避を応報的に繰り返す殺伐

とした関係性のもとで営まれる受動的な防災」として“の

み”捉えることは不十分であり、そこに更にmoral-hazard
あるいはfree-riderの状態をも含めて捉え直す必要がある

ことを示唆するものであることがわかる。 
（４）防災の責任追及意向 

中動的防災は、その定義からも明らかなように「防災

の責任の所在を問わない」ことが最大の特徴なのであっ

た。このことについて、ここで改めて確証を得ておきた

い。具体的には、[C3][C4]に属する回答者は、そのほか

のグループに属する回答者よりも、防災の責任追及意向

が少ない傾向にあることを確認する。確認には、前掲の

調査にて設けてある[Q3]を用いる。[Q3]では、まず、回

答者に表-3に記したような架空の状況を想定することを

要請する。この状況想定は、イタリア・ラクイラ地震に

おいて地震予知情報の適否を巡って争われた実際の訴訟

をモデルに、記述としては若干のデフォルメを伴ってフ

ィクションとして描かれたストーリーを、斎藤（2018: 
pp.v-vi）からそのまま引用したものである。その架空の

状況想定に対して回答者が抱いた防災の責任追及意向を、

「誰も悪くない」という問いかけに対する「1：そう思う

～9：そう思わない」の反応として把握した（平均値=5.61, 
標準偏差=2.28）。図-5 は、その反応を[C1]～[C4]の 4 類

型ごとに平均値（標準化）として示したものである。も

とより、曖昧な問いかけゆえ、それに対する反応も幅を

もったばらつきの大きなものとなることが想像される。

現に、[C1]と[C4]に類型化される回答者の反応はそのよ

うなばらつきの大きい状況となっている。しかしながら、

[C2]および[C3]に類型化される回答者の反応は、そうは

なっていない。[C2]の回答者（JP に顕著な受動的防災の

タイプ）においては、防災の責任追及意向が明確に強い。

それに対して、[C3]の回答者（NZ に顕著な中動的防災の

タイプ）においては、防災の責任追及意向が弱いことが

明瞭にわかるものとなっている。 
中動的防災が「防災の責任の所在を問わない」という

点で特徴的であるという見立ては、[C4]に属する回答者

防災に関する
自己責任意識

住民と防災行政
の一体感
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図-4 防災の各類型の相対的な付置関係の把握 

に関する検証結果 

表-2 各グループの特徴のまとめ 

 [C1] 
(N=277) 

[C2] 
(N=452) 

[C3] 
(N=398) 

[C3] 
(N=123) 

(1) 
防災に関する自己責任意識 ○強  弱 ○強  弱 

住民と防災行政の一体感 弱 弱 ○強  ○強  

(2) 

JP 
(N=400) 

度数 60  192  88  60  
期待度数 75.7  150.7  132.7  41.0  

調整済み残差 -2.450 * 5.224 ** -5.810 ** 3.839 ** 

 少 ○多  少 ○多  

US 
(N=400) 

度数 97  141  119  43  
期待度数 75.7  150.7  132.7  41.0  

調整済み残差 3.336 ** -1.222  -1.778  0.404  

 ○多     

NZ 
(N=400) 

度数 70  119  191  20  
期待度数 75.7  150.7  132.7  41.0  

調整済み残差 -0.886  -4.002 ** 7.587 ** -4.240 ** 

  少 ○多  少 

(3) 責任追及意向  ○大  ○小   

（*：p<0.05, **：p<0.01） 
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には該当せず、[C3]の回答者のみ、すなわち第 1 象限の

意味での中動的防災においてのみ当てはまると言える。

[C3]の人々によって営まれる中動的防災は、自らの責任

を自覚してはいるが、しかしながら、防災の責任の所在

がどこにあるのかは問い詰めない、という点で特徴的な

のである。 
 
５．おわりに 
（１）日本型防災のこれから 
防災研究、とりわけ防災の責任に関する議論に中動性

の概念を持ち込むことの意義は、以下の点にある。すな

わち、日本型防災において繰り広げられる帰責ゲーム（棚

瀬 1994: pp.10-11）という因習からの脱却を促す大きな契

機となり得る、という点である。この帰責ゲームは、「防

災行政と住民が分断し、双方が責任の追及と回避を応報

的に繰り返す殺伐とした関係性のもとで営まれる受動的

な防災」をベースとして繰り広げられている。我々はこ

こからの脱却を試みるべきである。そのために何が必要

なのかを考えるとき、中動態の概念からは多くの示唆を

得ることができるはずである。 
しかし、その中動性の概念に関しては、未だ十分な理

解が浸透しているとは言えない。ともするとそこには、

単に責任の所在を曖昧にしただけではないのか、責任の

曖昧化に便乗したmoral-hazard あるいは free-rider といっ

たような無責任な行動を肯定しているだけではないのか、

さらには、それは単なる全体主義や集団主義の賛美に過

ぎないのではないか、などといった懸念が付きまとう。

本稿で掲げた防災の類型に関する相対的付置関係のうち、

第 1 象限および第 4 象限が中動的防災の占め得る領域と

いうことになるが、この懸念は第 4 象限に相当する。 
しかし、そのような懸念は少なくとも NZ 型防災にお

いては杞憂であり、むしろ日本型防災において憂慮すべ

きものであることが、本稿の分析にて示された。日本型

防災のこれからの方向性を模索するという冒頭に掲げた

主旨に立ち返るなら、日本においてもしも「防災行政と

住民との一体感」を醸成するという方向性のみを推し進

めたならば、その帰結として予期されるのは、まさに上

記の懸念がさらに助長された事態であろう。 
では、日本型防災は今後如何なる方向を目指すべきな

のか。この大きな問いに対する明瞭で実践的な回答を本

稿における「一考察」のみによって示すことは困難であ

る。しかし、少なくとも日本型防災は NZ 型防災を「参

表-3 責任追及意向の設問における状況想定 
[Q3]: 以下の文章（状況想定）は、あなたがお住まいの国における出来事だと想像してください。 

もっとも地震が起きやすいと想定されたある地域について、地震予知の最先端で活躍する専門家（大学教授）が、数日先の大地震の発

生を予知する作業をしている。政府は、この専門家の地震予知に基づいて、当該地域に非常事態宣言を発し、数日先に発生する大地震に

備えて地域住民に迅速な避難を指示する。 
ある日、この専門家は、観測網から送られてくる大量のデータを分析していて、大地震発生の予兆を察知した。専門家は、直ちに政府

に連絡を入れた。首相は、当該地域に非常事態宣言を速やかに発した。 
しかし、3 日経っても、1 週間経っても、半月経っても、1 ヶ月経っても、大地震はまったく起きなかった。その間、非常事態宣言のた

めに避難を強いられた地域の住民や事業者は、政府に対して不平不満を口にするようになった。 
専門家は、ついに地震予知の失敗を認めた。政府も、40日経過した時点で非常事態宣言を取り下げた。 
そして、人々が戻ってきて平常に復するかに見えた45日目に大地震が起きた。人々は地震発生の危機が過ぎ去ったと安堵し油断してい

たこともあって、多くの人々の命が失われた。 
 

[Q3]: Please image that the following (fictional) situation has occurred in your country. 

A leading expert (university professor) in the field of earthquake prediction is engaged in work to predict the occurrence of major earthquakes in 
earthquake prone areas several days in advance. Based on this expert’s earthquake prediction, the government will declare a state of emergency in the 
affected area and instruct local residents to promptly evacuate before a major earthquake occurs in the next few days. 

One day, the expert analyzed a large amount of data sent from the observation network and noticed signs of an impending major earthquake. The expert 
immediately contacted the government. The prime minister promptly declared a state of emergency in the area where the earthquake was predicted to occur. 

Time passed… 3 days, a week, 2 weeks, a month… but still no major earthquake occurred. Meanwhile, the local residents and business operators forced 
to evacuate due to the state of emergency began to complain to the government.  

The expert finally admitted that the earthquake prediction was incorrect. And the government called off the state of emergency after a total of 40 days. 
Then, 45 days after the prediction, just when everyone had returned to the area and things seemed to be getting back to normal, the major earthquake 

occurred. Many people had let their guard down, thinking the risk of the earthquake had passed, and lost their lives as a result. 
. 
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照するに値する貴重な先行事例として認識すべき」とい

うことだけは指摘しておくことは出来る。そして、そこ

での最大の論点は、「NZ 型防災ではなぜ、ノーフォルト

制度をはじめとした一体化を指向する種々の施策が推し

進められてもなお、第 4 象限に陥ることなく第 1 象限に

留まることが可能なのか」という点である。この点に関

する明快な回答を現時点で著者らは残念ながら持ち合わ

せてはいないが、その議論の糸口として幾つかの視点は

提示することはできる。その視点の例示として、以降の

(2)および(3)に補論を提示する。(2)の補論では「NZ にお

けるその理由を思索しようとすると、日本では第 1 象限

としての中動的防災の実践など不可能かもしれないとい

う見通しに至る」という、著者らのやや悲観的な所感を

示す。一方、(3)の補論では「だとしても悲観的に諦める

のはまだ早いのかもしれない」という、一筋の光（最後

の砦）の存在可能性を絞り出す。これらの補論を含め、

多少粗削りではあるかもしれないが、本稿で示された幾

つかの知見や示唆が、防災の責任の所在に関する議論や

日本型防災の今後のあるべき方向性に関する議論の活性

化に幾ばくかでも資することが出来るならば望外の喜び

である。 
（２）補論：なぜ NZなのか 

NZ の風土に関する理解について小松（2012: p.41）も

「それらの成果・実績が生み出された所以をたずねる場

合、たんなる『やる気のあるなし』といった精神論で理

解、評価する人がいるとしたら、安易にすぎるであろう」

と釘を刺す。「体制としては一貫して資本主義と民主主義

を基調としてきた。それでいて、競争のみを是とせず、

国民の間には安定志向、それを土台にした相互扶助と共

生の理念が基本的なところ・大切なところでは根づき、

機能してきたのである」としている。そして、その理念

は、あらゆる場において垣間見られるという。 
たとえば、NZ で広く受容されている修復的司法

（Restorative Justice）などは、その最たる例のひとつであ

ろう。修復的司法とは、被害者・加害者・コミュニティ

の三者の対話による紛争解決形態である。加害者を司法

によって断ち、処遇を決定していく西洋型司法システム

では NZ の伝統的文化に馴染まないのではないかとの違

和感のもと、マオリの伝統的習慣である拡大家族等を含

む集団による対話で加害者を再統合してゆく紛争解決方

法を踏襲し、それはファミリーグループ・カンファレン

ス（Family Group Conference）として結実されている（竹

原 2012: pp.284-308）。 
あるいは、NZ における障害者政策の理念にもそれは

はっきりと表れている。ともすると我々は、障害

（disability）を「個人が有する機能障害（impairments）」
と捉えがちであるが、NZの障害者施策はそうではない。

障害とはあくまでも「機能障害を有している人たちを考

慮しない社会がつくりあげる障壁（barriers）」であるとの

認識なのである。そのもとで、無知や偏見を含むそれら

の障壁を取り除くことが、障害者の完全参加が図られる

社会の形成に不可欠であると謳う（綿貫 2012: p.282）。こ
のような理念は、NZ の公用語が英語とマオリ語と手話

の 3 言語となっていることにも通底する（青柳 2019）。 
さらには、クライストチャーチモスク銃乱射事件（2019

年 3 月 15 日）におけるアーダーン首相の声明にも、それ

は確実に読み取られる。「They are us.（被害者には移民や

難民が多く含まれていたかもしれないが、彼らはニュー

ジーランド人であり、彼らは私たちである。）」（The New 
Zealand Herald 2019a）というフレーズがよく知られると

ころとなったが、ここだけを切り取るなら、それは「移

民難民政策の寛容さ」と「国民と行政との一体感」をあ

らためて確認するに留まるものである。注目すべきはそ

こだけではない。ともすると我々は、しばしば容疑者に

制裁を与えたいと希求する。無論、殺人犯には司法に則

り処罰が下される。しかし、首相が声明として強調する

のはそのような表層的な事ではない。「He may have 
sought notoriety, but we in New Zealand will give him nothing, 
not even his name.（容疑者は悪名を求めるかもしれないが、

NZ の私たちは彼には何も与えない。だから私は彼の名

前さえ口にしない。）」（The New Zealand Herald 2019b）と

いうことである。ここで強調されるのは、容疑者を引き

ずり出してきて公衆の面前で土下座させることではなく、

責任の所在を強く尋問することでもない。最も強調され

るのは、あくまでも被害者の救済なのであって、ここで

は遺族と共にあることなのである。このことは、事件発

生直後の米国トランプ大統領からの「米国が提供できる

サポートは何か」との問いかけに対する NZ アーダーン

首相の返答が、報復攻撃の協力要請などでは決してなく

「sympathy and love for all Muslim communities.（全てのイ

スラム教徒コミュニティに共感と愛を）」（The New 
Zealand Herald 2019c）という内容であったことにも同様

に感じ取ることが出来る。 
このような声明に至った背景としては、無論、アーダ

ーン首相個人のパーソナリティーに依るところも大きい

だろう。しかし、その声明の具体の内容が重要なのでは

ない。より重要なことは、それを多くの NZ 国民が支持

しているという現実である。極論すれば、ここで「We will 
give him nothing.」なのか、あるいは「We will give him 
punishment.」なのかの違いは、その拠り所としての国の

風土の在りようの違いであると言っても過言では無いと

思われるのである。そして、前者の「We will give him 
nothing.」と言わしめる風土が存在する NZ においては、

もはや第 1 象限としての中動的防災を実践することなど

は必然とすら言えるのではなかろうか。中動的防災の実

践の有無だけを切り出して議論しても、その背景に及ぶ

真相は見えにくい。中動的防災を、たとえば前掲の修復

的司法や障害の捉え方などと並列に位置付けることで初

めて、それらを可能とさせる背景としての風土の様相、

それらを実現せずにはいられない風土の様相が浮かび上
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照するに値する貴重な先行事例として認識すべき」とい

うことだけは指摘しておくことは出来る。そして、そこ

での最大の論点は、「NZ 型防災ではなぜ、ノーフォルト

制度をはじめとした一体化を指向する種々の施策が推し

進められてもなお、第 4 象限に陥ることなく第 1 象限に

留まることが可能なのか」という点である。この点に関

する明快な回答を現時点で著者らは残念ながら持ち合わ

せてはいないが、その議論の糸口として幾つかの視点は

提示することはできる。その視点の例示として、以降の

(2)および(3)に補論を提示する。(2)の補論では「NZ にお

けるその理由を思索しようとすると、日本では第 1 象限

としての中動的防災の実践など不可能かもしれないとい

う見通しに至る」という、著者らのやや悲観的な所感を

示す。一方、(3)の補論では「だとしても悲観的に諦める

のはまだ早いのかもしれない」という、一筋の光（最後

の砦）の存在可能性を絞り出す。これらの補論を含め、

多少粗削りではあるかもしれないが、本稿で示された幾

つかの知見や示唆が、防災の責任の所在に関する議論や

日本型防災の今後のあるべき方向性に関する議論の活性

化に幾ばくかでも資することが出来るならば望外の喜び

である。 
（２）補論：なぜ NZなのか 

NZ の風土に関する理解について小松（2012: p.41）も

「それらの成果・実績が生み出された所以をたずねる場

合、たんなる『やる気のあるなし』といった精神論で理

解、評価する人がいるとしたら、安易にすぎるであろう」

と釘を刺す。「体制としては一貫して資本主義と民主主義

を基調としてきた。それでいて、競争のみを是とせず、

国民の間には安定志向、それを土台にした相互扶助と共

生の理念が基本的なところ・大切なところでは根づき、

機能してきたのである」としている。そして、その理念

は、あらゆる場において垣間見られるという。 
たとえば、NZ で広く受容されている修復的司法

（Restorative Justice）などは、その最たる例のひとつであ

ろう。修復的司法とは、被害者・加害者・コミュニティ

の三者の対話による紛争解決形態である。加害者を司法

によって断ち、処遇を決定していく西洋型司法システム

では NZ の伝統的文化に馴染まないのではないかとの違

和感のもと、マオリの伝統的習慣である拡大家族等を含

む集団による対話で加害者を再統合してゆく紛争解決方

法を踏襲し、それはファミリーグループ・カンファレン

ス（Family Group Conference）として結実されている（竹

原 2012: pp.284-308）。 
あるいは、NZ における障害者政策の理念にもそれは

はっきりと表れている。ともすると我々は、障害

（disability）を「個人が有する機能障害（impairments）」
と捉えがちであるが、NZの障害者施策はそうではない。

障害とはあくまでも「機能障害を有している人たちを考

慮しない社会がつくりあげる障壁（barriers）」であるとの

認識なのである。そのもとで、無知や偏見を含むそれら

の障壁を取り除くことが、障害者の完全参加が図られる

社会の形成に不可欠であると謳う（綿貫 2012: p.282）。こ
のような理念は、NZ の公用語が英語とマオリ語と手話

の 3 言語となっていることにも通底する（青柳 2019）。 
さらには、クライストチャーチモスク銃乱射事件（2019

年 3 月 15 日）におけるアーダーン首相の声明にも、それ

は確実に読み取られる。「They are us.（被害者には移民や

難民が多く含まれていたかもしれないが、彼らはニュー

ジーランド人であり、彼らは私たちである。）」（The New 
Zealand Herald 2019a）というフレーズがよく知られると

ころとなったが、ここだけを切り取るなら、それは「移

民難民政策の寛容さ」と「国民と行政との一体感」をあ

らためて確認するに留まるものである。注目すべきはそ

こだけではない。ともすると我々は、しばしば容疑者に

制裁を与えたいと希求する。無論、殺人犯には司法に則

り処罰が下される。しかし、首相が声明として強調する

のはそのような表層的な事ではない。「He may have 
sought notoriety, but we in New Zealand will give him nothing, 
not even his name.（容疑者は悪名を求めるかもしれないが、

NZ の私たちは彼には何も与えない。だから私は彼の名

前さえ口にしない。）」（The New Zealand Herald 2019b）と

いうことである。ここで強調されるのは、容疑者を引き

ずり出してきて公衆の面前で土下座させることではなく、

責任の所在を強く尋問することでもない。最も強調され

るのは、あくまでも被害者の救済なのであって、ここで

は遺族と共にあることなのである。このことは、事件発

生直後の米国トランプ大統領からの「米国が提供できる

サポートは何か」との問いかけに対する NZ アーダーン

首相の返答が、報復攻撃の協力要請などでは決してなく

「sympathy and love for all Muslim communities.（全てのイ

スラム教徒コミュニティに共感と愛を）」（The New 
Zealand Herald 2019c）という内容であったことにも同様

に感じ取ることが出来る。 
このような声明に至った背景としては、無論、アーダ

ーン首相個人のパーソナリティーに依るところも大きい

だろう。しかし、その声明の具体の内容が重要なのでは

ない。より重要なことは、それを多くの NZ 国民が支持

しているという現実である。極論すれば、ここで「We will 
give him nothing.」なのか、あるいは「We will give him 
punishment.」なのかの違いは、その拠り所としての国の

風土の在りようの違いであると言っても過言では無いと

思われるのである。そして、前者の「We will give him 
nothing.」と言わしめる風土が存在する NZ においては、

もはや第 1 象限としての中動的防災を実践することなど

は必然とすら言えるのではなかろうか。中動的防災の実

践の有無だけを切り出して議論しても、その背景に及ぶ

真相は見えにくい。中動的防災を、たとえば前掲の修復

的司法や障害の捉え方などと並列に位置付けることで初

めて、それらを可能とさせる背景としての風土の様相、

それらを実現せずにはいられない風土の様相が浮かび上

がる。その意味では、「なぜ NZ なのか」という問いは、

NZ 国民には当然過ぎる愚問と感じられるであろう。こ

の問いは、後者の「We will give him punishment.」が声高

らかに叫ばれる社会においてのみ、あるいは、責任の所

在の追及と回避が応報的に繰り返される国情においての

み、成立し得る問いであると言える。問いと言うよりは、

羨望と言い換えてもよい。そして、その問いが問い（羨

望）として成立する社会であり続ける限り、第 1 象限と

しての中動的防災の実践など不可能に近い。隔たりがあ

まりにも大きすぎるのである。日本では到底、それを実

践することなど不可能なのかもしれない。悲観的に過ぎ

るかもしれないが、そう考えずにはいられないのである。 
（３）補論：風土の可能性 
概して我々は、修復的司法、障害者施策、クライスト

チャーチモスク銃乱射事件での首相の声明、第 1 象限と

しての中動的防災、などの幾多の実践を可能とさせるNZ
の風土なるものが、幾多の実践に先立って「根本的な価

値観」としてあらかじめ存在していた、と考えがちであ

る。無論、部分的にはそのような側面もあるだろう。よ

り厳密には、国民自身がそのような因果の方向（風土が

原因。修復的司法、障害者施策、クライストチャーチモ

スク銃乱射事件での首相の声明、第 1 象限としての中動

的防災、などはその結果。）を信じることが出来る状態に

あることが重要である。しかし、実際には主たる因果の

方向は逆である。幾多の個別具体の実践の積み重ねによ

り、それらの背景としての風土なる概念が「根本的な価

値観」として事後的に形作られる。したがって、幾多の

個別具体の実践者たちが、そこで如何なる「根本的な価

値観」を確信しながら実践するのかによって、その国や

地域の風土の在りようも異なってくると言える。風土な

る概念は所与の条件ではない。我々が作り上げるもので

ある。 
だとするなら、日本型防災の可能性は、「防災行政と住

民が分断し、双方が責任の追及と回避を応報的に繰り返

す殺伐とした関係性のもとで営まれる受動的な防災」が

行われる社会にも、あるいは、「責任の所在の尋問に腐心

するのではなく、防災行政と住民との一体感のもと、我々

の責任をそれぞれが自覚して営まれる中動的な防災」が

行われる社会にも、如何なる方向にも開かれていると言

える。第 1 象限としての中動的防災の実践は、日本にお

いても不可能ではないのかもしれない。悲観的に諦める

のはまだ早いのかもしれない。 
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補注 
1) インタビューは2018 年1 月2 日にキューバ国内（首都ハバ

ナ近郊）にて著者らが通訳を介して直接に行ったものであ

る。 
2) 棚瀬（1994）は、不法行為責任を支える実質的な道徳的基

礎づけを「共同体的正義」として論じている。そこでは、

不法行為法のあり方を規定する３つの正義感（個人的正

義・全体的正義・共同体的正義）が提示されている。この

うち、前者２つの問題点を乗り越えようとして提起された

ものが共同体的正義であった。ここではその詳細を記す余

裕がないので、それらを本稿の主旨（４つの象限）になぞ

らえつつ、ごく簡潔にその要点をまとめておく。すなわち、

個人的正義に関する議論の段階とは、孤立した諸個人の「す

る」か「しないか」を扱った議論であると括ることができ、

それはすなわち、図-1 および図-4 の左側における「第 2 象

限（能動的防災、米国型防災）」か「第3 象限（受動的防災、

日本型防災）」かの議論にも重なる。次いで、全体的正義に

関する議論の段階は、端的に括れば、最終的には「共同体

の誰にやらせる（誰に負担を強いる）のが効率的か」とい

う思考への引力にどう抗うのかが議論されていると言え、

それはすなわち、図-1 および図-4 の「第 4 象限」の議論に

重ねることができる。moral-hazard や free-riderの問題が取り

沙汰されるのはこの段階である。最後に、共同体的正義に

関する議論の段階は、端的に括れば、最終的には「共同体

のなかの自分として何ができるか」に関する議論であると

括ることができ、それはすなわち、図-1 および図-4 の「第

1 象限」の議論に重なる。なお、この共同体的正義の議論に

おける、「いったん個人主義をくぐり抜けた地点での連帯の

可能性が探られなければならない」（棚瀬1994: p.18）や「共

同体的正義では、不法行為を、加害から回復まで通時的に

みて、その上で、加害者が、被害者と向き合い、その苦痛

を除去するために自分として何ができるか考えていく、そ

うした不法からの回復のプロセスに大きな関心をもつ。」

（棚瀬1994: pp.19-20）などの論点は、本稿の最終章に示す

補論を糸口として「NZ 型防災ではなぜ、ノーフォルト制度

をはじめとした一体化を指向する種々の施策が推し進めら

れてもなお、第 4 象限に陥ることなく第 1 象限に留まるこ

とが可能なのか」という問いへの回答を模索する際には示

唆に富むと思われる。とりわけこれらは、(2)補論にて触れ

た「修復的司法」の理念にも深く通じるものであると思わ

れる。 
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ABSTRACT 
 

In this paper, we consider the consensus on the responsibility for disaster prevention. This paper refers to the 
viability of a society (middle-voice disaster prevention) that aims to be "a state in which disaster prevention is 
present as a result, regardless of the responsibility of disaster prevention", by contrasting the United States (active 
disaster prevention), which seeks to “do” by itself, and Japan (passive disaster prevention), which requires disaster 
prevention administration to “do.” 

It may be hard to imagine a state of middle-voice disaster prevention for people who are obsessed with passive 
or active disaster prevention. Not only that, they may be concerned that it is merely blurring responsibility, that it is 
just affirming irresponsible behavior like moral-hazard and free-rider, or that it is just a praise of totalitarianism or 
collectivism. This paper refers to disaster management in Cuba and New Zealand as an opportunity to resolve those 
concerns. A questionnaire survey suggested that such concerns are unrelated in New Zealand where middle-voice 
disaster prevention is practiced, and are rather relevant in Japan.  
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和文要約 
 
介護保険施設の事業継続において重要業務の一つである給食事業は、近年、外部事業者への業務

委託率が高くなっている。災害発生時や南海トラフ地震臨時情報発表時に、これら給食関連事業者

の業務に支障が生じると、施設入所者への食事提供に影響すると考えられる。そこで介護保険施設

の給食事業における防災対策を対象に、介護保険施設の給食担当者と給食関連事業者への大規模な

調査を行った。南海トラフ地震防災対策推進地域の介護保険施設として、高知市の施設担当者への

ヒアリングと、令和元年台風第 15 号で広域停電の発生した千葉県の全施設への質問紙調査を行った。

施設の防災対策の現状と課題を抽出するとともに、給食関連事業者との連携の必要性を確認した。

そして、南海トラフ地震防災対策推進地域の都道府県内の介護保険施設等を対象とした給食サービ

ス事業者および食材卸売事業者全社へ質問紙調査を行った。調査結果から、受託施設の半数で食料

備蓄を外部委託事業者が行っていることなどが明らかとなり、給食関連事業者との連携強化が事業

継続に重要であることを確認した。また、南海トラフ地震臨時情報発表時に、避難勧告発令地域内

で事業継続中の施設に対して、約 8 割の給食サービス事業者からは職員が派遣されない可能性が示

された。今後の対策として、行政による物資供給、代替食材開発等のサプライチェーン全体での検

討体制の構築などを提案した。 
 
 

キーワード：介護保険施設、給食、サプライチェーン、事業継続、南海トラフ地震臨時情報 
 
 

１．はじめに 
社会の防災力の向上のため、事業所では災害発生時の

職員や顧客などの安全確保とともに、災害発生後に社会

的に重要な業務を継続、あるいは中断した場合にも早期

に再開させることが求められる。そのためライフライン

企業など、事業の中断による社会への影響が大きく人命

にも関わる事業を担う事業者では、事業継続計画を策定

する取り組みが行われている（内閣府,2013a）。 
介護施設や保育所などの社会福祉施設は、そうした地

域社会にとって重要な事業所の一つである。とくに特別

養護老人ホームや介護老人保健施設などの介護保険施設

では、在宅で自立した生活が困難な入所者への身体介護

が行われており、平常業務が大きく支障を被る期間が長

引くと、直接的に「生命が脅かされる危険性」もある。 
そのため、高齢者や障害者などの福祉施設における事

業継続計画の策定指針が行政機関や関係団体から示され、

調査研究も多く行われている（例えば、全国社会福祉施

設経営者協議会, 2009、鍵屋, 2015）。このうち入所型の介

護保険施設の事業継続計画で優先されるべき重要業務の

例としては、排泄などの身体介護、医療、給食などが挙

げられている。これら重要業務のうち、身体介護など主

に施設職員が担う業務に比べて、給食事業は施設外部の

機関との連携が多く必要となる。入所型施設の厨房にお

ける日々の調理は、近年は後述するように外部事業者へ

の業務委託が進んでいる。施設では食料等の備蓄は行わ

れているものの、災害の影響が長期に及んだ際には、外

部事業者からの調達が不可欠となる。災害発生前にも、

2019 年からは南海トラフ地震臨時情報（以下、「臨時情

報」）が発表される社会状況も考えられるようになった。

臨時情報発表時に、給食関連事業者が職員の安全確保な

どのために企業活動を縮小すると、介護保険施設におけ

る食事提供に影響が生じると考えられる。このように介

護保険施設の事業継続における重要業務の一つである食

事提供については、施設単独での取り組みに加え、給食
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事業を委託している事業者や、その食材の調達先となる

卸売事業者など、外部事業者との連携の重要性が近年高

まっていると考えられる。 
これまでの福祉施設の事業継続に関する策定指針や調

査研究のなかで、給食事業の継続のため施設単独で行え

る施策は、備蓄の積み増しや、限られた食材での調理の

工夫、施設の停電対策など多く示されている（例えば、

全国社会福祉施設経営者協議会, 2009、松月, 2013）。ただ

し、施設外の給食関連事業者との連携については、必要

性の指摘はされているものの、災害時の連絡体制の強化

や対応方針の確認などが中心で、具体性の高い施策まで

は十分に示されていない。給食関連事業者と連携した対

策は、施設単独で実施できる内容ではないうえ、サプラ

イチェーンの強化など経済分野での対策の側面も強いた

め、福祉施設従業者むけの事業継続策定指針では、具体

的に記載しにくいものと考えられる。他方で、施設外部

の給食関連事業者側の防災対策の状況や課題に焦点をあ

てた既往研究は見られない。 
そこで本研究では、介護保険施設の事業継続の強化に

むけて、重要業務の一つである給食事業に焦点をあてた。

従来の研究で示されてきた施設単独での給食事業継続の

施策に加え、外部事業者との連携強化やサプライチェー

ンで求められる取組みを抽出することを目指した。その

ため本研究では、介護保険施設への調査とともに、既往

研究では見られない介護保険施設の給食に関わる外部事

業者の防災対策に関する大規模な調査も行った。施設入

所者への給食について、幅広いサプライチェーンの観点

から調査を行い、災害対策上の課題と今後の改善策を提

案することを目標とした。 
次の 2 章で、介護保険施設における給食事業の現況と、

過去の被害事例からの知見を整理する。3 章では、本研

究で行った介護保険施設および給食関連事業者を対象と

した調査方法等の概要を記す。調査は、南海トラフ地震

の被害の懸念される地域を主対象とした。4 章で、介護

保険施設への調査結果を報告する。2019 年の台風第 15
号によって広域停電の生じた千葉県内の全ての介護老人

福祉施設および介護老人保健施設への質問紙調査回答結

果から、施設の給食事業における防災対策の現状や課題

などを報告する。また高知市の 5 施設にグループインタ

ビューを行い、給食事業における防災対策の詳細や南海

トラフ地震臨時情報への対応方針の有無などを確認した

結果を報告する。5 章では、福祉施設の給食事業に関わ

る給食サービス事業者および食材卸売事業者への大規模

な質問紙調査の結果を報告する。防災対策の現状や課題、

南海トラフ地震臨時情報発表時の対応方針などを報告す

る。6 章ではこれらの調査結果にもとづき、介護保険施

設における給食事業の継続のために、今後に期待される、

施設と給食関連事業者や行政が連携した取組みについて

考察し、改善のための施策を提案する。 
 

２．現況と既往調査等からの知見 
（１）介護保険施設における給食事業の概況 
介護保険法にもとづく、介護保険施設の種別としては、

要介護者の生活施設となる「介護老人福祉施設（特別養

護老人ホーム）」、病気等からの在宅復帰を目指す要介護

者に対しリハビリ等を提供する「介護老人保険健施設（老

健）」がある。このほか、口での食事の摂取が困難で、と

はチューブなどで胃や腸に栄養を直接注入（経管栄養）

などの医療提供が必要な方のための施設として、「介護医

療院」（従来の「介護療養型医療施設」から転換）がある

（343 施設：2020 年 3 月 31日現在）。 
本研究調査は、介護保険施設での給食サービスを対象

としていることから、介護老人福祉施設と介護老人保健

施設を対象とする。その施設数は、最新の「平成29 年介

護サービス施設・事業所調査の概況」では、介護老人福

祉施設が 7,891 施設、介護老人保健施設が 4,322 施設とな

っている（厚生労働省，2018）。定員数はあわせて 100
万人を超える規模であり、その防災対策は社会的に重要

である。一施設あたりの平均的な定員数は、介護老人福

祉施設が 69 人、介護老人保健施設が 86 人である。 
一定規模の給食を行っている介護保険施設は、健康増

進法にもとづき届出が必要となっている。健康増進法で

は「特定かつ多数の者に対して、継続的に食事を供給す

る施設のうち栄養管理が必要なものとして厚生労働省令

で定める」施設のうち「1 回 100 食以上又は 1 日 250 食

以上の食事を供給する」施設は「特定給食施設」、「1 回

50食以上100食未満又は1日100食以上250食未満の食

事を供給する」施設は「小規模特定給食施設」とされる。 
こうした給食施設の種類は、企業の職員食堂のような

施設、保育所や学校などの給食施設、そして「メディカ

ル給食」と呼ばれる介護保険施設や病院などの給食に分

類される。メディカル給食の特徴は第一に、学校給食や

職員食堂などと異なり、朝昼晩 3 食を休みなく連日供給

する必要がある点が挙げられる。第二に、利用者の嚥下

機能に即して、きざみ食やとろみ食など多様な食事形態

が必要となる点も挙げられる。第三の特徴として、利用

者の食事の介助や配食にも職員が必要となる点がある。 
メディカル給食の業界規模は、「平成 30 年度衛生行政

報告例の概況」において、「特別給食施設」のうち老人福

祉施設が 4,899 施設、介護老人保健施設が 2,853 施設、病

院が 5,666 施設と報告されている（厚生労働省，2019）。
そして近年、このうち病院給食は病院の統廃合や診療所

の無床化により減少しているに対して、高齢者福祉施設

は継続して増加していることが報告されている（矢野経

済研究所, 2019）。 
施設における給食事業の形態は、施設が直営で行う場

合と、外部事業者に委託される場合に大別される。外部

委託の実施率に関する官庁統計は存在していないが、関

連団体によるサンプル調査では、介護老人保健施設のう

ち約 7 割の施設が外部委託を行っていた（医療関連サー
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事業を委託している事業者や、その食材の調達先となる

卸売事業者など、外部事業者との連携の重要性が近年高

まっていると考えられる。 
これまでの福祉施設の事業継続に関する策定指針や調

査研究のなかで、給食事業の継続のため施設単独で行え

る施策は、備蓄の積み増しや、限られた食材での調理の

工夫、施設の停電対策など多く示されている（例えば、

全国社会福祉施設経営者協議会, 2009、松月, 2013）。ただ

し、施設外の給食関連事業者との連携については、必要

性の指摘はされているものの、災害時の連絡体制の強化

や対応方針の確認などが中心で、具体性の高い施策まで

は十分に示されていない。給食関連事業者と連携した対

策は、施設単独で実施できる内容ではないうえ、サプラ

イチェーンの強化など経済分野での対策の側面も強いた

め、福祉施設従業者むけの事業継続策定指針では、具体

的に記載しにくいものと考えられる。他方で、施設外部

の給食関連事業者側の防災対策の状況や課題に焦点をあ

てた既往研究は見られない。 
そこで本研究では、介護保険施設の事業継続の強化に

むけて、重要業務の一つである給食事業に焦点をあてた。

従来の研究で示されてきた施設単独での給食事業継続の

施策に加え、外部事業者との連携強化やサプライチェー

ンで求められる取組みを抽出することを目指した。その

ため本研究では、介護保険施設への調査とともに、既往

研究では見られない介護保険施設の給食に関わる外部事

業者の防災対策に関する大規模な調査も行った。施設入

所者への給食について、幅広いサプライチェーンの観点

から調査を行い、災害対策上の課題と今後の改善策を提

案することを目標とした。 
次の 2 章で、介護保険施設における給食事業の現況と、

過去の被害事例からの知見を整理する。3 章では、本研

究で行った介護保険施設および給食関連事業者を対象と

した調査方法等の概要を記す。調査は、南海トラフ地震

の被害の懸念される地域を主対象とした。4 章で、介護

保険施設への調査結果を報告する。2019 年の台風第 15
号によって広域停電の生じた千葉県内の全ての介護老人

福祉施設および介護老人保健施設への質問紙調査回答結

果から、施設の給食事業における防災対策の現状や課題

などを報告する。また高知市の 5 施設にグループインタ

ビューを行い、給食事業における防災対策の詳細や南海

トラフ地震臨時情報への対応方針の有無などを確認した

結果を報告する。5 章では、福祉施設の給食事業に関わ

る給食サービス事業者および食材卸売事業者への大規模

な質問紙調査の結果を報告する。防災対策の現状や課題、

南海トラフ地震臨時情報発表時の対応方針などを報告す

る。6 章ではこれらの調査結果にもとづき、介護保険施

設における給食事業の継続のために、今後に期待される、

施設と給食関連事業者や行政が連携した取組みについて

考察し、改善のための施策を提案する。 
 

２．現況と既往調査等からの知見 
（１）介護保険施設における給食事業の概況 
介護保険法にもとづく、介護保険施設の種別としては、

要介護者の生活施設となる「介護老人福祉施設（特別養

護老人ホーム）」、病気等からの在宅復帰を目指す要介護

者に対しリハビリ等を提供する「介護老人保険健施設（老

健）」がある。このほか、口での食事の摂取が困難で、と

はチューブなどで胃や腸に栄養を直接注入（経管栄養）

などの医療提供が必要な方のための施設として、「介護医

療院」（従来の「介護療養型医療施設」から転換）がある

（343 施設：2020 年 3 月 31日現在）。 
本研究調査は、介護保険施設での給食サービスを対象

としていることから、介護老人福祉施設と介護老人保健

施設を対象とする。その施設数は、最新の「平成29 年介

護サービス施設・事業所調査の概況」では、介護老人福

祉施設が 7,891 施設、介護老人保健施設が 4,322 施設とな

っている（厚生労働省，2018）。定員数はあわせて 100
万人を超える規模であり、その防災対策は社会的に重要

である。一施設あたりの平均的な定員数は、介護老人福

祉施設が 69 人、介護老人保健施設が 86 人である。 
一定規模の給食を行っている介護保険施設は、健康増

進法にもとづき届出が必要となっている。健康増進法で

は「特定かつ多数の者に対して、継続的に食事を供給す

る施設のうち栄養管理が必要なものとして厚生労働省令

で定める」施設のうち「1 回 100 食以上又は 1 日 250 食

以上の食事を供給する」施設は「特定給食施設」、「1 回

50食以上100食未満又は1日100食以上250食未満の食

事を供給する」施設は「小規模特定給食施設」とされる。 
こうした給食施設の種類は、企業の職員食堂のような

施設、保育所や学校などの給食施設、そして「メディカ

ル給食」と呼ばれる介護保険施設や病院などの給食に分

類される。メディカル給食の特徴は第一に、学校給食や

職員食堂などと異なり、朝昼晩 3 食を休みなく連日供給

する必要がある点が挙げられる。第二に、利用者の嚥下

機能に即して、きざみ食やとろみ食など多様な食事形態

が必要となる点も挙げられる。第三の特徴として、利用

者の食事の介助や配食にも職員が必要となる点がある。 
メディカル給食の業界規模は、「平成 30 年度衛生行政

報告例の概況」において、「特別給食施設」のうち老人福

祉施設が 4,899 施設、介護老人保健施設が 2,853 施設、病

院が 5,666 施設と報告されている（厚生労働省，2019）。
そして近年、このうち病院給食は病院の統廃合や診療所

の無床化により減少しているに対して、高齢者福祉施設

は継続して増加していることが報告されている（矢野経

済研究所, 2019）。 
施設における給食事業の形態は、施設が直営で行う場

合と、外部事業者に委託される場合に大別される。外部

委託の実施率に関する官庁統計は存在していないが、関

連団体によるサンプル調査では、介護老人保健施設のう

ち約 7 割の施設が外部委託を行っていた（医療関連サー

ビス振興会，2017）。外部委託している介護老人保健施設

では、施設内の厨房で委託事業者職員が調理をする給食

形態の施設が 9 割を超え、セントラルキッチン方式のよ

うに施設外部で調理後に食事を施設に輸送する形態の施

設は 1 割に満たない結果であった。そして給食事業を外

部委託する理由としては、施設の人員不足をあげる介護

老人保健施設が最も多い調査結果となっている。 
このように介護保険施設での給食事業は作業負荷が高

いことなどから外部委託が近年進んでいる。ただし、利

用者への個別対応の必要性もあるため、他の給食事業分

野で見られるようなセントラルキッチン方式による画一

的な食事の提供形態よりも、施設内厨房での調理を委託

する形態が主流となっている。厨房で用いる食材は、利

用者の嚥下機能に即した形態等であるとともに、厨房で

の人的作業軽減にも資するような加工食品を、専門の食

材卸が納品している。こうした事情から、メディカル給

食分野では、一般的な外食産業などの給食分野とは異な

る専門的なサプライチェーンが構築されている。 
病院や介護保険施設等での食事提供の品質向上、安全

安心、効率化等を図るため公益法人「日本メディカル給

食協会」が結成されている（会員数 227 社）。また専門の

業務食材卸から「全国病院用食材卸売業協同組合」が結

成されている。本研究では 3 章で後述するように、これ

らの団体の加入事業者を質問紙調査の対象とした。 
（２）介護保険施設の給食事業の被災調査事例 
メディカル給食事業の被災状況に関する既往調査とし

ては、東日本大震災時の事例報告がある。給食施設を有

する宮城県の病院、介護老人保健施設、グループホーム

16 箇所へのヒアリング調査が行われている（松月ら，

2013）。対象施設としてセントラルキッチン方式の施設外

調理 8 施設、施設内調理 8 施設の同数を選定している。

調査結果からは、備蓄食料としては、熱源を失った際に

も提供可能なレトルト食品、アルファ米、缶詰などの重

要性が指摘されている。そして今後の対策として、これ

ら備蓄食料を組み合わせた献立を事前検討しておくこと

が提案されている。災害発生時には、まず冷蔵庫内の食

材から利用し、次に備蓄食料を用いること、その後の食

料調達のために行政や委託業者などとの連携強化の重要

性が指摘されている。さらに、緊急時の連絡方法の確認

や強化、災害時の対応を契約事項に盛り込むことなどが

提案されているが、具体的な内容までは記載されていな

い。なお、給食形態の比較では、セントラルキッチン方

式の大手事業者では、施設のライフライン機能支障にも

給食を継続できた事例が報告されている。 
より対象施設数の多い質問紙調査としては、介護保険

施設への調査ではないものの、宮城県内の給食施設を有

する病院及び有床診療所 69 箇所への調査が行われてい

る（鎌田，2012）。その調査結果では、備蓄の量は食品に

より異なり、最も多く備蓄されていた主食では平均 2.8
日分であった。地震後には、大半の施設で提供でき食事

量や栄養量は少なくなり、半分以下となった施設の存在

も報告されている。そして、今後に必要な対策として回

答施設の 6 割以上が、備蓄食品の増量を挙げている。た

だし、備蓄の置き場所の確保が実際には障害となること

も指摘されている。 
病院・福祉施設に限らず学校給食等を含めた全種別の

仙台市一部地域の「特定給食施設」および「小規模特定

給食施設」を対象とした質問紙調査結果（回答 481 票）

では、震災時に食品を備蓄していた施設は 69%で、3 日

分以上備蓄していた施設は31%であった（仙台市，2016）。
ただし 3 日分以上備蓄していても、被害状況によって不

足したと報告されている。そして、66％の施設は外部業

者や他施設などから、食材、飲料水、熱源等の支援を必

要としていた。 
（３）福祉施設における事業継続計画と給食対策 
福祉施設における全般的な事業継続計画の策定状況に

ついては、2013 年の全国調査（回答 579）では「策定済

み」および「策定中」の施設はあわせて 11.4%と約 1 割

に留まっている（内閣府，2013b）。とくに小規模な施設

では策定率が低い結果であった。 
こうしたなか介護保険施設等における事業継続計画の

策定促進のため、関連団体や自治体などによって策定指

針が作成されている（例えば、茨城県, 2017）。全国の施

設を対象としている「高齢者福祉施設における事業継続

計画（BCP）策定のためのガイドライン」（全国社会福祉

施設経営者協議会, 2009）では、高齢者福祉施設における、

介護関連業務を直接生活介助、間接生活介助、機能訓練

関連行為、医療関連行為、その他に分類し、優先業務の

選定の考え方を例示している。そのなかで食事提供は直

接生活介助の一つとして、排泄などと並び最優先の項目

として挙げられている。そして、ライフライン停止時に

は、備蓄食料を活用した調理を行い、多様な形態の食事

を供給するよう記載されている。ただし食料確保の方法

については、事前備蓄が中心となっており、備蓄がなく

なった後の調達については記載されていない。また、介

護職員、看護職員、医師の確保については記載されてい

る一方で調理を行う職員の確保については言及がなく、

全般に医療保健業務への配慮に重点が置かれている。 
一方、学校給食なども含む給食施設に対する事業継続

計画や防災マニュアルの策定指針も自治体などで作成さ

れている（例えば、岐阜県, 2015）。それらのなかでは、

事前の施策として、備蓄の確保や災害発生時のマニュア

ルの作成とならび、納入業者などの外部関係機関の緊急

連絡先の確認が挙げられている。そして、災害発生時の

マニュアル記載項目としては、被害状況確認や所内体制

構築などの初期対応のほか、電気や水道などのライフラ

イン支障時の食事提供に関わる、食材、水、食器、熱源、

照明等の確保に関することが挙げられている。そのほか、

衛生環境の確保についても必要性が指摘されている。食

材については、備蓄を活用した調理方法に関する記載が
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されているほか、備蓄品の保管場所として，施設内や委

託会社の保管庫などを比較検討し，適切な場所を選定す

るよう促されている。さらに、食材が不足した場合の調

達方法についても検討するよう記されているが、具体的

な方法までは示されていない。施設の種別によって平時

の給食形態も異なることから、病院や介護保険施設など

各施設の特性に即して、それぞれ適切な方法を検討する

よう記載されている。 
このように既往調査や策定指針では、給食施設におけ

る備蓄の重要性がまず共通して指摘されている。実際の

施設の備蓄量に関する全国的な調査はないが、近年で規

模の大きい調査事例として、2017 年の首都圏の福祉施設

（回答 192 施設）の調査結果では、2 日以下が約 2 割、3
日間が約 6 割、4 日以上が約 2 割であった（中央防災会

議 防災対策実行会議 洪水・高潮氾濫からの大規模・広

域避難検討ワーキンググループ，2017）。また、新潟県の

医療・福祉施設への調査（回答 205 施設）では、3 日分

の備蓄が最頻値で、平均2.4日分であった。（田村ら, 2015）
ただし、前述の指針で検討事項とされていた備蓄場所に

ついては調査項目に含まれていない。 
上記の既往の福祉施設に対する調査や指針では、給食

事業の対策として、備蓄の増強や献立の工夫などの提案

が多くされている。そして、外部事業者と連携した食材

調達や職員確保の必要性も指摘はされているが、その詳

細な内容や外部事業者側の立場からの考察は行われてな

い。既往調査としても、介護保険施設の給食サービス事

業者側の防災対策を対象とした事例は見当たらない

（2020 年 6 月 1 日段階のCiNii の検索結果)。そこで本調

査では、最近の介護保険施設の給食施設における防災対

策や被災時の課題等の事例調査を行うとともに、既往研

究で十分な知見の得られていない給食関連事業者側の防

災対策の状況や課題を明らかにすることに重点を置いた。 
（４）食料サプライチェーンの防災対策 
介護保険施設の給食に限らず、食料サプライチェーン

全般の強靭化対策に関する指針のなかで、共同配送、原

材料や備蓄の融通などの方法が示されている。（農林水産

省，2013）また福祉施設の給食事業における防災対策事

例として、事業者による給食サービスの実施が困難とな

った際に、同業他社によるサービス代行制度が報告され

ている（東京海上日動リスクコンサルティング株式会社, 
2015）。ただし当該制度は、津波災害のように地域内で同

時に多数の給食サービス事業者が被災する状況ではなく、

食中毒や火災などで１箇所の事業者に支障が生じた際に、

近隣の別の事業者が代行支援することが想定されている。 
（５）南海トラフ地震臨時情報について 

2019 年 5 月から、南海トラフ沿いで異常な現象が観測

され、大規模地震発生の可能性が平常時と比べて相対的

に高まったと評価された場合に、気象庁が「南海トラフ

地震臨時情報」を発表することとなった。臨時情報発表

時の、各企業における防災対応の基本的な考え方は、「従

業員等の生命に危険が及ぶ場合には、それを回避する措

置を実施」するよう記載されている（内閣府，2019）。ま

た同時に、社会に大きな影響を及ぼす可能性がある民間

事業者等については、指定公共機関でない事業者でも、

臨時情報発表時の対応計画を策定する必要性が指摘され

ている。そして計画策定にあたっては、各事業者等の対

応が相互に関連する場合には「地域内で各主体の防災対

応が調和を図りながら実行できるよう、防災対応を検討」

することが求められてる。介護保険施設における給食事

業は、利用者の生命維持への影響が大きい事業であり、

施設やメディカル給食関連事業者が連携して、今後に検

討を行っていく必要性の高い分野の一つと考えられる。 
 

３．調査の方法・概要 
（１）調査の目的と概要 
前章で整理した、介護保険施設における給食事業の状

況や、既往の事業継続に関する指針や被災調査事例を踏

まえて行った本調査研究の概要を、本節で記載する。 
介護保険施設における給食事業は、前述のように近年

は外部委託が進んでいると報告されており、本調査でも

後述するように 7～8 割の施設が外部委託をしていた。従

って、介護保険施設における給食事業の防災対策強化に

は、給食関連事業者との連携が必要である。しかし、メ

ディカル給食分野の事業者における防災対策に関する既

往調査はなく、現状が明らかとなっていない。 
そこで本研究の第一の目的として、介護保険施設の給

食に関わる事業者における防災対策の現状を把握し、今

後の改善の参考となる知見を得ることとした。サプライ

チェーンとしての事業継続の観点から、本調査では介護

保険施設と給食サービス事業者に加え、食材卸も調査対

象とした。そして各社の対策の現状や課題などを抽出す

るとともに、業界として今後に望まれる対策の検討にむ

けた知見を得ることを目指した。 
そして本研究での調査対象地域は、南海トラフ地震の

被害の懸念される地域とした。2019 年から運用の始まっ

た南海トラフ地震臨時情報発表時の対応方針を、今後に

地域の関係事業者が連携して取り組みを進めることが社

会的に求められているためである。メディカル給食分野

の事業者への、南海トラフ地震臨時情報に関する調査も

初めてであることから、南海トラフ地震臨時情報の発表

時の 2019 年時点における対応方針等を、今後の検討へむ

けた基礎データとして取得することを目指した。 
一方、介護保険施設における給食事業については、既

往の被災事例等の研究はあるものの、東日本大震災時の

約 10 年前の状況であり、調査対象となった施設数も少数

であった。そこで、南海トラフ地震防災対策推進地域指

定市町村を含む都道府県のなかで、直近の 2019 年に台風

第 15 号による広域停電が発生した千葉県を対象に、全て

の介護老人福祉施設および介護老人保健施設596 箇所を

対象とした大規模な質問紙調査を行った。そして、介護
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されているほか、備蓄品の保管場所として，施設内や委

託会社の保管庫などを比較検討し，適切な場所を選定す

るよう促されている。さらに、食材が不足した場合の調

達方法についても検討するよう記されているが、具体的

な方法までは示されていない。施設の種別によって平時
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い。既往調査としても、介護保険施設の給食サービス事

業者側の防災対策を対象とした事例は見当たらない

（2020 年 6 月 1 日段階のCiNii の検索結果)。そこで本調

査では、最近の介護保険施設の給食施設における防災対

策や被災時の課題等の事例調査を行うとともに、既往研

究で十分な知見の得られていない給食関連事業者側の防

災対策の状況や課題を明らかにすることに重点を置いた。 
（４）食料サプライチェーンの防災対策 
介護保険施設の給食に限らず、食料サプライチェーン

全般の強靭化対策に関する指針のなかで、共同配送、原

材料や備蓄の融通などの方法が示されている。（農林水産

省，2013）また福祉施設の給食事業における防災対策事

例として、事業者による給食サービスの実施が困難とな

った際に、同業他社によるサービス代行制度が報告され

ている（東京海上日動リスクコンサルティング株式会社, 
2015）。ただし当該制度は、津波災害のように地域内で同

時に多数の給食サービス事業者が被災する状況ではなく、

食中毒や火災などで１箇所の事業者に支障が生じた際に、

近隣の別の事業者が代行支援することが想定されている。 
（５）南海トラフ地震臨時情報について 

2019 年 5 月から、南海トラフ沿いで異常な現象が観測

され、大規模地震発生の可能性が平常時と比べて相対的

に高まったと評価された場合に、気象庁が「南海トラフ

地震臨時情報」を発表することとなった。臨時情報発表

時の、各企業における防災対応の基本的な考え方は、「従

業員等の生命に危険が及ぶ場合には、それを回避する措

置を実施」するよう記載されている（内閣府，2019）。ま

た同時に、社会に大きな影響を及ぼす可能性がある民間

事業者等については、指定公共機関でない事業者でも、

臨時情報発表時の対応計画を策定する必要性が指摘され

ている。そして計画策定にあたっては、各事業者等の対

応が相互に関連する場合には「地域内で各主体の防災対

応が調和を図りながら実行できるよう、防災対応を検討」

することが求められてる。介護保険施設における給食事

業は、利用者の生命維持への影響が大きい事業であり、

施設やメディカル給食関連事業者が連携して、今後に検

討を行っていく必要性の高い分野の一つと考えられる。 
 

３．調査の方法・概要 
（１）調査の目的と概要 
前章で整理した、介護保険施設における給食事業の状

況や、既往の事業継続に関する指針や被災調査事例を踏

まえて行った本調査研究の概要を、本節で記載する。 
介護保険施設における給食事業は、前述のように近年

は外部委託が進んでいると報告されており、本調査でも

後述するように 7～8 割の施設が外部委託をしていた。従

って、介護保険施設における給食事業の防災対策強化に

は、給食関連事業者との連携が必要である。しかし、メ

ディカル給食分野の事業者における防災対策に関する既

往調査はなく、現状が明らかとなっていない。 
そこで本研究の第一の目的として、介護保険施設の給

食に関わる事業者における防災対策の現状を把握し、今

後の改善の参考となる知見を得ることとした。サプライ

チェーンとしての事業継続の観点から、本調査では介護

保険施設と給食サービス事業者に加え、食材卸も調査対

象とした。そして各社の対策の現状や課題などを抽出す

るとともに、業界として今後に望まれる対策の検討にむ

けた知見を得ることを目指した。 
そして本研究での調査対象地域は、南海トラフ地震の

被害の懸念される地域とした。2019 年から運用の始まっ

た南海トラフ地震臨時情報発表時の対応方針を、今後に

地域の関係事業者が連携して取り組みを進めることが社

会的に求められているためである。メディカル給食分野

の事業者への、南海トラフ地震臨時情報に関する調査も

初めてであることから、南海トラフ地震臨時情報の発表

時の 2019 年時点における対応方針等を、今後の検討へむ

けた基礎データとして取得することを目指した。 
一方、介護保険施設における給食事業については、既

往の被災事例等の研究はあるものの、東日本大震災時の

約 10 年前の状況であり、調査対象となった施設数も少数

であった。そこで、南海トラフ地震防災対策推進地域指

定市町村を含む都道府県のなかで、直近の 2019 年に台風

第 15 号による広域停電が発生した千葉県を対象に、全て

の介護老人福祉施設および介護老人保健施設596 箇所を

対象とした大規模な質問紙調査を行った。そして、介護

保険施設側における給食事業の防災対策および被害形態

の最新事例を収集することを目指した。 
また質問紙調査を補完し、詳細に介護保険施設の給食

事業における防災対策や南海トラフ地震臨時情報への対

応方針を把握するため、南海トラフ地震防災対策推進地

域指定市町村のなかでも対策の進んでいると想定された

高知市の 5 施設を対象にヒアリングを行った。高知市は、

2020年3月に市としての南海トラフ地震臨時情報発表時

の対応方針を公表するなど対策を進めている自治体の一

つである（高知市，2020）。ただし、当該方針のなかで、

市役所と学校園については言及しているが、介護保健施

設や給食事業者についての記載はない。 
次節以降では、これら各調査の方法について、サプラ

イチェーンの下流の介護保険施設から、上流の給食サー

ビス事業者、食材卸売事業者の順に記載していく。 
（２）調査方法の詳細 
a）介護保険施設への調査 

2019 年の台風第 15 号によって広域停電が生じた千葉

県内の全ての介護老人福祉施設および介護老人保健施設

を対象として質問紙調査を行った。千葉県の「社会福祉

施設等一覧表（令和元年度）」から、住所が同じ施設につ

いては給食事業の体制は同一とみなして重複を省き、介

護老人福祉施設 434 施設および介護老人保健施設 162 施

設を対象とした。調査票の配布回収は往復はがきによっ

て行い、各施設の給食担当者あてに郵送した。2020 年 3
月 6 日より 26 日の調査期間に、回収率 33%にあたる 196
施設からの有効回答が得られた。 
さらに介護保険施設の給食事業の実態と防災対策の詳

細把握のため、南海トラフ地震臨時情報についての認識

を有する期待される防災対策に熱心な施設として、高知

市役所より介護老人福祉施設5 施設の選定を受けグルー

プインタビュー形式でのヒアリングを行った。調査項目

は、調理業務の実施体制、食材の備蓄状況、施設の給食

事業の防災対策に関する懸念事項などである。 
b）給食サービス・食材卸売事業者への調査 

介護保険施設や病院を顧客とする給食サービス事業者

および食材卸売事業者への質問紙調査を行った。給食サ

ービス事業者は、日本メディカル給食協会員企業 227 社

のうち、南海トラフ地震防災対策推進地域指定市町村を

含む都道府県内に本社のある事業者 172 社を対象とし、

回収率 23％にあたる 39 社より有効回答を得た。また、

業務用食材卸については、卸売業では営業範囲が広いと

想定されることから、全国病院用食材卸売業協同組合加

入の全 55 社を対象とし、回収率 29％にあたる 16 社より

有効回答を得た。調査票は各事業者の防災担当に郵送し、

回答後に郵送での返送を求める方法とした。調査期間は、

2019 年 11 月 6 日から 12 月 3 日である。 
次の 4 章で介護保険施設への調査結果を、5 章で給食

サービス事業者および食材卸売事業者への調査結果を報

告する。設問項目は、両調査で共通して給食事業の規模

と委託形態、備蓄の数量および主体・場所、災害対応上

の課題を設けた。給食関連事業者への調査では、各社の

課題や対策とともに、業界他社およびサプライチェーン

全体での取組み状況や今後に望まれる対策を尋ねた。 
４．介護保険施設への調査結果 
（１）介護保険施設の被災事例の質問紙調査 
a）給食事業の実施形態と備蓄状況 

回答施設における、台風第 15 号襲来前の入所者への朝

食の提供数を図-1に示す。給食規模は幅広く、30 食以下

の施設が約 1 割を占める一方、121 食以上の施設も 1 割

弱存在する。全体では 60 人以下の施設が約 3 割、61～90
人の施設が約 3 割、91 人以上の施設が約 4 割であった。 

20 41 59 60 15 1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

３０人分以下 ３１人分～６０人分 ６１人分～９０人分

９１人分～１２０人分 １２１人分以上 無回答  
図-1 回答施設における給食事業の規模  

 
回答施設における給食事業の外部委託状況を給食の規

模別に図-2 に示す。結果を見ると、全体の 73％にあたる

140 施設が外部委託をしていた。なお給食規模の違いに

よる委託率は、フィッシャーの正確検定では有意差は認

められなかった（p=0.19 > .05）。そして外部委託の形態

としては、セントラルキッチンのような施設外での調理

形態は稀で、大半は施設の厨房に派遣さえた委託先の職

員が調理を行う形態であった。 
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図-2 給食事業の実施形態（給食規模別） 
 
回答施設における台風第 15 号襲来時の食料備蓄の量

を図-3 に示す。施設規模によらず 3 日程度の施設が多く

約 6 割を占める。既往調査で推奨されていたように 4 日

以上の備蓄をしている施設も 2 割程度はあるものの、東

日本大震災当時の調査事例での備蓄量よりも顕著に在庫

が多い様子は窺われず、十分な量とは言いがたい。 
食料備蓄をしていた施設に対し、その備蓄の実施主体

を尋ねた結果を、調理事業の実施主体別に図-4に示した。

外部委託をしていない施設では、当然に施設が備蓄を行

っている。一方、外部委託をしている施設では、約半数

の施設では委託先の資産としての備蓄が行われていた。
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つまり施設における備蓄対策は、施設単独の対策ではな

く、委託先企業との協働による施策となっている場合が

少なくないことが明らかとなった。 
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b）停電による影響と対応 

停電によって苦慮した事項を尋ねた回答結果を図-5に
示す。停電の影響が、電気や水などの確保に加え、衛生

環境の確保など影響が多岐に渡っていた様子が窺える。 
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図-5 令和元年台風第15号への対応での苦慮 
 
こうした状況に対応するための備蓄の有無と活用状況

を尋ねた。その結果では、断水によりディスポーザル食

器が必要な状況となった 78 施設のうち約 9 割の 68 施設

では、備蓄品が活用されていた。また熱源の喪失により、

非加熱食品を必要とした 69 施設のうち約 8 割の 58 施設

で備蓄品が活用され、カセットコンロを必要とした 42
施設のうち約7割にあたる28施設で備蓄が活用されてい

た。既往研究で指摘されているように、これら資機材の

有用性が確認されたといえよう。 
c）今後に必要な対策 

今後に必要と考える対策を尋ねた自由回答の頻出語を

抽出した。分析にはKH CODER（樋口，2014）を利用し、

「自家発電機」は「発電機」と同義語とした。助詞等を

除いた総抽出語数は 1,081、異なり語数は 361 であった。

頻出語の上位 10 語と出現頻度を表 1 に示す。 
 

表-1 今後の対策に関する自由記述における頻出語 
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 
語 備蓄 確保 停電 食事 必要 提供 職員 自家発電 水 非常 
頻度 61 43 22 19 18 17 14 13 13 12 

 
最も頻出した「備蓄」「確保」を含む回答では、食材の

備蓄の必要性の一般的な指摘とともに、停電が約１週間

続いた施設もあり在庫量を増やす必要性が多く指摘され

た（10）ほか、ライフライン停止時にも要介護者に提供

できる非加熱等の食材の有用性（10）、専門スタッフが不

在時にも円滑に提供できるよう運用の改善（7）などの指

摘が見られた。例えば、外部事業者との連携に言及した

回答としては「備蓄品の量、納入業者との連絡方法の見

直しが必要」などが挙げられている。 
次に多い「停電」に関する回答（22）のうち、今後の

改善対策に関する具体的な回答では、上述の停電時にも

調理可能な食材の備蓄（4）、厨房への自家発電機の給電

の有無の確認（2）、停電に起因する水道停止にともなう

衛生対策（1）の必要性などが指摘されていた。 
そのほか一般的な用語（「食事」「必要」「提供」）を除

き頻出した「職員」（14）に関する内容は、「委託側職員

不在時の対応の仕方」など災害時に給食担当職員以外で

の対応方法を検討する必要性が多く指摘（7）されていた。 

（2）介護保険施設の防災対策事例のヒアリング調査 

南海トラフ地震対策の進められている高知市内の 5 つ

の介護老人福祉施設へのグループインタビュー結果の概

要を表-2 に示す。調査対象施設の 8 割（4 施設）で給食

事業を、給食サービス事業者に委託していた。直営で行

っている 1 施設は、災害時の食材調達には大手給食サー

ビス事業者へ委託した方が安全と認識しつつも、平時の

品質確保のために直営で調理する体制としていた。食材

の調達は、給食サービス事業者が行っている場合や、施

設が食材卸などから調達している場合など多様であった。 
 

表-2 ヒアリング結果の概略 
調査項目 概況 

給食事業の委託 外部委託が大半（8割） 

食材の備蓄 最大で約5 日まで。増量は困難 
一般的な非加熱食（レトルト米）も有用 

防災対策の課題 南海トラフ地震臨時情報対策は未策定 
情報発表および災害時の職員参集に懸念 

 
施設における食材備蓄量は、3 日程度が一般的で、最

も多い施設で約 5 日分であった。共通して品目はおかゆ

のレトルト米や缶詰などが多く、廃棄ロスを防ぐため計

画的に平常時の食事に利用していていた。停電などで熱

源を失っても調理できる主食としては、一般的なアルフ

ァ米も有用とされ備蓄されていた。備蓄量の積み増しは
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施設における食材備蓄量は、3 日程度が一般的で、最

も多い施設で約 5 日分であった。共通して品目はおかゆ

のレトルト米や缶詰などが多く、廃棄ロスを防ぐため計

画的に平常時の食事に利用していていた。停電などで熱

源を失っても調理できる主食としては、一般的なアルフ

ァ米も有用とされ備蓄されていた。備蓄量の積み増しは

望ましいものの、費用および保存スペースの制限から困

難とされた。全施設とも、南海トラフ地震臨時情報の発

表時には、委託先を含む職員の参集に懸念があるものの、

対応方針策定は未着手であった。そして、地域の全施設

で共通した対応方針を策定することが好ましいとされた。 
 
５．給食サービス事業者、食材卸売事業者への調査結果  
（１）回答事業者の事業規模 
調査対象としたメディカル給食協会の会員企業 225 社

全体では、13,667 施設の給食事業を受託しており、1 社

平均は 61 施設となる。これら 1 社がサービスを提供する

施設の内訳には、複数の介護保険施設ともに病院等の医

療機関も含まれる。 
回答の得られた、南海トラフ地震の懸念される地域の

給食サービス事業者39 社では、受託施設数は20 施設

以下の事業者が大半であるものの、100 施設以上から

受託している事業所も 1割強存在し、事業規模には幅

があった。図-6に示す一回の食事あたりの食数でみて

も、約半数の回答事業者は501 食以上である一方、50
食以下の回答事業者も約 1割を占める。食材を保管す

る自社あるいは契約した倉庫を有する事業者は約 2
割（9 施設）に留まった。食材の調理・加工等を行う

施設を有する事業者も約 4 割（15 施設）であり、過

半数の事業者は契約施設の厨房で調理を行っていた。 
一方、全国病院用食材卸売業協同組合員の事業状況の

公開データはないが、回答の得られた 9 社の食材卸売事

業者の規模は多岐に渡っていた。食材を納品している給

食サービス事業者や病院、福祉施設棟の事業所数は 100
施設以下から 1,000 施設以上まで幅があった。 
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２０１～５００食 ５０１食以上 無回答  

図-6 給食サービス事業者の給食数（一回の食事あたり） 
 

b）食料の備蓄・調達 

給食サービス事業者に、サービス提供先の施設が、施

設の資産として食料を備蓄しているか尋ねた結果を図-7
に示す。「多くの施設で備蓄」と回答した事業者が約半数

を占める一方で、「備蓄している施設はない」「少しの施

設では備蓄」とする事業者も 4 割に及ぶ。 

4 11 2 19 3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

備蓄している施設はない 少しの施設では備蓄をしている
半分くらいの施設では、備蓄をしている 多くの施設では備蓄をしている
わからない  

図-7 契約先の施設における食料の備蓄状況 

次に、給食サービス事業者が、自社の資産として施設

に置いている概ねの備蓄量および自社倉庫に所有する在

庫量と、食材卸が自社倉庫に所有する庫量を図-8に示す。

約半数の給食サービス事業社では、契約施設に自社資産

としての備蓄を所有していた。また平常時より施設の食

材は、給食サービス事業者が調達している場合が多いと

する回答者が 9 割にあたる 34 事業所に及んだ。介護保険

施設等における食料備蓄が、施設単独の対策としてのみ

ならず、給食事業の受託事業者によっても行われている

ことが給食サービス事業所への調査からも確認された。 
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図-8 食料の備蓄・在庫量（保管場所別） 
 
そして自社倉庫における在庫量には、給食サービス事

業者と食材卸とでは、フィッシャーの正確検定で有意な

差（p<.05）があった。給食サービス事業者では、自社倉

庫に在庫のない回答者が約半数を占める。これに対して、

卸売事業者では、全ての事業者が在庫を所有しており、

約 7 割の事業者で 4 日以上と多量の在庫を有していた。 
c）サービス供給困難時の対応方針 

災害により平常通りの給食や食材の提供が困難となっ

た場合、どのようにサービスレベルを低下させるか方針

を尋ねた結果を図-9 に示す。給食サービス事業者では、

メニューの種類を減らす方針とする事業者は 7 割を超え

る一方で、提供量を減らす方針の事業者は 3 割以下と少

ない。また 1 施設あたりに派遣する職員数を減らす方針

の事業者も 3 割を超える。 
0 20 40 60 80 100

種類を減らす

量を減らす

回数をへらす

職員数を減らす

（※給食サービスのみ設問）

分からない

給食サービス(39)

食材卸(16)

%

 
図-9 事業支障時のサービス提供の方針 

 
卸売事業者でも同様に、納品する食材の種類を減らす

方針とする事業者は多く、また納品回数も減らす方針の

事業者が多く過半数に及ぶ。ただし、量を減らすとする

事業所は 1 割に満たないことから、配送の回数と種類は

減らしつつ、一回あたりの配送量は増やして効率化を図
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る方針であることが窺える。 
さらに、全ての契約先への給食および食材の提供がで

きなくなった場合の方針を尋ねた結果を図-10 に示す。

給食サービス事業者では、規模等を縮小してもできるだ

け全ての取引先にサービスを提供する方針とする回答者

が 7 割近い。これに対して、食材卸では、できるだけ全

ての取引先に納品する方針の回答者は 3 割に留まり、重

要な取引先を優先する方針である事業者が 5 割に及ぶ。 
また、災害時に電源や水道、熱源などのライフライン

支障が生じた際に、代替となる食材についての平時の検

討状況を尋ねた結果を図-11 に示す。給食サービス事業

者ではサービス提供先の施設と協議している回答者が半

数を超える一方で、食材卸ではサプライチェーン下流に

あたる納品先との協議している事業者は 1 割以下と少な

く有意差があった（p<.05）。一方、サプライチェーン上

流にあたる調達元との協議している給食サービス事業者

は約1割に留まるのに対して、統計的に有意（p=0.07>.05）
な程の差ではないが、食材卸では上流にあたるメーカー

などと協議している事業者は多く 4 割に及ぶ。 
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図-11 ライフライン支障時の代替食材の検討状況  

 
c）災害発生時の懸念 

次に、自社の災害対応における懸念を尋ねた結果を図

-12 に示す。給食サービス事業者、食材卸とも自社施設

の損壊、ライフラインの支障、従業員の確保への懸念を

挙げる者が 6 割を超える。そして食材卸は、従業員が車

両配送を行うことから、配送中の被災を挙げる者が多い。

一方、従業員が厨房で調理を行う給食サービス事業者で

は、火災への懸念を挙げる事業者が相対的に多かった。 
給食サービス事業者に対して、契約先の施設における

災害発生時の懸念を尋ねた。8 割を超える回答者が挙げ

た懸念は、厨房の水・電気ガスなどの供給停止、施設へ

の派遣職員の確保、食材の不足であった。厨房のライフ

ライン強化は施設の対策事項となるが、職員確保、食材

の確保、ライフライン支障時の代替調理対策は、給食サ

ービス事業者と施設が連携した対策の検討が必要である。 
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図-12 災害発生時の自社施設・業務における懸念事項 
 

c）今後の対策 

今後に同業他社や組合など業界での取り組みが望まれ

る対策を尋ねた結果を図-13 に示す。業務の代行や、在

庫の融通などが幅広く挙げられている。また、行政への

要望する支援策を尋ねた結果を図-14 に示す。給食サー

ビス事業者では、福祉施設等への食材の提供を挙げる事

業者声が最も多く約 8 割に及ぶ。食材卸では、車両によ

る配送業務への支援を挙げる者が多い。 
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図-14 行政に期待する支援対策  

 
d）南海トラフ地震臨時情報発表時の対応方針 

南海トラフ地震臨時情報の発表により避難勧告が発令

された地域で、取引先が事業を継続していた場合、どの

ような対策を行う可能性があるか尋ねた結果を図-15 に
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図-15 南海トラフ地震臨時情報発表時の対応方針 

 
６．考察 
（１）災害時の職員の確保 

介護老人保健施設における給食事業では、外部委託率

が 7 割と高いことが、既往のサンプル調査で示されてい

た（医療関連サービス振興会、2017）。千葉県内の介護老

人福祉施設と介護老人保健施設を対象とした本悉皆調査

（回収率約 3 割）でも、外部委託率は約 7 割と同様の傾

向を確認した。そして、給食サービス事業者への本調査

結果からは、その給食形態は、施設外部で調理する形態

は稀であり、施設内の厨房へ職員を派遣して調理を行う

形態が多い傾向がみられた。 
給食サービス事業者における災害時の懸念としては、

施設へ派遣する職員の安全や、災害後に派遣する職員の

確保が過半数の回答者から指摘された。こうした課題に

対応するためには、派遣先施設での津波避難訓練への職

員の参加や、派遣元となる給食サービス事業者との連絡

手段の強化などで連携強化が望まれる。さらに、介護保

険施設における事業継続計画の策定の際に、施設職員の

執務環境や家庭生活等への配慮と同様に、厨房へ派遣さ

れる給食サービス事業者の職員にも配慮した計画内容や

策定プロセスが期待される。 
そして災害後の事業継続の方針として、給食サービス

事業者では、できるだけ多くの施設へ公平に職員を派遣

する傾向が見られた。この方針は、地域全体での介護事

業の継続の観点からも適切とみなされる。そのため介護

保険施設側が、給食業務委託先に災害時に平時と同数の

職員派遣の特約を求めることは難しく、被災地の状況に

よっては派遣される職員数は減る可能性も想定される。

今後の対策としては、厨房のライフライン支障時の調理

の観点のみならず人的労力軽減の観点で、施設での備蓄

食材の選定や、業界での商品開発が望まれる。 
（２）災害時の食材の確保 

施設への調査結果では、施設内の食材備蓄量の増量が

望ましいもののスペースには限界があること、施設内の

備蓄も委託給食サービス事業者が担っている場合が多い

ことが示された。そして給食サービス事業者は、食材卸

売事業者に比べて、自社の倉庫等を持たず食材の備蓄量

も少ないことも明らかとなった。災害の影響が長期に及

ぶと、食材卸からの調達も必要になると考えられるが、

本調査結果では、食材卸売事業者の災害時の業務継続の

方針では、特定の取引先が優先される傾向も示唆された。 
一方、行政が避難所むけに提供しているレトルト米や

飲料水などの一般的な救援物資は、介護老人福祉施設で

も緊急時には有用であるとヒアリングで指摘された。現

状では、自治体の救援物資担当部署の業務対象は、避難

所となっており、福祉部署の管轄する介護保険施設から

のニーズの収集や物資供給は一般にされていない。しか

しライフライン支障が長引けば、施設入所者も災害救助

法の対象となる「現に救助を要する」状況となる。2020
年 4 月から全国で運用されている内閣府「物資調達・輸

送調整等支援システム」を活用すれば、行政で避難所の

ほか介護保険施設等も物資供給先として登録し、物資ニ

ーズも一元的に管理できる。今後、介護保険施設での備

蓄対策とともに、支援の必要性が生じた介護保険施設入

所者については、食材や飲料水、ガスコンロなどの提供

を行政の救援物資業務に含めることが期待される。 
（３）南海トラフ地震臨時情報発表時の対応 

南海トラフ地震臨時情報発表時の給食関連事業者の

対応方針として、危険な地域内の自社施設での業務や、

受託施設への職員派遣や食材配送が中止される可能性が

示された。自社の倉庫や食材加工などの施設を有する給

食サービス事業者においては、他地域の自社及び協力を

得られる他社の代替施設の確保が、基本的な事業継続対

策といえよう。他社との連携をすすめるにあたっては、

災害とともに火災や食中毒発生など幅広い観点から事業

継続の取り組みが効果的と思われる。 
介護保険施設においては、派遣職員を含めた津波避難

訓練等の強化を最優先とした上で、給食サービス事業者

からの職員派遣が中止される場合の対策も検討する必要

がある。地震発生前の南海トラフ地震臨時情報発表時に

は、電気や水道などのライフラインは稼働していると想

定されることから、前述の簡便に調理可能な代替食材の

開発はこうした場合にも有用と期待される。 
また内陸に立地し臨時情報発表時も事業継続の見込

まれるセントラルキッチン方式の給食サービス事業者と

連携した代替食等の確保なども考えらる。平常時よりも

食感などのサービスレベルは低下させても、施設入所者

の生命維持に必要なカロリーの供給は継続できるよう、

メディカル給食分野以外の事業者も含め、給食業界全体

で代行サービスが確保できるような連携が望まれる。 
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（４）サプライチェーンとしての取り組み 

前述のようにサプライチェーン下流の介護保険施設

と給食サービス事業者における食材の備蓄量は多くない。

災害時の給食事業の継続には、代替食を含めた食材の調

達など、サプライチェーン上流の事業者との連携が必要

となる。しかし調査結果では、非常用食材の開発などの

取り組みは、給食サービス事業者はサプライチェーン下

流にあたる施設と、食材卸では上流にあたるメーカーと

行っている事業者が多く、連携関係に偏りが見られた。 
今後、メディカル給食分野のサプライチェーンを構成

する各事業者・団体（メーカー、卸、給食サービス事業

者、介護保険施設等）や行政、栄養士などの多様な関係

者が連携して、サプライチェーン強靭化を検討できる体

制の構築が望まれる。その際、メディカル給食分野以外

の事業者も含めた給食業界全体での検討枠組みや、南海

トラフ地震の懸念のある地域では、臨時情報へ対応方針

などを協議するローカルな枠組みの構築も期待される。 
 

７．まとめ 
介護保険施設における給食事業は、外部事業者への業

務委託率が高い。災害発生時や南海トラフ地震臨時情報

発表時に給食関連事業者の業務に支障が生じると、入所

者への食事提供に影響することが懸念される。そこで、

介護保険施設と給食関連事業者の防災対策に関する大規

模な調査を行った。介護保険施設については、南海トラ

フ地震防災対策推進地域の高知市の施設職員へのヒアリ

ングと、2019 年に広域に停電した千葉県の全施設へ質問

紙調査を行った。また、南海トラフ地震防災対策推進地

域の都道府県内の給食サービス事業者および食材卸売事

業者全社への質問紙調査も行った。その結果、施設内の

食材備蓄でも給食サービス事業者の関与があるものの、

施設および給食サービス事業者の備蓄量は 3 日以下程度

が多く十分とは言えない。また、南海トラフ地震臨時情

報発表時に、避難勧告発令地域内で事業継続中の施設に

は給食サービス事業者からは職員が派遣されない可能性

が示された。今後の対策として、災害時に食材等を行政

から施設へ提供することを提案した。また、平時から代

替食材開発や供給体制の強化、臨時情報への対応などに

ついて、介護保険施設の給食事業サプライチェーンに係

る関係機関で検討できる枠組みの構築が望まれる。 
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（４）サプライチェーンとしての取り組み 

前述のようにサプライチェーン下流の介護保険施設
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の事業者も含めた給食業界全体での検討枠組みや、南海

トラフ地震の懸念のある地域では、臨時情報へ対応方針

などを協議するローカルな枠組みの構築も期待される。 
 

７．まとめ 
介護保険施設における給食事業は、外部事業者への業

務委託率が高い。災害発生時や南海トラフ地震臨時情報

発表時に給食関連事業者の業務に支障が生じると、入所

者への食事提供に影響することが懸念される。そこで、

介護保険施設と給食関連事業者の防災対策に関する大規

模な調査を行った。介護保険施設については、南海トラ

フ地震防災対策推進地域の高知市の施設職員へのヒアリ

ングと、2019 年に広域に停電した千葉県の全施設へ質問

紙調査を行った。また、南海トラフ地震防災対策推進地

域の都道府県内の給食サービス事業者および食材卸売事

業者全社への質問紙調査も行った。その結果、施設内の

食材備蓄でも給食サービス事業者の関与があるものの、

施設および給食サービス事業者の備蓄量は 3 日以下程度

が多く十分とは言えない。また、南海トラフ地震臨時情

報発表時に、避難勧告発令地域内で事業継続中の施設に

は給食サービス事業者からは職員が派遣されない可能性

が示された。今後の対策として、災害時に食材等を行政

から施設へ提供することを提案した。また、平時から代

替食材開発や供給体制の強化、臨時情報への対応などに

ついて、介護保険施設の給食事業サプライチェーンに係

る関係機関で検討できる枠組みの構築が望まれる。 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this study is to improve the ability of elderly welfare facilities to respond to disasters. One of the 
important businesses that the elderly welfare facilities must continue in the event of a disaster is the meal serving 
business. We investigated both the persons in charge of the facility meal serving business and the companies 
supporting the facilities. The survey results showed that about 80% of the facilities outsourced cooking work to 
external companies. The results of a survey in which food service companies dispatched staff to cook and also 
stocked food in facilities showed that cooperation with meal service companies is important for improving disaster 
prevention capabilities of facilities. The results of the survey of related private companies revealed the differences in 
the response policies between food service providers and food wholesalers. We proposed the measures such as 
ensuring the safety of dispatched staff and providing foodstuff from the government. 
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和文要約 
 
本研究は、新型コロナウイルスパンデミック下における情報認知の実態を、不安感との関連性から明

らかにすることを目的とする。前述の目的を達成するため、2 回に渡り行われた 4700 サンプルのアンケ

ートデータを基に、不安感、メディア利用、情報認知に関する探索的な統計分析を行った。 
結果として、①自分自身が感染する不安を感じていた人の方が感染症関連用語の認知度が高かったこ

と、②自分自身が感染する不安を感じていた人の方が、テレビ、スマートフォン等を経由したインター

ネットを長時間利用していたこと、③自分自身が感染する不安感はリスク属性によって顕著な差異が見

られないことが明らかになった。つまり、3 月初旬、および 4 月初旬の時点において、本邦の人々はほ

ぼ自身の重症化、感染リスクに関係なく自身が感染する不安を抱いており、そのような不安をメディア

による情報認知によって解消しようとしたのではないかと推測される。 
 
 

キーワード：新型コロナウイルス感染症、メディア利用、情報認知、感染不安 
 
 

１．問題意識 
2019 年 12 月 31 日、中国より原因不明の肺炎患者が報

告されてから、瞬く間に新型コロナウイルス感染症は全

世界へと広がった 1）。日本においても 2020 年 1 月 15 日

には 1 例目の国内患者が特定され、3 月末から 4 月にか

けて急速に感染者数が増加し、ピーク時には 1 日 708 名

の感染者が検出された 2）, 3）。 
このようなパンデミックの状況下において、人々が情

報を適切に取得し、認知することは重要である。その上、

鳥瞰的な視座からみれば、国レベル、世界レベルの危機

である CBRNE 災害において、人々の感情と情報行動が

どのように関連しているのか分析することは、災害時の

情報の研究という点で、極めて重要である。 
新型コロナウイルス感染症は、全ての人にとって普遍

的に脅威となるわけではなかった故、個人の感染症に対

する認識について、温度差が指摘された。具体的には、

高齢者や基礎疾患を持つ人は重症化し易いが、若者は比

較的軽微な症状で済む場合が多いと報告されたことによ

り、20 代周辺の若者たちの感染対策に対する意識の低さ

を懸念する状況が生まれたのである 4）, 5）。 
事実として若者に事態の軽視という傾向があったかは

定かではない。しかし、自身の被るリスクの程度によっ

て感染症に対する意識に差異が生まれ、ひいては情報認

知に差異が生まれるとすれば、それは適切な予防行動の

妨げとなり、感染拡大の抑止を阻む可能性がある。 
よって、個人の持つ重症化リスク（性別、年代、基礎 

疾患の有無等）に起因するであろう感染への不安感と、

情報認知の関連性を今一度明確にすることは、今後の感

染症流行下における情報発信戦略を考慮する上で重要で

あると言えよう。 
 

２．研究目的・調査概要 
（１）研究目的・調査方法 

 本研究の目的は、新型コロナウイルス感染症流行下の、

本邦における人々の情報認知の諸相について、重症化リ

スクに起因するであろう感染不安の観点より明らかにす

ることである。なお、情報認知を行うためには、常識的

に考えてメディア接触が不可欠である。よって、情報認
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知に加え、メディア利用の諸相についても副次的に明ら

かにする。 
 これらの目的を達成する手法として、アンケートデー

タの統計的分析を用いた。詳細には、表－1に示す通り、

株式会社サーベイリサーチセンターSRC情報総研が行っ

た「【緊急調査】新型コロナウイルス感染症に関する国民

アンケート」（以下、調査 1 と記載）、および「【第 2 回】

新型コロナウイルス感染症に関する国民アンケート」（以

下、調査 2 と記載）の 2 つのデータを用い、分析を行っ

た。なお、調査 1 と、調査 2 のサンプルはパネルではな

い。 
調査の全体像としては、感染症についての不安、生活

への影響、うわさに関することなど多岐に渡る内容が包

含されているが、本研究ではその内のメディア利用時間、

認知状況、自分自身や同居人が感染する不安、属性等デ

モグラフィック要因に関する質問項目について、主に分

析を行った。なお、統計分析にはSPSS Statistics Version26, 
27 を用いた。 

 
表－1 調査概要 

調査 1 
調査名称：【緊急調査】新型コロナウイルス感染症に関

する国民アンケート 
調査地域：各都道府県 100 票, 計 4700 票 
調査機関：株式会社サーベイリサーチセンター 

SRC 情報総研 
調査対象：20 歳以上の個人（性・年代均等割り付け） 
調査方法：WEB 調査 
有効回答：4700 票 
調査期間：2020 年 3 月 6 日～3 月 9 日 

 
調査 2 
調査名称：【第 2 回】新型コロナウイルス感染症に関

する国民アンケート 
調査地域：各都道府県 100 票, 計 4700 票 
      （東京都・大阪府・愛知県は補完サンプルあり） 
調査機関：株式会社サーベイリサーチセンター 

SRC 情報総研 
調査対象：20 歳以上の個人（性均等割り付け）※ 
調査方法：WEB 調査 
有効回答：4700 票（+補完サンプル） 
調査期間：2020 年 4 月 3 日～4 月 6 日 

※ 調査 1、2 は同一サンプルの予定であったが、離脱が見ら

れたため、サンプルの補填を行った。各都道府県のモニタ

ー数の限界から、年代に関しては割付とならなかった。 
 
（２）調査時の社会背景 

 新型コロナウイルス感染症をめぐる事態は刻々と変化

し、様々な事象が国民の感染への不安感に影響を与えた

と考えられる。ここで参考として、調査期間前後の国内

外における感染症に関する出来事を示す（表－2）。 

 
表－2 国内外における感染症に関する出来事 

 海外（太字）/ 国内の出来事 
2019/12/08 中国、武漢で原因不明の肺炎患者が確認される 6）。 
12/31 WHO 中国支局が武漢で発見された、原因不明の

肺炎患者のクラスターについて報告を受ける 7）。 
2020/01/07 中国において新型コロナウイルスが特定される8）。 
01/15 日本国内において最初の感染者が特定される 9）。 
01/23 中国、武漢市を事実上封鎖する 10）。 
02/05 大型クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号で乗

客乗員10 人の感染を確認 11）。 
02/13 国内初の死亡例が確認される 12）。 
02/19 ダイヤモンド・プリンセス号検査陰性者の下船が

始まる 13）。 
02/22 ダイヤモンド・プリンセス号下船者の新型コロナ

ウイルス感染が判明する 14）。 
02/24 政府の専門家会議にて、「これから 1-2 週間が急速

な拡大に進むか、収束できるかの瀬戸際」と示され

る 15）。 
02/26 安倍首相、大規模イベントの2 週間自粛を要請 16）。 
02/27 政府、小中高校について、3 月2日から春休みまで

の全国一斉臨時休校を要請する 17）。 
02/28 北海道、独自の緊急事態宣言を発表する 18）。 

調査1 
03/11 WHO が新型コロナウイルス感染症の流行状況を

パンデミックと評価 19）。 
03/13 新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部が改

正される 20）。 
03/19 大阪府、兵庫県が 3 連休に大阪、兵庫間における

不要不急の往来自粛を要請 21）。 
専門家会議により感染者急増の場合、ロックダウ

ン的措置をとる可能性が仄めかされる 22）。 
03/24 オリンピック、パラリンピックの延期が決定 23）。 
03/25 英チャールズ皇太子の感染が発覚する 24）。 

東京都週末の外出自粛を要請する 25）。 
03/27 英ボリス・ジョンソン首相の感染が発表される 26）。 
03/28 京都産業大学学生が新型コロナウイルスに感染

27）。 
03/29 タレント志村けんさん死去 28）。 

調査2 
04/07 7 都道府県において緊急事態宣言発令 29）。 
04/08 中国・湖北省武漢市の都市封鎖が解除される 30）。 
04/10 愛知県が独自の緊急事態宣言を発令 31）。 
04/16 緊急事態宣言が全国に拡大される 32）。 
04/20 国民1人当たり一律10万円の特別定額給付金事業

の実施が閣議決定される 33）。 
04/23 俳優岡江久美子さん死去 34）。 
05/04 緊急事態宣言が全国一斉に5 月末まで延長 35）。 
05/13 28 歳力士、コロナウイルス性肺炎により死去 36）。 
05/14 関東1 都3 県、関西3 府県を除く39 県で緊急事態

宣言が解除される 37）。 
05/20 全国高等学校野球選手権大会中止が決定 38）。 
05/21 関西圏の3 府県で緊急事態宣言が解除される 39）。 
05/25 緊急事態宣言が全面的に解除される 40）。 

 
 
調査 1（3 月 6 日～9 日）の直近では小学校、中学校、

高校への休校要請（2 月 27 日）や、北海道が独自に緊急
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知に加え、メディア利用の諸相についても副次的に明ら

かにする。 
 これらの目的を達成する手法として、アンケートデー

タの統計的分析を用いた。詳細には、表－1に示す通り、

株式会社サーベイリサーチセンターSRC情報総研が行っ

た「【緊急調査】新型コロナウイルス感染症に関する国民

アンケート」（以下、調査 1 と記載）、および「【第 2 回】

新型コロナウイルス感染症に関する国民アンケート」（以

下、調査 2 と記載）の 2 つのデータを用い、分析を行っ

た。なお、調査 1 と、調査 2 のサンプルはパネルではな

い。 
調査の全体像としては、感染症についての不安、生活

への影響、うわさに関することなど多岐に渡る内容が包

含されているが、本研究ではその内のメディア利用時間、

認知状況、自分自身や同居人が感染する不安、属性等デ

モグラフィック要因に関する質問項目について、主に分

析を行った。なお、統計分析にはSPSS Statistics Version26, 
27 を用いた。 

 
表－1 調査概要 

調査 1 
調査名称：【緊急調査】新型コロナウイルス感染症に関

する国民アンケート 
調査地域：各都道府県 100 票, 計 4700 票 
調査機関：株式会社サーベイリサーチセンター 

SRC 情報総研 
調査対象：20 歳以上の個人（性・年代均等割り付け） 
調査方法：WEB 調査 
有効回答：4700 票 
調査期間：2020 年 3 月 6 日～3 月 9 日 

 
調査 2 
調査名称：【第 2 回】新型コロナウイルス感染症に関

する国民アンケート 
調査地域：各都道府県 100 票, 計 4700 票 
      （東京都・大阪府・愛知県は補完サンプルあり） 
調査機関：株式会社サーベイリサーチセンター 

SRC 情報総研 
調査対象：20 歳以上の個人（性均等割り付け）※ 
調査方法：WEB 調査 
有効回答：4700 票（+補完サンプル） 
調査期間：2020 年 4 月 3 日～4 月 6 日 

※ 調査 1、2 は同一サンプルの予定であったが、離脱が見ら

れたため、サンプルの補填を行った。各都道府県のモニタ

ー数の限界から、年代に関しては割付とならなかった。 
 
（２）調査時の社会背景 

 新型コロナウイルス感染症をめぐる事態は刻々と変化

し、様々な事象が国民の感染への不安感に影響を与えた

と考えられる。ここで参考として、調査期間前後の国内

外における感染症に関する出来事を示す（表－2）。 

 
表－2 国内外における感染症に関する出来事 

 海外（太字）/ 国内の出来事 
2019/12/08 中国、武漢で原因不明の肺炎患者が確認される 6）。 
12/31 WHO 中国支局が武漢で発見された、原因不明の

肺炎患者のクラスターについて報告を受ける 7）。 
2020/01/07 中国において新型コロナウイルスが特定される8）。 
01/15 日本国内において最初の感染者が特定される 9）。 
01/23 中国、武漢市を事実上封鎖する 10）。 
02/05 大型クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号で乗

客乗員10 人の感染を確認 11）。 
02/13 国内初の死亡例が確認される 12）。 
02/19 ダイヤモンド・プリンセス号検査陰性者の下船が

始まる 13）。 
02/22 ダイヤモンド・プリンセス号下船者の新型コロナ

ウイルス感染が判明する 14）。 
02/24 政府の専門家会議にて、「これから 1-2 週間が急速

な拡大に進むか、収束できるかの瀬戸際」と示され

る 15）。 
02/26 安倍首相、大規模イベントの2 週間自粛を要請 16）。 
02/27 政府、小中高校について、3 月2日から春休みまで

の全国一斉臨時休校を要請する 17）。 
02/28 北海道、独自の緊急事態宣言を発表する 18）。 

調査1 
03/11 WHO が新型コロナウイルス感染症の流行状況を

パンデミックと評価 19）。 
03/13 新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部が改

正される 20）。 
03/19 大阪府、兵庫県が 3 連休に大阪、兵庫間における

不要不急の往来自粛を要請 21）。 
専門家会議により感染者急増の場合、ロックダウ

ン的措置をとる可能性が仄めかされる 22）。 
03/24 オリンピック、パラリンピックの延期が決定 23）。 
03/25 英チャールズ皇太子の感染が発覚する 24）。 

東京都週末の外出自粛を要請する 25）。 
03/27 英ボリス・ジョンソン首相の感染が発表される 26）。 
03/28 京都産業大学学生が新型コロナウイルスに感染

27）。 
03/29 タレント志村けんさん死去 28）。 

調査2 
04/07 7 都道府県において緊急事態宣言発令 29）。 
04/08 中国・湖北省武漢市の都市封鎖が解除される 30）。 
04/10 愛知県が独自の緊急事態宣言を発令 31）。 
04/16 緊急事態宣言が全国に拡大される 32）。 
04/20 国民1人当たり一律10万円の特別定額給付金事業

の実施が閣議決定される 33）。 
04/23 俳優岡江久美子さん死去 34）。 
05/04 緊急事態宣言が全国一斉に5 月末まで延長 35）。 
05/13 28 歳力士、コロナウイルス性肺炎により死去 36）。 
05/14 関東1 都3 県、関西3 府県を除く39 県で緊急事態

宣言が解除される 37）。 
05/20 全国高等学校野球選手権大会中止が決定 38）。 
05/21 関西圏の3 府県で緊急事態宣言が解除される 39）。 
05/25 緊急事態宣言が全面的に解除される 40）。 

 
 
調査 1（3 月 6 日～9 日）の直近では小学校、中学校、

高校への休校要請（2 月 27 日）や、北海道が独自に緊急

事態宣言を発令する（2 月 28 日）等の事象があった。ま

た、調査 2 の時点（4 月 3 日～4 月 6 日）では、オリンピ

ック、パラリンピックの延期決定（3 月 24 日）や、国内

外著名人の感染、死亡報告が相次いだ。 
 このように、調査 1 の時点では感染対策としての政策

的措置がニューストピックとして挙がった一方で、調査

2 の時点では実質的な感染の害（感染例、死亡例）が人々

の目に留まったと考えられる。 
また、日々伝えられる感染者数の影響についても、勘

案する必要があるだろう。当時の報告によれば、調査 1
実施直前（3 月 5 日）の感染者数は 33 人であったが、調

査 2 実施直前（4 月 2 日）の感染者数は 206 人と、大幅

な増加がみられた 41）, 42）。 
このように、2 つの調査の間に大きく変化した社会情

勢と数量的に可視化される感染拡大により、国民の新型

コロナウイルス感染症に対する不安感は影響を受けたと

推定され、それを明らかにするのが本研究の主眼である。 
（３）変数 

ここで、本研究において扱う主要な変数の概念的、操

作的定義について明記しておきたい。まず、「情報認知」

は新型コロナウイルス感染症に関する情報の存在の認知、

および情報の理解を表わす。調査においては、新型コロ

ナウイルス感染症に関連する 9（調査 1）～11（調査 2）
の用語についての認知度を「聞いたことがあり、意味も

理解している」「聞いたことがあり、意味はなんとなくわ

かる」「聞いたことはあるが、意味はわからない」「聞い

たことがない」の 4 件法で尋ねている。 
新型コロナウイルスは未知のウイルスであり、また、

現代の日本は感染症が大規模に流行するという経験が浅

かったことから、当該感染症に関する情報は、一般にと

って慣れ親しみのない医学的専門用語等の理解を経なけ

れば困難であったと思われる。よって、感染症に関する

特定の用語認知を、全体的な情報認知と全く同一視する

ことはできないが、少なくとも一定の指標として認識す

ることに不備はないと考えられる。 
次に、「感染への不安」に関して、本研究では「感染す

る確率認知および結果への不安」と定義する。 Kplan & 
Garrick（1981）はリスクの量的定義について、生起現象

そのもの、生起確率、結果の 3 つを含めた定義を提示し

ている。本稿では感染をリスク現象と捉え、その生起確

率と生じるであろう結果について抱く「心理状態」を扱

う。調査では「自分自身/ 同居人が感染する不安」として

「まったく不安を感じない」～「とても不安を感じる」

の 5 件法で尋ねた。 
 

３．結果 
（１）情報認知と感染不安の実態 

 まず、情報認知と感染への不安の実態を示す（図－1、

図－2）。情報認知（各用語の認知度, 図－1）について、

「聞いたことがあり、意味も理解している」「聞いたこと

があり、意味はなんとなくわかる」を認知度として合算

すると、「新型コロナウイルス」（調査 1：98.3％/ 調査 2：
98.6％）「接触感染」（96.3％/ 96.7％）「飛沫感染」（95.0％
/ 96.3％）「空気感染」（93.3％/ 94.3％）「濃厚接触」（93.0％
/ 95.6％）に関してはいずれも認知度が 90％以上と高いこ

とが分かる。しかし、「エアロゾル感染」（55.0％/ 59.4％）

「クラスター感染」（77.6％/ 92.2％）「COVID-19」（56.5％
/ 67.8％）「PCR 検査」（73.7％/ 87.4％）に関しては、認知

度は前述の用語に比べて低かったと分かった。特に、「エ

アロゾル感染」「COVID-19」に関しては調査 2 時点でも

認知度は伸びず、「エアロゾル感染」に至っては認知度

60％以下に留まっていた。また、調査 2 の時点でのみ質

問項目に含めた「オーバーシュート」「ロックダウン」に

ついての認知度は、それぞれ 80.5％、85.8％であった。 
 

 
図－1 情報認知について 

 

図－2 自分自身が感染する不安 

 
次に、「自分自身が感染する不安」に関して結果を図－

2 に示す。サンプル全体における不安を感じる人の割合

は、調査 1 時点で「とても不安を感じる」「やや不安を感

じる」合わせて 66.6％であったが、調査 2 時点では 83.4％
と増加している。 
調査 1 から調査 2 の間では、ウイルスによる国民にと

って関与、関心の高い事項や人への影響が顕在化した。

例えば、各自治体や政府からの自粛要請、オリンピック・

パラリンピックの延期決定、タレント志村けん氏の死去

等の事象が代表的である。人々は日常や生活への影響が

明示的になったことで、感染症の脅威をより強く認知し

たのではないかと推測される。 
 次に、これら情報認知と自分自身が感染する不安の関
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連性について検証する。具体的には、調査 1 では 9 の用

語、調査 2 では 11 の用語に関して、「聞いたことがあり、

意味も理解している」「聞いたことがあり意味はなんとな

くわかる」のいずれかで答えた用語の個数を認知度の指

標とし、自分自身の感染が不安と考える回答者（「とても

不安を感じる」「やや不安を感じる」）と、不安と考えな

い回答者（前述の回答以外）で認知度に差異があるか

Mann-Whitney の U 検定にて検証した結果を表－3 に示

す。結果として、調査 1、調査 2 の双方の時点で不安を

感じていた回答者の方が 0.1％有意で認知度が高い傾向

にあった。つまり、パンデミック下で不安を感じた人々

は、情報を積極的に認知、理解することで不安を解消し

ようとした、あるいは情報認知により不安が高まったと

考えられる。 
（２）感染不安とメディア利用の実態 

本研究の主軸は不安感と情報認知の関連性について明

らかにすることだが、認知という状態はメディアによる 
情報取得を前提にしている。ゆえに、パンデミック下の

メディア利用の実態についても分析を行った。なお、本

節で述べる回答結果は、新型コロナウイルス関連の情報

取得に限定されない、全般的なメディア利用について尋

ねたものであるため、その点は留意が必要である。 
a）メディア利用の実態 

 まず、感染拡大期に生じた人々のメディア利用率（利

用/ 非利用）の変化を示す（図－3）。調査 1 では、「ふだ

んのメディア利用」と「ここ一週間のメディア利用」と

いう 2 時点について尋ねているため、調査 2 と合わせて

計 3 時点の利用率が示されている。 
 メディア間の比較では、テレビが最も利用されており、

次いでインターネット［スマートフォン・従来型携帯電

話］、インターネット［パソコン］となっている。テレビ

の利用率（ふだん：93.8％/ 調査 1 ここ 1 週間：93.5％/ 調
査 2 ここ 1 週間：93.7％）は 3 時点においてあまり変化

が見られないが、他のラジオ（39.0%/ 36.3%/ 32.4%）、新

聞（51.7%/ 49.0%/ 48.0%）、雑誌（39.2％/ 31.2％/ 18.2％）、

インターネット［パソコン］（70.2%/ 67.6%/ 62.4%）、イン

ターネット［スマートフォン・従来型携帯電話］（87.6%/ 
87.1%/ 81.9%）は利用率が低下している。 

次に、平均利用時間の観点からメディア利用の変化を

捉える。平均利用時間については、「全く利用しなかった」

＝0 時間、「30 分未満」＝0.5 時間、「30 分以上 1 時間未

満」＝0.75 時間、「1 時間以上 1 時間 30 分未満」＝1.25 時

間、「1 時間 30 分以上 2 時間未満」＝1.75 時間、「2 時間

以上 3 時間未満」＝2.5 時間、「3 時間以上 4 時間未満」

＝3.5 時間、「4 時間以上 5 時間未満」＝4.5 時間、「5 時間

以上 8 時間未満」＝6.5 時間、「8 時間以上」＝8 時間と置

き換え、全体の平均利用時間および「全く利用しなかっ

た」を除いた利用者のみの平均利用時間を算出した。結

果を図－4、次頁図－5に示す。結果、全体平均では、利

用時間に特徴的な変化は見られなかった。 
 

 
図－3 メディア利用率の変化（単位：％） 

図－4 メディア平均利用時間の変化（全体, 単位：時間） 

 
 

 

表－3 情報認知（認知用語の数）と不安の関連性 
 不安 不安でない 

U ｚ ｐ N（調査1/ 調査2） 3128/ 3919 1572/ 781 
 平均値・個 中央値・個 SD 平均値・個 中央値・個 SD 

調査1 7.55 8.00 1.69 7.06 8.00 2.20 2716461.00 6.10 *** 

調査2 9.71 10.00 1.86 8.70 10.00 3.01 1796448.00 8.15 *** 

Mann-Whitney のU検定.  ***p<.001
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連性について検証する。具体的には、調査 1 では 9 の用

語、調査 2 では 11 の用語に関して、「聞いたことがあり、

意味も理解している」「聞いたことがあり意味はなんとな

くわかる」のいずれかで答えた用語の個数を認知度の指

標とし、自分自身の感染が不安と考える回答者（「とても

不安を感じる」「やや不安を感じる」）と、不安と考えな

い回答者（前述の回答以外）で認知度に差異があるか

Mann-Whitney の U 検定にて検証した結果を表－3 に示

す。結果として、調査 1、調査 2 の双方の時点で不安を

感じていた回答者の方が 0.1％有意で認知度が高い傾向

にあった。つまり、パンデミック下で不安を感じた人々

は、情報を積極的に認知、理解することで不安を解消し

ようとした、あるいは情報認知により不安が高まったと

考えられる。 
（２）感染不安とメディア利用の実態 

本研究の主軸は不安感と情報認知の関連性について明

らかにすることだが、認知という状態はメディアによる 
情報取得を前提にしている。ゆえに、パンデミック下の

メディア利用の実態についても分析を行った。なお、本

節で述べる回答結果は、新型コロナウイルス関連の情報

取得に限定されない、全般的なメディア利用について尋

ねたものであるため、その点は留意が必要である。 
a）メディア利用の実態 

 まず、感染拡大期に生じた人々のメディア利用率（利

用/ 非利用）の変化を示す（図－3）。調査 1 では、「ふだ

んのメディア利用」と「ここ一週間のメディア利用」と

いう 2 時点について尋ねているため、調査 2 と合わせて

計 3 時点の利用率が示されている。 
 メディア間の比較では、テレビが最も利用されており、

次いでインターネット［スマートフォン・従来型携帯電

話］、インターネット［パソコン］となっている。テレビ

の利用率（ふだん：93.8％/ 調査 1 ここ 1 週間：93.5％/ 調
査 2 ここ 1 週間：93.7％）は 3 時点においてあまり変化

が見られないが、他のラジオ（39.0%/ 36.3%/ 32.4%）、新

聞（51.7%/ 49.0%/ 48.0%）、雑誌（39.2％/ 31.2％/ 18.2％）、

インターネット［パソコン］（70.2%/ 67.6%/ 62.4%）、イン

ターネット［スマートフォン・従来型携帯電話］（87.6%/ 
87.1%/ 81.9%）は利用率が低下している。 

次に、平均利用時間の観点からメディア利用の変化を

捉える。平均利用時間については、「全く利用しなかった」

＝0 時間、「30 分未満」＝0.5 時間、「30 分以上 1 時間未

満」＝0.75 時間、「1 時間以上 1 時間 30 分未満」＝1.25 時

間、「1 時間 30 分以上 2 時間未満」＝1.75 時間、「2 時間

以上 3 時間未満」＝2.5 時間、「3 時間以上 4 時間未満」

＝3.5 時間、「4 時間以上 5 時間未満」＝4.5 時間、「5 時間

以上 8 時間未満」＝6.5 時間、「8 時間以上」＝8 時間と置

き換え、全体の平均利用時間および「全く利用しなかっ

た」を除いた利用者のみの平均利用時間を算出した。結

果を図－4、次頁図－5に示す。結果、全体平均では、利

用時間に特徴的な変化は見られなかった。 
 

 
図－3 メディア利用率の変化（単位：％） 

図－4 メディア平均利用時間の変化（全体, 単位：時間） 

 
 

 

表－3 情報認知（認知用語の数）と不安の関連性 
 不安 不安でない 

U ｚ ｐ N（調査1/ 調査2） 3128/ 3919 1572/ 781 
 平均値・個 中央値・個 SD 平均値・個 中央値・個 SD 

調査1 7.55 8.00 1.69 7.06 8.00 2.20 2716461.00 6.10 *** 

調査2 9.71 10.00 1.86 8.70 10.00 3.01 1796448.00 8.15 *** 

Mann-Whitney のU検定.  ***p<.001

図－5 メディア平均利用時間の変化（利用者, 単位：時間） 

 
一方、利用者平均では、ラジオ（1.43/ 1.63/ 1.79 時間）、

新聞（0.81/ 0.94/ 1.12 時間）、雑誌（0.80/ 0.95/ 1.33 時間）、

インターネット［パソコン］（2.12/ 2.50/ 2.55 時間）の利

用時間が利用率の減少に反して増加する傾向があった。 
 このように、全体における利用率が低下する一方で、

利用者による利用時間が増加した理由としては、2 点考

えられる。第一に、不安感からメディアによる情報取得

を回避した人、および逆に情報取得を積極的に行った人

の双方が存在した可能性である。第二に、コロナによる

自粛・外出機会の減少に伴い在宅でのメディア利用時間

が増えたことである。この場合、利用率の低下は通勤、

通学中の利用機会が無くなったことで、利用者が限定さ

れたと考えられるだろう。いずれにせよ、本分析結果か

らは断定的な結論は導けない。 
b）メディア利用の増減 

 先述のように、経時的変化において利用率では減少傾

向が見られ、利用時間平均ではラジオ、新聞、雑誌、ネ

ット[パソコン]の利用増加が見られた。この理由の 1 つ

として、メディア利用の増減に関する二極化を推測した。

この着想について補完するため、『「ここ 1 週間のメディ

ア利用時間（調査 1）」―「ふだんのメディア利用時間（調

査 1）」』という合成変数を用いて、メディア利用増群（合

成変数が正の値）、メディア利用減群（合成変数が負の値）、

変化なし群（合成変数の値が 0）の 3 つに回答者をカテ

ゴリー化し、性別、年代の関係性についてクロス集計表

によって分布の偏りを検証した。結果として、ラジオ、

新聞、雑誌、ネットにおいて、性別や年代を要因とした

解釈可能な分布の偏りは見られなかった（結果は省略）

が、20 代、30 代においてテレビの利用減群が比較的多い

（25.4％、24.8%）ことが分かった（表－4）。 
 

表－4 調査1 テレビ利用増減（年代別, 単位：％） 

 N 利用減 利用増 変化なし 
全体 4700 21.8  18.8  59.4  
20 代 940 25.4  18.2  56.4  
30 代 940 24.8  15.7  59.5  
40 代 940 23.2  20.4  56.4  
50 代 940 20.9  19.7  59.5  
60 代以上 940 14.8  19.9  65.3  

χ2（df=8） 47.522*** 
***p<.001 下線は残差分析の結果、p＜.05 で期待値よりも低い, 
太字は期待値よりも高い 
 
 表－4について深堀するため、「事実を適切に伝えてい

る放送が多かった」等、テレビ報道の評価に関する 6 つ

の質問項目について、「そう思う」～「そう思わない」の

5 件法にて尋ねた。回答結果を表－5に示す。 
当該分析結果は、「そう思う」「ややそう思う」と回答

した人、およびそれ以外の回答者をそれぞれ合算し、年

代による各カテゴリの回答分布の差異を検証したもので

ある（表中では「そう思う/ ややそう思う」のみ表記）。

なお、該当期間におけるテレビ非利用者の回答は除外し

た。 
結果として、20 代においてテレビ報道への評価は低い

が、60 代以上ではテレビ報道への評価が高い傾向にあっ

た。 
 

 

表－5 テレビ報道への評価（年代別,  単位：％） 

  

N 

事実を適切に伝

えている放送が

多かった 

医学や保健・衛生

の難しい点をわ

かりやすく伝え

られていた 

どのように予防

対策や行動をす

れば良いか、わか

りやすかった 

国民（視聴者）に

対して、安心さや

冷静さにつなが

る放送が多かっ

た 

何が正しい情報

なのか、わかりに

くかった 

不安を煽るよう

な映像や表現が

多かった 

調査1 調査2 調査1 調査2 調査1 調査2 調査1 調査2 調査1 調査2 調査1 調査2 

全体 4394/4403 32.7  45.1  37.7  49.1  40.4  52.9  22.0  28.7  47.3  47.5  50.6  52.6  

20代 841/ 844 26.9  40.3  33.8  43.1  34.1  48.2  20.7  27.7  54.7  53.0  54.8  58.2  

30代 884/ 872 27.7  36.5  33.9  43.8  37.4  46.9  17.6  24.1  50.1  53.9  54.4  57.0  

40代 876/ 876 29.7  42.5  34.0  45.9  36.0  48.1  20.7  27.2  44.9  44.6  50.9  51.5  

50代 889/ 900 35.0  49.8  39.5  53.0  42.9  58.1  22.8  30.9  42.7  42.8  47.2  49.1  

60代 
以上 

904/ 911 43.9  55.5  46.8  59.1  51.0  62.5  28.0  33.4  44.5  43.9  45.8  47.5  

χ2（df=4） 80.302*** 84.695*** 48.944*** 67.036*** 68.514*** 71.449*** 30.751*** 22.293*** 33.660*** 40.057*** 23.500*** 31.496*** 

***p<.001 下線は残差分析の結果、p＜.05 で期待値よりも低い, 太字は期待値よりも高い 
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具体的には、20 代では「事実を適切に伝えている放送

が多かった」（調査 1：26.9％/ 調査 2：40.3％）や、テレ

ビ報道が情報を「わかりやすく伝えられていた」と感じ

る割合が低く、「何が正しい情報なのかわかりにくかった」

（54.7%/ 53.0%）「不安を煽るような映像や表現が多かっ

た」（54.8%/ 58.2%）と感じる割合が高かった。そして、

この傾向は 20 代ほど顕著とは言えないが、30 代や 40 代

にも見られた。すなわち、若い年代になるほどテレビへ

の信頼が低くなる傾向にあると言える。 
 テレビ報道への評価の低さは、利用時間の減少につな

がると考えられる。つまり、表－4 においてテレビ利用

減群に 20 代、30 代が多く見られたことは、当該年代の

テレビに対する評価の低さに起因する可能性がある。 
c）感染不安とメディア利用の関係性 

 次に、自分自身が感染する不安とメディア利用の関係

性を表－6 に示す。結果として、調査 1 では自分自身が

感染する不安を持つ人の方がテレビ（p<.001）、新聞

（p<.05）、雑誌（p<.05）、インターネット［パソコン］

（p<.05）、インターネット［スマートフォン・従来型携帯

電話］（p<.001）の利用時間が長い傾向にあることが分か

った。また、調査 2 においては、テレビ（p<.001）、イン

ターネット［スマートフォン・従来型携帯電話］（p<.001）
において利用時間が有意に長かった。新聞の利用時間は、

自分自身が感染する不安を持つ人の方が 10％有意水準

で長い傾向にあった。 
 つまり、感染への不安を抱いた人の方が、メディアを、

特にテレビとスマートフォン経由のインターネットを利

用し情報取得を行った、あるいは当該メディアから情報

を得たことで不安が高まったと言える。 

（３）感染不安とリスク 
 最後に、不安は回答者が持つどのような要因と関連し

ているのか分析した。具体的には、新型コロナウイルス

感染症に感染し易い環境や、重症化し易い性質を持つこ

と等をリスクと捉え、不安感（自分自身が感染する不安/ 
同居人が感染する不安）との関連性を検証した。 
前述のリスクとしては、性別、年代、基礎疾患の有無、

居住地域等の要素を検討した。理由としては、男性、高

齢者、基礎疾患を持つ人が感染後、重症化の可能性があ

ると報じられたからである。また、居住地域については、

感染者数が多い地域の方が、感染リスクが高いと考える

回答者が多いと推測される。 
a）自分自身が感染する不安と感染/ 重症化リスク 

まず、性別・年代による差異（次頁、図－6）を見ると、

女性の方が不安を感じる傾向にある。新型コロナウイル

ス感染症は男性の方が重症化し易い、という報道は不安

感にはあまり影響しなかったと言える。年代に関しては、

一概に若者よりも高齢者の方が不安を感じる、という単

純な関係ではないことが分かる。例えば、「とても不安を

感じる」という人の割合は調査 1、調査 2 双方の結果に

おいて、60 代以上の方が少ないという結果になっている

（調査 1：17.9％/ 調査 2：40.9％、双方とも χ2検定の結

果が 0.1％有意）。なお、双方の調査において当該回答の

割合が最も高いのは 30 代（30.7％/ 48.2％）である。しか

し、「まったく不安を感じない」という回答の割合に着目

すると、20 代は調査 1、調査 2 双方において他の年代よ

りも高くなっている（調査 1：6.3％、調査 2：3.4％、双

方とも χ2検定の結果が 0.1％有意）。 
 
 

表－6 不安感とメディア利用時間（単位：時間） 

   不安 不安でない 

U ｚ ｐ N（調査1/ 調査2） 3128/ 3919 1572/ 781 
   平均値・時間 中央値・時間 SD 平均値・時間 中央値・時間 SD 

テレビ 
調査1 3.42 2.50 2.49 2.99 2.50 2.49 2743403.50 6.53 *** 

調査2 3.36 2.50 2.52 2.56 1.75 2.44 1855802.00 9.46 *** 

ラジオ 
調査1 0.58 0.00 1.35 0.62 0.00 1.46 2446203.00 -0.33   

調査2 0.58 0.00 1.45 0.57 0.00 1.46 1543137.00 0.44   

新聞 
調査1 0.48 0.50 0.91 0.43 0.00 0.86 2550595.50 2.28 * 

調査2 0.55 0.00 1.13 0.50 0.00 1.10 1588283.50 1.82 † 

雑誌 
調査1 0.31 0.00 0.77 0.28 0.00 0.80 2547388.50 2.48 * 

調査2 0.24 0.00 0.86 0.27 0.00 1.01 1558246.00 1.20   

インターネット 
[パソコン] 

調査1 1.66 0.75 2.22 1.76 0.75 2.24 2356384.00 -2.38 * 

調査2 1.59 0.75 2.24 1.62 0.75 2.25 1522922.50 -0.22   

インターネット 
[スマートフォン等] 

調査1 2.47 1.75 2.36 2.05 1.25 2.30 2809139.50 8.04 *** 

調査2 2.26 1.25 2.39 1.74 0.75 2.27 1800124.50 7.85 *** 

Mann-Whitney のU検定.  †p<.10, *p<.05, ***p<.001
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具体的には、20 代では「事実を適切に伝えている放送

が多かった」（調査 1：26.9％/ 調査 2：40.3％）や、テレ

ビ報道が情報を「わかりやすく伝えられていた」と感じ

る割合が低く、「何が正しい情報なのかわかりにくかった」

（54.7%/ 53.0%）「不安を煽るような映像や表現が多かっ

た」（54.8%/ 58.2%）と感じる割合が高かった。そして、

この傾向は 20 代ほど顕著とは言えないが、30 代や 40 代

にも見られた。すなわち、若い年代になるほどテレビへ

の信頼が低くなる傾向にあると言える。 
 テレビ報道への評価の低さは、利用時間の減少につな

がると考えられる。つまり、表－4 においてテレビ利用

減群に 20 代、30 代が多く見られたことは、当該年代の

テレビに対する評価の低さに起因する可能性がある。 
c）感染不安とメディア利用の関係性 

 次に、自分自身が感染する不安とメディア利用の関係

性を表－6 に示す。結果として、調査 1 では自分自身が

感染する不安を持つ人の方がテレビ（p<.001）、新聞

（p<.05）、雑誌（p<.05）、インターネット［パソコン］

（p<.05）、インターネット［スマートフォン・従来型携帯

電話］（p<.001）の利用時間が長い傾向にあることが分か

った。また、調査 2 においては、テレビ（p<.001）、イン

ターネット［スマートフォン・従来型携帯電話］（p<.001）
において利用時間が有意に長かった。新聞の利用時間は、

自分自身が感染する不安を持つ人の方が 10％有意水準

で長い傾向にあった。 
 つまり、感染への不安を抱いた人の方が、メディアを、

特にテレビとスマートフォン経由のインターネットを利

用し情報取得を行った、あるいは当該メディアから情報

を得たことで不安が高まったと言える。 

（３）感染不安とリスク 
 最後に、不安は回答者が持つどのような要因と関連し

ているのか分析した。具体的には、新型コロナウイルス

感染症に感染し易い環境や、重症化し易い性質を持つこ

と等をリスクと捉え、不安感（自分自身が感染する不安/ 
同居人が感染する不安）との関連性を検証した。 
前述のリスクとしては、性別、年代、基礎疾患の有無、

居住地域等の要素を検討した。理由としては、男性、高

齢者、基礎疾患を持つ人が感染後、重症化の可能性があ

ると報じられたからである。また、居住地域については、

感染者数が多い地域の方が、感染リスクが高いと考える

回答者が多いと推測される。 
a）自分自身が感染する不安と感染/ 重症化リスク 

まず、性別・年代による差異（次頁、図－6）を見ると、

女性の方が不安を感じる傾向にある。新型コロナウイル

ス感染症は男性の方が重症化し易い、という報道は不安

感にはあまり影響しなかったと言える。年代に関しては、

一概に若者よりも高齢者の方が不安を感じる、という単

純な関係ではないことが分かる。例えば、「とても不安を

感じる」という人の割合は調査 1、調査 2 双方の結果に

おいて、60 代以上の方が少ないという結果になっている

（調査 1：17.9％/ 調査 2：40.9％、双方とも χ2検定の結

果が 0.1％有意）。なお、双方の調査において当該回答の

割合が最も高いのは 30 代（30.7％/ 48.2％）である。しか

し、「まったく不安を感じない」という回答の割合に着目

すると、20 代は調査 1、調査 2 双方において他の年代よ

りも高くなっている（調査 1：6.3％、調査 2：3.4％、双

方とも χ2検定の結果が 0.1％有意）。 
 
 

表－6 不安感とメディア利用時間（単位：時間） 

   不安 不安でない 

U ｚ ｐ N（調査1/ 調査2） 3128/ 3919 1572/ 781 
   平均値・時間 中央値・時間 SD 平均値・時間 中央値・時間 SD 

テレビ 
調査1 3.42 2.50 2.49 2.99 2.50 2.49 2743403.50 6.53 *** 

調査2 3.36 2.50 2.52 2.56 1.75 2.44 1855802.00 9.46 *** 

ラジオ 
調査1 0.58 0.00 1.35 0.62 0.00 1.46 2446203.00 -0.33   

調査2 0.58 0.00 1.45 0.57 0.00 1.46 1543137.00 0.44   

新聞 
調査1 0.48 0.50 0.91 0.43 0.00 0.86 2550595.50 2.28 * 

調査2 0.55 0.00 1.13 0.50 0.00 1.10 1588283.50 1.82 † 

雑誌 
調査1 0.31 0.00 0.77 0.28 0.00 0.80 2547388.50 2.48 * 

調査2 0.24 0.00 0.86 0.27 0.00 1.01 1558246.00 1.20   

インターネット 
[パソコン] 

調査1 1.66 0.75 2.22 1.76 0.75 2.24 2356384.00 -2.38 * 

調査2 1.59 0.75 2.24 1.62 0.75 2.25 1522922.50 -0.22   

インターネット 
[スマートフォン等] 

調査1 2.47 1.75 2.36 2.05 1.25 2.30 2809139.50 8.04 *** 

調査2 2.26 1.25 2.39 1.74 0.75 2.27 1800124.50 7.85 *** 

Mann-Whitney のU検定.  †p<.10, *p<.05, ***p<.001

 

 
図－6 自分自身が感染する不安（性別、年代別） 

 
つまり、不安感が低い集団の中では、若者が比較的目立

ちやすかった可能性があると言えよう。 
年代に関して、より分かりやすく差異を理解するため、

調査1時点の不安感を1点から5点のスケールと見なし、

年代を説明変数として Kruskal-Wallis 検定を行った結果

が表－7である。差異があったのは 30 代と 50 代、30 代

と 60 代であり、いずれも 30 代の方が不安感の順位が高

いという結果であった。なお、調査 2 の時点の不安感も

同様に、数量的に捉えるため、Kruskal-Wallis 検定を行っ

たが、結果は有意とならなかった。 
このように、年代に関する分析結果を総合すると、20

代が取り立てて不安感が低かったとは言えない。しかし、

不安感が低い回答者は他の年代と比較すると 20 代の若

者に多かったと言える。 
 

表－7 年代ごとの不安得点（調査1）  
平均値 SD 中央値 検定統計量 

20 代 ab 3.69 1.18 4.00 25.43*** 
30 代 a 3.80 1.14 4.00 
40 代 ab 3.72 1.10 4.00 
50 代 b 3.64 1.10 4.00 
60 代以上b 3.63 1.02 4.00 

Kruskal-Wallis検定  ***p<.001 
abはペアごとの比較の結果。aとbの間に差があることを示す。 

 
次に、基礎疾患の有無に関して自分自身が感染する不

安感の集計結果を、図－7 に示す。基礎疾患を持つ回答

者のほうが調査 1、調査 2 双方の時点において不安感が

高い傾向にあった（調査 1：30.0％、χ2 検定が 5％有意、

調査 2：48.9％有意差なし）。また、居住地域に関しては、

解釈可能な差異は見られなかった（図－8）。 

 

図－7 自分自身が感染する不安（基礎疾患の有無別） 

図－8 自分自身が感染する不安（居住地域別） 

 
この結果には、感染者数の推移に加えて、直近の社会事

象が関連していると思われる。まず、調査 1 実施時点で

は、新規感染者数の地域差は顕著ではない。故に、この

時点で新型コロナは全国民にさほど不安感を与えなかっ

たと思われる。一方で、調査 2 の直近では志村けん氏の

死去が報じられており、地域を超えて新型コロナウイル

スの脅威が共有されたのではないかと思われる。 
b）同居人が感染する不安とリスク 

感染への不安感は、自分自身に対するものだけではな

く、他者に対するものも存在するはずである。そこで、

同居人の持つリスクと同居人が感染する不安感の高低は

関連するか分析を行った（図－9）。 
 

図－9 同居人（高齢者/ 基礎疾患あり/ 乳幼児）が 

   感染する不安 
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なお、前述のように、ここで尋ねた「不安」は自分自

身が感染する不安ではなく、回答者が感じる、同居人が

感染する不安である。また、リスク属性としては、高齢、

基礎疾患がある、乳幼児の 3 つを考慮した。 
各リスク属性を比較してみると、調査 1、調査 2 双方

の時点において、最も乳幼児の場合が感染する不安感

（「とても不安を感じる」「やや不安を感じる」合算）が

高くなっている（調査 1：87.2％, 調査 2：92.7％）。乳幼

児に関しては、重症化リスクが特段指摘されていた訳で

はないが、他の 2 者よりも相対的に感染への懸念が持た

れていたと言える。また、高齢者に対する不安を感じる

人の割合は、他の属性と比較して調査 1、調査 2 双方の

時点において最も低い傾向にあった。理由として、基礎

疾患を持つ人や乳幼児は、病院等「感染リスクが高い」

イメージがある場所に比較的頻繁に外出せざるを得ない

ため、不安感が高くなり、相対的に高齢者に対する不安

が低く見えたと思われる。しかし、これは推測の域をで

ないため、さらなる検証が必要だろう。 
 さらに、同居人の高齢者が感染する不安ついて、回答

者自身も高齢（65 歳以上）である場合、高齢でない場合

と比較して差異が見られるかどうか検証した（図は省略）。 

調査 1 では「とても不安を感じる」において差が見られ

たが（高齢者該当/ 非該当, 22.0%/35.1%）、「やや不安を感

じる」を合算した全体的な不安感としては大きな差は見

られなかった（合算値 69.2％/ 71.9%）。また、調査 2 時点

では概して、回答に差異は見られなくなっていた。 
c）不安を感じない理由 
なお、調査 2 においては自分自身が感染する不安をあ

まり、あるいはまったく感じないと回答した者（n=395）
に対し、不安を感じない理由についても尋ねた（図－10）。 

 

 
図－10 不安を感じない理由（n=395） 

 
比較的肯定的回答の割合が高かったものは、「ウイルス

に対して、気を付けるべき注意点がわかってきたから」

（29.6％）「重篤な状態になったり、死に至る確率が低そ

うだから」（29.6％）であった。また、「自分が感染するこ

とはないと思っているから」（21.5％）という回答も 3 番

目に割合が多い回答であった。また、不安を感じない理

由について、年齢による回答の差異を確認する（表－8）。

差異が見られたものは、記載の 2 項目であり、いずれも

60 代以上が高い割合となっていた。 
 

表－8  不安を感じない理由の年代差（単位：％）  
ウイルスに対して、

気を付けるべき注意

点がわかってきたか

ら 

有効と考えられる治

療薬の開発や臨床試

験が進みそうだから 

20代（n=95） 24.2  5.3  

30代（n=84） 17.9  4.8  

40代（n=66） 25.8  6.1  

50代（n=78） 38.5  7.7  

60代（n=72） 44.4  16.7  

χ2（df=4） 17.896** 10.020* 

*p<.05, **p<.01 下線は残差分析の結果、p＜.05 で期待

値よりも低い, 太字は期待値よりも高い 
 
 以上のように、「自分自身が感染する不安」、「同居人が

感染する不安」の 2 つの不安と、個人や他者の持つ感染

や重症化のリスクは、概して強い関連性を示すとは言え

なかった。基礎疾患を持つ回答者は、そうでない回答者

よりも不安感を感じる傾向にあったが、強いものではな

かった。また、年代による差異は、単純に高齢者が高い

不安感を持ち、若者がその逆である、という訳ではなく、

あくまで不安感を抱かない人の中で、若者の割合が比較

的多かったという事実に留まることが明らかになった。 
 
４．結論 

分析結果より得た知見の要点を、以下に整理する。 
［不安感と情報認知］自分自身が感染する不安がある人

の方が、新型コロナウイルス感染症に関する用語の認知

度が高い傾向にあった。 
［不安感とメディア利用］自分自身が感染する不安があ

る人の方が、テレビや、スマートフォン経由のインター

ネットの利用時間が長かった。 
［メディア利用の実態］メディアの中で、最も利用率が

高いものはテレビであり、次いでインターネットであっ

た。利用時間は、減少する人と増加する人の双方が見ら

れた。そして、20 代、30 代はテレビ報道を「不安を煽っ

ている」等低く評価しており、他の年代よりもテレビ離

れを起こす傾向があった。 
［リスク属性と不安感］性別や年代による重症化のリス

クは不安感との著しい関連性は見られなかった。しかし、

性別では女性の方が、年代においては 30 代の不安が高く

なるという傾向があった。また、居住地域による不安感

の差異は見られなかった。回答者本人の基礎疾患の有無

と不安感については、調査 1 時点のみ有意な関連性が見

られた。 
［同居人が感染する不安］同居人が感染する不安につい

ては、高齢者、基礎疾患あり、乳幼児のうち、比較的乳

幼児に対して感染の不安を抱く回答が多かった。重症化

のリスク自体は高齢者、基礎疾患を持つ人の方が高いと
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なお、前述のように、ここで尋ねた「不安」は自分自

身が感染する不安ではなく、回答者が感じる、同居人が

感染する不安である。また、リスク属性としては、高齢、
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の時点において、最も乳幼児の場合が感染する不安感
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が低く見えたと思われる。しかし、これは推測の域をで

ないため、さらなる検証が必要だろう。 
 さらに、同居人の高齢者が感染する不安ついて、回答

者自身も高齢（65 歳以上）である場合、高齢でない場合

と比較して差異が見られるかどうか検証した（図は省略）。 

調査 1 では「とても不安を感じる」において差が見られ

たが（高齢者該当/ 非該当, 22.0%/35.1%）、「やや不安を感

じる」を合算した全体的な不安感としては大きな差は見

られなかった（合算値 69.2％/ 71.9%）。また、調査 2 時点

では概して、回答に差異は見られなくなっていた。 
c）不安を感じない理由 
なお、調査 2 においては自分自身が感染する不安をあ

まり、あるいはまったく感じないと回答した者（n=395）
に対し、不安を感じない理由についても尋ねた（図－10）。 

 

 
図－10 不安を感じない理由（n=395） 

 
比較的肯定的回答の割合が高かったものは、「ウイルス

に対して、気を付けるべき注意点がわかってきたから」

（29.6％）「重篤な状態になったり、死に至る確率が低そ

うだから」（29.6％）であった。また、「自分が感染するこ

とはないと思っているから」（21.5％）という回答も 3 番

目に割合が多い回答であった。また、不安を感じない理

由について、年齢による回答の差異を確認する（表－8）。
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ウイルスに対して、

気を付けるべき注意

点がわかってきたか
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有効と考えられる治

療薬の開発や臨床試

験が進みそうだから 

20代（n=95） 24.2  5.3  

30代（n=84） 17.9  4.8  

40代（n=66） 25.8  6.1  

50代（n=78） 38.5  7.7  
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 以上のように、「自分自身が感染する不安」、「同居人が

感染する不安」の 2 つの不安と、個人や他者の持つ感染

や重症化のリスクは、概して強い関連性を示すとは言え

なかった。基礎疾患を持つ回答者は、そうでない回答者

よりも不安感を感じる傾向にあったが、強いものではな

かった。また、年代による差異は、単純に高齢者が高い

不安感を持ち、若者がその逆である、という訳ではなく、

あくまで不安感を抱かない人の中で、若者の割合が比較

的多かったという事実に留まることが明らかになった。 
 
４．結論 

分析結果より得た知見の要点を、以下に整理する。 
［不安感と情報認知］自分自身が感染する不安がある人

の方が、新型コロナウイルス感染症に関する用語の認知

度が高い傾向にあった。 
［不安感とメディア利用］自分自身が感染する不安があ

る人の方が、テレビや、スマートフォン経由のインター

ネットの利用時間が長かった。 
［メディア利用の実態］メディアの中で、最も利用率が

高いものはテレビであり、次いでインターネットであっ

た。利用時間は、減少する人と増加する人の双方が見ら

れた。そして、20 代、30 代はテレビ報道を「不安を煽っ

ている」等低く評価しており、他の年代よりもテレビ離

れを起こす傾向があった。 
［リスク属性と不安感］性別や年代による重症化のリス

クは不安感との著しい関連性は見られなかった。しかし、

性別では女性の方が、年代においては 30 代の不安が高く

なるという傾向があった。また、居住地域による不安感

の差異は見られなかった。回答者本人の基礎疾患の有無

と不安感については、調査 1 時点のみ有意な関連性が見

られた。 
［同居人が感染する不安］同居人が感染する不安につい

ては、高齢者、基礎疾患あり、乳幼児のうち、比較的乳

幼児に対して感染の不安を抱く回答が多かった。重症化

のリスク自体は高齢者、基礎疾患を持つ人の方が高いと

言われていたが、単純な数値の比較上はそれらの特徴は

反映されなかった。 
［不安を感じない理由］感染の不安を感じない回答者の

その理由としては、「ウイルスに対して、気を付けるべき

注意点がわかってきたから」「重篤な状態になったり、死

に至る確率が低そうだから」といった回答が多かった。

また、不安を感じない理由について、「自分が感染するこ

とはないと思っているから」等の状況の軽視に関する項

目において、年代差による偏りは確認されなかった。つ

まり、若者の危機意識が低いといった報道から推測され

る、不安感の差異は得られなかったと言える。 
 このように、パンデミック下における、不安感と情報

行動の様相が明らかになった。すなわち、不安感とメデ

ィアを介した情報取得、情報認知に関して、不安感を持

つ回答者の方がメディアにより接触しており、新型コロ

ナウイルスに関する情報を認知、理解していることが分

かった。しかし、メディア利用においては、年代やそれ

に付随する特定のメディアに対する信念など、不安以外

の要因により、メディアの利用時間が減少する場合もあ

ると言える。よって、パンデミックのような異常事態の

際には、各年代のメディアに対する評価を予め認知し、

どのようなメディアで、どのような情報を発信するのか

慎重に検討する必要があると言えよう。 
 また、男性や高齢であるといった、個人の持つ重症化

のリスクや、居住地域による感染のリスクは、必ずしも

不安感を喚起するとは限らなかった。考えられる理由と

しては、全体における不安を感じない理由として「ウイ

ルスに対して、気を付けるべき注意点がわかってきたか

ら」という回答が比較的多かったことから推測するに、

情報を取得して知識が深まることが、不安感の低さと関

係する可能性がある。この回答傾向は、感染/ 重症化リス

クが高い 60 代の高リスク層ほど顕著であった。 
 なお、時折若者の危機意識の低さが報道にて問題視さ

れたが、本研究において若者が感染症を軽視する状況は

顕在化しなかった。全く感染の不安を抱かなかったとい

う回答者の中で、20 代の割合が高かったことは事実であ

る。しかし、不安を感じない理由において、「死に至る確

率が低そう」「自分は感染することはないと思っている」

などの項目に年代差は見受けられなかった。 
 最後に、今後の研究の方向性について 3 点指摘できる。 
第一に、メディア利用行動の細分化である。今回分析

ではテレビ、インターネットといったメディアの利用時

間に関する分析を行ったが、取得した情報内容について

のデータは得ていない。また、メディア利用者がメディ

アによってどのような情報内容にアクセスしていたかを

具体的に尋ねることにより、より情報施策に生かし得る

知見を得ることが可能であろう。 
 第二に、不安と情報行動の因果関係の特定である。本 
研究では横断的なデータ分析を行ったため、不安が情報 
行動へ影響したのか、あるいは情報行動が不安へと影響 

したのかを断定するまでに至らなかった。今後は双方の 
因果関係を弁別して捉えることで、より精緻に不安と情 
報行動について、連関の様相を捉えることができるだろ 
う。 
 最後に、不安と性別、年代の関連性についての探究で 
ある。感染症のリスクから推測される結果と異なり、女 
性、30 代といった要因が不安と関連性を持っていたこと 
は興味深い。この点について、今後パンデミック以外の 
ケースとの比較など、詳細な検討が必要であろう。 
以上の 3 点を踏まえた継続的研究を行っていく必要性

はあるが、本研究において明らかになった不安と情報行

動の実態は、今後のリスク・コミュニケーションにおい

て効果的な施策を考える上で有益なものである。 
具体的には、年代の違いにより、メディア利用実態や、

メディアに対する評価が異なることを踏まえ、発信者側

が情報発信メディアの選択を行うこと等が考えられる。

また、不安感に関しては、過度な不安感は心理的健康を

損なうため注意が必要であるが、適切な不安感は情報行

動を含めた、感染防止行動の動因として重要である可能

性を踏まえ、特定の属性の人に過度な不安を与えないよ

うメッセージ発信に配慮するとともに、不安を比較的感

じにくい人たちへの集中的注意喚起を行うことが必要だ

ろう。 
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ABSTRACT 
 

The current study aims to investigate the relationship between understanding to COVID-19 information and anxiety 
about infection. In addition, the current study explores the relationship between anxiety and media consumption as a 
means of understanding. 

Data from two research projects each consisting of questionnaire responses from 4700 subjects（total 9400）were 
analyzed, and three key results were found. 

Firstly, those who felt anxiety about infection had higher understanding than those who did not feel anxiety. 
Secondly, those who felt anxiety about infection spent more time consuming media, especially TV and the Internet 
through smartphones and mobiles, than those who did not feel anxiety. Finally, the extent of anxiety did not strongly 
relate to the participants’ infection and aggravation risk. Therefore, at the stage of early March and April, it appears 
that anxiety about infection may have led some people to decrease their anxiety by obtaining more information about 
COVID-19. 
 
 

Keywords：COVID-19, Media consumption, Understanding, Anxiety 
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学会誌編集委員会関連規定及び投稿に関する規程 
 

１ 学会誌編集委員会運営細則 

（通則） 
第1条 本運営細則は、日本災害情報学会運営規程（以

下、「学会運営規程」という）第１２条（５）及び第

13条（５）に規定された学会誌編集委員会の運営につ

いて、学会運営規程第22条第１項に基づく運営細則と

して定められたものである。学会誌編集委員会の運営

については、学会運営規程第14条から第16条及び第

22条によるほか、この細則によるものとする。 
 

（組織及び構成） 
第２条 本委員会には、委員長（１名）、副委員長（１名）

および幹事（若干名）を置き、委員長、副委員長及び

幹事を含め委員は１５名程度とする。 
 ２ 委員長は、正会員より会長が指名し、理事会の承

認を得る。 
  ３ 副委員長、幹事、委員は、委員長が正会員より指

名し、理事会の承認を得る。 
４ 本委員会に事務局長の出席を求めることができる。 

 

（所掌事務） 
第３条 本委員会の所掌事務は、会則第４条の趣旨に則

り災害情報に関する論文、調査報告、事例紹介等の発

表の場として学会誌「災害情報」を編集・刊行し、災

害情報研究の向上と発展に資するとともに、広く災害

情報の社会的重要性を喚起することである。 
 

(小委員会の設置) 
第４条 学会誌の編集・刊行に関連する事項を協議する

ために、本委員会に小委員会を設置することができる。 
 

(本運営細則等の改廃) 
第５条 本委員会の運営を円滑に行うために定める内規

等を除き、本運営細則及び本委員会の所掌事務に係る

規則等の改廃は、本委員会の議を経て理事会の承認を

得なければならない。 
 

付 則 
本運営細則は、平成14年9月1日から施行する。 
本運営細則の改正は、平成25年10月27日から施行する。 
本運営細則の改正は、平成26年10月26日から施行する。 
 

２ 投稿規定 

 
１．論文 
 論文の内容は、防災・災害情報に新たな貢献が期待で

きるもので、結論の導出過程が適切であるものとする。

なお防災および災害情報に新たな貢献ができるものであ

れば、従来の学術論文の体裁にとらわれず、下記の内容

に該当するものも論文の対象とする。 
・災害情報に関する理論的・実証的な研究成果で，対象

の開拓，新しい点・手法の導入，従来手法の統合化など

によって明確な結論を得たオリジナリティの高いもの。 
・災害情報に関する理論的・実証的な研究成果で，有用

な結果を得たもの。 
・調査報告（災害情報に関わる調査結果を，客観的に報

告したもの） 
・事例紹介（災害情報に関わる様々な取り組み，事例に

ついて紹介したもの） 
 
２．投稿者 
投稿は本会会員に限る。ただし，本会の依頼した原稿の

場合はその限りではない。 
 
３．投稿 
(1)投稿原稿は，原則として他雑誌において未発表でかつ

査読中にないものとする． 
(2)会員は投稿規定に基づき、投稿原稿（和文および英文

の要約を含む）のコピー３部および電子記録媒体（Ｃ

Ｄ等）に，必要事項を記入した申し込みフォーマット

を添えて本会編集委員会宛に提出する。また、メール

で学会宛に論文を送付する。 
(3)投稿原稿は随時受け付け，学会誌刊行予定日の６ヶ月

前に締め切り，編集作業を開始する． 
 
４．投稿原稿の区分 
 論文は、査読論文、特集論文、報告（調査団報告など）

からなる。 
 
５．査読及び編集 
(1)投稿原稿は，編集委員会の定める編集規定に従って，

掲載の可否を決定する。 
(2)初校校正は著者が自らの責任で行う。なお，校正は誤

字・脱字等の編集にかかわる修正のみとし，内容にか

かわる変更は再査読の対象とする。 
(3)カラーページの印刷には対応しない。 
(4)掲載著作物の別刷り印刷には対応しない。 
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学会誌編集委員会関連規定及び投稿に関する規程 
 

１ 学会誌編集委員会運営細則 

（通則） 
第1条 本運営細則は、日本災害情報学会運営規程（以

下、「学会運営規程」という）第１２条（５）及び第

13条（５）に規定された学会誌編集委員会の運営につ

いて、学会運営規程第22条第１項に基づく運営細則と

して定められたものである。学会誌編集委員会の運営

については、学会運営規程第14条から第16条及び第

22条によるほか、この細則によるものとする。 
 

（組織及び構成） 
第２条 本委員会には、委員長（１名）、副委員長（１名）

および幹事（若干名）を置き、委員長、副委員長及び

幹事を含め委員は１５名程度とする。 
 ２ 委員長は、正会員より会長が指名し、理事会の承

認を得る。 
  ３ 副委員長、幹事、委員は、委員長が正会員より指

名し、理事会の承認を得る。 
４ 本委員会に事務局長の出席を求めることができる。 

 

（所掌事務） 
第３条 本委員会の所掌事務は、会則第４条の趣旨に則

り災害情報に関する論文、調査報告、事例紹介等の発

表の場として学会誌「災害情報」を編集・刊行し、災

害情報研究の向上と発展に資するとともに、広く災害

情報の社会的重要性を喚起することである。 
 

(小委員会の設置) 
第４条 学会誌の編集・刊行に関連する事項を協議する

ために、本委員会に小委員会を設置することができる。 
 

(本運営細則等の改廃) 
第５条 本委員会の運営を円滑に行うために定める内規

等を除き、本運営細則及び本委員会の所掌事務に係る

規則等の改廃は、本委員会の議を経て理事会の承認を

得なければならない。 
 

付 則 
本運営細則は、平成14年9月1日から施行する。 
本運営細則の改正は、平成25年10月27日から施行する。 
本運営細則の改正は、平成26年10月26日から施行する。 
 

２ 投稿規定 

 
１．論文 
 論文の内容は、防災・災害情報に新たな貢献が期待で

きるもので、結論の導出過程が適切であるものとする。

なお防災および災害情報に新たな貢献ができるものであ

れば、従来の学術論文の体裁にとらわれず、下記の内容

に該当するものも論文の対象とする。 
・災害情報に関する理論的・実証的な研究成果で，対象

の開拓，新しい点・手法の導入，従来手法の統合化など

によって明確な結論を得たオリジナリティの高いもの。 
・災害情報に関する理論的・実証的な研究成果で，有用

な結果を得たもの。 
・調査報告（災害情報に関わる調査結果を，客観的に報

告したもの） 
・事例紹介（災害情報に関わる様々な取り組み，事例に

ついて紹介したもの） 
 
２．投稿者 
投稿は本会会員に限る。ただし，本会の依頼した原稿の

場合はその限りではない。 
 
３．投稿 
(1)投稿原稿は，原則として他雑誌において未発表でかつ

査読中にないものとする． 
(2)会員は投稿規定に基づき、投稿原稿（和文および英文

の要約を含む）のコピー３部および電子記録媒体（Ｃ

Ｄ等）に，必要事項を記入した申し込みフォーマット

を添えて本会編集委員会宛に提出する。また、メール

で学会宛に論文を送付する。 
(3)投稿原稿は随時受け付け，学会誌刊行予定日の６ヶ月

前に締め切り，編集作業を開始する． 
 
４．投稿原稿の区分 
 論文は、査読論文、特集論文、報告（調査団報告など）

からなる。 
 
５．査読及び編集 
(1)投稿原稿は，編集委員会の定める編集規定に従って，

掲載の可否を決定する。 
(2)初校校正は著者が自らの責任で行う。なお，校正は誤

字・脱字等の編集にかかわる修正のみとし，内容にか

かわる変更は再査読の対象とする。 
(3)カラーページの印刷には対応しない。 
(4)掲載著作物の別刷り印刷には対応しない。 
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６．著作権 
 本学会はその学会誌の編集著作権を持つ．本学会誌掲

載の著作物の著作権は当該著者がもつ．なお著者が自ら

の用途のために本学会誌掲載論文の掲載論文等を他の著

作物（主として書籍など）に転載する場合にはその旨を

明記することとし、他の著作物発刊者が許容する限りに

おいては制限はしない。 
 
 

３ 編集規程 

 

１．査読 
(1)編集委員会は、各投稿原稿について、学会員の中から

論文については３名の査読員を選び、別紙書式により査

読を依頼する。ただし、必要に応じて学会員以外に査読

を依頼することができる。 
(2)査読結果は、下記の評価区分で表記する。 
Ａ－－－掲載可 
Ｂ－－－部分的な修正をすれば掲載可 
Ｃ－－－大幅な修正をすれば掲載の可能性がある 
Ｄ－－－掲載不可 
 (3)投稿者および査読員の氏名は相互に匿名とする。査

読および編集を通じて、個人のプライバシーは保護され

なければならない。 
(4)編集委員からの所定回数の督促にもかかわらず、査読

員が査読結果を提出しない場合には、編集委員会は査読

員を変更することができる。 
(5)査読結果が相違した場合については、基本的に低いラ

ンク扱いとし、２ランク以上の相違がある場合は編集委

員会で検討する。また、また、その措置にあたって、編

集委員会は査読員から意見を求めることができる。 
 
２．原稿修正 
(1)査読が終了次第、編集委員会は査読結果に基づいて、

掲載の可否、査読員のコメントおよび原稿修正期間の指

示等を投稿者に通知する。 
(2)原稿修正期間については、１ヶ月を標準とする。 
(3)修正原稿掲載の可否は、原則として、編集委員会が最

終判定する。 
(4)編集委員会は最終判定終了次第、前条に従って、投稿

者に結果を通知する。 
 
３．依頼原稿等 
(1)依頼原稿は本会の編集委員会が依頼した原稿であり，

投稿規定に準ずるものとする。 
(2)学会大会における会長講演・記念講演等および学会が

行うシンポジウム・講演会等の報告は、これを掲載する

ことができる。 
 

(3)依頼原稿，シンポジウム報告等の掲載可否は、編集委

員会が判定する。 
 
４．編集委員 
 編集委員は、編集委員会の会議に出席し、編集および

審査に関する事項を審議し、次の編集の実務を行う。 
(1)学会誌各号の目次の決定 
(2)特集の企画、依頼 
(3)学会活動報告の編集 
(4)編集後記の執筆 
(5)投稿原稿の審査に関する諸措置 
(6)編集委員会規程、同施行細則および編集規程・投稿規

定・執筆要領の点検と改正 
(7)その他 
 
 

４ 執筆要領 
 
１． 言語  
投稿原稿は和文に限る。 
 
２． 原稿の形式と分量 
論文の分量は 20,000 字以内（10 頁以内）とする。分量

計算はすべて文字数を単位とする。文字数には題名、

著者名、所属、和文要約、図表、注、参考文献すべ

てを含む。英文要約は含めない。図表の文字数は面

積相当とする。編集委員会が指定した場合はこの限

りではない。 
 
３． 所属 
所属は原則１箇所のみ記載する。掲載時の所属が投稿時

の所属と変わった場合、投稿時の所属のみを記載す

る。著者の肩書きは記載しない。 
 
４． 要約、キーワード 
論文は、題名、著者名、所属、メールアドレス、英文タ

イトル、英文著者名、所属、英文要約、英文キーワ

ードを添付すること。 
(1) 表題紙には、題名の全文、著者名、所属のみを記す。 
(2) 和文要約は、600 字以内のものを本文の前に添付す

る。 
(3) 英文要約は、130 ワード以内のものを本文の後に添

付する。 
(4) キーワードは日本語・英語各５語以内で、要約の後

に各々記載する。 
 
 
５． 原稿フォーマット 
原稿作成にあたっては、学会ホームページにある投稿論
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文フォーマットを用いること。 
MS明朝10pt、英数字はTimes New Roman10pt、25

文字（字送り 9.25pt）、50 行（行送り 14.25pt）で

作成し、余白上 20mm、下 25mm、左 20mm、右

20mm、ヘッダー10mm、フッター10mm、奇数/
偶数ページ別指定で作成し、ヘッダーに論文種別を、

頁番号をセンタリングで記載する。 
 
６． 原稿の書式 
(1) 題名 題名は20pt、センタリングすること。 
(2) 氏名 氏名はスペースを空けない 
(3) 本文 本文はMS 明朝 10pt、英数字はTimes New 

Roman10ptを用いてください。「（ ）」は原則、全

角を用いる。 
 
(4) 章題、節題、表題、図題 原則 MS ゴシック 10pt

を用いてください。 
(5) 題名 副題の前後には「―（ダッシュ）」をつける「～

（波型）」「‐（ハイフン）」「－（マイナス）」は用い

ないこと 
(6) 図表 図表は鮮明なものを用いること。図表はそれ

ぞれ１から順に番号を打ち、本文中の該当箇所で引

用すること。写真は図として掲載する。著作権者の

了解を得ることなく、他者の図版を転用してはなら

ない。 
(7) 段組 原稿はＡ４版の用紙を使って、25字×50行の

2段組で印字する。 
(8) 注釈 注と文献リストを別々にする。注は、本文中

の該当箇所の右肩に上付き文字で1)から順に番号を

打ち、注自体は本文の後にまとめて記載すること。

文献・資料類は基本、参照文献に記載すること。注

釈に記載しても参照文献に記載すること 
(9) 挙示 参考文献の本文における挙示は、著者名（発

行年）または（著者名，発行年）、もしくは著者名（発

行年：ページ数）または、（著者名，発行年：ページ

数）とする。 
本文中での文献の引用は，以下を参考にする。 
（ア）･･････例えば阿部（1991）のように， 
（イ）･･････これらの研究（Abe et al., 1987a；Abe et al., 

1987b；廣井，1999）によれば、、、。 
(10) 文献 参照文献は、著者名（発行年）題名，出版社

（欧文の場合はその前に出版社 所在地 都市名を併

記）の順に記載すること。性と名の間はあけないこ

と。論文の引用としての「 」、文献の引用としての

『 』は用いないこと。欧文の書名はイタリック体

にすること。著者が複数いる場合には、「・（中点）」

でつなげる。参照文献において著者名は省略しない

（本文ではこの限りではない）。参照文献リストは、

アルファベット順もしくは 50 音順で記載。同一著

者のものは発表年代順に並べる。 

(11) ホームページ 参照したホームページは、原則参考

文献に記載し、著者（ホームページの所有者等）、タ

イトル（参照年月日：○○○○年○月○日）とURL
を明記する。URLの下線は外すこと。 

リンク切れの場合は「入手先URL（現在参照不可）」と

記入する。サイトがリンク切れとなった場合でも，

読者・差読者からの質問に対応できるよう，当該画

面が保存されているものであること。 
(12) オンラインジャーナル、ネット上の論文 原則文献

の記述方法を行った後に、URL を記載する。URL
の下線は外すこと。参照年月日は不要。 
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複写される場合は、事前に下記事務局の許諾を得てください。 
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